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手
形
行
為
と
名
板
貸
し
（
丹
羽
）

九

一　

は
じ
め
に

　

手
形
行
為
す
な
わ
ち
手
形
法
律
行
為
も
一
般
法
上
の
法
律
行
為
と
同
じ
く
、
手
形
上
の
法
的
効
果
（
手
形
責
任
）
が
帰
属
す
る
本
人
以

外
の
者
（
他
人
）
に
よ
っ
て
為
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
制
限
行
為
能
力
者
に
代
わ
っ
て
法
定
代
理
人
が
手
形
行
為
を
為
し

た
り
、
あ
る
い
は
多
量
の
手
形
行
為
を
為
す
必
要
の
あ
る
商
人
が
そ
の
商
業
使
用
人
に
行
な
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

（
１
）。

　

ま
た
、
手
形
行
為
を
為
す
に
あ
た
り
、
他
人
の
名
称
を
自
己
の
名
称
と
し
て
使
用
し
て
手
形
行
為
を
行
な
う
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

不
渡
り
処
分
を
受
け
て
銀
行
取
引
を
停
止
さ
れ
て
い
る
甲
が
、
他
人
の
乙
名
義
で
当
座
預
金
を
開
設
し
た
う
え
で
、
乙
名
義
の
手
形
を
振

出
す
場
合
で
あ
る

（
２
）。

　

さ
ら
に
、
信
用
力
の
あ
る
他
人
の
名
義
を
利
用
し
て
手
形
行
為
を
行
な
う
場
合
も
あ
る
。
手
形
行
為
者
が
そ
の
法
律
効
果
を
被
偽
造
者

で
あ
る
名
義
人
に
帰
属
さ
せ
る
意
思
で
手
形
行
為
を
行
う
偽
造
と
類
似
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
手
形
行
為
者
は
自
身
に
手
形
行
為
の

法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
意
思
で
行
う
こ
と
か
ら
異
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
人
の
名
称
を
自
己
の
名
称
と
し
て
使
用
し
て
手
形

　

手
形
行
為
と
名
板
貸
し

丹
　
　
羽
　
　
重
　
　
博



一
〇

行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
効
果
は
名
称
の
使
用
者
に
帰
属
す
る（

３
）。

こ
の
他
人
の
名
義
を
使
用
し
て
手
形
行
為
を
為
す
一
つ

の
場
合
と
し
て
、
手
形
行
為
者
が
手
形
上
に
そ
の
名
称
を
表
示
さ
れ
た
者
（
他
人
）
か
ら
そ
の
名
称
の
使
用
を
許
諾
さ
れ
て
い
た
場
合
が

問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
名
板
貸
し
と
い
う
。

　

資
格
を
必
要
と
す
る
営
業
取
引
に
お
い
て
、
営
業
免
許
を
有
す
る
者
が
無
免
許
者
に
名
義
を
貸
す
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る

（
４
）。

し
か
し
、

こ
の
場
合
に
は
営
業
免
許
の
潜
脱
と
な
る
た
め
、
営
業
免
許
を
受
け
た
者
が
名
板
貸
し
す
る
こ
と
を
明
文
で
禁
止
し
て
い
る
法
令
も
多
い

（
５
）。

さ
ら
に
、
他
人
の
名
義
を
使
用
し
て
電
子
記
録
に
お
け
る
債
権
・
債
務
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
も
同
様

に
、
名
板
貸
し
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
念
頭
に
お
い
て
手
形
行
為
と
名
板
貸
し
の
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

二　

名
板
貸
人
の
責
任
成
立
要
件
と
効
果
（
商
一
四
条
・
五
三
七
条
、
会
九
条
）

　

他
人
が
自
己
の
商
号
を
営
業
又
は
事
業
取
引
上
使
用
す
る
こ
と
の
合
意
は
、
名
板
貸
契
約
あ
る
い
は
看
板
貸
契
約
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

る
。

　

名
板
貸
し
は
、
営
業
主
ま
た
は
事
業
主
（
以
下
営
業
主
等
と
略
称
す
る
）
が
名
義
人
の
信
用
や
名
声
を
利
用
し
て
自
己
の
営
業
ま
た
は
事

業
（
以
下
営
業
等
と
略
称
す
る
）
を
有
利
に
営
ん
だ
り
、
資
格
や
営
業
免
許
を
有
す
る
者
が
そ
の
資
格
等
を
必
要
と
す
る
者
に
名
義
を
貸
し

て
そ
の
資
格
等
を
利
用
さ
せ
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
営
業
主
等
の
取
引
の
相
手
方
は
、
名
義
人
が
営
業
等
の
主
体
だ
と
誤
認
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
商
法
一
四
条
・

五
三
七
条
、
会
社
法
九
条
（
以
下
商
法
一
四
条
等
と
略
称
す
る
）
は
、
外
観
的
事
実
を
信
頼
し
た
善
意
の
取
引
相
手
方
を
保
護
す
る
趣
旨
か
ら
、
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名
義
の
使
用
を
許
諾
し
た
商
人
の
責
任
に
つ
い
て
定
め
た
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
外
観
的
事
実
に
信
頼
を
お
い
て
迅
速
に
取
引
き
が
行
わ

れ
、
あ
る
い
は
名
義
貸
与
者
に
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
て
善
意
の
取
引
相
手
方
を
保
護
し
、
間
接
的
に
は
商
号
真
実
性
の
要
求
の
実
現
を
図
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

民
法
上
の
表
現
代
理
の
規
定
（
民
一
〇
九
条
以
下
）
と
立
法
目
的
を
同
じ
く
す
る
が
、
名
板
貸
し
の
関
係
は
、
個
別
的
に
代
理
関
係
を
規

整
す
る
表
見
代
理
の
規
定
で
は
企
業
取
引
の
分
野
を
必
ず
し
も
十
分
に
カ
バ
ー
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
た
め
、
昭
和
一
三
年
の
商
法
改
正
（
昭

和
一
三
法
七
二
）
で
、
表
見
支
配
人
・
表
見
代
表
取
締
役
な
ど
の
規
定
と
共
に
旧
商
法
二
三
条
で
新
設
さ
れ
、
現
在
の
商
法
一
四
条
等
に

引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
商
法
一
四
条
等
の
規
定
に
よ
る
名
義
人
の
責
任
は
取
引
の
当
事
者
で
あ
る
営
業
主
等
の
責
任
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
が
、

両
者
を
連
帯
責
任
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
意
の
相
手
方
の
保
護
を
よ
り
厚
く
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
商
法
一
四
条
等
の
規
定
を
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
（estoppel by representation

）
を
基
に
解
釈
す
る
学
説
も
少
な
く
な
い
。
エ
ス
ト
ッ

ペ
ル
（
以
下
禁
反
言
と
い
う
）
と
は
、
自
己
の
表
示
に
よ
り
相
手
方
に
あ
る
事
実
を
信
ぜ
し
め
た
と
き
は
、
以
後
表
示
者
は
そ
れ
を
信
じ
た

相
手
方
に
対
し
、
表
示
に
反
す
る
主
張
を
許
さ
な
い
と
す
る
法
理
で
あ
る
。
外
観
主
義
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
法
理
で
あ
る
の

に
対
し
、
禁
反
言
は
お
も
に
英
米
の
判
例
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
法
理
で
あ
る
。
禁
反
言
に
は
、
記
録
（
判
決
）
に
よ
る
禁
反
言
、
表
示

に
よ
る
禁
反
言
お
よ
び
法
廷
外
の
行
為
に
よ
る
禁
反
言
が
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
最
も
重
要
な
の
は
表
示
に
よ
る
禁
反
言
で
、
外
観
主
義

と
対
比
さ
れ
る
の
も
こ
の
意
味
で
の
禁
反
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
英
米
法
上
の
立
法
精
神
、
立
法
目
的
が
日
本
の
法
制
度
に
導
入
さ
れ
た

の
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る

（
６
）。

商
法
一
四
条
等
は
先
述
の
よ
う
に
、
昭
和
一
三
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
や
は
り
商
法
の
母
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
上
の
法
理
で
あ
る
外
観
主
義
（Rechtsshein theorie

）
に
依
拠
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



一
二

　

外
観
主
義
と
禁
反
言
は
共
に
、
①
企
業
取
引
き
上
の
意
義
を
有
す
る
外
観
な
い
し
表
示
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
外
観
ま
た
は
表
示
の
成

立
に
つ
き
本
人
に
帰
責
事
由
が
あ
る
こ
と
、
③
外
観
ま
た
は
表
示
を
取
引
き
の
相
手
方
が
信
頼
し
た
こ
と
、
の
三
要
件
を
必
要
す
る
点
で

共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
外
観
主
義
は
、
ま
ず
一
定
の
外
形
的
事
実
に
注
目
し
こ
の
外
形
に
対
す
る
第
三
者
の
信
頼
と
い
う
も
の
を
重
視

す
る
。
こ
れ
に
対
し
禁
反
言
は
、
取
引
き
上
の
相
手
方
に
対
し
て
な
し
た
表
示
と
矛
盾
す
る
主
張
を
許
さ
な
い
と
い
う
形
で
第
三
者
の
信

頼
を
保
護
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
観
主
義
の
方
が
そ
の
適
用
範
囲
が
広
く
、
ま
た
禁
反
言
に
は
倫
理
的
色
彩
が
み
う
け
ら
れ
る

（
７
）。

　

ま
た
、
手
形
・
小
切
手
、
株
券
等
の
有
価
証
券
の
善
意
取
得
制
度
（
商
五
一
九
条
、
会
社
一
三
一
条
二
項
、
二
五
八
条
二
項
、
六
八
九
条
二
項
、

手
一
六
条
、
小
二
一
条
、
な
お
電
子
債
権
一
九
条
、
二
〇
条
）
は
、
証
券
喪
失
者
の
帰
責
と
は
無
関
係
に
、
証
券
の
占
有
な
い
し
裏
書
き
の
連

続
と
い
う
外
観
を
信
頼
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
善
意
取
得
制
度
は
、
外
観
主
義
を
実
定
法
的
に
徹
底

化
し
た
規
定
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑴　

真
実
と
異
な
る
概
観
の
存
在

　

名
板
貸
人
の
責
任
が
発
生
す
る
に
は
、
先
ず
、
他
人
が
名
板
貸
人
の
商
号
を
使
用
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
を
す
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ

る
。
改
正
前
商
法
二
三
条
で
は
、
商
号
の
ほ
か
、
氏
・
氏
名
の
使
用
を
許
諾
し
た
者
も
名
板
貸
人
の
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
い
た
か
ら
、

名
板
貸
人
は
、
商
人
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
商
人
で
は
な
い
個
人
の
氏
・
氏
名
や
法
人
の
名
称
を
使
用
す
る
場
合
で
も

そ
れ
ら
の
者
が
商
行
為
を
業
と
し
て
い
る
と
誤
認
す
る
事
例
も
含
み
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
官
庁
や
公
共
企
業
体
の
名
称
、
財

団
法
人
や
中
間
法
人
の
名
称
に
つ
い
て
も
名
板
貸
し
が
成
立
し
得
た
。

　

し
か
し
、
現
行
法
は
商
号
の
使
用
許
諾
に
限
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
誤
認
は
許
さ
れ
ず
、
商
法
一
四
条
等
の
類
推
適
用
も
困
難
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と
な
る
や
も
し
れ
な
い

（
８
）。

そ
し
て
、
商
法
一
四
条
等
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
善
意
の
第
三
者
の
保
護
は
、

民
法
一
〇
九
条
か
七
一
五
条
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
９
）。

　

ま
た
、「
商
号
」
は
、
名
板
貸
人
の
商
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
必
要
は
な
く
、
若
干
の
語
を
付
加
し
た
り
、
簡
略
化
し
て
使
用
す
る

場
合
も
含
ま
れ
る
。
判
例
は
、
土
木
建
築
請
負
業
の
免
許
を
受
け
会
社
の
設
立
準
備
に
当
た
っ
て
い
た
株
式
会
社
山
本
組
が
、
そ
の
許
可

を
受
け
て
い
な
い
他
人
が
土
木
建
築
請
負
営
業
を
行
う
に
つ
い
て
「
山
本
組
京
都
出
張
所
」
と
い
う
名
称
の
使
用
を
許
し
た
と
き
は
、
そ

の
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
に
つ
い
て
弁
済
の
責
任
を
負
う
と
し
た
（
京
都
地
判
昭
和
二
五
年
六
月
二
一
日
下
民
集
一
巻
六
号
九
五
八
頁
）。

　

ま
た
、
株
式
会
社
小
林
百
貨
店
が
、
自
己
の
店
頭
で
「
小
林
百
貨
店
書
籍
部
」
と
い
う
商
号
で
書
籍
の
販
売
を
す
る
こ
と
を
他
人
に
許

諾
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
本
条
（
旧
商
法
二
三
条
）
に
、
い
わ
ゆ
る
自
己
の
商
号
に
は
当
該
営
業
に
固
有
の
商
号
の
み
で
な
く
、
そ
の
商

号
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
営
業
の
範
囲
内
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
よ
う
な
商
号
も
含
ま
れ
る
と
解
し
た
（
東
京
地
判
昭

和
二
七
年
三
月
一
〇
日
下
民
集
三
巻
三
号
三
三
五
頁
）。

　

名
板
貸
人
は
商
人
と
し
て
営
業
等
を
営
ん
で
い
る
か
ら
、
名
板
借
人
の
営
業
等
も
同
種
の
場
合
が
多
く
、
ま
た
そ
の
場
合
に
誤
認
が
生

じ
や
す
い
。
こ
の
問
題
に
つ
き
判
例
は
、
甲
が
「
現
金
屋
」
な
る
商
号
で
電
気
器
具
商
を
経
営
し
て
い
た
が
後
に
こ
れ
を
廃
業
し
た
と
こ

ろ
、
甲
の
従
業
員
乙
が
甲
か
ら
「
現
金
屋
」
な
る
商
号
の
使
用
の
許
諾
を
え
て
甲
の
営
業
所
と
同
じ
場
所
で
「
現
金
屋
」
な
る
商
号
で
食

料
品
店
を
経
営
し
た
。
乙
の
債
権
者
丙
が
甲
に
対
し
て
商
法
二
三
条
に
よ
り
名
板
貸
人
の
責
任
を
追
及
し
た
事
案
に
お
い
て
「
現
に
一
定

の
商
号
を
も
っ
て
営
業
を
営
ん
で
い
る
か
、
ま
た
は
、
従
来
一
定
の
商
号
を
も
っ
て
営
業
を
営
ん
で
い
た
者
が
、
そ
の
商
号
を
使
用
し
て

営
業
を
営
む
こ
と
を
他
人
に
許
諾
し
た
場
合
に
右
の
責
任
（
商
法
二
三
条
の
責
任
）
を
負
う
の
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
商
号
使

用
の
許
諾
を
受
け
た
者
の
営
業
が
そ
の
許
諾
し
た
者
の
営
業
と
同
種
の
営
業
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」



一
四

と
判
示
し
た）

（1
（

。

　

⑵　

名
義
使
用
の
許
諾

　

商
法
一
四
条
・
五
三
七
条
、
会
社
法
九
条
に
よ
っ
て
相
手
方
が
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
名
義
人
が
名
義
の
使
用
を
許
諾
し
た
と
い
う
事

実
、
す
な
わ
ち
名
板
貸
人
の
帰
属
事
由
と
し
て
、
相
手
方
に
よ
る
誤
認
の
可
能
性
の
あ
る
外
観
を
作
出
し
た
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
商
号

使
用
の
許
諾
は
、
明
示
の
も
の
は
勿
論
、
黙
示
の
も
の
で
も
よ
い
。
た
だ
し
他
人
が
自
己
の
商
号
を
使
用
し
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
放
置
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
単
に
黙
示
の
使
用
許
諾
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
黙
示
の
許
諾
と
判

断
す
る
た
め
に
は
商
号
使
用
の
放
置
、
不
阻
止
の
み
な
ら
ず
付
加
的
事
情
も
考
慮
し
て
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
。
営
業
主
が
自
己
の
事
務

所
や
土
地
建
物
の
一
部
を
使
用
さ
せ
、
営
業
主
の
商
号
や
看
板
も
用
い
て
営
業
主
と
同
種
の
営
業
を
な
す
こ
と
を
許
し
た
り
し
た
場
合
な

ど
に
お
い
て
、
黙
示
の
使
用
許
諾
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
二
一
日
民
集
一
二
巻
二
号
二
八
二
頁
）。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

最
高
裁
平
成
七
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
（
民
集
四
九
巻
九
号
二
九
七
二
頁
）
は
、
上
告
人
Ｔ
が
、
株
式
会
社
忠
実
屋
（
承
継
前
の
被
上
告
人
、

以
下
「
忠
実
屋
」
と
い
う
。）
の
経
営
す
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
忠
実
屋
小
田
急
相
模
原
店
（
以
下
「
本
件
店
舗
」
と
い
う
。）
の
屋
上
に
お

い
て
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
を
経
営
す
る
被
上
告
補
助
参
加
人
か
ら
、
手
乗
り
イ
ン
コ
二
羽
を
購
入
し
て
飼
育
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
右
イ
ン
コ

が
オ
ウ
ム
病
ク
ラ
ミ
ジ
ア
を
保
有
し
て
い
た
た
め
、
上
告
人
Ｔ
ら
家
族
が
オ
ウ
ム
病
性
肺
炎
に
か
か
り
、
上
告
人
Ｔ
の
妻
で
あ
り
、
そ
の

余
の
上
告
人
ら
の
母
で
あ
る
Ａ
が
死
亡
し
た
と
し
て
、
上
告
人
ら
が
忠
実
屋
の
承
継
人
で
あ
る
被
上
告
人
に
対
し
、
商
法
二
三
条
、
民
法

四
一
五
条
等
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
一
般
の
買
物
客
が
テ
ナ
ン
ト
店
の
営
業
主
体
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

で
あ
る
と
誤
認
す
る
の
も
や
む
を
得
な
い
よ
う
な
外
観
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
外
観
を
作
出
し
又
は
そ
の
作
出
に
関
与
し
た
ス
ー
パ
ー
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マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
旧
商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
買
物
客
と
テ
ナ
ン
ト
店
と
の
取
引
に
関
し
名
板
貸
人
と
同
様
の
責
任
を
負
う
と

判
示
し
て
い
る
。

　

名
板
貸
し
は
、
自
己
の
商
号
を
使
用
し
て
「
営
業
又
は
事
業
」
を
な
す
事
を
他
人
に
許
諾
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
営
業
等
を
な
す
た

め
の
使
用
と
厳
格
に
解
す
れ
ば
、
名
板
貸
人
は
商
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
外
観
信
頼
の
保
護
を

目
的
と
す
る
商
法
一
四
条
等
の
立
法
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
名
板
貸
人
が
商
人
で
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
根
拠
は
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
名
板

貸
人
が
商
人
で
な
い
場
合
に
も
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
職
員
が
「
東

京
地
方
裁
判
所
厚
生
部
」
と
い
う
名
称
で
買
い
入
れ
た
繊
維
製
品
の
代
金
三
七
四
万
円
あ
ま
り
の
支
払
に
関
し
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
責

任
が
問
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
こ
の
厚
生
部
と
い
う
の
は
、
同
裁
判
所
の
職
員
の
福
利
厚
生
を
は
か
る
た
め
生
活
必
需
品
の
購
入
配
分

等
を
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
裁
判
所
事
務
局
総
務
課
厚
生
係
の
部
屋
を
使
用
し
、
同
係
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
が
事
務
を
担
当

し
て
お
り
、
用
紙
な
ど
も
裁
判
所
の
用
紙
を
使
っ
て
い
た
。
一
審
（
東
京
地
裁
）、
二
審
（
東
京
高
裁
）
と
も
東
京
地
方
裁
判
所
の
責
任
を

否
定
し
た
。
し
か
し
最
高
裁
（
最
判
昭
和
三
五
・
一
〇
・
三
一
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
六
六
一
頁
）
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
厚
生
部
と
い
う
の
は

東
京
地
方
裁
判
所
の
一
部
局
と
し
て
の
表
示
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
う
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
差

戻
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
お
よ
そ
、
一
般
に
、
他
人
に
自
己
の
名
称
、
商
号
等
の
使
用
を
許
し
、
も
し
く
は
そ
の
者
が
自
己
の
た
め
に
取

引
す
る
権
限
あ
る
旨
を
表
示
し
、
も
っ
て
そ
の
他
人
の
す
る
取
引
が
自
己
の
取
引
な
る
か
の
如
く
見
え
る
外
形
を
作
り
出
し
た
者
は
、
こ

の
外
形
を
信
頼
し
て
取
引
し
た
第
三
者
に
対
し
、
自
ら
責
に
任
ず
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
民
法
一
〇
九
条
、
商
法
二
三
条
等
の

法
理
に
照
ら
し
、
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。



一
六

　

⑶　

相
手
方
の
誤
認

　

名
板
貸
人
の
責
任
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
相
手
方
が
名
板
貸
人
を
営
業
主
体
な
い
し
取
引
主
体
と
誤
認
し
て
名
板
借
人
と
取
引
を
し
た

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
に
誤
認
の
な
か
っ
た
場
合
に
は
名
板
貸
人
の
責
任
が
生
じ
な
い
事
は
明
白
で
あ
る
が
、
商

法
一
四
条
・
五
三
七
条
、
会
社
法
九
条
は
特
に
過
失
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
善
意
の
相
手
方
が
ど
こ
ま
で
保
護
さ
れ
る
か
に
つ

い
て
は
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
①
民
法
一
〇
九
条
の
表
見
代
理
と
同
じ
く
解
し
て
相
手
方
に
軽
過
失
が
あ
れ
ば
名
板
貸
人
は
責
任
を
免

れ
る
と
す
る
善
意
無
過
失
保
護
説）

（1
（

、
②
外
観
作
出
責
任
に
重
点
を
置
い
て
相
手
方
は
善
意
で
あ
れ
ば
重
過
失
が
あ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
と

す
る
善
意
重
過
失
保
護
説
が
あ
る）

（1
（

。
③
し
か
し
、
通
説
は
、
相
手
方
の
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
重
大
な

過
失
は
悪
意
と
同
様
に
取
り
扱
い
、
悪
意
お
よ
び
保
護
に
値
し
な
い
よ
う
な
重
大
な
過
失
の
あ
る
第
三
者
は
保
護
さ
れ
ず
、
反
面
名
板
貸

人
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
善
意
軽
過
失
保
護
説
に
立
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

ま
た
、
最
高
裁
（
最
判
昭
和
四
一
・
一
・
二
七
民
集
二
〇
巻
一
号
一
一
一
頁
）
も
、「
商
法
二
三
条
の
名
義
貸
与
者
の
責
任
は
、
そ
の
者
を
営

業
者
な
り
と
誤
認
し
て
取
引
を
な
し
た
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
誤
認
が
取
引
を
な
し
た
者
の
過
失
に
よ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
名
義
貸
与
者
は
責
任
を
免
れ
得
な
い
も
の
と
い
う
べ
く
、
た
だ
重
大
な
過
失
は
悪
意
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

誤
認
し
て
取
引
を
な
し
た
者
に
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
名
義
貸
与
者
は
そ
の
責
任
を
免
れ
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と

判
示
し
、
第
三
説
に
よ
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
相
手
方
の
悪
意
・
重
過
失
の
立
証
責
任
は
、
名
板
貸
人
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
判
例
は）

（1
（

、
相
手
方
の
誤

認
に
つ
い
て
の
重
大
な
過
失
は
、
本
条
（
旧
商
法
二
三
条
）
の
定
め
る
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
者
に
お
い
て
、
立
証
責
任
を
負
う
べ
き

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
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⑷　

名
板
貸
人
と
の
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務

　

名
板
貸
人
は
、
許
諾
し
た
営
業
・
事
業
の
範
囲
内
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
「
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
」
に
つ
い
て
、
名
板
借
人
と

共
に
商
法
一
四
条
等
の
責
任
を
負
う
。
そ
し
て
、「
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
」
に
は
、
取
引
に
よ
っ
て
直
接
生
じ
た
債
務
は
勿
論
の

こ
と
、
名
板
借
人
の
債
務
不
履
行
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
や
、
売
買
契
約
の
解
除
に
よ
る
手
附
金
返
還
債
務
な
ど
の
原
状
回
復
義
務
も
含

ま
れ
る
。

　

島
商
事
株
式
会
社
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
昭
和
三
〇
年
九
月
九
日
（
民
集
九
巻
一
〇
号
一
二
四
七
頁
）
も
、「
上
告
人
（
控
訴
会
社
）
は
、

岡
芳
郎
が
上
告
会
社
の
商
号
を
使
用
し
て
、
被
上
告
人
（
被
控
訴
人
）
と
判
示
売
買
契
約
を
締
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
阻
止

せ
ず
、
む
し
ろ
、
暗
黙
に
右
商
号
の
使
用
を
許
諾
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
原
決
の
確
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
売
買

契
約
は
、
そ
の
後
岡
芳
郎
の
不
履
行
の
結
果
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り
解
せ
ら
れ
、
岡
芳
郎
は
本
件
手
附
金
一
〇
万
円
を
被
上
告
人
に
返

還
す
る
こ
と
を
約
し
た
こ
と
は
、
ま
た
、
原
判
決
の
確
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
、
右
売
買
に
つ
き
自
己
の
商
号
の
使
用
を
許
諾
し
た
以
上
、
右
手
附
金
返
還
債
務
は
、
商
法
二
三
条
に
い
わ
ゆ
る
「
其
ノ
取
引

（
売
買
）
ニ
因
リ
テ
生
ジ
タ
ル
債
務
」
に
該
る
も
の
と
し
て
、
上
告
人
に
お
い
て
、
右
手
附
金
返
還
債
務
に
つ
い
て
も
岡
芳
郎
と
連
帯
し

て
こ
れ
が
弁
済
の
責
を
負
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
論
じ
て
い
る
。

　

反
面
、
名
板
借
人
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
商
法
一
四
条
等
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
し
て
、
自

動
車
事
故
の
よ
う
な
純
然
た
る
事
実
行
為
と
し
て
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
被
害
者
の
損
害
と
営
業
主
体
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う

外
観
の
信
頼
と
い
う
契
機
が
な
い
か
ら
、
商
法
一
四
条
等
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。
こ
の
争
点
に
関
す
る
事
案
に

つ
い
て
最
高
裁
判
所
は）

（1
（

、
本
条
に
い
う
「
其
ノ
取
引
ニ
因
リ
テ
生
ジ
タ
ル
債
務
」
と
は
、
第
三
者
に
お
い
て
外
観
を
信
じ
て
取
引
関
係
に



一
八

入
っ
た
た
め
、
名
義
貸
与
を
受
け
た
者
が
そ
の
取
引
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
債
務
を
指
称
し
、
名
義
貸
与
を
受

け
た
者
が
交
通
事
故
そ
の
他
の
事
実
行
為
た
る
不
法
行
為
に
起
因
し
て
負
担
す
る
に
至
っ
た
損
害
賠
償
債
務
が
当
た
ら
な
い
の
は
も
と
よ

り
、
そ
の
債
務
に
つ
い
て
、
名
義
貸
与
を
受
け
た
者
と
被
害
者
と
の
間
で
、
単
に
そ
の
支
払
金
額
と
支
払
方
法
を
定
め
る
に
過
ぎ
な
い
示

談
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
、
右
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
損
害
賠
償
債
務
も
、
右
の
債
務
に
当
た
ら
な
い
と
判

示
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
取
引
の
外
形
を
有
す
る
不
法
行
為
、
例
え
ば
名
板
借
人
の
詐
欺
的
取
引
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
賠
償
債
務
に
つ
い
て
は
、

名
板
貸
人
が
営
業
主
体
・
事
業
主
体
で
あ
る
と
い
う
外
観
を
信
頼
し
た
こ
と
に
基
づ
く
取
引
で
あ
る
以
上
、
そ
の
損
害
と
外
観
信
頼
と
の

因
果
関
係
が
あ
り
、
商
法
一
四
条
等
の
取
引
に
含
ま
れ
る）

（1
（

。

三
、
手
形
行
為
と
名
板
貸
し

　

⑴　

問
題
の
所
在

　

他
人
の
称
号
を
自
己
の
商
号
と
し
て
用
い
て
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
の
被
商
号
使
用
者
は
、
自
ら
手
形
行
為
を
行
っ
た
者
で
は
な

い
の
で
、
な
ん
ら
の
責
任
を
負
わ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
商
号
使
用
者
が
そ
の
商
号
の
使
用
を
手
形
行
為
者
に
許
諾
し
て

い
る
場
合
に
は
、
被
商
号
使
用
者
（
商
号
貸
与
者
）
も
手
形
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
は
自

己
の
商
号
を
使
用
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
を
行
う
こ
と
を
許
諾
し
た
こ
と
を
前
提
に
そ
の
営
業
ま
た
は
事
業
活
動
の
一
環
と
し
て
手
形
行

為
に
商
号
使
用
許
諾
者
の
商
号
が
用
い
ら
れ
た
場
合
と
、
当
該
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
み
に
商
号
の
使
用
が
許
諾
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
借

用
者
が
商
号
使
用
許
諾
者
名
義
で
手
形
行
為
を
し
た
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
は
、
い
わ
ゆ
る
名
板
貸
し
と
し
て
商
法
一
四
条
等
の
適
用
の



手
形
行
為
と
名
板
貸
し
（
丹
羽
）

一
九

有
無
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
後
者
は
名
板
貸
し
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
商
法
一
四
条
等
は
「
営
業
ま
た
は
事
業
を
行
う
こ
と
を
他
人

に
許
諾
し
た
」
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
商
号
貸
与
者
の
責
任
原
因
が
「
自
己
の
商
号
を
使
用
す
る
こ
と
」
を
許

諾
し
た
こ
と
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
手
形
行
為
に
つ
い
て
自
己
の
商
号
の
使
用
許
諾
を
し
た
場
合
に
は
商
法
一
四
条

等
の
規
定
の
類
推
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

⑵　

営
業
ま
た
は
事
業
の
た
め
の
名
板
貸
し
を
し
た
者
の
手
形
責
任

　

他
人
の
商
号
を
使
用
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
者
が
そ
の
営
業
活
動
・
事
業
活
動
の
一
環
と
し
て
商
号
使
用
者

が
使
用
許
諾
者
の
商
号
を
使
用
し
て
手
形
行
為
を
な
し
た
場
合
に
は
、
商
法
一
四
条
・
五
三
七
条
あ
る
い
は
会
社
法
九
条
が
適
用
さ
れ
る

と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る）

（1
（

。
な
ぜ
な
ら
、
商
人
が
営
業
ま
た
は
事
業
を
す
る
以
上
、
そ
の
取
引
に
関
連
し
て
手
形
取
引
を
行
う
こ
と
は

営
業
上
の
行
為
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
許
諾
者
は
、
自
己
の
商
号
で
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
も
許

諾
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
名
板
借
人
が
名
板
貸
人
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
名
板
貸
人
名
義
で
振
出
し
た
約
束
手
形
に
つ
き
、
名
板

貸
人
は
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
支
払
の
責
任
を
負
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
最
高
裁
昭
和
四
二
年
二
月
九
日
（
判
例
時
報
四
八
三
号
六
〇
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
〇
六
号
九
三
頁
、
金
融
法
務
四
七
二

号
三
六
頁
）
は
、「
商
法
二
三
条
は
名
板
借
人
と
取
引
行
為
を
し
た
第
三
者
が
名
板
貸
人
を
営
業
主
と
誤
認
し
た
場
合
に
お
い
て
、
右
第
三

者
を
し
て
右
名
板
貸
人
に
対
し
右
取
引
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
え
せ
し
め
、
右
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規

定
で
あ
る
か
ら
、
右
認
定
の
ご
と
く
上
告
人
が
訴
外
大
成
武
代
の
行
為
に
つ
い
て
商
法
二
三
条
の
責
任
を
負
う
べ
き
以
上
、
上
告
人
は
、

同
訴
外
人
が
上
告
人
の
意
思
に
も
と
づ
か
ず
し
て
上
告
人
名
義
を
も
っ
て
振
り
出
し
た
本
件
手
形
に
つ
き
善
意
の
第
三
者
で
あ
る
被
上
告



二
〇

人
に
対
し
そ
の
支
払
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

　

さ
ら
に
、
営
業
ま
た
は
事
業
の
許
諾
は
あ
っ
た
が
、
実
際
は
被
許
諾
者
が
そ
の
名
称
を
使
用
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
は
行
わ
ず
に
、
手

形
行
為
の
み
に
そ
の
名
称
を
利
用
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
名
称
で
振
出
し
た
手
形
に
つ
き
商
法
一
四
条
等
の
類
推
適
用
に
よ
り
責
任
を
負

う
と
解
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
名
称
を
使
用
し
て
営
業
を
な
す
こ
と
を
許
諾
し
た
者
は
、
許
諾
を
受
け
た
者
が
代

表
取
締
役
で
あ
る
株
式
会
社
の
、
右
の
名
称
使
用
を
許
諾
し
た
営
業
の
範
囲
内
と
認
め
ら
れ
る
営
業
の
た
め
に
許
諾
者
の
名
義
で
振
出
さ

れ
た
手
形
に
つ
き
、
許
諾
を
受
け
た
者
が
右
の
名
称
を
使
用
し
て
営
業
を
営
む
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
本
条
の
類
推
適
用
に
よ
り

手
形
金
の
支
払
義
務
を
負
う
の
で
あ
る）

（1
（

。
な
お
、
名
板
貸
人
の
責
任
は
、
外
観
理
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
が
悪
意
の
場

合
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
己
名
義
で
当
座
預
金
口
座
を
開
設
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
自
己
名
義
の
手
形
、
小
切
手
を
振

出
す
こ
と
を
他
人
に
許
諾
し
た
者
に
も
、
本
条
の
準
用
な
い
し
禁
反
言
の
法
理
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
も
、
真
実
の
振
出
人
が
小
切
手
等

に
表
示
さ
れ
た
者
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
第
三
者
に
対
し
て
ま
で
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い）

11
（

。

　

⑶　

手
形
取
引
の
た
め
に
自
己
の
商
号
の
使
用
を
許
諾
し
た
者
の
責
任

　

商
号
の
貸
与
が
営
業
ま
た
は
事
業
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
銀
行
と
の
当
座
預
金
取
引
お
よ
び
手
形
行
為
に
限
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
、

商
法
一
四
条
等
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
商
法
一
四
条
等
の
商
号
貸
与
は
営
業
ま
た
は
事
業
の
た
め
に
許
諾
す
る
場
合
で
あ
り
、
個
別
的
な
行
為
の
た
め
の
商
号
の
使

用
許
諾
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑴
適
用
否
定
説　
　

こ
の
説
は
、
商
法
一
四
条
等
は
表
見
的
営
業
主
・
事
業
主
の
責
任
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
実
質
的
営
業
主
・
事



手
形
行
為
と
名
板
貸
し
（
丹
羽
）

二
一

業
主
で
あ
る
名
板
借
人
の
責
任
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
外
観
信
頼
の
保
護
、
取
引
安
全
の
見
地
か
ら
商
号
貸
与
者
の
連
帯
責
任
を
法
定

し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
手
形
行
為
は
絶
対
的
商
行
為
と
さ
れ
て
い
る
が
（
商
五
〇
一
条
四
号
）、
そ
の
営
業
性
は
前
提
と
な

ら
ず
、
手
形
行
為
自
体
か
ら
は
そ
の
行
為
者
が
営
業
主
・
事
業
主
で
あ
る
と
い
う
外
観
は
必
ず
し
も
生
じ
な
い
か
ら
、「
営
業
主
・
事
業
主
」

の
外
観
信
頼
を
保
護
す
る
商
法
一
四
条
等
の
適
用
の
基
礎
を
欠
く
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
板
貸
し
の
責
任
は
営
業
・
事
業
を
な
す
こ

と
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
み
名
義
の
使
用
許
諾
を
し

て
い
る
場
合
は
、
民
法
の
表
見
代
理
な
い
し
表
見
法
理
一
般
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　

例
え
ば
、
島
十
四
郎
「
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
と
商
法
二
三
条
」（
手
形
小
切
手
判
例
百
選
〈
第
三
版
〉
四
五
頁
）
は
、「
商

法
二
三
条
は
、
い
わ
ゆ
る
名
板
貸
の
責
任
を
定
め
た
規
定
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
、
名
板
貸
人
が
自
己
の
名
称
を
使
用
し
て
営
業

を
な
す
こ
と
を
許
諾
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
営
業
主
で
あ
る
名
板
借
人
の
営
業
に
つ
い
て
、
名
板
貸
人
自
身
が
そ
の
営
業
主
で
あ
る

と
の
外
観
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、
そ
の
外
観
を
信
頼
し
て
取
引
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る
た
め
に
名
板
貸
行
為
を
帰
責
事
由

と
し
て
名
板
貸
人
に
責
任
を
負
担
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
商
法
二
三
条
は
表
見
的
営
業
主
の
責
任
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、

実
質
的
営
業
主
た
る
名
板
借
人
の
責
任
を
当
然
の
前
提
と
し
、
外
観
信
頼
の
保
護
、
取
引
の
安
全
の
見
地
か
ら
、
名
義
貸
与
者
の
連
帯
責

任
を
法
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
米
沢
・
民
商
五
五
巻
一
号
五
六
頁
以
下
）。
名
板
貸
の
責
任
は
、
名
義
使
用
許
諾
の
場
合
の
う
ち
、
営
業
を
な

す
こ
と
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
の
名
義
を
使
用
し
て
単
に
手
形
行
為
を
す
る

こ
と
を
許
諾
す
る
場
合
は
、
手
形
行
為
は
絶
対
的
商
行
為
と
さ
れ
て
い
る
が
（
商
法
五
〇
一
条
）
そ
の
営
業
性
は
前
提
と
な
ら
ず
、
手
形

行
為
自
体
か
ら
は
そ
の
行
為
者
が
営
業
主
で
あ
る
と
い
う
外
観
は
生
じ
な
い
か
ら
、
表
見
的
営
業
主
の
責
任
に
関
す
る
商
法
二
三
条
の
範

囲
外
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
案
は
、
商
法
二
三
条
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
民
法
の
表
見
代
理
な
い
し
表



二
二

見
法
理
一
般
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
く
、
ま
た
解
決
し
う
る
場
合
が
多
い
と
の
見
解
に
賛
成
し
た
い
（
鴻
・
後
掲
一
九
四
頁
。
菅
原
・
判
評
一

三
六
号
（
判
時
五
九
〇
号
）
三
三
頁
、
中
馬
・
ジ
ュ
リ
五
五
四
号
一
一
二
頁
も
同
旨
）。
す
な
わ
ち
、
名
義
使
用
許
諾
に
署
名
代
行
さ
せ
る
趣
旨
が

含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
機
関
に
よ
る
手
形
行
為
の
問
題
と
な
り
、
ま
た
自
己
の
氏
名
を
行
為
者
が
そ
の
別
名
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
許

諾
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
（
こ
れ
が
大
部
分
で
あ
ろ
う
）
は
、
外
観
を
信
頼
し
た
第
三
者
の
保
護
を
は
か
る
た
め
表
見
法
理
、
外
観
理
論
の

問
題
と
し
て
解
決
さ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
そ
こ
に
は
責
任
の
連
帯
性
を
認
め
る
基
礎
は
な
い
」
と
、
説
い
て
い
る）

1（
（

。

　

ま
た
、
東
京
地
裁
昭
和
四
五
年
一
〇
月
六
日
判
決
（
判
例
時
報
六
一
三
号
八
七
頁
）
は
、
被
告
井
上
参
男
は
、
昭
和
四
三
年
二
月
頃
、
実

弟
た
る
訴
外
井
上
衍
よ
り
、
訴
外
株
式
会
社
協
和
銀
行
蒲
田
支
店
に
当
座
預
金
口
座
を
設
定
し
同
被
告
名
義
で
約
束
手
形
を
振
出
さ
せ
て

ほ
し
い
旨
の
請
願
を
受
け
た
と
こ
ろ
か
ら
、
同
年
三
月
一
日
右
訴
外
井
上
衍
を
代
理
人
と
し
て
右
協
和
銀
行
蒲
田
支
店
と
当
座
預
金
契
約

を
締
結
し
（
右
訴
外
銀
行
と
の
間
に
お
い
て
当
座
預
金
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。）、
右
訴
外
人
に
、
同
銀
行
よ
り
交

付
を
受
け
た
手
形
帳
を
保
管
せ
し
め
て
同
被
告
名
義
の
右
当
座
預
金
口
座
で
約
束
手
形
を
振
出
す
こ
と
を
許
諾
し
た
こ
と
、
か
く
し
て
本

件
手
形
二
通
は
、
右
訴
外
人
に
よ
り
、
被
告
井
上
参
男
の
当
座
預
金
口
座
を
利
用
し
て
同
被
告
名
義
を
も
っ
て
振
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
に
認
定
し
た
ご
と
く
、
被
告
井
上
参
男
は
、
訴
外
井
上
衍
に
対
し
右
当
座
預
金
口
座
の
名
義
を
貸
与

し
自
己
の
名
義
で
手
形
取
引
を
な
す
こ
と
を
許
諾
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
る
以
上
、
同
被
告
は
、
右
訴
外
人
が
右
当
座
預
金
口

座
を
利
用
し
て
同
被
告
の
名
義
で
振
出
し
た
本
件
手
形
に
つ
き
手
形
上
の
債
務
を
負
担
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
け
だ
し
、

右
の
ご
と
き
当
座
預
金
口
座
の
名
義
貸
与
者
は
、
禁
反
言
の
原
則
に
根
底
を
お
く
民
法
一
〇
九
条
の
規
定
の
趣
旨
を
類
推
し
て
、
右
預
金

口
座
の
名
義
借
用
者
の
な
し
た
手
形
取
引
に
つ
き
そ
の
責
任
を
負
う
も
の
と
認
め
る
の
が
、
名
義
貸
与
者
が
与
っ
て
作
出
し
た
取
引
の
外

観
に
信
頼
を
置
い
た
第
三
者
（
本
件
に
お
い
て
は
原
告
）
の
保
護
を
は
か
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
説
き
、
適
用
否
定
説
（
民
法



手
形
行
為
と
名
板
貸
し
（
丹
羽
）

二
三

一
〇
九
条
説
）
に
立
脚
し
て
い
る
。

⑵
適
用
肯
定
説　
　

こ
の
説
は
、
商
法
一
四
条
等
は
外
観
責
任
な
い
し
表
見
責
任
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す

る
た
め
に
、
同
条
等
を
法
文
ど
お
り
厳
格
に
解
す
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
社
会
的
要
求
に
合
致
す
る
よ
う
拡
張
解
釈
す
る
の
が
立

法
趣
旨
に
合
致
す
る
。
そ
し
て
、
名
義
貸
人
と
名
義
借
人
と
の
間
の
権
限
の
限
定
が
取
引
相
手
方
と
の
関
係
で
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な

い
の
だ
か
ら
、
単
に
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
み
名
板
貸
し
が
行
わ
れ
た
と
き
に
も
そ
の
直
接
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の

で
あ
る）

11
（

。
あ
る
い
は
、
個
々
の
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
名
義
貸
与
の
場
合
に
は
、
直
接
に
商
法
一
四
条
等
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

そ
の
規
定
の
趣
旨
の
類
推
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
機
関
に
よ
る
自
己
自
身
の
手
形
行
為
と
し
て
、
名
義
貸
与
者
に
手
形
上
の
責
任

を
負
担
さ
せ
る
と
の
考
え
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
説
で
は
、
原
因
関
係
上
の
債
務
に
つ
い
て
両
者
（
名
義
借
主
と
名
義
貸
与
者
）

が
連
帯
責
任
を
負
う
べ
き
は
当
然
で
あ
る
と
す
る）

11
（

。

⑶
判
例
の
変
遷　
　

従
前
、
判
例
は
単
に
銀
行
と
の
当
座
勘
定
取
引
な
い
し
手
形
行
為
の
た
め
に
の
み
自
己
の
名
義
の
使
用
を
許
し
た
者

に
対
し
、
商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
名
義
貸
人
に
手
形
上
の
責
任
を
認
め
て
き
た
（
①
名
古
屋
高
判
昭
三
二
・
一
二
・
一
四
高
民
集

一
〇
巻
一
二
号
六
九
九
頁
、
②
東
京
地
判
昭
三
七
・
九
・
一
〇
判
時
三
一
三
号
七
頁
、
③
東
京
高
判
昭
三
八
・
三
・
七
東
高
民
報
一
四
巻
三
号
四
九
頁
、

④
東
京
地
判
昭
四
一
・
四
・
六
判
タ
一
九
三
号
一
五
七
頁）

11
（

）。
し
か
し
、
最
高
裁
判
所
昭
和
四
二
年
六
月
六
日
（
判
例
時
報
四
八
七
号
五
六
頁
）
は
、

「
商
法
二
三
条
に
い
う
営
業
と
は
、
事
業
を
営
む
こ
と
を
い
い
、
単
に
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
、

前
記
確
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
前
記
許
諾
は
訴
外
会
社
の
営
業
で
あ
る
繊
維
製
品
販
売
業
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
条
は
、
他
人
の
氏
名
商
号
等
を
用
い
て
営
業
を
し
た
者
（
営
業
主
）
が
第
三
者
と
の
取
引
に
お
い
て
債
務
を
負

担
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
、
商
号
等
の
使
用
を
許
諾
し
た
者
に
対
し
て
も
、
営
業
主
の
右
債
務
に
つ
き
連
帯
責
任
を
負
担
さ
せ



二
四

る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
手
形
行
為
の
本
質
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
あ
る
者
が
氏
名
、
商
号
等
の
使
用
を
許
諾
し
た
者

の
名
義
で
手
形
上
に
記
名
押
印
し
て
も
、
そ
の
者
自
身
と
し
て
の
手
形
行
為
が
成
立
す
る
余
地
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
者
は
手
形
上

の
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
名
義
人
が
そ
の
者
と
連
帯
し
て
手
形
上
の
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
か
ら
、
こ
の

点
か
ら
み
て
も
、
手
形
行
為
上
自
己
の
氏
名
商
号
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
に
す
ぎ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
は
適
用
さ
れ
な

い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
へ
の
旧
商
法
二
三
条
へ
の
適
用
を
否
定
し
た
。

　

そ
し
て
、
破
棄
差
戻
し
後
の
大
阪
高
等
裁
判
所
昭
和
四
三
年
三
月
二
九
日
（
金
融
法
務
事
情
五
一
二
号
四
六
頁
）
は
、
裁
判
所
法
四
条
の

上
級
審
の
裁
判
の
拘
束
力
に
よ
り
、「
単
な
る
手
形
行
為
の
み
に
つ
い
て
の
名
義
の
使
用
許
諾
ご
と
き
は
、
上
告
審
判
決
が
判
示
し
て
い

る
よ
う
に
商
法
二
三
条
の
規
制
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
商
法
二
三
条
に
よ
っ
て
控
訴
人
に
毛
帰
任
が
あ
る
と

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
し
て
、
そ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

さ
ら
に
続
い
て
、
東
京
高
等
裁
判
所
昭
和
四
八
年
一
〇
月
三
日
（
金
融
法
務
事
情
七
三
〇
号
三
七
頁
）
は
、
当
座
勘
定
取
引
と
手
形
行
為

に
自
己
の
氏
名
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
者
に
対
す
る
手
形
金
の
請
求
に
関
す
る
事
案
に
つ
き
、
商
法
二
三
条
に
い
う
営
業
に
は
、

単
に
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
べ
く
、
当
座
勘
定
取
引
と
手
形
行
為
に
自
己
の
氏
名
、
商
号
等
を
使
用
す
る
こ
と
を

許
諾
し
た
に
過
ぎ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
右
最
高
裁
判
決
の
説
く
理
由
付
け
の
う
ち
、
と
く
に
商
法
二
三
条
は
名
義
借
人
の
責
任
を
前
提
と
し
て
名
義
貸
人
に
連
帯
責

任
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
名
義
貸
人
の
名
義
で
手
形
行
為
を
な
し
て
も
名
義
借
人
自
身
の
手
形
行
為
が
成
立
す
る
余
地
が
な
い
の
だ

か
ら
商
法
二
三
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
説
示
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
他
人
名
義
の
使
用
者
は
そ
の
他
人
名
義
を
自
己
の
名
義
と
し
て
使
用

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
手
形
上
の
責
任
を
負
う
な
ど
と
の
学
説
の
批
判
は
多
い）

11
（

。
こ
の
た
め
、
右
の
最
判
昭
和
四
二
年
六



手
形
行
為
と
名
板
貸
し
（
丹
羽
）

二
五

月
六
日
後
の
下
級
審
に
お
い
て
、
手
形
行
為
を
含
む
銀
行
と
の
当
座
勘
定
取
引
の
み
に
つ
い
て
自
己
の
名
義
を
使
用
す
る
こ
と
を
他
人
に

許
諾
し
た
者
に
商
法
二
三
条
の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
を
認
め
た
判
決
が
相
次
い
で
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
阪
高
判
昭
和
四
四
年
一

〇
月
二
八
日
（
下
民
集
二
〇
巻
九
＝
一
〇
号
七
七
三
頁
、
判
例
時
報
五
九
三
号
八
九
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
〇
号
一
五
一
頁
、
金
融
法
務
五
六
六
号

二
四
頁
）
は
、
自
己
の
氏
名
を
用
い
て
銀
行
取
引
を
す
る
こ
と
を
他
人
に
黙
許
し
た
者
は
、
そ
の
者
を
右
銀
行
取
引
の
当
事
者
と
誤
信
し

て
右
銀
行
取
引
の
一
つ
と
し
て
振
出
さ
れ
た
手
形
上
の
権
利
を
取
得
し
た
者
に
対
し
、
手
形
上
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説

き
、
東
京
高
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
五
日
（
下
民
集
二
〇
巻
一
一
＝
一
二
号
九
五
四
頁
、
判
例
時
報
五
八
〇
号
七
九
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
六

号
三
一
八
頁
、
金
融
法
務
五
七
〇
号
二
六
頁
、
東
高
民
時
報
二
〇
巻
一
二
号
二
八
六
頁
）
は
、
自
己
の
当
座
預
金
口
座
を
利
用
し
て
手
形
を
振
出

す
こ
と
を
許
諾
し
た
者
は
、
商
法
二
三
条
を
文
字
通
り
解
す
る
限
り
、
そ
の
適
用
は
な
い
が
、
同
条
は
そ
の
根
源
を
禁
反
言
の
法
理
に
発

し
、
そ
の
趣
旨
は
自
己
名
義
の
貸
与
が
直
接
に
営
業
に
関
し
な
い
場
合
に
も
拡
大
類
推
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
を
含
む
か
ら
、
か
か
る
名
義

貸
与
人
に
類
推
す
べ
く
、
仮
に
そ
れ
が
不
可
と
し
て
も
、
ひ
と
し
く
禁
反
言
の
法
理
に
淵
源
す
る
民
法
一
〇
九
条
の
趣
旨
を
推
し
、
あ
る

い
は
直
接
右
法
理
を
援
用
し
て
、
そ
の
責
任
を
認
め
る
べ
く
、
名
義
貸
与
人
の
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、
札
幌
地
判

昭
和
四
五
年
一
一
月
一
八
日
（
判
例
時
報
六
一
九
号
八
八
頁
）
は
、
他
人
に
自
己
の
氏
名
を
用
い
て
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
者
は
、

そ
の
借
用
者
が
振
出
し
た
約
束
手
形
に
つ
き
、
商
法
二
三
条
に
よ
り
、
右
手
形
の
取
得
者
に
対
し
て
は
そ
の
取
得
者
の
悪
意
ま
た
は
重
過

失
を
立
証
し
な
い
限
り
、
借
用
者
と
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
と
続
き
、
さ
ら
に
、
福
岡
高
判
昭
和
四
六
年
六
月
二
三
日
（
判
例
時
報
六
四

七
号
八
一
頁
）
は
、
自
己
の
氏
名
を
使
用
し
て
手
形
行
為
を
す
る
こ
と
を
他
人
に
許
諾
し
た
者
は
、
そ
の
他
人
が
振
出
し
た
約
束
手
形
に

つ
き
、
名
義
貸
与
者
が
手
形
行
為
者
で
あ
る
と
信
頼
し
た
善
意
の
手
形
取
得
者
に
対
し
て
は
、
商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
責
任
を

負
う
と
し
て
、
い
ず
れ
も
旧
商
法
二
三
条
の
類
推
適
用
を
認
め
た
の
で
あ
る
。



二
六

四　

お
わ
り
に
（
私
見
）

　

商
法
一
四
条
等
の
適
用
否
定
説
、
適
用
肯
定
（
類
推
適
用
を
含
む
）
説
、
お
よ
び
判
例
の
変
遷
を
概
観
し
て
き
た
が
、
判
断
の
基
準
は
、

名
義
（
商
号
）
貸
与
者
の
保
護
と
外
観
信
頼
者
の
保
護
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

思
う
に
、

①　

営
業
も
し
く
は
事
業
を
な
す
こ
と
を
他
人
に
許
諾
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
外
観
者
（
第
三
者
）
に
は
判
り
難
い
こ
と
。

②　

手
形
行
為
は
商
法
五
〇
一
条
四
号
に
よ
り
絶
対
的
商
行
為
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
広
義
の
意
味
の
営
業
・
事
業
に
含
む
と
解
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
商
法
一
四
条
等
は
「
商
号
を
使
用
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
を
行
う
こ
と
」
に
対
す
る
信
頼
保
護
規
定
と
し
て
で

は
な
く
、
そ
の
表
見
的
事
実
の
作
成
に
つ
き
原
因
を
与
え
た
者
に
対
し
責
任
を
認
め
て
、
取
引
相
手
方
の
「
商
号
」
に
対
す
る
信
頼
を
保

護
す
る
規
定
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る）

11
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
手
形
行
為
と
い
う
個
別
的
行
為
に
つ
い
て
自
己
の
商
号
の
使
用
を
許
諾
し

た
商
人
も
表
見
的
事
実
の
作
成
に
に
つ
き
原
因
を
与
え
た
者
で
あ
る
か
ら
、
商
法
一
四
条
・
五
三
七
条
、
ま
た
は
会
社
法
九
条
の
類
推
適

用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
名
義
貸
与
者
と
名
義
借
人
と
の
責
任
関
係
は
商
法
一
四
条
等
に
よ
る
と
連
帯
責
任
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
連
帯
責
任
で
は
、
一
人
に
対
す
る
請
求
は
他
の
債
務
者
に
対
し
て
も
当
然
効
力
を
生
じ
（
民
四
三
四
条
・
請
求
の
絶
対

的
効
力
）
時
効
中
断
の
効
力
も
生
じ
て
し
ま
う
（
民
一
四
七
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
手
形
上
の
債
務
者
が
複
数
人
い
る
場
合
の
責
任
関

係
と
し
て
「
合
同
責
任
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
請
求
の
効
力
は
常
に
個
別
的
で
、
時
効
中
断
の
効
力
も
生
じ
な
い
（
手
七
一
条）

11
（

）。
責
任
の
範
囲
に



手
形
行
為
と
名
板
貸
し
（
丹
羽
）

二
七

つ
い
て
も
、
手
形
債
務
者
相
互
間
に
は
負
担
部
分
は
な
く
、
最
終
的
に
は
振
出
人
が
全
額
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
１
）　

他
人
に
よ
る
手
形
行
為
に
は
本
人
の
名
称
に
加
え
て
他
人
の
名
称
が
手
形
面
上
に
表
示
さ
れ
る
「
手
形
行
為
の
代
理
」
と
、
本
人
に
代
わ
っ
て

手
形
行
為
を
す
る
他
人
の
名
称
が
手
形
面
上
に
表
示
さ
れ
な
い
「
手
形
行
為
の
代
行
」
と
い
う
二
つ
の
形
態
が
あ
る
。
こ
の
区
分
は
、
実
質
的
な
手

形
行
為
の
決
定
者
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
手
形
行
為
が
証
券
的
行
為
（
書
面
行
為
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
手
形
面
上
に
表
示
さ
れ
た
形
式

に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
拙
著
『
手
形
・
小
切
手
法
概
論
』
第
三
版
（
法
学
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
九
一
頁
）。

（
２
）　

最
高
裁
昭
和
四
三
年
一
二
月
一
二
日
判
決
（
民
集
二
二
巻
一
三
号
二
九
六
頁
、
判
例
時
報
五
四
五
号
七
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
三
二
号
一
一

一
頁
、
金
融
法
務
五
三
五
号
二
九
頁
）
は
、「
手
形
行
為
者
を
代
表
取
締
役
と
す
る
会
社
が
手
形
取
引
停
止
処
分
を
受
け
た
の
で
、
右
行
為
者
は
銀

行
に
実
兄
名
義
の
当
座
取
引
口
座
を
設
け
、
そ
の
後
半
年
間
に
多
数
回
に
渡
り
実
兄
名
義
で
手
形
を
振
出
し
て
お
り
、
実
兄
が
経
済
的
な
信
用
や
実

績
の
あ
る
者
で
は
な
い
と
い
う
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
手
形
行
為
者
は
、
自
己
を
表
示
す
る
名
称
と
し
て
実
兄
名
義
を
使
用
し
た
も
の
と
認
め
ら

れ
、
そ
の
名
義
を
用
い
た
手
形
署
名
は
行
為
者
自
身
の
署
名
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
右
手
形
の
振
出
人
と
し
て
責
任
を
負
う
」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
３
）　

京
都
地
裁
昭
和
五
六
年
一
二
月
二
三
日
判
決
（
判
例
時
報
一
〇
四
八
号
一
五
二
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
〇
号
一
五
三
頁
）
は
、「
本
件
手
形

の
振
出
人
欄
に
『
株
式
会
社
マ
ス
コ
ッ
ト
商
会
代
表
取
締
役
福
江
成
男
』
と
記
載
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
前
記
の
と
お
り
被
告
会
社
は
多
数
回
に

亘
っ
て
振
出
人
マ
ス
コ
ッ
ト
商
会
名
義
の
手
形
を
振
出
し
被
告
会
社
の
資
金
で
決
済
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
会
社
は
株
式
会
社
マ
ス
コ
ッ

ト
商
会
を
自
己
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
使
用
し
た
も
の
と
認
め
る
べ
く
、
以
上
の
事
実
に
よ
る
と
、
被
告
会
社
は
本
件
手
形
に
つ
き
振
出
人
と
し

て
の
責
任
が
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

（
４
）　

名
板
貸
し
と
い
う
言
葉
は
、
免
許
を
要
す
る
取
引
所
の
仲
買
人
が
免
許
業
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
名
板
」
を
仲
買
人
で
な
い
他
人
に
貸
し
て

仲
買
営
業
を
さ
せ
る
こ
と
を
名
板
貸
し
と
呼
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
（
落
合
誠
一
・
大
塚
龍
児
・
山
下
友
信
「
商
法
Ⅰ
・
総
則
・
商
行
為
」
第
三
版

補
訂
版
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
六
一
頁
。

（
５
）　

金
融
商
品
取
引
法
六
六
条
の
九
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
事
業
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
一
一
条
、
質
屋
営
業
法
六
条
、
古
物
営
業
法
九



二
八

条
、
道
路
運
送
法
三
三
条
等
。
な
お
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
八
条
に
も
、
名
板
貸
し
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い

る
。

（
６
）　

金
子
宏
・
新
堂
幸
司
・
平
井
宣
雄
編
集
代
表
法
律
学
小
事
典
第
四
版
補
正
版
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
六
一
頁
「
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
」、
三
二

一
頁
「
権
利
外
観
理
論
」
参
照
。

（
７
）　

大
塚
英
明
・
川
島
い
づ
み
・
中
東
正
文
「
商
法
総
則
・
商
行
為
法
」
第
二
版
有
斐
閣
ア
ル
マ
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
一
頁
。

（
８
）　

弥
永
真
生
「
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
商
法
総
則
・
商
行
為
法
」
第
二
版
補
訂
版
（
有
斐
閣
、
平
成
二
六
年
）
四
一
頁
の
注
（
７
）
は
、「
取
引
に

お
い
て
外
観
を
信
頼
し
た
者
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
名
板
貸
主
の
商
号
で
あ
っ
た
名
称
を
用
い
て
名
板
借
人
が
営
業
・
事
業
を
行
う
直
前
ま

で
名
板
貸
主
が
商
人
で
あ
っ
た
場
合
（
最
判
昭
和
四
三
・
六
・
一
三
〈
一
六
事
件
〉［
八
五
］
参
照
）
や
名
板
貸
主
の
氏
や
氏
名
・
通
称
の
使
用
を

許
諾
し
た
場
合
（
五
三
七
、
会
社
六
一
三
参
照
）
に
も
、
商
法
一
四
条
・
会
社
法
九
条
は
類
推
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）　

大
塚
・
川
島
・
中
東
前
掲
注
（
７
）
一
四
七
頁
。

（
10
）　

最
判
四
三
年
六
月
一
三
日
判
決
民
集
二
二
巻
六
号
一
一
七
一
頁
。

な
お
、
本
判
決
で
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
し
て
、
結
論
的
に
は
名
板
貸
人
の
責
任
を
認
め
た
。

（
11
）　

最
判
昭
和
三
四
年
六
月
一
一
日
民
集
一
三
巻
六
号
六
九
二
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
三
七
年
四
月
六
日
下
民
集
一
三
巻
四
号
六
五
三
頁
、
広
島
高
松

江
支
判
昭
和
三
九
年
七
月
二
九
日
高
民
集
一
七
巻
五
号
三
三
一
頁
、
最
判
昭
和
四
二
年
二
月
九
日
判
時
四
八
三
号
六
〇
頁
参
照
。

（
12
）　

石
井
照
久
「
名
板
貸
人
の
責
任
」
商
法
演
習
Ⅱ
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
五
年
）
一
八
頁
、
米
沢
明
「
名
板
貸
（
三
）」
民
商
五
五
巻
六
号
八
〇
頁
。

（
13
）　

末
川
博
「
表
見
営
業
主
の
責
任
」
民
商
九
巻
三
号
一
七
七
頁
、
古
瀬
村
邦
夫
「
商
号
」（
経
営
法
律
学
全
集
七
）
三
九
八
頁
。

（
14
）　

大
隅
健
一
郎
「
商
法
総
則
」（
有
斐
閣
・
法
律
学
全
集
、
昭
和
三
二
年
）
一
九
〇
頁
。
松
岡
誠
之
助
「
商
法
二
三
条
に
よ
る
名
板
貸
人
の
責
任

と
名
板
貸
人
を
営
業
主
と
誤
認
す
る
に
つ
い
て
の
重
大
な
過
失
」
法
協
八
三
巻
一
一
＝
一
二
号
一
五
〇
頁
、
菱
田
政
宏
「
名
板
貸
人
を
営
業
主
と
誤

認
す
る
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
相
手
方
に
対
す
る
商
法
二
三
条
の
名
板
貸
人
の
責
任
の
有
無
」
民
商
五
五
巻
二
号
一
六
九
頁
以
下
。

（
15
）　

最
判
昭
和
四
三
年
六
月
一
三
日
（
民
集
二
二
巻
六
号
一
一
七
一
頁
、
判
例
時
報
五
二
一
号
八
〇
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
二
四
号
一
四
七
頁
、
金



手
形
行
為
と
名
板
貸
し
（
丹
羽
）

二
九

融
法
務
五
一
八
号
二
四
頁
）。

（
16
）　

最
高
裁
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
三
日
（
民
集
三
一
巻
七
号
一
五
七
〇
頁
、
裁
判
所
時
報
七
三
二
号
二
頁
、
判
例
時
報
八
七
六
号
一
一
六
頁
、
判

例
タ
イ
ム
ズ
三
五
九
号
二
〇
八
頁
、
金
融
法
務
八
四
九
号
三
四
頁
、
金
融
商
事
五
四
二
号
一
二
頁
）。

（
17
）　

最
高
裁
昭
和
五
八
年
一
月
二
五
日
（
判
例
時
報
一
〇
七
二
号
一
四
四
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
二
号
五
七
頁
、
金
融
法
務
一
〇
三
〇
号
四
五
頁
、

金
融
商
事
六
六
九
号
三
頁
）。

（
18
）　

江
頭
憲
治
郎 
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
五
号
一
二
二
頁
。

（
19
）　

最
高
裁
昭
和
五
五
年
七
月
一
五
日
（
判
例
時
報
九
八
二
号
一
四
四
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
五
号
七
四
頁
、
金
融
法
務
九
四
三
号
四
〇
頁
、
金

融
商
事
六
〇
六
号
九
頁
）。

（
20
）　

東
京
高
裁
昭
和
四
五
年
三
月
二
七
日
（
金
融
法
務
五
八
一
号
二
八
頁
）。

（
21
）　

同
旨
・
鴻
常
夫
「
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
と
商
法
二
三
条
」
昭
和
四
一
・
四
二
年
度
重
要
判
例
解
説
一
九
四
頁
、
菅
原
菊
志
判

例
評
論
一
三
六
号
（
判
例
時
報
五
九
〇
号
）
三
三
頁
。

（
22
）　

田
中
誠
二
『
手
形
・
小
切
手
法
詳
論
上
巻
』（
勁
草
書
房
、
昭
和
四
三
年
）
一
八
二
頁
は
、「
な
る
ほ
ど
商
法
第
二
三
条
は
、
そ
の
法
文
上
は
営

業
の
た
め
に
名
板
貸
を
し
た
場
合
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
同
条
は
、
外
観
を
信
頼
し
た
取
引
相
手
方
保
護

の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
事
実
と
異
な
る
外
観
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
責
任
あ
る
者
に
対
し
て
外
観
ど
お
り
の
責
任
を
負
わ
せ
る
趣
旨
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
禁
反
言
原
則
の
一
表
現
と
も
考
え
ら
れ
る
（
拙
著
・
新
版
商
法
総
論
再
全
訂
版
一
八
八
頁
）。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
同
情
の
立
法
理

由
を
生
か
し
、
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
同
条
は
、
法
文
ど
お
り
に
厳
格
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
社
会
的
要
求
に
合
す

る
よ
う
に
、
拡
張
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
営
業
に
つ
い
て
名
板
貸
が
行
わ
れ
、
そ
の
名
称
を
使
用
し
て
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合

に
限
ら
ず
、
単
に
手
形
行
為
だ
け
に
つ
い
て
、
名
板
貸
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
そ
の
適
用
を
認
め
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
手
形
を
取
得
し
て
所
持
人

と
な
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
手
形
行
為
の
名
義
人
が
、
営
業
に
つ
き
名
板
貸
を
し
た
か
、
単
に
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
み
名
板
貸
を
し
た
か
に
よ
っ

て
区
別
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
理
由
は
、
全
く
な
く
、
手
形
の
流
通
性
強
化
と
い
う
手
形
法
解
釈
の
理
念
か
ら
も
、
商
法
第
二
三
条
の
拡
張
解
釈
に

よ
る
適
用
は
強
く
要
請
さ
れ
る
。」
と
そ
の
解
釈
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
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（
23
）　

米
沢
明
「
名
板
貸
（
二
）」
民
商
法
雑
誌
五
五
巻
一
号
（
昭
和
四
一
年
）
七
二
頁
以
下
。

（
24
）　

高
松
高
裁
昭
和
三
九
年
一
月
三
一
日
（
高
民
集
一
七
巻
一
号
三
〇
頁
、
判
例
時
報
三
七
五
号
七
四
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
六
二
号
一
一
四
頁
）

は
、
自
己
の
名
義
を
用
い
て
手
形
を
振
出
す
こ
と
を
許
諾
し
た
者
が
、
自
己
名
義
の
他
人
振
出
手
形
に
つ
き
責
に
任
ず
る
の
は
、
直
接
の
手
形
行
為

の
相
手
方
が
、
自
己
の
振
出
と
過
失
な
く
信
じ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
と
判
示
し
、
商
法
二
三
条
、
民
法
一
〇
九
条
を
併
列
的
に
類
推
す
る
立
場
で
あ

る
が
、
結
論
的
に
は
所
持
人
の
悪
意
を
認
定
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

（
25
）　

井
上
健
一
「
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
と
商
法
二
三
条
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
（
第
六
版
）
二
六
頁
、
米
沢
明
「
手
形
行
為
と

商
法
二
三
条
」
判
例
評
論
一
一
八
号
三
八
頁
、
鈴
木
竹
雄
「
手
形
行
為
と
商
法
二
三
条
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
七
号
一
三
九
頁
、
山
崎
悠
基
「
手
形
行

為
と
名
板
貸
」
銀
行
取
引
判
例
百
選
（
新
版
）
二
三
頁
、
江
頭
憲
治
郎
「
名
板
貸
人
名
義
の
偽
造
手
形
に
つ
い
て
商
法
二
三
条
の
適
用
が
認
め
ら
れ

た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
五
号
一
二
二
頁
、
島
十
四
郎
「
手
形
行
為
に
つ
い
て
の
名
義
使
用
許
諾
と
商
法
二
三
条
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
（
第

四
版
）
三
二
頁
、
前
田
庸
『
手
形
法
・
小
切
手
法
』
法
律
学
体
系
（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
一
一
六
頁
。

（
26
）　

井
上
健
一
前
掲
注
（
25
）
二
七
頁
、
同
旨
、
米
沢
明
「
名
板
貸
（
二
）」
民
商
法
雑
誌
五
五
巻
一
号
七
二
頁
、
後
藤
紀
一
『
要
論
手
形
小
切
手

法
』（
改
訂
第
２
版
）（
信
山
社
、
平
成
五
年
）
一
六
四
頁
。

（
27
）　

同
旨
、
大
隅
健
一
郎
・
河
本
一
郎
『
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
五
二
年
）
一
一
一
頁
。
後
藤
紀
一
前
掲
注
（
26
）
六
四
頁
。

（
28
）　

大
阪
高
判
昭
和
四
七
年
一
月
三
一
日
（
金
融
法
務
事
情
六
四
七
号
三
八
頁
）
は
、
夫
が
妻
の
承
諾
を
得
て
妻
の
名
義
を
自
己
の
名
称
と
し
て
約

束
手
形
を
振
出
し
た
場
合
、
夫
お
よ
び
妻
は
振
出
人
と
し
て
い
わ
ば
合
同
責
任
を
負
い
、
妻
に
対
す
る
手
形
金
請
求
の
勝
訴
判
決
確
定
後
の
夫
に
対

す
る
手
形
金
請
求
も
禁
反
言
の
原
則
に
反
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
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七
〇

『永久告示録』（下）
オットー・レーネル編　　　
吉　原　達　也　訳　　　

資料

第１編　訴訟開始
１．地方市等の裁判権者
２．民事裁判権
３．訴訟開示
４．合意約束
５．法廷召喚
６．訴訟申請
７．出頭保証
８．訴訟代理人等
９．濫訴者
10．原状回復
11．仲裁引受
12．担保設定
13．先決

第２編　通常訴訟手続
14．審判人手続
15．財産中の物
16．墓地・葬儀費用
17．貸付物
18．船長・支配人訴権等
19．誠意訴訟
20．嫁資返還請求
21．子及び胎児
22．後見
23．窃盗

24．保護者権
� （以上法学紀要第56巻所収）

第３編　特別保護手続
25．遺産占有
26．遺言
27．遺贈
28．新造工事告知
29．未発生損害担保
30．雨水訴権
31．自由身分
32．徴税請負人
33．抵当不動産買主
34．暴力・騒乱・火災・倒壊・難

船等
35．不法侵害

第４編　終局手続
36．既判物
36a. 認諾・不防禦
37．法廷随伴者等
38．占有取得原因
39．財産占有・没収・売却
40．破産財産の買主
41．財産管理人
42．二倍額の判決取消
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『
永
久
告
示
録
』（
下
）（
吉
原
）

Edictum�perpetuum�praetoris�urbani　内人掛法務官の永久告示録
（承前）

　（Pars tertia. De iuris auxiliis extraordinariis.　第３編　特別保護手続）
　XXV.�De�bonorum�possessionibus（１）.　遺産占有について。［Ulp.39-49;�
P.41-44.］

A.�Si�tabulae�testamenti�extabunt（２）�（non minus quam septem testi-
um signis signatae）（３）.　もし（七人より少ない証人により記名封印された
る）遺言書があろう場合。［Ulp.39;�P.41.］

　1.�De�bonorum�possessione�contra�tabulas（４）.　遺言書に反する遺
産占有について。［§142］�［Ulp.39,�40;�P.41.］

　2.�De�legatis�praestandis�c.t.�bonorum�posseissione�petita（５）.
遺言書に反して遺産占有が請求された場合に，遺贈を給付すべきこと
について。［§143］
　3.�De�collatione�bonorum（６）.　財産の持戻について。［§144］
　4.�De�dotis�collatione（７）.　嫁資の持戻について。［§145］
　5.�De�coniungendis�cum�emancipato�liberis�eius（８）.
家父権免除を受けたる者［の相続分］と彼の子［の相続分］との結合
について。［§146］［Ulp.40;�P.41.］

六
九

（１）　Rubr.D.37,1
（２）　Rubr.D.37,2.
（３）　Cf. Gai.2,119.147. Ulp.28,6.
（４）　Rubr.D.37,4.
（５）　Rubr.D.37,5.
（６）　Rubr.D.37,6.
（７）　Rubr.D.37,7.
（８）　Rubr.D.37,8. Hoc edictum in D.37,8,1pr. ict.38,6,5pro. ad verbum 

fere transcriptum est.

第５編　特示命令・抗弁・法務官
的問答契約

43．特示命令
44．抗弁
45．法務官的問答契約

高等按察官告示
１．奴隷売却
２．挽畜売却
３．獣による損害
� （以上法学紀要第57巻）
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　6.�De�ventre�in�possessionem�mittendo�et�curatore�eius（１）.......ven
trem�cum�liberis�in�possessionem�esse�iubebo（２）.
占有を付与された胎児及びその保佐人について。胎児が子と共に占有
にあることを本職は命ずべし。［§147］［Ulp.41;�P.41.］

　7.�Edictum�Carbonianum（３）.　カルボニアヌム告示。［§148］
　8.�De�bonorum�possessione�secundum�tabulas（４）.　遺言書に従う遺
産占有について。［§149］
　9.�De�bonis� libertorum（５）� ......�解放自由人の財産について。［§150］�

［Ulp.44,�43;�P.42.］

a.�Si�quis�manumissus�manumissa�moritur（６）� ....　もし被解放自由男
被解放自由女が死亡したる場合…。
b.�Si�donum�munus�operas�redemerit�（libertus, patrono bonorum pos-
sessionem non dabo）（７）.　解放自由人が贈物，賜物，労務を買戻した
るときは，本職は保護者に遺産占有を付与すべからず。
　10.�Si�quid�in�fraudem�patroni�factum�sit（８）.
何かが保護者を詐害するためになされたるとき。［§151］［Ulp.41;�P.42.］

［a. Fabianum edictum（９）　ファビアヌム告示；
b. Calvisianum edictum（10）　カルウィシアヌム告示。］

六
八

（１）　Rubr.D.37,9..
（２）　D.40,4,13,3
（３）　Cf. Rubr.D.37,10.
（４）　Rubr.D.37,11.�b.p.s.t. について古い法務官たちが告示していたについて，

Cic. in Verr. II, 1, 45, 117 :�si�de�hereditate�ambigitur�et� tabulae�testa
menti�obsignatae�non�minus�multis�signis�quam�e�lege�oportet�ad�me�pro
ferentur,�secundum�tabulas�testamenti�potissimum�possessionem�dabo.�「相
続財産に関して疑いがあり，法律により義務づけられているより少なくな
い数の認印で封印された遺言が本職に提出された場合，遺言に従い最も高
い順位の者に本職は遺産占有を付与すべし。」これらの文言はその後法務官
たちにより若干変更された。E. P. §149.

（５）　Rubr. D.38,2.
（６）　Prob. Einsidl. 51.
（７）　Paul.D.50,16,53pr.�194.
（８）　Rubr. D.38,5.
（９）　FIRA�I�による補充 :�D.38,5,1pr. Paul.S.3,3.
（10）　FIRA�I�による補充 :�D.38,5,3.3.
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『
永
久
告
示
録
』（
下
）（
吉
原
）

　11.�De liberis patroni（１）.　保護者の卑属について。［§152］
　12.�Quibus bonorum possessio liberti non datur（２）.
　誰が解放自由人の遺産占有を付与されないか。［§153］［Ulp.45;�P.42.］

　13.�［Si�parente�quis�manumissus�sit.］�In�eo�qui�a�patre�avove�pa
terno�provove�paterni�avi�patre�（manumissus moritur, idem ius ser-
vabo atque si ex servitute manumissus esset）（３）.
　［ある者が尊属によって解放されたる場合。］�父，父方祖父，曾祖父，
父の祖父によって，（解放されたるのち死亡したる者に。あたかも奴隷から
解放されたのと同じく，本職は法を保護すべし。）［§154］
　14.�De�bonorum�possessione�ex�testamento�militis（４）.
　軍人遺言に基づく遺産占有について。［§155］

　B.�Si� tabulae�testamenti�nullae�extabunt（５）.　遺言書がまったく存
在しない場合。［Ulp.46,�47;�P.43.］

　1.�Unde liberi（６）.　卑属として。［§156］
　2.�［Unde legitimi.　法定相続人として。］�Tum�quem�ei�heredem�
esse�oporteret,�si� intestatus�mortuus�esset（７）.　その者の相続である
べきときに，無遺言で死亡したる場合。［§157］
　3.�Unde cognati（８）.　血族として。［§158］

六
七

（１）　E.P. §152.
（２）　E.P.§153.
（３）　D.37,12,1,1.2.
（４）　Rubr.D.37,13.
（５）　D.38,6 rubr. et 1,1. 「古い伝来告示」 ‘veteris edicti tralaticii’ の表現は

異なっていた。これを伝えるのは，Cic. in Verr.2,1,44:�‘si�tabulae�testamenti�
non�proferrentur,�tum�ut,�uti�quemque�potissimum�heredem�esse�oporteret,�
si�is�intestatus�mortuus�esset,�ita�secundum�eum�possessio�daretur.’�「もし
遺言書が提出されない場合，彼が無遺言にて死亡したる場合，遺産占有は
相続人となるべき順位の高い者から順次与えられるべし。」，と。Cf.�Leist,�
Forts.�v.�Glück�Pand.�1,�76-82．

（６）　Rubr.D.38,6:� ‘Si�tab.�test.�nullae�extabunt:�unde�liberi’.�「もし遺言書が
全く存在しない場合に：卑属として」とある。

（７）　D.38,7,1.
（８）　Rubr. D.38,8.
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　4.�Unde familia patroni（１）.　保護者の家族として。［§159］
　5.�Unde patronus patroni（２）.　保護者の保護者として。［§160］
　6.�Unde vir et uxor（３）.　夫及び妻として。［§161］
　7.�De postumis（４）.　後生子について。［§162a　遺言者の死後又は
遺言作成後生まれた子について］
　8.�Unde cognati manumissoris（５）.　解放者の血族として。［§162］

　C.�Clausulae generales.　一般条項。［Ulp.�448,�49;�P.44.］

　1.�Quibus�non�competit�bonorum�possessio（６）.　遺産占有無資格者。
［§163］
　2.�Ut�ex�legibus�senatusve�consultis�bonorum�possessio�detur.�Uti�
me�quaque� lege� senatusve�consulto�bonorum�possessionem�dare�
oportebit,�ita�dabo（７）.
　法律又は元老院議決に基づいて遺産占有が付与されるべし。法律又
は元老院議決により本職が遺産占有を付与するを命じるように，本職
は遺産占有を付与すべし。［§164］
　3.�Successorium edictum（８）:�quis�ordo� in�bonorum�possessionibus�
servetur（９）.
　承継順位に関する［順送り］告示。遺産占有附与において守られる
べき順位。［§165］

　XXVI.�De�testamentis（10）.　遺言について。［Ulp.50;�P.45,�46.］

　1.�De�condicione�iurisiurandi（11）.　宣誓の条件について。［§166］

六
六

（１）　E.P.§159. D.50,16,195.196.
（２）　E.P.§160.
（３）　Rubr. D.38,11.
（４）　E.P.§161a.
（５）　E.P.§162. Ulp.28,7.
（６）　Rubr.D.38,13.
（７）　D.38,14,1pr.
（８）　Cf.. Rubr. D.38,9.
（９）　Rubr. D.38,15.
（10）　D.28,5,32,.33:�‘Gai.�lib.�I,�II�de�testam.�ad�ed.�pr.�urb.’.
（11）　Rubr. D.28,7.
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『
永
久
告
示
録
』（
下
）（
吉
原
）

　2.�Testamenta�quemadomodum�aperiantur�inspiciantur�et�describ
antur（１）.
　いかにして遺言が開封され検認され書写さるべきか。［§167］
　3.�Si�quis�omissa�causa�testamenti�ab�intestato�［vel�alio�modo（２）］�
posseideat�hereditatem（３）.
　ある者が遺言の内容が失われたるために無遺言又は他の方法で相続
財産を占有する場合。［§168］
　4.�Quorum�testamenta�ne�aperiantur（４）.　誰の遺言書が開封されざ
るべきか。［§169］

　XXVII.�De�legatis（５）......　遺贈について。［Ulp.51,�52;�P.47,�48.］

［§170.�Si�ex�testamento�agatur（６）.
遺言に基づき訴訟されたる場合。］

［§171.�Ut�usus�fructus�nomine�caueatur（７）.
用益権のために担保がなさるるべく。］

　1.�Ut�legatorum�servandorum�causa�caveatur（８）.
　遺贈を保全するために担保を設定すべきこと。［§172］
　2.�Ut�in�possessionem�legatorum�servandorum�causa�esse�liceat（９）.
　遺贈を保全するために遺産占有を取得するを許されること。［§173］

　XXVIII.�De�operis�novi�nuntiatione（10）.　新造工事告知について。
［§174］［Ulp.52;�P.48.］

　XXIX.�De�damno� infecto（11）.�Damni� infecti� suo�nomine�promitti,�

六
五

（１）　Rubr. D.29,3.
（２）　vel�alio�modo］ユスティニアヌス的であると思われる。
（３）　Rubr. D.29,4.
（４）　Rubr. D.29,5.
（５）　D.30,65.69.73.:�‘Gai.�l.�I.�II�de�testam.�ad�ed.�pr.�urb.’�E.P. p.353 sqq.
（６）　FIRA�I�による補充 :�Cf. Gai.2,204,213.
（７）　FIRA�I�による補充 :�Cf. D.4.9,1,pr.; 5,1.
（８）　Rubr. D.36,3.
（９）　Rubr. D.36,4.
（10）　D.39,1,9:�‘Gai.�ad�ed.�urb.�tit.�de�operis�novi�nuntiatione’
（11）　D.39,2,8.19:�‘Gai.�ad�ed.�urb.�tit.�de�damno�inf.’.
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alieno�satisdari� iubebo�ei,�qui� iuraverit�non�calumniae�causa� id�se�
postulare� eumve�cuius�nomine�aget�postulaturum� fuisse,� in� eam�
diem,�quam�causa�cognita�statuero.�si�controversia�erit,�dominius�sit�
necne�qui�cavebit,�sub�exceptione�satisdari�iubebo.�de�eo�opere,�quod�
in� flumine� publico� ripave� eius� fiet,� in� annos� decem� satisdari�
iubebo......eum,�cui� ita�non�cavebitur,� in�possessionem�eius�rei,�cuius�
nomine,�ut�caveatur,�postulabitur,�ire�et,�cum�iusta�causa�esse�videbi
tur,�etiam�possidere�iubebo.�in�eum,�qui�neque�caverit�neque�in�pos
sessione�esse�neque�posseidere�passus�erit,�iudicium�dabo,�ut�tantum�
praestet,�quantum�praestare�eum�oportere,� si�de�ea�re�ex�decreto�
meo�eiusve,�cuius�de�ea�re�iurisdictio�fuit�quae�mea�est,�cautum�fuis
set......eius�rei�nomie,� in�cuius�possesseionem�misero,�si�ab�eo�qui� in�
posseissione�erit,�damni�infecti�nomine�non�satisdabitur,�eum,�cui�non�
satidabitur,�simul�in�possessione�esse�iubebo（１）.
　未発生損害について。未発生損害について，諾約者自身に関すると
きは単純問答契約が，他人に関するときは保証人附問答契約が，要約
者自身のまたは彼がその者のために訴えているところの者の締約申請
がシカーネのためにあらざるを宣誓する要約者に対して，事情審理後
私の定める期間で諾約されるよう本職は命ずべし。もし諾約する担保
者が所有者であるか否かにつき争いある場合，私は保証人附問答契約
がなされるよう留保附で命ずるであろう。このように担保［問答契約］
を得られざりし者が締約申請の目的物の占有に入るべく，さらに正当
原因がありとみらるるときには占有すべく，本職は命ずべし。担保［問
答契約］もせず占有にあることも占有することも許されぬ者を相手方
として，つぎの訴訟を，すなわち，もしこの件につき本職の決定，ま
たはこの件につき本職の裁判権を授権された者の決定に基づいて担保

［問答契約］がなされていたとすれば彼が給付するを要せんところの
ものを給付せよという訴訟を本職は付与べし。…私が占有を付与する
であろう物について，もしも現に占有にある者が未発生損害について
保証人附担保問答契約をなさざる場合，保証人附問答契約がなされぬ
者が単独で占有にあるよう本職は命ずべし。［§175］［Ulp.53;�P.48.］ 六

四

（１）　D.39,2,7pr. E.P. §175.
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　XXX.�De�aqua�et�aquae�pluviae�arcendae（１）. 水と雨水の防止につ
いて。［Ulp.53;�P.49.］

　［§176. De aqua.�水について］
　［§177. Aquae pluviae arcendae.�雨水の防止について。］

　XXXI.�De�liberali�causa（２）.　自由身分に関する事件について。［Ulp.54,�
55;�P.50,�51.］

　1.�Si�ex�servitute�in�liberatatem�petatur.　奴隷身分から自由身分へ。
［§178］
　2.�Si�ex�libertate�in�servitutem�petatur（３）.　自由身分から奴隷身分
へ。［§179］
　3.�Si�controversia�erit,�utrum�ex�servitute�in�libertatem�petatur�an�
ex� libertate� in�serivtutem（４）....。　奴隷身分から自由身分へかあるい
は自由身分から奴隷身分へかについて争いある場合。［§180］
［§181. Si quis ei, cui bona fide serviebat, dolo malo passus erit se 

seruo venum dari.（５）

もしある者が，善意で仕えていたところの当の者に，悪意により
自らが奴隷として売却さるるを受け容れたる場合。］

［§182. Si quis, cum se liberum esse sciret, dolo malo passus erit se 
pro seruo venum dari（６）.

もしある者が，自らが自由身分たるを知りながら，悪意により
自らが奴隷として売却さるるを受け容れたる場合。］

　XXXII.�De�publicanis（７）.�Quod�publicanus�eius�publici（８）�nomine�
vi�ademerit�quove�familia�publicanorum,�si�id�restitutum�non�erit,�in�
duplum�aut,�si�post�annum�agetur,�in�simplum�iudicium�dabo.�item�si�

六
三

（１）　Rubr. D.39,3. Ibid. 13:�‘Gai.�ad�ed�pr.�urb.�tit.�de�auae�pluviae�arcendae’.
（２）　章題を示するは，Gai. D.40,12,2.4.6.9.11.
（３）　E.P.§178. 179.
（４）　C.7,16,21. Cf. D.40,12,7,5. Thalel. in schol. Bas. 48,20,21.
（５）　FIRA�I�による補充 :�Cf. D.40,12,12,6.
（６）　FIRA�I�による補充 :�Cf. D.40,12,14,pr.,1; 22.
（７）　D.39,4,5:�‘Gai.�ad�ed.�pr.�urb.�ti.�de�publicanis.’
（８）　Flor.:�‘publicani’.�Basil.56,1,1:�‘onomati�tou�telous’.
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damnum�iniuria�［furtumve］�factum�esse�dicetur,�iudicium�dabo.�si�hi�
ad�quos�ea�res�pertinebit�non�exhibebuntur（１）,�in�dominos�sine�nox
ae�deditione�iudicium�dabo（２）.
　徴税請負人について。徴税請負人又はその奴隷が国家の名目で暴力
で物を奪取した場合，もしそれが回復されざるときには，本職は二倍
額について，もし一年経過後の請求であれば，単純額について，訴訟
を付与すべし。同様に損害が不法に発生した［又は盗がなされた］と
主張される場合，本職は訴訟を付与すべし。その件の関係人が提示さ
れない場合，所有者を相手方とする訴訟を加害物委付なしに本職は付
与すべし。［§183］［Ulp.55;�P.52.］

［§184. Quod publicanus illicite exegerit（３）.
徴税請負人が不正に徴収したる場合。］

［§185. De vectigalibus（４）.　永借料について。］

　XXXIII.�De�praediatoribus（５）.　抵当不動産買主について。［§186］�
［Ulp.56;�P.53.］

　XXXIV.�De vi turba incendio rel.　暴力，騒乱，火災［，倒壊，難
船，奪取された舟又は船］について。
　1.�De hominibus armatis coactis, vi bonorum raptorum et de turba（６）.�
Si�cui�dolo�malo�hominibus�coactis�damni�quid� factum�esse�dicetur�
sive�cuius�bona�rapta�esse�dicentur,� in�eum,�qui� id� fecisse�dicetur,�
......iudicium�dabo（７）.�item�si�servus�familaue�fecisse�dicetur,�in�domi
num�iudicium�noxale�dabo（８）.

六
二

（１）　D.39,4,1,6.
（２）　D.39,4,1pr.
（３）　FIRA�I�による補充：Cf. D,39,4,9,5. Lenel, p.388.
（４）　FIRA�I�による補充：Cf. R.D.39,4. Lenel, p.389.
（５）　章題を示するのは，Gai. D.23,3,54. Cf. D.50,16,39.40.
（６）　Rubr. D.47,8.
（７）　D.47,8,2pr. もし諸法学者の注釈をより子細に検討するならば，トリボ

ニアヌスが真正な告示文言を削ったことは容易に理解されよう。Cf. E.P. 
§187. 奴隷の名義で作成された方式書を伝えるのは，Cic. pro Tull. 3,7; 
13,31.

（８）　Flor.:�‘damnum’.�Cf. D.47,8,4,4.6 ict. 2pr.
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六
一

　武装して結集した者たち，暴力によって強奪されたる財産訴権及び
騒乱について。ある者に対して悪意により結集した者によって損害が
加えられたとの主張があり，また同人の財産が奪取されたとの主張が
あるときは，これを行ったと主張される者を相手方として，本職は訴
権を付与すべし。同様にもし奴隷が為したと主張される場合には，主
人を相手方として，本職は加害物委付の訴権を付与すべし。［§187］�

［Ulp.56;�P.54.］

　［De turba.］�Cuius�dolo�malo� in�turba�damni�（damnum）�quid� fac
tum�amissumve�quid�esse�dicetur,�in�eum�in�anno,�quo�primum�de�ea�
re�experiundi�potestas�fuerit,�in�duplum,�post�annum�in�simplum�iu
dicium�dabo.
　［騒乱について。］その者の悪意によって騒乱に乗じて何か損害が加
えられたと主張される場合，この者を相手方として，本件について訴
訟を実行する能力が始まってから一年間は二倍額，一年経過後は単価
について，本職は訴権を付与すべし。［§188］
　2.�De�incendio�ruina�naufragio�rate�nave�expugnata（１）.�In�eum,�qui�
ex� incendio�ruina�naufragio�rate�nave�expugnata�quid�rapuisse�re
cepisse�dolo�malo�damnive�quid�in�his�rebus�dedisse�dicetur:�in�qua
druplum� in�anno,�quo�primum�de�ea�re�experiundi�potestas� fuerit,�
post�annum�in�simplum�iudicium�dabo.�item�in�servum�et�in�familiam�
iudicium�dabo（２）.
　火災現場，倒壊した建物，難破船，略奪された船からの略取につい
て。火災現場，倒壊した建物，難破船，略奪された船から何かを悪意
で略取したり取得したと主張される者またはこれらのものについて何
らかの損害を加えたと主張される者を相手方として，本件について訴
訟を実行する能力が始まってから一年間は四倍額，一年経過後は単価
について，本職は訴権を付与すべし。同様に奴隷及び使用人を相手方
として本職は訴権を付与すべし。［§189］

　XXXV.�De�iniuriis（３）.　不法［人格］侵害について。［Ulp.56,�57;�P.55.］

（１）　Rubr. D.47,9.
（２）　D.47,9,1pr.
（３）　Rubr. D.47,10.
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六
〇

　1.�......（１）�Qui�autem�iniuriarum�agit,�certum�dicat,�quid�iniuriae�fac
tum�sit（２）,�et�taxationem�ponat�non�maiorem�quam�quanti�vadimoni
um�fuerit（３）.
　不法侵害を訴える者はいかなる不法侵害がなされたるかを特定すべ
し。［§190］
　2.�Qui�adversus�bonos�mores�convicium�cui�fecisse�cuiusve�opera�
factum�esse�dicetur,�quo�adversus�bonos�mores�convicium�fieret:� in�
eum�iudicium�dabo（４）.
　善良の風俗に反して，ある者を中傷し，または善良の風俗に反して
中傷をなすよう命じたと主張される者を相手方として本職は訴権を付
与すべし。［§191］
［§192.�Si quis matrifamilias aut praetextato praetextataeve comitem 
abduxisse sive quis eum eamve adversus bonos mores appellasse ad-
sectatusve esse dicetur（５）.
　もしある者が家母もしくは少年又は少女を誘拐せり，ある者が同男
又は同女を善良の風俗に反して誘惑又は追跡せりと言わるる場合。］
　3.�Ne�quid�infamandi�causa�fiat.�si�quis�adversus�ea�fecerit,�prout�
quaeque�res�erit,�animadvertam（６）.
　何ごとも破廉恥のためになすべからず。ある者これに反してなした
るとき，本職は事情を考慮して処罰すべし。［§193］
　4.�［De iniuriis quae servis fiunt.］Qui�servum�alienum�adversus�

（１）　Gell.20,1,13 :� ‘praetores....iniuriis....aestumandis�recuperatores�se�da
turos�edixerunt’.�「法務官は…不法侵害の評価のために，本職は審理員を設
置すべしと告示した。」

（２）　D.47,10,7pr. 以下の文言は，学説彙纂では省略されているが，Coll.2,6,1. 
に読める。

（３）　Coll. 2,6,4:� ‘formula�proposita�est:�quod�Auli�Agerii�pugno�mala�per
cussa�est.’.�「以下の方式書が提出されていた，即ち，原告の頬が被告の拳に
よりなぐられた場合」，と。

（４）　D.47,10,15,2.
（５）　FIRA�I�による補充 :�cf. D,47,10,15-24.
（６）　D.47,10,15,25. 方式書の部分を示すのは，Coll.2,6,5:� ‘quod�Ns�Ns� illi�

libellum�misit�（illum� inmist�Cdd.）�Ai�Ai�（Ao�Ao�Cdd.）�infamandi�causa.’�
「被告が原告を誹謗するために彼に中傷文を送った場合。」
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五
九

bonos�mores� verberavisse� deve� eo� iniussu� domini� quaestionem�
habuisse�dicetur,� in�eum� iudicium�dabo.� item�si�quid�aliud� factum�
esse�dicetur,�causa�cognita�iudicium�dabo（１）.
　［奴隷になされたる不法侵害について。］他人の奴隷を善良の風俗に
反して鞭打ちしまたは主人の意に反して拷問を加えたと主張される者
を相手方として，本職は訴権を付与すべし。同様に何か別のことが為
されたと主張される場合には，事情審理の上，本職は訴権を付与すべ
し。［§194］

［§195.�De noxali iniuriarum actione（２）.
不法侵害に関わる加害訴権について。］

　5.�Si�ei,�qui� in�alterius�potestate�erit,� iniuria�facta�esse�dicetur�et�
neque�is,�cuius�in�potestate�est,�praesens�erit�neque�procurator�quis
quam�existat,�qui�eo�nomine�agat:�causa�cognita�ipsi,�qui�iniuriam�ac
cepisse�dicetur,�iudicium�dabo（３）.
　他人の権力中にある者に不法侵害が為されたと主張され，権力者も
現存せず，またその名義で訴訟する誰か財産管理人も存在しない場合
には，事情審理の上，不法侵害を受けたと主張される者に，本職は訴
権を付与すべし。［§196］

［§197.�De contrario iniuriarum iudicio（４）.
不法侵害に関する反訴について。］

　（Pars quarta. De extremis iurisdictionis（５）.　第４編　終局手続）

　XXXVI.�De�iudicata（６）.　既判物について。［Ulp.58;�P.56.］

　Condematus,�ut�pecuniam�solvat（７）......
　有責判決を受けたる者金銭を支払うべし……。［§198］

（１）　D.47,10,15,34.
（２）　FIRA�I による補充 :�p.370 n.7.�D.47,10,17,4.5. Lenel, 402�を参照。
（３）　D.47,10,17,10.
（４）　FIRA�I�による補充 :�cf. FIRA I, p.370 n.9. Gai. 4,177.
（５）　In hace parte praetor edixit: 1. de iure ductionis; 2. de bonis possidendis 

et vendendis; 3. de sententiis in duplum revocandis. E.P. p.389 sqq.
（６）　Rubr D.42,1; cf. eod. 7,25,2,2:�‘Gai.�ad�ed�pr.urb.�tit.�de�re�iudicata’
（７）　D.42,1,4,3.
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五
八

　XXXVIa.�De�confessis�et indefensis.　認諾者及び不防御者について。
［§199,�200］［Ulp.58;�P.56.］

　XXXVII.�Qui�neque�sequantur�neque�ducantur（１）.　法廷へ随伴さ
れず又連行されざる者。［§202］［Ulp.59-61;�P.57,�58.］

　XXXVIII.�Quibus�ex�causis�in�possessionem�eatur（２）.　如何なる原
因により占有が付与されるか。
　1.�Qui iudicatus prove iudicato erit quive ita ut oportet defensus 
non erit（３）...cuius�de�ea�re�iurisdictio�est.....（４）.　判決されたる者又は
判決されたるとみなさるる者あるいはなすべき防御をなさざりし者は
……その件について裁判権を有する者が……。［§202］
　2.�Qui ex lege Julia bonis cesserit.　ユリウス法に基づき財産を委付
したる者。［§203］
　3.�Quod cum pupillo contractum erit, si eo nomine non defendetur, 
eius rei servandae causa bona eius possideri iubebo.�si� is�pupillus� in�
suam�tutelam�venerit�eave�pupilla�viripotens�fuerit�et�recte�defende
tur,�eos,�qui�bona�possident,�de�possessione�decedere�iubebo（５）.
　未成熟者と契約したる者がその者の名義で防御せざりしときは，そ
の財産を保持するために本職はその者の財産の占有を命ずべし。未成
熟者が成人に達し又は未成熟女が結婚適齢に達し，正当に防御せしと
きは，財産を占有する者たちが占有を脱すべきことを本職は命ずべし。

［§204］
　4.�Qui�fraudationis�causa�latitabit,�si�boni�viri�arbitratu�non�defend
etur,�eius�bona�possideri�vendique（６）�iubebo（７）.

（１）　Rubr. exhibet Gai.D.50,16,48. Cf.E.P.§201.
（２）　Rubr..D.42,4.
（３）　E.P. §202.
（４）　D.42,1,5pr. その文言が本箇所で言及されている告示がいかなる関係に

あるか確かなことは言えない。
（５）　D.42,4,5,2.
（６）　vendique］�edictum habuit :�proscribi�venirique,�cf. p.220 n.4.
（７）　D.42,4,7,1. Cic. pro Quinctio 19,60:� ‘qui� fraudationis�causa� latitarit’.�

「詐害のために隠匿した者」なる告示。
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五
七

　詐害のために隠匿したる者，善良なる人士の判断によって防御せざ
るときは，その者の財産の占有と売却を本職は命ずべし。［§205］
　5.�Qui�absens� iudicio�defensus�non� fuerit（１）,�（eius bona possideri 
iubebo）,�et�eius,� cuius�bona�possessa�sunt�a�creditoribus,�veneant,�
praeterquam�pupilli� et�eius,�qui� rei�publicae�causa�sine�dolo�malo�
afuit（２）.
　法廷に欠席し防御されざりし者の財産の占有を本職は命ずべし。し
かしてその財産を債権者が占有する場合にはこれを売却すべし。但し
未成熟者及び公務のために悪意なく欠席したる者はこの限りにあらず。

［§206］
　6.�a.�Cui�heres�non�extabit（３）....　相続人なかりし者。［§207］
　b.�De�iure�deliberandi.�Si�tempus�ad�deliberadum�petet,�dabo（４）....
　相続承認の熟慮権について。もし相続承認のために熟慮期間の訴あ
りたる場合，本職はこれを承認すべし。［§208］
　c.�［Si suus heres erit.］Si�pupilli�pupillae�nomine�postulabitur�tem
pus�ad�deliberandum,�an�expediat�eum�hereditatem�retinere,�［et�hoc�
datum�sit,� si� iusta�causa�esse�videbitur］�bona� interea�deminui�nisi�

［si］�causa�cognita�boni�viri�arbitratu�vetabo（５）.
　［自権相続人たる場合。］未成熟者及び未成熟女のために，その者が
相続財産を保持すべか否かについて熟慮期間の申立ありたる場合，［こ
れが与えらるべし。もし正当原因ありと見られるときには］事情審理
の上善良なる人士の判断によらざる限り，その間財産を減少させるこ
とを本職は禁ずべし。
　d.�［Si pubes heres erit.］......Si�per�eum�eamve�factum�erit,�quo�quid�
ex�ea�hereditate�amoveretur（６）,�（abstinendi potestatem non faciam）.
　［もし成熟者にして相続人たる場合］…もし某者又は某女によって
何かが当該相続財産より横領されたりといえども，（本職はこれを禁じ

（１）　Cic. pro. Quintctio 19,60.
（２）　D.42,4,6,1.
（３）　Cic. pro. Quintctio 19,60.
（４）　D.28,8,1,1.
（５）　D.28,8,7pr.
（６）　D.29,2,71,3.
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ざるべし）。［§209,�210］］
［§211.�Si�heres�suspectus�non�satidabit.　もし嫌疑ある相続人が保
証人附担保問答契約をなさざる場合。］
　7.�Qui capitali crimine damnatus erit（１）.　死刑犯罪によって有罪と
された者。［§212］

　XXXIX.�De bonis possidendis proscribendis vendundis（２）.　財産占
有，没収及び売却について。
　1.�［Quemadmodum in possessione esse oporteat.］Qui�ex�edicto�
meo� in�possessionem�venerint,� eos� ita�videtur� in�possessione�esse�
oportere.�quod�ibidem�recte�custodire�poterunt,�id�ibidem�custodiant.�
quod�non�poterunt,�id�auferre�et�abducere�licebit.�dominum�invitum�
detrudere�non�placet（３）.　［いかなる方法により占有にあるを要する
か。］本職の告示に基づき占有にある者は次の如く占有にあるべしと
みなさるべし。当該地において正当に保管しうるものは当該地で保管
すべし。保管せざるものはこれを搬出し取らるべし。所有者の意に反
して移すはこれを許さず。［§213］［Ulp.61,�62;�P.58,�59.］

［§214. De fructu praediorum vendendo locandove.
土地の果実の売却又は賃借について］

　2.� ......Si�quis,�cum�in�possessione�bonorum�esset,�quod�eo�nomine�
fructus�ceperit,�eri,�ad�quem�ea�res�pertinet,�non�restituat:�sive,�quod�
impensae�sine�dolo�malo�fecerit,�ei�non�praestabitur:�sive�dolo�malo�
eius�deterior�causa�possessionis�facta�esse�dicetur,�de�ea�re�iudicium�
in�factum�（?）�dabo（４）.
　ある者が財産占有中にその名義で果実を収取して右の物が帰属する
者に返還せざりしとき，又は同人が悪意なく支出した費用が同人に給

（１）　‘qui�exsilii�causa�solum�verterit’�「亡命のため単独で逃亡した者」（Cic. p. 
Quinctio 19,60）なる古い条項が永久告示録に伝ったとするのは真実にそぐ
わない。

（２）　Cf. Prob. 5,24 :� ‘b.e.e.p.p.v.q.i.＝bona�ex�edicto�possideri�proscribi�ve
nirique�iubebo’.�Gai.3,79

（３）　Cic. p. Quinctio 27,84.
（４）　D.42,5,9pr.
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付されざる時，又は同人の悪意によって占有状態が悪化されたとの主
張があるときは，本職はこれについて〈事実〉訴訟を付与すべし。

［§215］
　3.�［Si quis dolo malo fecerit, quo minus quis in possessione sit.］�Si�
quis�dolo�malo�fecerit,�quo�minus�quis�permissu�meo�eiusve�cuius�ea�
iurisdictio�fuit,�quae mea est（１）,�in�possessionem�bonorum�sit,�in�eum�
in�factum�（?）�iudicium,�quanti�ea�res�erit（２）,�ob�quam�in�possessio
nem�missus�erit,�dabo（３）.
　［もしある者が悪意によって，ある者が占有中にあるを妨げたりし
場合。］ある者が悪意によって，予の許容によりまたは本件について
裁判権を有する者の許容により遺産占有を取得した者がこれを有せざ
るに至らしめたときには，同人に対して，本職は占有が委付されたこ
とによって利益を得たるべきところについて，〈事実〉（？）訴訟を付
与すべし。［§216］
　4.�De magistris faciendis bonisque proscribendis et vendundis.　政
務官への財産の帰属並びに没収及び売却について。［§217］［Ulp.63,�64;�
P.60,�61.］�

　XXXX.�Quemadomodum a bonorum emptore vel contra eum agatur.���
いかにして破産財産の買主により又はこの者を相手方として訴訟され
るか。
　1.�De Rutiliana actione（４）.　ルティリウス訴権について。［§218］
　2.�De privilegiariis creditoribus（５）.....　特権的債権者について。［§219］
　3.�Quod�postea�contractum�erit,�quam�is,�cuius�bona�venierint,�con
silium�fraudandorum creditorum（６）�ceperit,� fraudare�sciente�eo�qui�
contraxerit,�ne�actio�eo�nomine�detur（７）.

（１）　Cf. D.39,2,7pr.
（２）　D.43,4,1pr.:�fuit.�Cf. eod.1,5.
（３）　D.43,4,1pr. 本法文の出典表示につき，E.P. p.408 n.8. を参照。
（４）　E.P.§218. Gai. 4,35.
（５）　E.P.§219.
（６）　Ita coni.Mo.,Dig.:�receperit.
（７）　D.42,5,25.
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　破産財産を売却された者が債権者を詐害するの意思をいだきしのち
に契約を締結し，相手方契約者が詐害あることを知りたるときは，そ
の者のために訴権は付与されるべからず。［§220］

［§221. De actionibus, quae ex ante gesto adversus fraudatorem 
competunt.　以前になされた行為により

詐害者を相手方として成立する訴権について。］
　4.�De Serviana actione（１）.　セルウィウス法訴権［§222］［Ulp.64;�P.62.］

　5.�De�separationibus（２）.　［財産］分離について。［§223］

　XLI.�De�curatore�bonis�dando（３）.　財産に管理人を設置することに
ついて。［Ulp.65,66;�P.62.］

　1.�De constitudendo curatore et administratione eius（４）.　管理人の
設置及びその管理について。［§224］
　2.�Quae� fraudationis�causa�gesta�erunt�cum�eo,�qui� fraudem�non�
ignoraverit,�de�his�curatori�bonorum�［vel�ei,�cui�de�ea�re�actionem�
dare�oportebit,］�intra�annum,�quo�experiundi�potestas� fuerit�［actio
nem�dabo］（５）.�idque�etiam�adversus�ipsum,�qui�fraudem�fecit,�serva
bo（６）.
　詐害の目的で詐害を知らぬことのない者との間で処理されたものに
ついては，財産管理人［又は本件について訴訟を承認することを要す
るべき者］のために，訴訟を提起する権限を有する一年以内に［本職
は訴権を付与すべし］。そしてこれを詐害を行った者自身を相手方と
してもまたこれを本職は保護すべし。［§225］

　XLII.�De�sententia�in�duplum�revocanda（７）.　二倍額を回復する判

（１）　E.P.§222. Gai.4,35.
（２）　Rubr. D.42,6.
（３）　Rubr. D.42,7.
（４）　E.P.§224.
（５）　法務官は本箇所において訴権ではなく，原状回復を約束したことにつ

いて，論拠として，I.4,6,6. Cf. E.P. §225.
（６）　D.42,8,1.
（７）　E.P.§226.
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決について。［§226］［Ulp.64.］

　（Pars quinta.Additamenta: interdictum exceptionum stipulationum 
formulae.　第五編　特示命令，抗弁，問答契約）

　XLIII.�Interdicta.　特示命令。
　1.�a.�Quorum�bonorum�ex�edicto�meo�illi�possessio�data�est,�quod�
de�his�bonis�pro�herede�aut�pro�possessore�possides�possideresve,�si�
nihil�usucaptum�esset,�quodque（１）�dolo�malo� fecisti,�uti�desineres�
possidere,�id�illi�restituas（２）.
　遺産占有返還の特示命令。本職の告示によりかの者に占有を付与さ
れたる遺産について，当該遺産について汝が相続人として或いは占有
者として占有し又は占有するであろうところのものを，もし使用取得
が成立していないとき，及び，汝が占有するを阻止すべく悪意によっ
てなしたるものを，汝はかの者に回復すべし。［§227］
　b.�Quod�de�his�bonis�（quorum possessio ex edicto meo illi data est）,�
legatorum�nomine�non�voluntate�（illius）�possides�quodque�dolo�malo�
fecisti�quo�minus�possideres,�（id）,�si�（eo nomine）�satisdatum�est�si

（ve）�per�（illum）�non�stat�ut�satisdetur,�（illi restituas）（３）.
（本職の告示に基づいてかの者に占有を付与されたる）財産について，遺
贈の名目にて，（かの者の）意思によらず，汝が占有するところのもの，
及び，汝が占有せざるように悪意によってなしたるところのものを，
もしそのために保証人付問答契約がなされ，又は，保証人付問答契約
をなすことにつきかの者に責あらざる場合，（汝はかの者にそれを回復
すべし）。［§228］
　c.�［A quo hereditas petetur, si rem noilit defendere.］�Quam�heredi

（１）　Flor.:�‘quod�quidem’.
（２）　D.43,2,1pr.
（３）　D.43,3 ict. fr. Vat. 90, 同所に伝えられる以下の方式書は有用である:�‘Quod�

de�his�nobis� legati�nomine�possides�quodque�uteris� frueris�quodque�dolo�
malo�fecisti,�quominus�possideres�utereris�fruereris.’�「当該の財産について，
遺贈の名目で汝が占有し，若しくは汝が使用し収益し又は汝が占有し使用
し収益せざるよう悪意によって汝がなしたる場合は。」E.P. §228.
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tatem（１）....　［ある者により相続財産を訴及されたるに，もしその件を
防御するを欲せざる場合］相続財産を云々という特示命令。［§229］
　d.�Ne�vis�fiat�ei,�qui�（legatorum servandorum causa）�in�possessio
nem�missus�erit.　（遺贈を保持するために）占有を委付されたる者に対
して暴力が行使されるなかれ。［§230］
　Ne�vis�fiat�ei,�quae�（ventris nomine）�in�possessionem�missa�erit（２）.
　（胎児のために）占有を委付されたる婦女に対して暴力が行使される
なかれ。［§231］
　e.�De� tabulis�exhibendis.�Quas� tabulas�Lucius�Titius�ad�causam�
testamenti�sui�pertinentes�reliquisse�dicetur,�si�hae�penes�te�sunt�aut�
dolo�malo� tuo� factum�est,�ut�desinerent�esse,� ita�eas� illi� exhibeas.�
item�si� libellus�aliudve�quid�relictum�esse�dicetur,�decreto�compre
hendam（３）.
　遺言書提示に関する特示命令。ルキウス・ティティウスが自身の遺
言に関して残したと主張されたる遺言書が，もし汝の手許にあり或い
はなくなるべく汝の悪意によりてなされたる場合，汝は当該遺言書を
かの者に提示すべし。同様に，もし小書付又はその他何か残されたと
主張されるところのものは，これを本職は本命令に含むべし。［§232］
　（f. Interdictum possessorium.　占有者の特示命令。［§233］�g. In-
terd. sectorium.　財産買受人の特示命令。［§234］）（４）

　2.�Ne�quid�in�loco�sacro�（religioso�sancto）�fiat（５）.　神聖宗教聖護の
場所において何かをなさざるようにとの特示命令。
　a.�In�loco�sacro�facere�inve�eum�immittere�quid�veto（６）....
　神聖宗教聖護の場所において行為し，又はそこに何かを入るるを，
本職は禁止す。
　b.�De�mortuo�inferendo.�Quo�quave�illi�mortuum�inferre�invito�te�

（１）　Ulp.instit. fr. Vindob.4.
（２）　Rubr. D.43,4 ict. eod. 3; 36,4,5,27.
（３）　D.43,5 rubr. et 1pr.
（４）　Gai. 4,145.146.
（５）　Rubr. D.43,6.
（６）　D.43,6,1pr.
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ius�est,�quo�minus�illi�eo�eave�mortuum�inferre�et�ibi�sepelire�liceat,�
vim�fieri�veto（１）.
　死者の埋葬に関する特示命令。汝の意に反し死者を埋葬する権利が
かの者にある場合，かの者が死者を埋葬し当該地に埋葬するを許さざ
るように，暴力が行使されるを本職は禁止す。［§235］［Ulp.69.］

　c.�De�sepulchro�aedificando.�Quo�illi�ius�est�invito�te�mortuum�in
ferre,�quo�minus�illi�in�eo�loco�sepulchrum�sine�dolo�malo�aedificare�
liceat,�vim�fieri�veto（２）.
　墳墓の建立に関する特示命令。汝の意に反して死者を埋葬する権利
を有する者に対して，かの者がその地に墳墓を悪意なしに建立するを
許さざるように，暴力が行使されるを本職は禁止す。［§236］
　3.�De�locis�et�itineribus�publicis.　公地及び公道に関する特示命令。
　a.�Ne�quid� in� loco�publico�vel� itinere�fiat.�Ne�quid� in� loco�publico�
facias� inve�eum� locum� immittas,�qua�ex�re�quid� illi�damni�detur,�
praeterquam�quo�lege�senatus�consulto�edicto�decreto�principum�tibi�
concessum�est.�de�eo,�quod�factum�erit,�interdictum�non�dabo（３）.
　公地又は公道において何もすべからずという特示命令。法律，元老
院議決，告示，皇帝の命令によって汝に許されたる場合を除き，汝は，
かの者に損害を与えるようなことは何も公地においてなすべからず，又，
その地へと排出すべからず。すでになされたることについては，本職
は特示命令を付与すべからず。［§237］［Ulp.68;�P.61.］

　b.� In�via�publica� itinereve�publico� facere� immittere�quid,�quo�ea�
via�idve�iter�deteius�sit�fiat,�veto（４）.
　公路又は公道において，当該公路又は公道を悪化させるべく，何か
をなし immittere するを本職は禁止す。［§238］
　c.�Quod�minus� illi�via�publica� itinereve�publico� factum�immissum�
habes,�quo�ea�via�idve�iter�deteius�sit�fiat,�restituas（５）.
　汝が公路又は公道においてなし又は排出したるにより，当該の公路

（１）　D.11,8 rubr. et 1pr.
（２）　Rubr. D.43,7.
（３）　D.43,8,2pr.
（４）　Ibid. 2,20.
（５）　Ibid. 2,35.
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又は公道を悪化させまたそうなるであろうことのないように，汝は回
復すべし。［§239］
　d.�Quo�minus�illi�via�publica�itinereve�publico�ire�agere�liceat,�vim�
fieri�veto（１）.
　公路又は公道を通行又は運行するを妨げるべく，暴力が行使される
を本職は禁止す。［§240a］
　e.�De�loco�publico�fruendo.�Quo�minus�loco�publico,�quem�is,�cui�lo
candi�ius�fuerit,�fruendum�alicui�locavit,�ei�qui�conduxit�sociove�eius�
e�lege�locationis�frui�liceat,�vim�fieri�veto（２）.
　公地収益に関する特示命令。公地の貸与権を有する者がその収益権
を他の者に賃貸したるその公地において，借主又はその共同者に賃約
の法により収益するを許さざるべく，暴力が行使されるを本職は禁止
す。［§240b］
　f.�De�via�publica�et�itinere�publico�reficiendo.�Quo�minus�illi�viam�
publicam�iterve�publicum�aperire�reficere�liceat,�dum�ne�ea�via�idve�
iter�deterius�fiat,�vim�fieri�veto（３）.
　公道及び公路を修繕することに関する特示命令。公道又は公路を開
き修繕することを許さざるべく，当該の公道又は公路が悪化しないで
あろう限り，暴力が行使されるを本職は禁止す。［§240c］
　4.�De�fluminibus.�a.�Ne�quid�in�flumine�publico�ripave�eius�fiat,�quo�
peius�navigetur.�Ne�quid� in� flumine�publico�ripave�eius� facias�neve�
quid�in�flumine�publico�neve�in�ripa�eius�immittas,�quo�statio�iterve�
navigio�deterior�sit�fiat（４）.
　河川に関する特示命令。a.�公の河川又はその河岸において，航行を
妨害すべく，何かをなすべからず。船舶の係留又は通行を妨げ又妨げ
るであろうように，公の河川又はその河岸において，汝は何かをなす
べからず，また公の河川又はその河岸において何かを排出すべからず。

［§241a］

（１）　Ibid. 2,45.
（２）　D.43,9 rubr. et 1pr.
（３）　D.43,11 rubr. et 1pr.
（４）　D.43,12 rubr. et 1pr.
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　b.�Quod� in� flumine�publico�ripave�eius� factum（１）�sive�quid� in� id�
flumen�ripamve�eius�immissum�habes,�quo�satio�iterve�navigio�dete
rior�sit�fiat,�restituas（２）.
　船舶の係留又は通行を妨げ又妨げるであろうように，公の河川又は
河岸において，汝がなし又は当該の河川又はその河岸に汝が immit
tere したるところのものを，汝は回復すべし。［§241b］
　c.�Ne�quid�in�flumine�publico�ripave�eius�fiat,�quo�aliter�aqua�fluat�
atque�uti�priore�aestate�fluxit.�In�flumine�publico�inve�ripa�eius�face
re�aut� in� id� flumen�ripamve�eius� immittere,�quo�aliter�aqua� fluat,�
quam�priore�aestate�fluxit,�veto（３）.
　河水の以前の流れを変えるべく，公の河川又はその河岸において何
かをなすべからず。河水の以前の流れを変えるべく，公の河川又はそ
の河岸において何かをなしあるいは当該の河川又は河岸に排出するこ
とを本職は禁止す。［§242a］
　d.�Quod�in�flumine�publico�ripave�eius�factum�sive�quid� in� id�flu
men�ripamve�eius� immissum�habes,�si�ob� id�aliter�aqua�fluit,�atque�
uti�priore�aestate�fluxit,�restituas（４）.
　公の河川又はその河岸において汝がなし又は何かを当該の河川又は
河岸に immittere したるとき，それにより河水の以前の流れが変わっ
たときには，汝は回復すべし。［§242b］
　e.�Uti�in�flumine�publico�navigare�liceat.�Quo�minus�illi�in�flumine�
publico�navem�ratem�agere�quove�minus�per�ripam�eius�onerare�ex
onerare� liceat,�vim� fieri�veto.� item,�ut�per� lacum�fossam�stagnum�
publicum�navigare�liceat,�interdicam（５）.
　公の河川を航行するを許すべしとの特示命令。かの者に公の河川に
おいて船舶又は小舟が航行するを許さざるべく，又はその河岸におい
て荷積み荷揚げを許さざるべく，暴力が行使さるるを本職は禁止す。
同じく公の池，溝，沼を航行するを許さるるべく，本職は特示命令を

（１）　Flor.�fiat;�cf. D.43,12,1,22.
（２）　Ibid. 1,19.
（３）　D.43,13 rubr. et 1pr.
（４）　D.43,13 rubr. et 1,11.
（５）　D.43,13 rubr. et 1pr.
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発すべし。［§243］
　f.�De�ripa�munienda.�Quo�minus�illi�in�flumine�publico�ripave�eius�
opus�facere�ripae�agrive�qui�circa�ripam�est�tuendi�causa�liceat,�dum�
ne�ob�id�navigatio�deterior�fiat,�si�tibi�damni�infecti�in�annos�decem�
viri�boni�arbitratu�［vel�cautum�vel］�satisdatum�est�aut�per�illum�non�
stat,�quo�minus�viri�boni�arbitratu�［caveatur�vel］�satisdetur,�vim�fi
eri�veto（１）.
　河岸修築に関する特示命令。かの者に，公の河川又はその河岸にお
いて，河岸又は河岸周辺にある土地の保全のために工事するを許さざ
るべく，それにより航行が妨げられることにならない限り，もし汝の
ために未発生損害について十年間善良なる人士の判断により［担保問
答契約又は］保証人附問答契約が締結されたる場合，あるいは善良な
る人士の判断により［担保問答契約又は］保証人附問答契約が締結さ
れざるにつきかの者に責なき場合には，暴力が行使さるるを本職は禁
止す。［§244］
　5.�De�vi�et�de�vi�armata（２）.�a.�Unde�in�hoc�anno�tu�illum�vi�deiecis
ti�aut�familia�tua�deiecit（３）,�cum�ille�possideret（４）,�quod�nec�vi�nec�
clam�nec�precario� a� te�possideret,� eo� illum�quaeque� ille� tunc� ibi�
habuit� restituas（５）.�post�annum�de�eo,�quod�ad�eum�qui�vi�deiecit�
pervenerit,�iudicium�dabo（６）.
　暴力及び武装した暴力に関する特示命令。過去一年間において，占
有していた―君から暴力にも隠秘にもプレカリウムにもよることなし
に占有していた―彼［原告］を汝［被告］又は汝の奴隷が暴力に以て
排除した場所へ，汝は彼を復帰させよ。そして彼が被排除時にその場
所で持っていた物を返還せよ。一年を経過後は，暴力によって排除し

（１）　D.43,15 rubr. et 1pr.
（２）　Rubr. D.43,16.
（３）　D.43,16,1pr. 本条項の古い観念を示すのは，Cic. p. Tullio 19,44.
（４）　Cic. l.c., v. E.P. p.447.
（５）　Cic. p. Caec. 30,88 ict. D.43,16,1pr. Cf. E.P. p.448sqq.
（６）　本条項が事実訴権に関わることにつき，fr. Vat. 312. を参照。In Dig. 

interdicti verba et edicti, quo praetor hanc in factum actionem promisit, im-
mutata et in unum conglutinata sunt.
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た者に帰属するところのものについて，本職は訴訟を付与すべし。
［§245a］［Ulp.69;�P.65.］

　b.�Unde�tu�illum�vi�hominibus�coactis�armatisve�deiecisti�aut�famil
ia�tua�deiecit,�eo�illum�quaeque�ille�tunc�ibi�habuit�restituas（１）.
　汝［被告］又は汝の奴隷が，結束し又は凶器を伴う多数人により暴
力を以て，彼を排除した場所へ，君は彼を復帰させよ。そして彼が被
排除時にその場所で持っていた物を返還せよ。［§245b］
　c.�Si�uti�frui�prohibitus�esse�dicetur（２）.
　もし収益するが禁止せられたりと主張せられむ場合の特示命令。
　d.�Ne vis fiat ei, qui damni infecti in possessionem missus erit（３）.
　未発生損害について占有を委付されたる者に対し，暴力が行使さる
るを本職は禁止す。［§246］
　6.�a.�Uti�nunc�possidetis�eum�fundum,�quo�de�agitur,�quod�nec�vi�
nec�clam�nec�precario�alter�ab�altero�possidetis,� ita�possideatis.�ad
versus�ea�vim�fieri�veto（４）.
　汝らは，係争中の土地を現在―一方が他方から，暴力にも隠秘にも
プレカリウムにもよることなしに―占有しているのと同様に占有せよ。
私は，これに反するように暴力が行使されることを，禁止する。�［§247a］

［Ulp.69,�70;�P.63.］

　b.�Uti�eas�aedes,�q.d.a.,�n.v.n.cl.n.pr.�alter�ab�altero�possidetis,�quo�
minus�ita�possideatis,�vim�fieri�veto（５）.
　本職は，汝ら［両当事者］が係争中の建物を現在―一方が他方から
暴力にも隠秘にもプレカリウムにもよることなしに―占有しているの
と同様に占有することが妨げられるように暴力が行使されることを，

（１）　E.P. p.450. 古い特示命令 :� ‘Unde�tu�aut� familia�aut�procurator�tuus�
illum�vi�hominibus�coactis�armatisve�deiecisti,�eo�restituas’.�「汝若しくは汝
の奴隷又は委託事務管理人が結束し又は凶器を伴う多数人により暴力を以
て彼を排除した場所へ，汝は復帰させよ。」Cic. pro Caec. passim, ad famil. 
15,16,3.

（２）　Cf. fr. Vat. 91.
（３）　D.43,4,4pr.4.
（４）　Fest. v. possessio.
（５）　D.43,17,1pr.
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禁止す。［§247b］
［c. De cloais hoc interdictum non dabo（１）.

下水道に関する本特示命令を本職は附与せず。］
［d. De fructus licitatione（２）.　果実競売について。］

　c.�［e. Quanti uter iuraverit non calumniae causa se postulare spon-
sionem fieri,］�...neque�pluris,�quam�quanti�res�erit,�intra�annum,�quo�
primum�experiundi�potestas� fuerit,� sponsionem restipulationemque 
facere（３）�permittam.
　［双方がシカーネのために為さざることにつき単純問答契約を申請
すると誓約した額について］…初めて提訴可能となったときより一年
以内にその件が値するであろう額を超えない額について，単純問答契
約及び再問答契約［誓約及び再約］をなすを本職は承認すべし。

［§247c］
［f. De Cascelliano sive secutorio iudicio（４）.
カスケッリヌス訴訟別名後続訴訟について］

［g. De fructuario iudicio（５）.　果実訴訟について］
［h. Interdicta secundaria（６）.　第二次特示命令］

　d.�［i.］�Uti eo fundo......utimini fruimini（７）....　その土地において
……汝ら使用し収益すべきように，云々。［§247d］
　7.�a.�A�quo� fundus�petetur,�si�rem�nolit�defendere（８）.�Quem fun-
dum（９）......
　土地を請求されたる者，もしその件を防御するを欲せざるときは。
当該土地を云々。［§248a］［Ulp.70.］

　b.�A�quo�usus�fructus�petetur,�si�rem�nolit�defendere.�Quem�usum

（１）　補注。D.43,17,1pr.
（２）　補注。Gai.4,166sqq.
（３）　Dig.�‘agere’.�Ad sponsionem pertinere hanc clausulam coni. E.P. p.454.
（４）　補注。Cf. Gai.4,166a.
（５）　補注。Cf. Gai.4,169.
（６）　補注。Cf. Gai.4,170.
（７）　Cf. fr.Vat. 90 ict. D.43,18,1pr.
（８）　D.39,2,45 inscr.
（９）　Ulp. institut. fr. Vindob.4.
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fructum....vindicare�vult......,�（si rem nolis defendere eoque nomine tibi 
satisdatum est aut per te stat quo minus satisdetur, restituas.）（１）

　土地を請求されたる者，もしその件を防御するを欲せざるときは。
用益権を……返還請求するを欲する者……，（もし汝がその件を防御
するを欲せずしてそのために汝に保証人附問答契約が締結され，ある
いは保証人附問答契約が締結されざるにつき汝に責ある場合には，汝
は回復すべし。）［§248b］
　8.�De�superficiebus.�Uti�ex� lege� locationis�［sive�conductionis］�su
perficies�q.d.a.,�nec�vi�n.cl.n.pr.�alter�ab�altero�frumini,�quo�minus�ita�
fruamini,�v.� f.�v.�Si�qua�alia�actio�de�superficie�postulabitur,�causa�
cognita�dabo（２）.
　地上物について。賃約の法により，訴訟されいたる地上物が，暴力
にも隠秘にもプレカリウムにもよらず，汝ら相互に収益すべし。本職
は，そのように汝らが収益するを妨げるべく，�暴力が行使されるを本
職は禁止す。もし地上物につき他の訴権が申立られたるときは，事情
審理の上，本職は訴権を付与すべし。［§249］［Ulp.70.］

　9.�De�itinere�actuque�privato（３）.�a.�Quo�itinere�actuque�［privato］（４）,�
q.d.a.,�［vel�via］�hoc�anno�nec�v.n.c.n.p.�ab�illo�usus�es,�quo�minus�ita�
utaris,�v.�f.�v.（５）

　私的通行権及び車馬通行権に関する特示命令。訴訟されいたる［私
的］通行権及び車馬通行権［又は通路］を，本年において暴力にも隠
秘にもかの者のプレカリウムにもよらず汝が用いたるように，汝が用
いるを妨げるべく，暴力が行使されることを本職は禁止す。［§250a］

［Ulp.,70;�P.66.］

　b.�Quo�itinere�actuque q. d. a. is, a quo emisti, hoc anno n.v.c.n.p. 
ab illo�usus�est,�quo�minus�ita�utaris,�v.�f.�v.（６）

　訴訟されいたる通行権及び車馬通行権を，本年において暴力にも隠

（１）　Fr. Vat. 92, ict. arg. Paul. sent. 1,11,1.
（２）　D.43,18 rubr. et 1pr.
（３）　Rubr. D.43,19.
（４）　Delenda.
（５）　D.43,19,1pr.
（６）　Cf. D.43,1,2,3; 43,20,1,37.
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秘にもかの者のプレカリウムにもよらず汝が用いたるように，汝が用
いるを妨げるべく，暴力が行使さるるを本職は禁止す。［§250b］
　c.�Quo�itinere�actuque�hoc�anno�non�v.n.c.n.p.�ab�illo�usus�es,�quo�
minus�id�iter�actumque,�ut�tibi�ius�est,�reficias,�v.f.v.�Qui�hoc�interdic
to�uti�volet,� is�adversario�damni� infecti,�quod�per�eius�operis（１）�vi
tium�datum�sit,�caveat（２）.
　通行権及び車馬通行権を，本年において暴力にも隠秘にもかの者の
プレカリウムにもよらず汝が用いたる場合，汝が権利を有するように，
当該通路及び車馬道を修繕するを妨げるべく，暴力が行使さるるを本
職は禁止す。本特示命令を用いることを欲する者は，相手方に対し，
当該工事の瑕疵によって生ずべき未発生損害につき担保を供与すべし。

［§250c］
　10.�De�aqua�cottidiana�et�aestiva.�a.�Uti�hoc�anno�aquam,�q.d.a.,�non�
v.n.cl.n.�p.�ab�illo�duxisti,�quo�minus�ita�ducas,�v.�f.�v.（３）

　平常時の引水権及び夏期の引水権に関する特示命令。本年において
訴訟されいたる水を暴力にも隠秘にもかの者のプレカリウムにもよら
ず汝が引きたるように，汝が引水するを妨げるべく，暴力が行使さる
るを本職は禁止す。［§251a］
　b.�Uti�priore�aestate�aquam,�q.d.q.,�nec�v.n.cl.n.p.�ab�illo�duxisti,�quo�
minus�ita�ducas,�v.�f.�v.（４）

　前年の夏において水を暴力にも隠秘にもかの者のプレカリウムにも
よらず汝が引きたるように，汝が引水するを妨げるべく，暴力が行使
さるるを本職は禁止す。［§251b］
　c.�Item�inter�heredes�emptores�（?）�et�bonorum�possessores�inter
dicam（５）.
　同様に，相続人，買主及び遺産占有者に対して，本職は特示命令を
発すべし。［§251c］
　d.�Quo�ex�castello�illi�aquam�ducere�ab�eo,�cui�eius�rei�ius�fuit,�per

（１）　Cf.D.43,19,5 i. f.
（２）　D.43,19,3,11.
（３）　D.43,20,1pr.
（４）　D.43,20,1,29.
（５）　D.43,20,1,29.37. Cf. autem Lenel, palingen. II, 829 n.4.
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missum�est,�quo�minus�ita�uti�permissum�est�ducat,�v.�f.�v.�Quandoque�
de�opere�faciendo�interdictum�erit,�damni�infecti�caveri�iubebo（１）.
　貯水池より，その件について権利を有したる者により引水するを許
された者が引水する場合，用いるを許されるように引水するを妨げる
べく，暴力が行使さるるを本職は禁止す。工事をなすことについて特
示命令が発せられたるときはいつにても，未発生損害につき担保され
るを本職は命ずべし。［§251d］
　e.�De�rivis.�Rivos�specus�septa�reficere�purgare�aquae�ducendae�
causa�quominus�liceat�illi,�dum�ne�aliter�aquam�ducat,�quam�uti�prio
re�aestate�（hoc�anno）�non�v.n.c.n.p.a.�te�duxit,�v.�f.�v.（２）�［§252］
　水路に関する特示命令。引水のために水路，暗渠，水門を修繕し清
掃するをかの者に許さざるべく，前年の夏（本年）において暴力にも
隠秘にも汝のプレカリウムにもよらずかの者が引水したると同様に引
水する限り，暴力が行使さるるを本職は禁止す。
　f.�De� fonte.�Uti�de�eo� fonte,�q.d.a.,�hoc�anno�nec�v.n.cl.n.p.�ab� iilo�
usus�es,�quo�minus�ita�utaris,�v.�f.�v.�De�lacu�puteo�piscina�item�inter
dicam（３）.
　泉水に関する特示命令。訴訟されいたる泉水について本年において
暴力にも隠秘にもかの者のプレカリウムにもよらず汝が用いたるよう
に，汝が用いるを妨げるべく，暴力が行使さるるを本職は禁止す。池，
井戸，水槽について，本職は同様に特示命令を発すべし。［§253a］
　g.�Quo�minus� fontem,�q.d.q.,�purges�reficias,�ut�aquam�coercere�
utique�ea�possis,�dum�ne�aliter�utaris�atque�uti�hoc�anno�non�v.n.c.n.p.�
ab�illlo�usus�es,�v.�f.�v.（４）��［§253b］
　訴訟されいたる泉水を汝が引水しそれを用いうるために清掃し修繕
するを妨げるべく，�本年において暴力にも隠秘にもかの者のプレカリ
ウムにもよらず汝が用いたるのと同様に汝が用いる限り，暴力が行使
さるるを本職は禁止す。
　11.�De�cloacis.�a�Quo�minus� illi�cloacam,�quae�ex�aedibus�eius� in�

（１）　D.43,20,1,38.
（２）　D.43,21,1pr.9.
（３）　D.43,22,1pr.
（４）　D.43,22,1,6.
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tuas�pertinet,�q.�d.� a.,� purgare�reficere� liceat,�v.f.v.�Damni� infecti,�
quod�operis�vitio�factum�sit,�caveri�iubebo（１）.
　下水道に関する特示命令。かの者に，訴訟されいたる，その者の家
屋より汝の家屋に通じる下水道を清掃し修繕するを許さざるべく，暴
力が行使さるるを本職は禁止す。工事の瑕疵により発生すべき未発生
損害について担保さるる本職は命ずべし。［§254a］
　b.�Quod� in�cloaca�publica� factum�sive�［ea］�immissum�habes,�quo�
usus�eius�deterior�sit� fiat,�restituas.� item�ne�quid�fiat� immittaturve,�
interdicam（２）.
　公の下水道において，その使用を悪化させ悪化させることになろう
ように，汝がなし又は排出したるときは，汝は回復すべし。同様に何
かがなされ又は排出されることがないように，本職は特示命令を発す
べし。［§254b］

［§255.�A quo servitus petetur. sive ad eum pertinere negabitur, 
si rem nolit defendere.］

　ある者から役権が請求され，あるいはその者に帰属するを
否認されるか

　12.�Quod�vi�aut�clam�factum�est,�qua�de�re�agitur,� id,�si non plus 
quam annus est�cum�experimendi�potestas�est,�restituas（３）.�
　暴力により又は隠秘になされたるものにつき，訴訟されたる場合，
訴えたるときが一年を越えざる限り，汝は回復すべし。［§256］［Ulp.71;�
P.67.］

　13.�a.�De�remissionibus.�Quod�ius�sit�illi�prohibere,�ne�se�invito�fiat,�
in�eo�nuntiatio�teneat.�ceterum�nunctiationem�missam�facio（４）.
　新営工事差止異議取消に関する特示命令。かの者にその意に反して
なされることのないように，禁止する権利のある場合，その者に対し
て告知すべし。さもなけくば本職は告知を取消すものとす。［§257a］

［Ulp.71.］

　b.�Quem�in�locum�nuntiatum�est,�ne�quid�operis�novi�fieret,�q.d.r.a,�

（１）　D.43,23,1pr.
（２）　D.43,23,1,15.
（３）　D.43,24,1pr.
（４）　D.43,25,1pr.
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quod�in�eo�loco,�antequam�nuntiatio�missa�fieret�aut�in�ea�causa�es
set,�ut�remitti�deberet,�factum�est,�id�restituas（１）.
　その地へと訴訟されいたる新営工事がなされざるようにと告知がな
されたる場合，告知が取消され或いは取消さるべき状態になる以前に
その地においてなされたるところのものを汝は原状に回復すべし。

［§257b］
　c.�Quem�in�locum�nuntiatum�est,�ne�quid�operis�novi�fieret,�q.d.r.a.,�
si�de�ea�re�satisdatum�est,�quod�eius�cautum�sit,�aut�per�te�stat�quo�
minus�satisdetur:�quo�minus�illi�in�eo�loco�opus�facere�liceat,�v.f.v.（２）

その地へと訴訟されいたる新営工事がなされざるようにと告知がなさ
れたる場合，その件について保証人附問答契約が締結されたるときは，，
それについて担保されたので，或いは保証人附問答契約が締結されざ
るにつき汝に責あるときは，かの者にその地で工事をなすを許さざる
べく，暴力が行使さるるを本職は禁止す。［§257c］
　14.�De�precario.�Quod�precario�ab�illo�habes�aut�dolo�malo�fecisti,�
ut�desineres�habere,�q.d.r.a.,�id�illi�restituas（３）.
　容仮占有に関する特示命令。訴訟されいたるところのものを，かの
者のプレカリウムより汝が所持し或いは悪意で汝が所持せざるに至り
たるときは，これを汝はその者に回復すべし。［§258］［Ulp.71.］

　15.�a.�De�arboribus�caedendis.�Quae�arbor�ex�aedibus�tuis�in�aedes�
illius�impendet,�si�per�te�stat,�quo�minus�eam�adimas,�tunc,�quo�mi
nus�illi�eam�arborem�adimere�sibique�habere�liceat,�v.�f.�v.（４）

樹木伐採に関する特示命令。樹木が汝の家屋からかの者の家屋に懸か
りたる場合，汝が当該樹木を刈り取らざるにつき汝に責あるときは，
かの者に当該樹木の刈り取り及び自ら所持するを許さざるべく，暴力
が行使さるるを本職は禁止す。［§259a］［Ulp.71.］

　b.�Quae�arbor�ex�agro�tuo�in�agrum�illius�impendet,�si�per�te�stat,�
quo�minus�pedes�quindecim�a�terra�eam�altius�coerceas,� tunc,�quo�

（１）　D.39,1,20pr.
（２）　D.39,1,20,9.
（３）　D.43,26,2pr.
（４）　D.43,27,1pr.
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minus�illi�ita�coercere�lignaque�sibi�habere�liceat,�v.�f.�v.（１）

　樹木が汝の土地からかの者の土地に懸かりたる場合，地面から高さ
十五尺を刈り込まざるにつき汝に責あるときは，かの者にそのように
枝を刈り込み自ら所持するを許さざるべく，暴力が行使さるるを本職
は禁止す。［§259b］
　16.�De�glande�legenda.�Glandem,�quae�ex�illius�agro�in�tuum�cadat,�
quo�minus�illi�tertio�quoque�die�legere�auferre�liceat,�v.�f.�v.（２）

　彼の土地より汝の土地に落つべき樫の実を隔日に収拾しかつ持ち去
るを彼に許さざる目的にて暴力が行使せらるるを本職は禁止す。［§260］
　17.�a.�De�homine� libero�exhibendo.�Quem�liberum�dolo�malo�ret
ines,�exhibeas（３）.
　奴隷及び子の提示に関する特示命令。汝が悪意により拘束する子供
を汝は提示すべし。［§261］［Ulp.71.］

　b.�De� liberis�exhibendis,� item�ducendis.�Qui�quaeve� in�potestate�
Lucii�Titii�est,�si�is�eave�apud�te�est�dolove�malo�tuo�factum�est,�quo�
minus�apud�te�esset,�ita�eum�eamve�exhibeas（４）.�Si�Lucius�Titius�in�
potestate�Lucii�Titii�est,�quo�minus�eum�Lucio�Titio�ducere�liceat,�v.�f.�
v.（５）

　子の提示，同様に連行に関する特示命令。誰であれルキウス・ティ
ティウスの権力に服する男女が汝の手許にあり，又は，汝の悪意によ
り汝の手許にあらざるべくなされたる場合，汝は当該の男女を提示す
べし。もしルキウス・ティティウスがルキウス・ティティウスの権力
に服する場合，その者をルキウス・ティティウスの許に連行するを許
さざるべく，暴力が行使さるるを本職は禁止す。［§262］
　c.�De liberto exhibendo（６）.
　解放自由人の提示に関する特示命令。［§263］
　18.�Utrubi�hic�homo�q.d.a.�maiore�parte�huiusque�anni�nec�v.n.c.n.p.�

（１）　D.43,27,1,7.
（２）　D.43,28,1pr.
（３）　D.43,29,1pr.
（４）　D.43.30,1pr.
（５）　D.43,30,3pr.
（６）　Cf. Gai. 4,162.
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ab�altero�fuit,�quo�minus�is�eum�ducat,�v.�f.�v.（１）

　動産占有保持の特示命令。汝らのうち，訴訟せられいたる客体たる
この奴隷がこの一年のうち他方より長き期間にわたり他方への暴力に
も他方への隠秘にも他方よりのプレカリウスにもよるにあらずして帰
属してありし方の者がこの奴隷をつれ去ることなさしめざる目的をもっ
て，暴力が行使せらるるを本職は禁止す。［§264］［Ulp.72;�P.68.］

　19.�a.�De�migrando.�Si�is�homo,�q.d.a.,�non�est�ex�his�rebus,�de�qui
bus�inter�te�et�actorem�convenit,�ut,�quae�in�eam�habitationem,�q.d.a,�
introducata� importata� ibi�nata� factave�essent,� ea�pignori� tibi�pro�
mercede�eius�habitationis�essent,�sive�ex�his�rebus�est�et�ea�merces�
tibi�soluta�eove�nomine�satisfactum�est�aut�per�te�stat,�quo�minus�
solvatur:�ita,�quo�minus�ei,�qui�eum�pignoris�nomine�induxit,�inde�ab
ducere�liceat,�v.f.v.（２）

　借地人の移し［運び］去りに関する特示命令。借地に運び入れたる
ものを借料支払済の借地人が運び去ることに関する特示命令。もし訴
訟せられいたる奴隷が，訴訟せられいたる居宅へと運び込まれそこで
生まれそしてなされたるところのものが質として汝に当該居宅の賃料
とされるべく，汝と原告との間で合意されたるものに属さない場合，
又は，当該奴隷がこれらのものに属する場合，当該賃料が汝に弁済さ
れ又はそのために保証人附問答契約が締結され或いは弁済せられざる
につき汝に責ある場合，その奴隷を質入れしたる者にそこから移し去
るをゆるさざるべく，暴力が行使さるるを本職は禁止す。［§265］

［Ulp.73.］

　（b.�Salvianum�interdictum（３）.�サルウィウスの特示命令。［§266］，
Formulae actionis Servianae et quasi Servianae）（４）�セルウィウス訴
権及び準セルウィウス訴権の方式書。［§267］）［Ulp.73;�P.68.］

　20.�Quae�Lucius�Titius�fraudandi�causa�sciente�te�in�bonis,�quibus�

（１）　Cf. D.43,31,1pr. Gai.4,160.150.
（２）　D.43,32,1pr.
（３）　D.43,33.
（４）　E.P. §267.
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de�［ea�re］（１）�agitur,� fecit:�ea� illis�［si�eo�nomine,�q.d.a.,� actio�ei�ex�
edicto�meo�competere］（２）�esseve�oportet�［ei］,�si�non�plus�quam�annus�
est�cum�de�ea�re,�q.d.a.,�experiundi�potestas�est,�restituas.�Interdum�
causa�cognita,�et�si�scientia�non�sit,�in�factum�actionem�permittam（３）.
　ルキウス・ティティウスが詐害のために汝が訴訟せられいたる財産
中にあるを知りてなしたるところのものは，かの者に［もし訴訟せら
れいたるもののために，訴権が本職の告示に基づいて帰属するか］又
は帰属するを要する場合，訴訟せられいたる件につき訴訟可能となり
て一年を経過せざるときは，汝はこれらをかの者に回復すべし。場合
により事情審理の上，しかしてもし知らざる場合には，本職は事実訴
権を承認すべし。［§268］

　XLIV.�Exceptiones.　抗弁。［Ulp.74-76;�P.69-71.］

　1.�Si quis vadimoniis（４）�non�obtemperaverit（５）.�a.�E.�pacti� con
venti:�si�inter�Am�Am�et�Nm�Nm�non�convenit,�ne�ea�pecunia�peter
etur（６）.
　もしある者が再出頭保証に応ぜざる場合［法廷に出頭すべしとの約
束の不履行に対して］。無方式合意の抗弁。もしアウルス・アゲリウ
スとヌメリウス・ネギディウスとの間に，その金銭は一年以内には請
求されざるべしとの合意なきときは。［§269a］
　b.-f.�Exceptiones quod Ns Ns sine dolo malo rei publicae causa 
afuerit, quod valetudine tempestate vi fluminis prohibitus, quod sine 
dolo malo ipsius a magistratu retentus, quod rei capitalis antea con-
demnatus fuerit, quod dolo malo Ai Ai factum sit, quo minus vadi-
monium sisteret（７）.

（１）　Delenda.
（２）　si�eo�nomine….oportet�（cf. Gradenwitz, ZRG. 21, 255sq.）］�法務官告示

が以下の文言を有したことを私は疑う。:�quos�eo�nomine�q.d.a�ex�edicto�meo�
in�possessionem�ire�esseve�oportet.

（３）　i.f.act.�permittam］�これらの文言も疑わしい。
（４）　Dig.:�‘cautionibus�in�iudicio�sistendi�causa�factis’
（５）　Rubr. D.2,11.
（６）　Gai.4,119, cf.D.2,11,2pr.
（７）　D.2,11,2,1.4-9; 4pr.1; 5pr.; 22,3,19,1. Praeterea cf.D.2,111,5; 1,2.
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　ヌメリウス・ネギディウスが悪意によらず公務のために不在したる
場合，健康，暴風雨，暴力，水勢により妨げられたる場合，本人の悪
意によらず政務官によって抑留されたる場合，以前に重刑の判決を受
けいたる場合，アウルス・アゲリウスの悪意により再出頭保証をなす
を妨げるべくなされた場合。［§269b］
　2.�E. litis dividuae et rei residuae（１）.　訴訟物分割及び残余物分割
の抗弁。［§270］
　3.�Si alieno nomine agatur: exceptiones cognitoriae, procuratoriae 
tutoriae, curatoriae etc（２）.
　他人のために訴訟せられたる場合。訴訟代理人，委託事務管理人，
後見人，保佐人の抗弁。［§271］［Ulp.74.］

　4.�a.�E. mercis non traditae:�Si�ea�pecunia,�q.d.a.,�non�pro�ea�re�pe
titur,�quae�venit�neque�tradita�est（３）.
　賃料不引渡の抗弁。訴訟せられいたる金銭が，売却さるるも引渡さ
れざる物に代わりて訴訟されるのでなければ。，［§272］［Ulp.74;�P.69.］

　b.�E. redhibitionis（４）.　売買解除の抗弁。［§272b］
［§272�c.�E. pecuniae pensatae.　金銭相殺の抗弁。］

　5.�E. annalis（５）.　期間［猶予］の抗弁。［§273］
　6.�Quod praeiudicium�hereditati�（fundo�partive�eius）�non�fiat（６）.
　相続財産（土地又はその一部分）について先決をなすべからずとい
う抗弁。［§274］［Ulp.75.］

　7.�E. rei iudicatae vel in iudicium deductae:�si�ea�res,�q.d.a.,�iudicata�
（non est inve iudicium deducta）�non�est（７）.
　既判物又は審判人手続に付されたるものの抗弁。もし訴訟せられい

（１）　Gai.4,122.
（２）　E.P.§271.
（３）　D.50,16,66; 19,1,25; Gai.4,126a.
（４）　D.21,1,59; 44,1,14.
（５）　D44,3,1.
（６）　D.44,1,13.16.18; 10,2,1,1.
（７）　Cf. D.44,2,9,2. 法務官は、rei�iudicatae と in�iudicium�deductae という

別々の２つの抗弁を提示していなかったが、告示中の１つの方式書におい
て２種類のものを理解していたことは、Gai.4.121及び注解の教えるところで
ある。
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たる当の物が判決さるる（ことなくまたは審判人手続に付さるる）こ
とのなければ。［§275］［Ulp.75;�P.70.］

　8.�E. rei venditae et traditae（１）.　売却され引渡されたる物の抗弁。
［§276］［Ulp.75.］

　9.�a.�E. doli mali :� si� in�ea�re�nihil�dolo�malo�Ai�Ai� factum�est�
neque�fit（２）.
　悪意の抗弁。もしその事件において何ごともアウルス・アゲリウス
の悪意によりてなされたることも，またなさるることもなきときは。

［§277a］［Ulp.76;�P.71.］

　b.�E. metus:�si�in�ea�re�nihil�metus�causa�factum�est（３）.
　強迫の抗弁。もしそのことにおいて強迫ゆえに行われたること何も
なきときは。［§277b］
　10.�Quarum�rerum�actio�non�datur.�（a.�E. iurisiurandi ;�b.�negotii 
in alea gesti ;�c.�onerandae libertatis causa.）（４）

　訴権が付与されざる事件について。（a.�宣誓の抗弁。b.�他人のため
の事務管理の抗弁。c.�自由付与につき負担を課することの抗弁）�［§278］

［Ulp.76;�P.71.］

　11.�Si�quid�contra� legem�senatusve�consultum�factum�esse�dice
tur（５）.
　もし法律又は元老院議決に反して何かがなされたりといわれる場合。

［§279］［Ulp.76;�P.71.］

　XLV.�Stipulationes�praetoriae.　法務官的問答契約。［Ulp.77-81;�P.72-
78.］

　1.�Vadimonium sisti（ ６）.　再出頭担保問答契約。［§280］［Ulp.77.］

　2.�Pro�praede� litis�et�vindiciarum（７）.　訴訟物及び果実返還の担保

（１）　Rubr. D.21,3.
（２）　Gai. 4,119. D,44,4,2,1.3-5.
（３）　D.44,4,4,33.
（４）　D.44,4,4,33.
（５）　Gai.4,121. E.P.§279.
（６）　E.P. §280.
（７）　E.P. §281.
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人に代わる問答契約。［§281］［Ulp.77;�P.74.］

　3.�Iudicatum�solvi（１）.　判決履行担保問答契約。［§282］［Ulp.78.］

　4.�De conferendis bonis et dotibus（２）.　遺産と嫁資の持戻について
の問答契約。［§283］［Ulp.79.］

　5.�Si�cui�plus�quam�per�legem�Falcidiam�licuerit�legatum�esse�dice
tur（３）.
　ある者にファルキディウス法が認めた以上に遺贈されたといわれる
場合の担保問答契約。［§284］［Ulp.79;�P.75.］

　6.�Evicta�hereditate�legata�reddi（４）.　遺贈された相続財産追奪担保
問答契約。［§285］
　7.�Usufructuarius�quemadmodum�caveat（５）.　用益権担保問答契約。

［§286］［Ulp.79;�P.75.］

　8.�Legatorum�servandorum�causa（６）.　遺贈担保問答契約。［§287］
　9.�Rem�pupilli�salvam�fore（７）.　被後見人の財産が安全たるべしと
の担保問答契約。［§288］［Ulp.79;�P.76.］

　10.�Ratam�rem�haberi（８）.　追認さるべしとの担保問答契約。［§289］
［Ulp.80;�P.76.］

　11.�De�auctoritate（９）.　追奪についての担保問答契約。［§290］［Ulp.80,�
81;�P.76,�77.］

　12.�Ex�operis�novi�nuntiatione（10）.　新造工事告知に基づく担保問答
契約。［§291］［Ulp.81.］

　13.�Damni�infecti（11）.　未発生損害担保問答契約。［§292］［Ulp.81;�78.］

（１）　Rubr. D.46,7..
（２）　E.P. §283.
（３）　Rubr. D.35,3.
（４）　D.5,3,17; 29,4,1,9.
（５）　Rubr. D.7,9.
（６）　Cf. Rubr.D.36,3.
（７）　Rubr. D.46,6.
（８）　Rubr. D.46,8.
（９）　Formulam actionis, quae dicitur auctoritatis, hoc loco propositam fuisse 

ostendi E.P. p.518sq. Cui actioni satisdationis secundum mancipium for-
mulam adiunctuam fuisse suspicari licet.

（10）　D.39,1,13,1; 45,1,4,2.
（11）　D.45,1,4,2.
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　高等按察官告示　Edicta�aedilium�curulium（１）.
　1.�De mancipiis vendundis（２）.�Qui�mancipia�vendunt,�certiore�faci
ant�emptores,�quid�morbi�vitiive�cuique�sit,�quis�fugitivus�errove�sit�
noxave�solutus�non�sit:�eademque�omnia,�cum�ea�mancipia�venibunt,�
palam�recte�pronuntianto.�quod�si�mancipium�adversus�ea�venisset�
sive�adversus�quod�dictum�promissumve�fuerit,�cum�veniret�fuisset,�
quod�eius�praestari�oportere�dicetur:�emptori�omnibusque,�ad�quos�
ea�res�pertinet,�（in sex mensibus, quibus primum de ea re experiundi 
potestas fuerit,）� iudicium�dabimus,�ut� id�mancipium�redhibeatur,�si�
quid�autem�post�venditionem�traditionemque�deterius�emptoris�op
era�familia�procuratorisve�eius�factum�erit,�sive�quid�ex�eo�post�ven
ditionem�natum�adquisitum�fuerit,�et�si�quid�aliud� in�venditione�ei�
accesserit,�sive�quid�ex�ea�re�fructus�pervenerit�ad�emptorem,�ut�ea�
omnia�restituat,�item,�si�quas�accessiones�ipse�praestiterit,�ut�recipiat.�
Item�si�quod�mancipium�capitalem�fraudem�admiserit,�mortis�cons
ciscendae�sibi�causa�quid�fecerit,�inve�harenam�depugnandi�causa�ad�
bestias� intromissus� fuerit,�ea�omnia� in�venditione�pronuntianto:�ex�
his�enim�causis�iudicium�dabimus.�Hoc�amplius,�si�quis�adversus�ea�
sciens�dolo�malo�vendidisse�dicetur,�iudicium�dabimus（３）.
　奴隷売却について。奴隷を売却する者は［奴隷の］各人にいかなる
疾病またはと欠陥［瑕疵］ありや，いずれが逃亡者でありや，浮浪者
でありや，また加害訴権を免れずやを買主に了知せしめるものとす。
そして同様にすべてのことが，その奴隷が売却される際，公然と正当
に通告されるものとす。もしも奴隷がその規定に反して売却された場

（１）　D. 21,1, ubi ex Ulpiani libris II ad ed. aed. recepta sunt.
（２）　Gell.4,2,1:� ‘in�edicto�aedilium�curulium,�qua�parte�de�mancipiis�vend

undis�cautum�est.’�「その一節で奴隷売却に関して規定された高等按察官告示
において。」

（３）　D.21,1,1pr. 古い告示の序言は，Gell.4,2,1 に以下のように伝えられる :�
‘titulus�servorum�singulorum�scriptus�sit�curato�ita,�ut�intellegi�recte�possit,�
quid�rel.’�「個々の奴隷の売り札は，いかなる状態云々が正確にわかるよう注
意して記載された。」解除訴権方式書の一部を示すのは，D.21,1,25,9. Cf. 
E.P. p.531.
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三

合，又は売却されたときに，かつて言明され，又は約束されたことに
反した状態にあった場合，そのことのために給付されねばならぬとい
われることに関して，買主又はこのことに関係するあらゆる者に，そ
の奴隷が引き取らるべく，（はじめて債務負担の効力が生じたる時以来六
カ月以内において）本職は訴権を付与すべし。しかしその奴隷が何らか
の点で売却又は引渡の後，買主の，又は家僕の，又は彼の事務管理人
の関与によって悪い状態になった場合，又は他に，あるものが売却の
際に奴隷に附加されたか，そのように附加物から果実が買主に帰属し
た場合，そのすべてのものを買主は返還すべし。同様にもし買主から
自ら何らか付加物を提供した場合は彼はそれを取戻すべし。同様に奴
隷が死刑に値する罪を犯したり，自殺を意図してあることをなしたり，
又は野獣と闘うために闘技場に入れられた場合，売主はこれらすべて
のことを売却の際明示すべきものとす。それはこの原因から本職が付
与すべきゆえんなり。さらにもしあるものがこの規定に反して知りな
がら悪意で売却したといわれる場合，本職は訴権を付与すべし。［Ulp.1;�
P.2.］

　2.�De iumentis vendundis.�Qui�iumenta�vendunt,�palam�recte�dicun
to,�quid� in�quoque�eorum�morbi�vitiique�sit,�utique�optime�ornata�
vendendi�causa� fuerint,� ita�emptoribus�tradantur（１）.�si�quid� ita� fac
tum�non�erit,�de�ornamentis�restituendis�iumentisve�ornamentorum�
nomine�redhibendis� in�diebus�sexaginta,�morbi�autem�vitiive�causa�
inemptis� faciendis� in�sex�mensibus,�vel�quo�minoris�cum�venirent�
fuerint,�in�anno�iudicium�dabimus.�si�iumenta�paria�simul�venierint�et�
alterum� in�ea�causa� fuerit,�ut�redhiberi�debeat,� iudicium�dabimus,�
quo�utrumque�redhibeatur（２）.�Quae�de� iumentorum�sanitate�dixi
mus,�de�cetero�quoque�pecore�omni�venditores�faciunto（３）.
　挽畜の売却について。挽畜を売却する者は［挽畜の］各々について
いかなる疾病と欠陥［瑕疵］ありやを公明正大に宣言すべし。そして
売却のために美しく装具された状態で買主に引渡さるべし。もしその

（１）　法務官が衣裳及び装具についても告示したことは真実らしい。cf. E.P. 
p.539.

（２）　D.21,1,38pr.
（３）　D.21,1,38,5.
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三
二

ようになされざれば，装具品を引渡すことにつき，かつ装具のための
挽畜の売買解除請求について六十日以内に，しかし疾病又は瑕疵のた
めに売買不存在について六カ月以内に，或いは売却されたときよりそ
れだけ少なくなっただけの額について一年以内に訴権を本職は付与す
べし。もし一対の挽畜が同時に売却され，いずれかが売買解除される
べき原因にあるあった場合，いずれが売買解除されるとも本職は訴権
を付与すべし。挽畜の健康につき本職が述べたることは，これを他の
いかなる家畜につきてあれ，売主はなすべし。［Ulp.2;�P.2.］
　3.�De�feris.�Ne�quis�canem�verrem�［vel�minorem］（１）�aprum�lu
pum�ursum�pantheram�leonem,�qua�volgo�iter�fiet,�ita�habuisse�velit,�
ut�cuiquam�nocere�damnumve�dare�possit（２）.�si�adversus�ea�factum�
erit�et�homo�liber�ex�ea�re�perierit,�sestertium�ducentorum�milium�
nummorum（３）,�si�nocitum�homini�libero�esse�dicetur,�quanti�bonum�
aequum� iudici� videbitur,�（iudicium�dabimus）.� ceterarum� rerum�
quanti�damnum�datum�factumve�sit,�dupli�（iudicium�dabimus）（４）.
　獣について。いかなる者も，犬，猪［又は小猪］，狼，熊，豹，獅
子を，一般に通行する場所で誰にであれ人を加害し又は損害を与える
というように保有すべからず。もしこれに反してなされそして自由人
がそれにより死に至りたるときは，二十万セステルティウスにつき，
自由人に加害したといわれるときには，裁判官にとりて衡平とみなさ
れる額について（本職は訴権を付与すべし）。それ以外の場合につき
ては，損害が与えられ又は生じたる額の二倍額について（本職は訴権
を付与すべし）。［Ulp.2;�P.2.］
　4.�Duplae�stipulatio（５）. 二倍額の問答契約。［Ulp.2;�P.2.］

�（完）　

（１）　‘maialem’� coni. Huschke, z. Pandktenkritik p.52; v. tamen Scialoja 
bullett. XIII p.75sqq.

（２）　D.21,1,40,1;42. 同第41法文に伝えられる告示文言が存在しなかったと
するのはブルンス Bruns の創見である（本資料集旧版はそのよう編集される）。

（３）　D.:�‘solidi�ducenti’.
（４）　Cf. D.21,1,42.
（５）　E.P.§296.
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付記
　ローマ法源の既訳として，末松謙澄訳『ユスチーニアーヌス帝欽定
羅馬法學提要』訂正再販・帝国学士院・1915年，『ウルピアーヌス法
範竝十二表法全文其他附録』帝国学士院・有斐閣，春木一郎訳『ユー
スティーニアーヌス帝学説彙纂 ΠΡΩΤΑ』有斐閣・1938年，佐伯好郎
訳「ユ帝欽定勅法彙纂邦訳」（1）～（27）法律論叢15巻（1936年）～22巻

（1944年），京都大学西洋法史研究会訳「ユスティニアヌス帝学説彙纂
第20巻～第28巻邦訳」法学論叢第63巻６号（1958年）～第83巻６号

（1968年），船田亨二『ガイウス法学提要　新版』有斐閣・1967年その
他を随時参照させていただいた。

　本稿は，2013～2016年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助
成金）基盤研究（C）　課題番号　25380013　「ローマ法におけるレグ
ラエ reuglae の研究　　ポティエのレグラエ論を中心に　　」による
研究成果の一部である。この場を借りて深甚なる謝意を表する次第で
ある。
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東
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ア
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日
本
政
治

沖
縄
県
と
台
湾
（
臺
灣
）
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地
域
間
交
流
の
実
態

　
　
八
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山
諸
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と
台
湾
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臺
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し
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査



政
経
研
究
所
共
同
研
究
中
間
報
告
２
「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
」

七
七

は
じ
め
に

　
こ
の
報
告
は
二
〇
一
四
年
一
月
二
四
日
か
ら
二
七
日
に
か
け
て
実
施
し
た
、
山
田
光
矢
、
佐
渡
友
哲
、
孔
義
植
の
三
人
で
石
垣
市
と
与

那
国
町
で
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
と
現
地
調
査
の
内
容
と
、
山
田
光
矢
が
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
三
日
に
臺
灣
（
台
湾
）・
花
蓮
市
と
宜

蘭
懸
・
蘇
澳
鎮
で
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
と
現
地
調
査
の
内
容
を
中
心
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
年
度
が
計
画
の
最
終
年
度
で
あ
る

た
め
に
、
最
終
報
告
は
来
年
度
に
な
る
予
定
で
あ
る
。
今
回
の
報
告
は
全
て
山
田
光
矢
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

七
九

一　

東
京
都
と
の
比
較
を
通
し
て
み
た
沖
縄
県
の
地
域
区
分
の
特
徴

二　

沖
縄
県
に
お
け
る
八
重
山
地
域
の
位
置

三　

八
重
山
地
域
の
特
徴

四　

石
垣
市
と
与
那
国
町
の
特
徴

　
　
　
　
　

聞
取
り
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
も
の　
　

五　

国
境
問
題
と
漁
業
協
定

六　

八
重
山
地
域
の
今
後

一　

東
京
都
と
の
比
較
を
通
し
て
み
た
沖
縄
県
の
地
域
区
分
の
特
徴

　

日
本
の
総
人
口
は
約
一
億
二
八
四
四
万
人
で
あ
る
。
東
京
都
の
人
口
は
全
国
第
一
位
で
総
人
口
の
約
一
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
一
三
二

〇
万
人
が
住
ん
で
い
る
。
他
方
、
沖
縄
県
の
人
口
は
全
国
二
五
位
人
口
で
、
約
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
一
四
五
万
人
し
か
住
ん
で
い
な
い

　

沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し

　
　
八
重
山
地
域
（
石
垣
市
と
与
那
国
町
）
を
中
心
と
し
て
　
　

山
　
　
田
　
　
光
　
　
矢



八
〇

が
、
人
口
で
は
ほ
ぼ
日
本
の
中
位
に
位
置
す
る
規
模
の
県
で
あ
る
。
都
道
府
県
の
単
純
な
平
均
人
口
の
約
二
七
三
万
人
と
比
較
し
た
場
合
、

沖
縄
県
の
人
口
は
全
国
の
平
均
値
の
約
半
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
京
都
と
沖
縄
県
の
人
口
規
模
は
ほ
ぼ
一
〇
対
一
で
あ
る
。
た
だ
し

日
本
で
は
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
大
阪
府
、
愛
知
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
兵
庫
県
、
北
海
道
、
福
岡
県
、
静
岡
県
の
上
位
一
〇
の
都

道
府
県
に
全
人
口
の
ほ
ぼ
六
割
に
当
た
る
約
七
二
〇
〇
万
人
が
住
ん
で
お
り
、
残
り
の
三
七
府
県
に
は
約
五
五
〇
〇
万
人
が
住
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
考
え
た
場
合
、
残
り
の
三
七
府
県
の
平
均
人
口
は
約
一
四
九
万
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
沖
縄
県
は
そ
の
平
均
人
口
に
近

い
規
模
の
県
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
１
）。

　

ま
た
日
本
の
総
面
積
は
三
七
万
七
九
六
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
東
京
都
の
面
積
は
全
国
第
四
五
位
で
、
国
土
の
〇
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
弱
の
二
一
八
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
沖
縄
県
の
面
積
は
第
四
四
位
で
、
国
土
の
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
二
二
七
七
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
東
京
都
と
沖
縄
県
の
面
積
は
、
日
本
の
平
均
面
積
の
八
〇
四
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
み
れ
ば
そ
の
四
分

の
一
程
度
で
し
か
な
い
。
た
だ
し
日
本
で
は
、
北
海
道
、
岩
手
県
、
福
島
県
、
長
野
県
、
新
潟
県
、
秋
田
県
、
岐
阜
県
、
青
森
県
、
山
形

県
、
鹿
児
島
県
の
上
位
一
〇
の
道
と
県
で
総
面
積
の
半
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
残
り
の
三
七
都
府
県
の
総
面
積
は
一
八
万
八
五
〇

三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
そ
の
平
均
面
積
は
五
〇
九
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
と
も
に
平
均
値
の
約
四

〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
面
積
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
類
似
し
た
都
と
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
の
内
水
を
含
め
た
一
二
海
里
以
内
の
領
海
の
面
積
は
、
約
四
三
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
陸
地
の
一
・
一
六
倍
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
領
土
と
領
海
の
範
囲
す
な
わ
ち
領
域
は
約
八
一
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
陸
地
（
約
三
七
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
二

倍
強
の
面
積
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
日
本
の
接
続
水
域
を
含
ん
だ
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
は
約
四
〇
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。
た
だ
し
、
陸
地
か
ら
二
〇
〇
海
里
ま
で
の
排
他
的
経
済
水
域
を
含
ん
だ
海
水
面
積
は
約
四
四
七
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

八
一

そ
こ
ま
で
を
領
域
と
考
え
れ
ば
、
日
本
は
世
界
で
七
番
目
の
領
域
を
持
つ
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
延
長
大
陸
棚
約
一
八
万
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
含
め
る
と
約
四
六
五
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
り
、
海
洋
の
管
理
は
国
の
責
任
の
た
め
、
領
海
や
排
他
的
経
済
水
域

を
含
ん
だ
各
都
道
府
県
の
面
積
は
明
確
に
な
っ
て
は
い
な
い
が
、
国
家
と
し
て
は
世
界
第
六
位
の
領
域
を
持
つ
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
領
域
ま
で
を
対
象
と
す
る
と
、
日
本
で
最
大
の
領
域
を
有
す
る
都
道
府
県
は
東
京
都
で
あ
り
、
沖
縄
県
は
そ
れ
に
続
く
日
本
で

二
番
目
の
領
域
を
有
す
る
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

（
２
）。

　

東
京
都
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
は
約
三
八
五
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
そ
の
中
で
伊
豆
諸
島
は
約
五
二

万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
小
笠
原
諸
島
は
約
一
一
九
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
東
京
都
全
体
の
排
他
的
経
済
水
域
は
、
日
本
の
排

他
的
経
済
水
域
の
約
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
七
一
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る

（
３
）。

他
方
沖
縄
の
海
域
は
、「
北
東
か
ら

南
西
へ
弓
状
に
延
び
た
形
を
持
ち
、
長
さ
は
約
一
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
最
大
幅
は
約
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
面
積
は
約
二

三
万
八
五
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（
４
）」

で
あ
り
、
本
州
と
大
差
な
い
空
間
と
な
っ
て
お
り
、
排
他
的
経
済
水
域
も
約
八
〇
万
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
あ
る

（
５
）。

東
京
都
と
沖
縄
県
は
、
広
範
な
海
域
に
点
在
す
る
、
多
く
の
離
島
を
領
域
に
抱
え
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る

都
と
県
と
い
え
る
。
こ
れ
が
東
京
都
と
沖
縄
県
の
特
殊
性
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

東
京
都
の
島
嶼
部
を
除
い
た
面
積
は
一
七
八
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
香
川
県
を
下
回
り
全
国
最
下
位
と
な
る
。
し
か
し
東
京

都
は
東
京
か
ら
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
海
域
に
点
在
す
る
、
排
他
的
経
済
水
域
約
五
二
万
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
を
有
す
る
伊
豆
諸
島
と
、
東
京
か
ら
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
点
在
す
る
、
排
他
的
経

済
水
域
約
一
一
九
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
有
す
る
小
笠
原
諸
島
を
領
域
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
東
京
都
は
、
一
七
一
万
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
水
域
を
領
域
に
持
つ
、
日
本
で
最
大
規
模
の
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
最
南
端
は
東
京
か
ら
約
一
七
四
〇
キ
ロ
メ
ー



八
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ト
ル
に
位
置
す
る
沖
ノ
鳥
島
で
あ
り
、
日
本
の
最
東
端
は
、
東
京
か
ら
東
南
へ
約
一
八
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る

南
鳥
島
で
あ
る
。
こ
の
距
離
が
も
た
ら
す
空
間
で
あ
る
小
笠
原
諸
島
で
構
成
さ
れ
る
排
他
的
経
済
水
域
は
、
日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
の

約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る

（
６
）。

な
お
、
島
嶼
部
の
人
口
は
二
万
六
五
七
一
人
で
、
東
京
全
体
の
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
沖
縄

県
は
東
京
都
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
先
島
諸
島
に
は
県
内
人
口
の
約
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
一
一
万
人
弱
し
か
住
ん
で
い
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
東
京
都
で
は
本
州
地
域
に
、
沖
縄
県
で
は
沖
縄
本
島
に
人
口
が
過
度
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
長
崎
県
に
は
、
離
島

振
興
法
の
指
定
を
受
け
た
五
一
の
有
人
島
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
平
成
二
二
年
現
在
で
県
人
口
の
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
一
三
万
六
九
八
三

人
が
住
ん
で
お
り
、
沖
縄
県
の
人
口
比
に
近
い

（
７
）。

　

沖
縄
県
は
大
別
す
る
と
、
沖
縄
諸
島
・
先
島
諸
島
・
大
東
諸
島
の
三
諸
島
地
域
の
島
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
沖
縄
県
は
自
ら
を
、「
琉
球
列
島
は
日
本
の
九
州
の
南
か
ら
台
湾
手
前
の
与
那
国
島
ま
で
お
よ
そ
一
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

及
び
弓
の
よ
う
な
形
で
点
在
す
る
島
々
で
す
。
琉
球
列
島
と
大
東
諸
島
及
び
尖
閣
諸
島
を
総
称
し
て
南
西
諸
島
と
い
い
ま
す
。
沖
縄
県
は

こ
の
琉
球
列
島
の
ほ
ぼ
南
半
分
と
大
東
諸
島
・
尖
閣
諸
島
か
ら
な
り
、
島
々
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
県
」
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
沖
縄
県
の
「
県
域
は
、
北
緯
二
四
度
か
ら
二
八
度
、
東
経
一
二
二
度
か
ら
一
三
二
度
に
ま
た
が
り
、
南
北
約
四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、
東
西
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
広
い
範
囲

（
８
）」

に
及
ん
で
お
り
、「
広
大
な
海
域
に
点
在
す
る
お
よ
そ
一
六
〇
の
島
々
の
う
ち
、

有
人
島
四
九
島
、
無
人
島
一
一
一
島
を
構
成
し
て
い
る
。
本
土
の
他
府
県
と
の
大
き
な
違
い
は
島
嶼
地
域
か
ら
県
全
体
が
成
立
し
て
い

る（
９
）」

県
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
多
様
な
地
域
性
が
認
め
ら
れ
る
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

沖
縄
本
島
か
ら
み
た
場
合
、
大
東
諸
島
は
東
方
海
上
約
三
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
北
か
ら
南
に
北
大
東
島
、

南
大
東
島
、
沖
大
東
島
が
連
な
っ
て
い
る
。
北
大
東
島
と
南
大
東
島
は
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
が
、
南
大
東
島
と
沖
大
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東
島
は
約
一
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
。
大
東
諸
島
は
南
大
東
村
と
北
大
東
村
に
分
か
れ
て
お
り
、
南
大
東
島
は
南
大
東
村
で
あ

る
が
、
北
大
東
村
は
南
大
東
島
を
挟
ん
で
北
大
東
島
と
沖
大
東
島
で
北
大
東
村
を
構
成
し
て
い
る
。
北
大
東
島
は
沖
縄
県
の
最
東
端
の
島

で
あ
る
。

　

先
島
諸
島
は
大
き
く
二
つ
の
地
域
に
区
分
さ
れ
る
。
宮
古
地
域
は
本
島
よ
り
約
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
宮
古

島
市
と
多
良
間
村
が
存
在
す
る
。
宮
古
島
か
ら
西
に
約
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
の
が
八
重
山
地
域
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
大
小
三
二
の
島
が
存
在
す
る
。
中
心
と
な
る
石
垣
市
は
本
島
か
ら
約
四
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
。
石
垣
市
役
所
の

隣
接
地
に
竹
富
町
役
場
が
あ
る
。
役
所
が
隣
の
市
に
あ
る
と
い
う
稀
有
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
石
垣
市
と
竹
富
町
の
近
さ
が
理
解
で
き
る
。

石
垣
市
か
ら
約
一
七
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
に
石
垣
市
に
属
す
る
尖
閣
諸
島
が
あ
る
。
与
那
国
島
は
石
垣
島
か
ら
約
一
二
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
距
離
に
あ
る）

（1
（

。

　

日
本
の
最
北
端
は
北
海
道
の
択
捉
島
で
あ
り
、
最
東
端
は
東
京
都
の
南
鳥
島
で
あ
り
、
最
西
端
は
沖
縄
県
の
与
那
国
島
で
あ
り
、
最
南

端
は
東
京
都
の
沖
ノ
鳥
島
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
民
間
人
が
行
く
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
日
本
の
最
北
端
は
北
海
道
の
宗

谷
岬
、
最
東
端
は
北
海
道
の
納
沙
布
岬
、
最
南
端
は
沖
縄
県
の
竹
富
町
に
あ
る
波
照
間
島
、
最
西
端
は
沖
縄
県
の
与
那
国
島
で
あ
る
。
北

と
東
は
北
海
道
に
、
南
と
西
は
沖
縄
県
の
八
重
山
諸
島
に
あ
る）

（（
（

。
北
海
道
と
沖
縄
県
の
八
重
山
地
域
は
排
他
的
経
済
水
域
を
含
む
領
域
内

で
国
境
線
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
沖
縄
県
先
島
諸
島
の
宮
古
地
域
と
八
重
山
地
域
は
中
華
人
民
共
和
国
や
台
湾
と
国
境

を
接
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
際
交
流
も
こ
の
地
域
の
大
き
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
点
も
沖
縄
県
の
特
色
の
一
つ
と
い
え
る
。
な
お
長
崎

県
も
対
馬
で
韓
国
と
約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
接
し
て
お
り
、
国
際
交
流
が
大
き
な
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
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二　

沖
縄
県
に
お
け
る
八
重
山
地
域
の
位
置

　

沖
縄
県
に
帰
属
す
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
沖
縄
本
島
と
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
慶
良
間
諸
島
や
久
米
島
を
含
む
沖
縄
諸
島
、
宮
古

諸
島
や
八
重
山
諸
島
や
尖
閣
諸
島
か
ら
構
成
さ
れ
る
先
島
諸
島
、
そ
し
て
大
東
諸
島
の
三
諸
島
で
あ
る
。
琉
球
処
分
に
よ
っ
て
一
八
七
九

（
明
治
一
二
）
年
に
設
置
さ
れ
た
沖
縄
県
に
は
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
那
覇
区
と
首
里
区
の
二
区
と
、
国
頭
郡
（
国
頭
各
間
切
と
伊

江
島
）、
中
頭
郡
（
中
頭
郡
各
間
切
）、
島
尻
郡
（
島
尻
各
間
切
と
久
米
島
・
慶
良
間
諸
島
・
渡
名
喜
島
・
伊
平
屋
諸
島
・
鳥
島
・
大
東
島
で
形
成
）、

宮
古
郡
（
宮
古
諸
島
）、
八
重
山
郡
（
八
重
山
諸
島
）
の
五
郡
が
設
置
さ
れ
た
。
沖
縄
県
は
、
大
き
く
は
沖
縄
本
島
を
含
む
沖
縄
諸
島
と
大

東
諸
島
を
合
わ
せ
た
地
域
（「
本
島
と
周
辺
島
嶼
部
」
：
著
者
）
と
先
島
諸
島
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
本
島
と
周
辺
島
嶼
部
に
は

二
つ
の
区
と
三
つ
の
郡
が
、
先
島
諸
島
に
は
宮
古
諸
島
に
一
つ
の
郡
が
、
八
重
山
諸
島
に
一
つ
の
郡
が
設
定
さ
れ
た
。
那
覇
区
と
首
里
区

は
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
那
覇
市
と
首
里
市
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
沖
縄
県
の
各
地
域
は
、
大
き
く
は
沖
縄
本
島
を
中
心
と

し
た
地
域
と
先
島
諸
島
の
二
つ
の
地
域
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
細
分
す
れ
ば
、
市
と
郡
で
構
成
さ
れ
る
五
地
域
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る）

（1
（

。

　

一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
の
本
土
復
帰
に
よ
り
、
沖
縄
県
の
市
町
村
は
一
〇
市
・
一
六
町
・
二
七
村
の
五
三
市
町
村
に
再
編
さ
れ
、

そ
の
後
一
一
市
・
一
四
町
・
二
〇
村
の
四
五
市
町
村
と
な
っ
た
。
表
１
に
あ
る
よ
う
に
、
五
つ
の
郡
と
四
五
市
町
村
を
対
象
と
し
て
、
一

九
八
九
（
平
成
元
）
年
か
ら
一
九
九
三
（
平
成
四
）
年
に
か
け
て
、
沖
縄
県
に
は
五
つ
の
広
域
市
町
村
圏
が
設
定
さ
れ
た
。
一
九
八
九
（
平

成
元
）
年
に
設
定
さ
れ
た
も
の
が
沖
縄
市
、
う
る
ま
市
、
宜
野
湾
市
と
、
中
頭
郡
の
北
谷
町
、
嘉
手
納
町
、
西
原
町
、
読
谷
村
、
北
中
城
村
、

中
城
村
の
三
市
三
町
三
村
で
構
成
さ
れ
た
「
中
部
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
と
、
平
良
市
と
旧
宮
古
郡
の
城
辺
町
、
下
地
町
、
伊
良
部
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沖
　
縄
　
県
　
の
　
広
　
域
　
市
　
町
　
村
　
圏

表
１

広
域

市
町

村
名

構
　

　
成

　
　

市
　

　
町

　
　

村
面

積（
㎢

）
人

　
口

備
　

　
　

考

北
部

広
域

市
町

村
圏

名
護

市
、

国
頭

村
、

大
宜

味
村

、
東

村
、

今
帰

仁
村

、
本

部
町

、
恩

納
村

、
宜

野
座

村
、

金
武

村
、

伊
江

村
、

伊
平

屋
村

、
伊

是
名

村
１

市
・

２
町

・
９

村
824.64

（
36.2％

）
129110

（
9.1％

）
伊

平
屋

村
と

伊
是

名
村

は
島

尻
郡

に
帰

属
す

る
村

で
あ

る

中
部

広
域

市
町

村
圏

沖
縄

市
、

う
る

ま
市

、
宜

野
湾

市
、

北
谷

町
、

嘉
手

納
町

、
西

原
町

、
読

谷
村

、
北

中
城

村
、

中
城

村
３

市
・

３
町

・
３

村
261.69

（
11.5％

）
496739

（
35.1％

）

南
部

広
域

市
町

村
圏

那
覇

市
、

浦
添

市
、

糸
満

市
、

豊
見

城
市

、
南

城
市

、
与

那
原

町
、

南
風

原
町

、
八

重
瀬

町
、

渡
嘉

敷
村

、
座

間
味

村
、

粟
国

村
、

渡
名

喜
村

、
南

大
東

村
、

北
大

東
村

、
久

米
島

町
５

市
・

４
町

・
６

村
371.37

（
16.3％

）
678081

（
48.6％

）
島

尻
郡

の
伊

平
屋

村
と

伊
是

名
郡

を
除

い
た

地
域

で
構

成

宮
古

広
域

市
町

村
圏

宮
古

島
市

〔
平

良
市

、
城

辺
町

、
下

地
町

、
上

野
村

、
伊

良
部

町
〕、

多
良

間
村

（〔
　

〕
内

は
合

併
前

の
市

町
）

１
市

・
３

町
・

２
村

226.48
（

10.0）
56023

（
4.0％

）
現

在
は

１
市

１
村

で
構

成
（

３
町

１
村

減
）

八
重

山
広

域
市

町
村

圏
　

石
垣

市
、

竹
富

町
、

与
那

国
町

１
市

・
２

町
591.97

（
26.0％

）
53627

（
3.8％

）

合
　

　
　

計
11市

・
14町

・
20村

2276.15
1,413,580

現
在

は
11市

11町
19村

（
３

町
１

村
減

）

平
　

　
　

均
９

市
町

村
455.23

282,717
現

在
は

平
均

8.2市
町

村

注
：

人
口

と
面

積
は

沖
縄

県
Ｈ

Ｐ
「

市
町

村
の

人
口

・
世

帯
数

・
面

積
」（

http://w
w
w
.pref.okinaw

a.jp/site/kikaku/shichoson/2431.htm
l）

を
参

照
し

て
作

成
し

た
。



八
六

町
、
上
野
村
、
多
良
間
村
で
設
定
さ
れ
た
「
宮
古
広
域
圏
事
務
組
合
」
で
あ
っ
た
。

　

一
九
九
二
（
平
成
三
）
年
に
は
、
石
垣
市
と
八
重
山
郡
の
竹
富
町
、
与
那
国
町
で
構
成
さ
れ
た
「
八
重
山
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」

が
設
定
さ
れ
た
。
一
九
九
三
（
平
成
四
）
年
に
設
定
さ
れ
た
も
の
が
、
那
覇
市
、
浦
添
市
、
糸
満
市
、
豊
見
城
市
、
南
城
市
と
島
尻
郡
の

伊
平
屋
村
と
伊
是
名
村
を
除
く
与
那
原
町
、
南
風
原
町
、
渡
嘉
敷
村
、
座
間
味
村
、
粟
国
村
、
渡
名
喜
村
、
南
大
東
村
、
北
大
東
村
、
久

米
島
町
、
八
重
瀬
町
の
合
計
五
市
・
四
町
・
六
村
で
構
成
さ
れ
た
「
南
部
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
と
、
名
護
市
と
国
頭
郡
の
国
頭
村
、

大
宜
味
村
、
東
村
、
今
帰
仁
村
、
本
部
町
、
恩
納
村
、
宜
野
座
村
、
金
武
町
、
伊
江
村
と
島
尻
郡
の
伊
平
屋
村
と
伊
是
名
村
の
合
計
一

市
・
二
町
・
九
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
「
北
部
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
で
あ
っ
た
。「
北
部
広
域
市
町
村
圏
」
に
は
、
本
来
「
南
部

広
域
市
町
村
圏
」
に
帰
属
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
島
尻
郡
の
伊
平
屋
村
と
伊
是
名
村
が
編
入
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
南

部
広
域
市
町
村
圏
」
に
帰
属
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
二
村
が
、「
北
部
広
域
市
町
村
圏
」
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
沖
縄
県
の

広
域
市
町
村
圏
は
、
旧
来
の
郡
の
範
囲
に
若
干
の
修
正
を
加
え
る
形
で
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
宮
古
広
域
圏
事
務
組
合
」
は
、

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
九
月
三
〇
日
に
廃
止
さ
れ
、
翌
日
に
平
良
市
、
城
辺
町
、
下
地
町
、
伊
良
部
町
の
合
併
に
よ
っ
て
宮
古
島
市

が
誕
生
し
た
。
こ
の
合
併
に
よ
り
三
町
一
村
が
消
減
し
た
。
こ
れ
が
沖
縄
県
に
お
け
る
唯
一
の
平
成
の
大
合
併
で
あ
っ
た
。
な
お
宮
古
市

に
は
合
併
一
市
圏
域
を
単
位
と
す
る
、
沖
縄
県
で
唯
一
の
定
住
自
立
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　

本
島
と
周
辺
島
嶼
部
を
範
囲
と
す
る
「
北
部
広
域
市
町
村
圏
」
に
は
、
沖
縄
県
の
三
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
八
二
五
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
中
に
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
約
一
三
万
人
が
、「
中
部
広
域
市
町
村
圏
」
に
は
、
一
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
二
六
二
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
三
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
約
五
〇
万
人
が
、「
南
部
広
域
市
町
村
圏
」
に
は
、
一
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
三
七
一
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
四
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
約
六
八
万
人
が
居
住
し
て
い
る
。
全
体
で
は
、
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
面
積
に
九
三
パ
ー
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縄
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セ
ン
ト
の
一
三
〇
万
人
が
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
部
と
中
南
部
を
区
分
し
た
場
合
に
は
、
中
南
部
に
は
二
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に

あ
た
る
六
三
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
、
八
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
一
八
万
人
が
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

を
那
覇
市
を
中
心
と
し
た
県
庁
所
在
地
の
圏
域
と
考
え
た
場
合
、
沖
縄
県
は
県
庁
所
在
地
の
圏
域
に
過
度
な
人
口
集
中
が
認
め
ら
れ
る
特

殊
な
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
先
島
諸
島
の
宮
古
群
島
を
範
囲
と
す
る
旧
「
宮
古
広
域
市
町
村
圏
」
に
は
、
沖
縄
県
の
ほ
ぼ
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
二

六
・
四
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
、
ほ
ぼ
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
五
万
六
千
人
が
住
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
り
、「
八
重
山
広
域
市

町
村
圏
」
に
は
、
ほ
ぼ
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
五
九
一
・
九
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
面
積
の
中
に
、
わ
ず
か
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

に
あ
た
る
五
万
四
千
人
が
住
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
両
地
域
を
合
わ
せ
て
も
、
沖
縄
県
の
三
分
の
一
強
に
あ
た
る
三
六
パ
ー

セ
ン
ト
の
土
地
に
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
弱
の
一
一
万
人
ほ
ど
が
住
ん
で
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
沖
縄
県
は
、
こ
れ
ま
で
の
広

域
市
町
村
圏
を
単
位
で
み
れ
ば
、
県
内
面
積
の
約
三
分
の
一
強
を
占
め
る
北
部
地
域
と
先
島
諸
島
に
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
の
人

口
が
住
ん
で
い
る
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
中
部
と
南
部
を
合
わ
せ
た
三
分
の
一
弱
の
地
域
に
、
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
人
口
が
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
沖
縄
本
島
と
先
島
諸
島
を
対
比
す
れ
ば
、
面
積
の
約
三
分
の
二
を
占
め
る
沖
縄
本
島
と
周
辺
諸
島
地
域
に
人
口
の

九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
集
中
し
て
い
る
。
ま
さ
に
沖
縄
県
は
本
島
集
中
型
の
県
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る）

（1
（

。

　

宮
古
島
は
沖
縄
本
島
か
ら
南
西
に
約
二
八
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、
石
垣
島
は
沖
縄
本
島
か
ら
約
四
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
離
れ
た
位
置
に
あ
る
。
宮
古
島
と
石
垣
島
は
約
一
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
新
宿
（
東
京
都
庁
）
か
ら
道
府
県
庁
所

在
地
ま
で
の
距
離
で
比
較
す
る
と
、
沖
縄
本
島
と
宮
古
島
の
間
は
新
宿
と
山
形
市
の
距
離
（
二
八
九
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
近
く
、
沖
縄

本
島
と
石
垣
島
の
距
離
は
新
宿
と
神
戸
市
（
四
二
五
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
近
く
、
宮
古
島
と
石
垣
島
の
距
離
は
新
宿
と
静
岡
市
（
一
四
二
・



八
八

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
離
れ
た
位
置
に
あ
る
。
ま
た
石
垣
市
と
竹
富
町
と
与
那
国
町
で
構
成
さ
れ
て
い
る
八
重
山
広
域
市
町
村
圏
の
区

域
は
、
八
重
山
諸
島
と
尖
閣
諸
島
が
そ
の
領
域
と
な
っ
て
い
る
。
石
垣
島
か
ら
約
一
七
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
あ
る
尖
閣
諸
島
の
住

所
は
、
石
垣
市
字
登
野
城
二
三
九
〇

－

二
三
九
四
と
な
っ
て
お
り
、
石
垣
市
の
中
心
部
に
帰
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
海
域
か
ら
み

る
と
石
垣
市
の
領
域
は
新
宿
か
ら
長
野
市
（
一
七
二
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
及
ぶ
広
範
な
地
域
の
市
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
石
垣
市
と
竹

富
町
の
位
置
を
見
る
と
、
石
垣
市
役
所
の
隣
接
市
に
竹
富
町
役
場
が
あ
る
よ
う
に
石
垣
市
と
竹
富
町
の
距
離
は
近
い
。
逆
に
石
垣
島
と
与

那
国
島
は
一
二
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
お
り
、
関
東
圏
に
お
さ
ま
ら
な
い
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
関
係
に
あ
る）

（1
（

。

　

一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
三
月
三
一
日
に
、
全
国
の
六
七
〇
市
、
一
九
九
四
町
、
五
六
八
村
の
合
計
三
二
三
二
市
町
村
を
対
象
に
実

施
さ
れ
た
平
成
の
大
合
併
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
〇
月
六
日
に
、
七
九
〇
市
、
七
四
五
町
、
一
八
三
村
の
合
計
一
七
一
八
市

町
村
と
な
り
、
四
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
ほ
ぼ
半
減
）
に
減
少
さ
せ
て
終
了
し
た
。
市
町
村
の
割
合
も
、
全
国
で
は
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
市
が
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
町
が
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
村
が
一
一
パ
ー
セ
ン

ト
と
な
り
、
市
が
二
倍
以
上
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
町
村
は
ほ
ぼ
三
分
の
二
程
度
に
減
少
し
た
。
市
町
村
総
数
の
平
均
は
三
六
・
五
で

あ
り
、
市
の
平
均
は
一
六
・
八
、
町
の
平
均
は
一
五
・
八
、
村
の
平
均
が
三
・
九
と
な
っ
た
。
村
に
関
し
て
い
え
ば
、
村
が
消
滅
し
た
県

が
一
三
、
一
つ
だ
け
残
っ
た
府
県
が
一
二
、
二
と
な
っ
た
県
が
五
で
、
三
〇
府
県
で
平
均
値
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
沖
縄
県
の
平

成
の
大
合
併
は
、
一
〇
市
（
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
）、
一
六
町
（
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）、
二
七
村
（
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
合
計
五
三
市
町
村
が
、

一
一
市
（
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
）、
一
一
町
（
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
）、
一
九
村
（
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
合
計
四
一
市
町
村
と
な
っ
て
終
了
し
た
の

で
あ
り
、
減
少
率
は
全
国
平
均
の
半
分
に
満
た
な
い
二
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
村
の
数
は
三
五
村
が
残
っ
た
長
野
県
に
次
い
で

第
二
位
で
あ
っ
た
。
三
位
が
一
五
の
北
海
道
と
福
島
県
で
あ
り
、
五
位
が
一
二
の
奈
良
県
で
あ
り
、
上
位
五
県
が
平
均
値
を
押
し
上
げ
た



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

八
九

こ
と
が
わ
か
る
。
長
野
県
や
北
海
道
で
は
小
規
模
集
落
が
村
と
し
て
残
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
沖
縄
県
に
小
規
模
町
村
が
残
存
し
た

理
由
と
し
て
は
、
島
嶼
地
域
で
構
成
さ
れ
る
沖
縄
県
の
地
理
的
な
条
件
が
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。

　

国
境
関
係
か
ら
み
る
と
、
尖
閣
諸
島
の
主
島
で
あ
る
魚
釣
島
と
台
湾
は
一
九
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
お
り
、
中
国
大
陸
と
は
三
三
〇
キ
ロ

の
距
離
が
あ
る
。
八
重
山
地
域
の
漁
民
と
台
湾
漁
民
に
と
っ
て
尖
閣
諸
島
海
域
は
ほ
ぼ
等
距
離
に
あ
る
海
域
と
い
え
る
。
ま
た
石
垣
市
と

台
北
市
は
約
二
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
与
那
国
島
は
台
湾
ま
で
は
一
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
沖
縄
本

島
よ
り
台
湾
に
近
い
。
少
し
広
い
目
で
見
て
い
く
と
、
日
本
で
東
南
ア
ジ
ア
に
最
も
近
い
地
域
、
あ
る
い
は
海
路
で
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
中
央
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
フ
リ
カ
に
最
も
近
い
日
本
の
地
域
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
地
理
的
条
件
も
八
重
山
地
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
際
関
係
の
変
化
の
影
響
を
最

も
受
け
や
す
い
地
域
と
い
う
こ
と
も
で
き
る）

（1
（

。

三　

八
重
山
地
域
の
特
徴

　

八
重
山
群
島
は
北
緯
二
四
度
二
分
か
ら
二
五
度
五
五
分
、
東
経
一
二
二
度
五
五
分
か
ら
一
二
四
度
三
四
分
の
範
囲
に
あ
り
、
南
西
諸
島

の
中
で
も
台
湾
に
近
い
南
西
端
に
大
小
三
二
の
島
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
そ
の
中
で
与
那
国
島
は
我
が
国
の
最
西
端
に
、

波
照
間
島
は
我
が
国
の
有
人
島
の
中
で
最
南
端
に
位
置
し
て
い
る
。
沖
縄
本
島
（
那
覇
）
か
ら
石
垣
島
ま
で
の
距
離
は
約
四
一
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
、
圏
域
の
総
面
積
は
五
九
一
・
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
全
県
面
積
（
二
二
七
一
・
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
約
四
分
の
一
に

相
当
す
る
圏
域
で
あ
る
。
西
表
島
（
二
八
九
・
二
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
は
沖
縄
本
島
に
次
い
で
二
番
目
に
大
き
く
、
石
垣
島
（
二
二
八
・

九
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
は
三
番
目
に
大
き
な
島
で
あ
る
。
八
重
山
群
島
の
有
人
島
は
一
二
島
で
、
石
垣
市
一
島
、
与
那
国
町
一
島
、
竹



九
〇

富
町
一
〇
島
か
ら
な
っ
て
い
る
。
無
人
島
は
尖
閣
諸
島

も
含
め
て
石
垣
市
に
一
三
島
と
竹
富
町
に
七
島
存
在
す

る
）
（1
（

。

　

八
重
山
圏
域
の
産
業
別
就
業
者
人
口
を
見
る
と
、
昭

和
五
〇
年
に
は
第
一
次
産
業
就
業
者
数
が
二
八
・
三

パ
ー
セ
ン
ト
、
第
二
次
産
業
就
業
者
数
が
二
〇
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
次
産
業
就
業
者
数
が
四
四
・
〇

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
二
年
度
に
は
そ
れ

ぞ
れ
一
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

六
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
次
産
業

就
業
者
数
の
減
少
の
主
た
る
要
因
は
、
生
産
基
盤
の
整

備
充
実
に
よ
り
経
営
面
積
の
拡
大
や
機
械
化
が
普
及
し

労
働
の
省
力
化
が
進
ん
だ
こ
と
や
、
他
の
産
業
と
の
所

得
格
差
が
拡
大
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、
就
業
者
が
第
三

次
産
業
へ
流
れ
た
こ
と
の
結
果
と
推
測
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

石
垣
市
と
竹
富
町
と
与
那
国
町
か
ら
構
成
さ
れ
る
八

重
山
地
域
は
、
広
範
な
領
域
に
点
在
す
る
島
々
で
構
成

　八重山地域産業別就業者数と比率 表２

第一次
産業

第二次
産業

第三次
産業 ＊合計 総数

石垣市
就業者数 1,957 3,190 14,890 20,037 22,275

比率 9.7
（8.8）％

15.9
（14.3）％

74.3
（66.8）％

竹富町
就業者数 407 150 1,574 2,131 2,268

比率 19
（17.9）％

7.1
（6.6）％

73.9
（69.4）％

与那国町
就業者数 153 207 619 979 980

比率 15.6％ 21.1％ 63.1％ （合計と総数は
ほぼ一致）

八重山
地域

就業者数 2,517 3,547 15,504 21,568 25,523
比率 9.8％ 13.9％ 60.7％

沖縄県
就業者数 28,713 81,142 81,142 190,997

比率 5.4％ 15.4％ 79.2％
註：石垣市と竹富町は100パーセントではないので母数は表にある合計を用いた。
　　�八重山地区の行の合計数を「＊合計」の欄に入れた。この数字は＊合計の列の合算と

は異なる。
　　比率は合計で除したものであり、（　）は総数で除した数字である。
　　八重山地域の数字は沖縄県「八重山要覧」参照した。
　　沖縄県の数字は沖縄県企画部統計課「沖縄県の概要」を参照した。



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

九
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さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
理
的
な
条
件
や
独
自
の
自
然
環
境
や
文
化
な
ど
を
背
景
に
特
徴
あ
る
地
域
と
し
て
の
独
自
性
を
保
っ
て
い

る
。
表
２
の
各
列
の
合
計
数
で
割
っ
た
数
字
か
ら
は
、
石
垣
市
が
ほ
ぼ
沖
縄
県
の
全
体
的
な
傾
向
に
近
く
、
第
三
次
産
業
中
心
型
の
地
域

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
竹
富
町
は
第
一
次
産
業
へ
の
依
存
度
が
比
較
的
高
く
、
第
二
次
産
業
が
あ
ま
り
育
っ
て
い
な
い
地
域
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
与
那
国
町
は
第
一
次
産
業
と
第
二
次
産
業
の
比
率
が
と
も
に
高
い
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
平
成
の
大

合
併
の
際
も
最
終
的
に
は
独
立
し
た
一
市
二
町
は
現
状
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

一
九
四
七
年
七
月
一
〇
日
に
誕
生
し
た
石
垣
市
は
「
琉
球
弧
及
び
日
本
列
島
の
最
南
西
端
に
位
置
し
、
那
覇
か
ら
約
四
一
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
東
京
都
は
一
九
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
隣
国
台
湾
（
台
北
）
と
は
約
二
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
位
置
す
る
国
境
の
都
市
で

あ
り
、
ア
ジ
ア
と
の
結
節
点
と
な
る
位
置
に
あ
る
。
石
垣
市
は
一
市
二
町
、
一
〇
の
有
人
島
か
ら
な
る
八
重
山
諸
島
の
拠
点
で
あ
り
、
沖

縄
県
第
三
位
（
二
二
二
・
一
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
面
積
を
有
す
る
石
垣
島
と
尖
閣
諸
島
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。」（
統
計
い
し
が
き　

平

成
二
六
年
度　

第
三
七
号
）
市
で
あ
る
。
面
積
は
二
二
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
人
口
は
四
万
八
八
一
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
外
国
人
登
録

者
は
二
六
五
人
で
、
人
口
の
約
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
四
三
人
、
韓
国
人
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
が
そ
れ
ぞ
れ

三
三
人
、
台
湾
人
が
三
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
石
垣
市
の
労
働
力
は
、
平
成
二
二
年
の
一
五
歳
以
上
就
業
者
二
万
二
二
七
五
人
の
産
業
別
分
布
を
み
る
と
、「
卸
売
・
小
売
業
」

の
二
九
八
五
人
（
全
体
の
一
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
飲
食
店
・
宿
泊
業
」
二
六
〇
二
人
（
同
一
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）、

「
建
設
業
」
二
〇
七
一
人
（
同
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
医
療
・
福
祉
」
二
〇
六
八
人
（
同
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

産
業
を
三
部
門
に
ま
と
め
て
、
そ
の
就
業
者
の
割
合
を
み
る
と
、
第
三
次
産
業
が
一
万
四
八
九
〇
人
（
全
体
の
六
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
と

大
半
を
占
め
、
次
い
で
第
二
次
産
業
が
三
一
九
〇
人
（
同
一
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）、
第
一
次
産
業
が
一
九
五
七
人
（
同
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）



九
二

の
順
と
な
っ
て
い
る
。
産
業
別
構
成
の
過
去
一
〇
年
間
の
推
移
は
、
第
一
次
産
業
は
平
成
一
二
年
の
二
四
〇
八
人
（
全
体
の
一
二
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
）
か
ら
二
二
年
一
九
五
七
人
（
同
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
三
・
五
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
。
第
二
次
産
業
は
、
平
成
一
二
年
の

三
八
五
二
人
（
同
一
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
か
ら
二
二
年
三
一
九
〇
人
（
同
一
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
五
・
一
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
第
三
次
産
業
は
平
成
一
二
年
の
一
万
三
二
三
二
人
（
同
六
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
か
ら
一
七

年
一
万
五
一
三
二
人
（
同
七
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
か
ら
二
二
年
一
万
四
八
九
〇
人
（
同
六
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
変
動
は
あ
り
な
が
ら
も
、

石
垣
市
の
基
幹
産
業
と
し
て
安
定
し
た
数
値
で
推
移
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
観
光
を
中
心
と
し
た
島
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

石
垣
市
の
農
林
水
産
業
を
見
る
と
、
全
農
家
の
約
七
割
近
く
が
、
生
活
の
基
盤
は
農
業
が
支
え
て
い
る
と
い
え
る
。
専
兼
業
別
に
見
る

と
、
兼
業
農
家
の
ほ
う
が
五
六
六
戸
（
全
体
の
五
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
一
見
多
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
農
業
所
得
を
主
と
す
る

第
一
種
兼
業
農
家
と
、
専
業
農
家
を
足
す
と
六
五
一
戸
（
同
六
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
農
家
で
は
、
農
業
が
主
な
所

得
源
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
農
業
の
主
要
産
物
の
生
産
額
は
三
三
億
三
千
万
円
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
石
垣
市
で
は
、「
肉

用
牛
飼
養
頭
数
が
沖
縄
県
総
飼
養
頭
数
の
約
三
割
を
占
め
、
毎
月
の
家
畜
セ
リ
に
は
全
国
各
地
か
ら
購
買
者
が
訪
れ
る
黒
毛
和
牛
子
牛
生

産
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
肥
育
牛
に
つ
い
て
は
『
石
垣
牛
』
が
全
国
的
に
有
名
と
な
り
、
観
光
業
な
ど
に
も
寄
与
す
る
本
市
の
主

要
農
産
物
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
肉
用
牛
の
取
引
額
だ
け
で
も
四
一
億
三
千
万
円
で
あ
る
。
水
産
業
を
見
る
と
、
石
垣
市
に
は
沖

縄
に
三
港
し
か
な
い
第
二
種
漁
港
で
あ
る
石
垣
漁
港
と
第
一
種
漁
港
で
あ
る
登
野
城
、
船
越
、
伊
野
田
の
三
漁
港
が
あ
る
。
そ
の
組
合
員

数
は
三
〇
二
人
で
あ
り
、
水
揚
げ
量
は
八
億
九
千
万
円
で
あ
る
。
畜
産
業
を
含
む
農
業
は
、
石
垣
島
の
魅
力
を
支
え
る
重
要
な
産
業
で
あ

る
。
今
後
は
生
産
か
ら
加
工
、
販
売
、
サ
ー
ビ
ス
が
一
体
と
な
っ
た
農
産
業
の
さ
ら
な
る
発
展
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、
水
産
業
は
さ
ほ
ど

大
き
な
規
模
で
は
な
い）

11
（

。



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

九
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竹
富
町
は
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
七
月
二
日
に
誕
生
し
、
二
〇
〇
八
年
に
は
「
琉
球
列
島
の
最
南
端
八
重
山
郡
に
属
し
、
石
垣

島
の
南
西
に
点
在
す
る
一
六
の
島
々
（
有
人
島
九
島
、
無
人
島
七
島
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
総
面
積
三
三
四
・
〇
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

東
西
約
四
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
広
範
囲
に
及
ぶ
」
町
で
あ
り
、「
町
役
場
を
八
重
山
経
済
の
中
心
地
（
石
垣
市
）

に
置
く
特
異
な
行
政
形
態
と
な
っ
て
い
る
」
町
で
あ
る
。「
北
緯
二
四
度
線
上
に
浮
か
ぶ
島
々
で
成
り
立
ち
、
沖
縄
本
島
か
ら
南
西
に
四

五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
八
重
山
諸
島
、
石
垣
島
の
南
西
に
点
在
す
る
大
小
一
六
の
島
か
ら
な
る
。
最
大
の
島
は
県
下
で
も
二
番
目
に
大
き

い
西
表
島
、
ま
た
、
日
本
最
南
端
の
有
人
島
波
照
間
島
・
竹
富
島
・
小
浜
島
・
黒
島
・
鳩
間
島
・
新
城
島
・
嘉
弥
真
島
の
島
々
か
ら
な
り
、

東
シ
ナ
海
と
太
平
洋
に
翡
翠
玉
の
よ
う
に
ち
ら
ば
る
」（
竹
富
町
Ｈ
Ｐ
よ
り
。
一
部
著
者
が
修
正
）
町
な
の
で
あ
る
。
人
口
は
平
成
二
六
年
末

現
在
四
二
〇
五
人
で
あ
る）

1（
（

。

　

竹
富
町
の
農
業
従
事
者
は
三
六
九
名
、
林
業
は
三
名
、
漁
業
が
三
五
名
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
次
産
業
に
お
い
て
は
大
き
く
農
業
に
依

存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
次
産
業
の
従
事
者
は
建
設
業
と
製
造
業
が
と
も
に
七
五
人
で
規
模
の
小
さ
さ
が
わ
か
る
。
第
三
次
産

業
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
六
二
五
人
が
飲
食
業
と
宿
泊
業
に
従
事
し
て
い
る
。
石
垣
空
港
と
波
照
間
島
の
空
路
は
現
在
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。

海
路
で
は
石
垣
港
と
竹
富
島
は
六
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
高
速
船
が
一
〇
分
で
、
黒
島
と
小
浜
島
は
一
八
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
二
五
分

で
、
西
表
島
で
は
大
原
港
が
三
一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
三
五
分
で
、
上
原
港
が
三
八
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
四
〇
分
で
、
波
照
間
島
は

三
八
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
四
〇
分
で
結
ん
で
い
る
。
各
島
々
が
石
垣
島
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
船
会
社
の
情
報
で
は

少
し
時
間
が
か
か
る
が
、
条
件
次
第
で
は
、
竹
富
町
の
各
島
に
は
石
垣
島
を
拠
点
と
し
て
日
帰
り
観
光
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
住
民
や

旅
行
客
の
数
か
ら
み
て
も
、
竹
富
町
は
石
垣
島
へ
の
経
済
的
依
存
度
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
竹
富
町
役
場
を
石
垣
市
に
置
い
た

理
由
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
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竹
富
町
は
石
垣
市
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
前
提
に
、
八
重
山
地
域
の
合
併
に
向
け
た
動
き
を
活
発
化
さ
せ
た
時
期
が
あ
る
。
町
長
は

反
対
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
の
住
民
投
票
で
は
一
一
三
二
対
一
〇
三
二
で
賛
成
票
が
上
回
っ
た
。
し
か
し
町
長
の
消
極
的
姿
勢
と
、

議
会
の
二
度
に
わ
た
る
合
併
議
案
の
否
決
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
竹
富
町
と
石
垣
市
は
義
務
教
育
教
科
書
の
採
択
を
め
ぐ
っ

て
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
教
科
書
採
択
地
域
の
一
つ
で
あ
っ
た
八
重
山
地
区
で
は
、「
二
〇
一
二
年
か
ら
使
用
さ
れ
る
中
学
校
の
教

科
書
に
つ
い
て
石
垣
市
、
竹
富
町
、
与
那
国
町
か
ら
な
る
沖
縄
県
八
重
山
採
択
地
区
協
議
会
は
一
一
年
八
月
二
三
日
、
Ａ
社
（
育
鵬
社
・

著
者
加
筆
）
発
行
の
公
民
教
科
書
を
採
択
す
る
と
多
数
派
が
答
申
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
反
発
し
た
竹
富
町
教
育
委
員
会
は
、
そ
れ

と
は
別
に
独
自
に
Ｂ
社
（
東
京
書
籍
・
著
者
加
筆
）
発
行
の
公
民
教
科
書
の
採
択
を
決
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
沖
縄
県
教
委
は
、
採
択
教

科
書
の
一
本
化
を
図
る
よ
う
八
重
山
地
区
の
三
教
委
に
働
き
か
け
、
そ
の
結
果
、
九
月
八
日
に
三
教
委
の
全
教
育
委
員
に
よ
る
臨
時
会
議

が
開
催
さ
れ
、
先
の
答
申
を
覆
し
て
Ｂ
社
（
東
京
書
籍
）
教
科
書
を
採
択
す
る
こ
と
が
賛
成
多
数
で
決
ま
っ
た
。
し
か
し
、
今
度
は
こ
の

決
定
に
対
し
て
、
石
垣
市
教
委
と
与
那
国
町
教
委
の
教
育
長
が
文
部
科
学
省
に
直
接
異
議
を
申
し
立
て
た
こ
と
か
ら
事
態
は
さ
ら
に
複
雑

化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

」
と
い
う
混
乱
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
八
重
山
地
区
の
教
科
書
採
択
問
題
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
六
日
の
「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
書
用
図
書
の
無
償
措
置

に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
に
よ
っ
て
一
挙
に
解
決
さ
れ
た
。
当
該
都
道
府
県
の
採
択
区
域
の
条
件
が
「
市
若
し
く
は
郡
の
区
域
又
は
こ
れ

ら
の
区
域
を
あ
わ
せ
た
地
域
」
か
ら
、「
市
町
村
の
区
域
又
は
こ
れ
ら
の
区
域
を
併
せ
た
地
域
に
」
と
改
正
さ
れ
た）

11
（

。
こ
れ
を
受
け
て
沖

縄
県
教
育
委
員
会
は
竹
富
町
を
八
重
山
採
択
地
区
か
ら
独
立
し
た
採
択
地
区
と
す
る
こ
と
で
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結

果
、
合
併
の
話
は
消
滅
し
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
対
立
の
背
景
に
は
政
治
的
な
対
立
も
認
め
ら
れ
る）

11
（

。

　

与
那
国
島
は
、「
面
積
二
八
・
八
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
一
六
二
五
人
、
年
平
均
気
温
二
三
・
九
度
、
年
間
降
水
量
三
〇
〇
〇
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ミ
リ
の
、
北
緯
二
四
度
二
七
分
、
東
経
一
二
二
度
五
六
分
〇
四
秒
に
位
置
す
る
黒
潮
わ
き
た
つ
わ
が
国
最
西
端
の
孤
島
で
あ
る
。
石
垣
島

か
ら
一
二
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
沖
縄
本
島
か
ら
南
西
へ
五
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
京
か
ら
一
九
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
台
湾
か
ら
一
一

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
。
黒
潮
の
激
流
が
造
り
上
げ
た
す
ば
ら
し
い
自
然
と
多
様
な
文
化
が
色
濃
く
息
づ
い
て
い
る
」
と
い
う

特
徴
が
あ
る
島
で
あ
る
。
島
全
体
が
切
り
立
っ
た
が
け
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
お
り
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
た
岩
肌
が
む
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
雄
雄
し
い
島
で
あ
る
。
島
の
主
な
産
業
は
、
漁
業
、
農
業
、
畜
産
業
、
観
光
業
で
、
島
内
の
約
三
分
の
二
は
牧
草
地
な
ど
の
緑
地

帯
と
な
っ
て
い
る
。

　

与
那
国
町
は
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
一
二
月
一
日
に
町
制
を
施
行
し
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
年
）
に
町
制
施
行
六
五
周
年
を
迎

え
た
一
島
一
町
の
自
治
体
で
あ
る
。
島
の
周
囲
は
切
り
立
っ
た
断
崖
が
続
き
、
地
勢
は
変
化
に
富
ん
で
雄
大
な
名
勝
地
が
多
く
、
か
つ
水

資
源
に
恵
ま
れ
て
、
観
光
、
農
水
産
業
面
に
大
き
な
潜
在
力
を
秘
め
て
い
る
。
ま
た
台
湾
と
の
国
境
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
歴
史
・

民
俗
・
文
化
な
ど
に
特
異
性
が
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
的
伝
説
も
多
彩
な
島
で
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
に
際
し
て
は
、
八
重
山
地
域
の
合
併
を

模
索
す
る
動
き
も
あ
っ
た
が
、
町
民
大
会
を
経
て
中
学
生
以
上
の
住
民
投
票
の
結
果
、
自
立
の
道
を
選
択
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
地
域

お
こ
し
策
の
一
つ
と
し
て
「
国
際
カ
ジ
キ
釣
り
大
会
」
や
「
島
一
周
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」
や
「
与
那
国
島
ふ
れ
あ
い
星
空
観
望
会
」
な
ど
を

開
催
し
て
い
る
。
ま
た
島
の
民
謡
を
歌
い
継
ぐ
た
め
の
試
み
と
し
て
「
ド
ゥ
ナ
ン
ス
ン
カ
ニ
大
会
」
を
開
催
し
て
い
る）
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。

　

八
重
山
地
域
は
、
石
垣
島
を
中
心
と
し
た
交
通
体
系
の
中
に
あ
り
、
経
済
的
に
も
石
垣
市
に
大
き
く
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
認

め
ら
れ
る
。
高
等
学
校
も
石
垣
市
に
し
か
な
く
、
介
護
施
設
も
石
垣
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
島
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が

あ
り
、
多
様
な
地
域
的
特
性
を
見
せ
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。
台
湾
に
近
く
、
中
華
人
民
共
和
国
と
も
国
境
を
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

国
際
関
係
が
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
の
あ
る
地
域
で
も
あ
る
。
ま
た
石
垣
市
一
極
集
中
に
対
す
る
地
域
の
独
自
性
の
確
保
が
課
題
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と
な
っ
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。

四　

石
垣
市
と
与
那
国
町
の
特
徴

　
　
　
　
　

聞
き
取
り
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
も
の　
　

　

石
垣
市
は
毎
年
人
口
が
一
〇
〇
名
程
度
で
は
あ
る
が
増
加
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
住
民
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
四
七
都
道
府
県
の

出
身
者
が
在
住
し
て
い
る
こ
と
と
、
海
外
の
三
六
か
国
の
出
身
者
が
暮
ら
し
て
い
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
市
の
説
明
に
よ
れ
ば

そ
の
要
因
の
一
つ
が
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
実
施
で
あ
る
。
世
界
各
国
の
参
加
者
の
支
援
や
応
援
の
た
め
に
多
く
の
国

の
人
々
が
来
島
し
、
島
に
愛
着
を
持
っ
た
人
々
が
定
住
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
年
間
六
〇
万
人
を
こ
す

一
般
の
観
光
客
の
中
か
ら
も
、
島
へ
の
愛
着
を
感
じ
て
定
住
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
観
光
収
入
は
年
間
約
六
〇
〇
億
円
で
、
市
の
財

政
規
模
が
年
三
〇
〇
億
円
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
観
光
産
業
の
貢
献
度
の
高
さ
が
わ
か
る
。

　

石
垣
市
の
第
一
次
産
業
就
業
人
口
の
少
な
さ
は
、
石
垣
市
の
食
料
自
給
率
の
低
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。
石
垣
市
は
平
地
が
多
い
こ
と
か

ら
、
食
料
自
給
率
を
高
め
る
潜
在
力
は
あ
る
も
の
の
、
自
給
的
農
業
や
家
庭
菜
園
が
多
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
食
糧
自
給
率
を
向
上
さ

せ
る
可
能
性
は
低
い
。
漁
業
に
関
し
て
い
え
ば
、
第
二
種
漁
港
で
あ
る
石
垣
漁
港
を
沿
岸
漁
業
の
基
地
と
し
て
順
次
そ
の
整
備
を
進
め
て

い
る
が
、
石
垣
の
漁
民
は
小
規
模
な
沿
岸
漁
業
が
中
心
の
た
め
、
長
期
に
わ
た
る
漁
業
は
し
て
い
な
い
。
尖
閣
諸
島
で
の
漁
業
に
は
、
燃

料
代
の
高
騰
も
あ
り
少
な
く
て
も
一
週
間
程
度
の
滞
在
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
尖
閣
諸
島
周
辺
の
海
域
は
荒
海
で
あ
り
、
長
期
の
漁
業

を
行
う
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
船
溜
ま
り
や
灯
台
や
通
信
施
設
が
必
要
で
あ
り
、
石
垣
漁
民
が
現
在
の
と
こ
ろ
尖
閣
周
辺
で
漁
業
を
行

う
可
能
性
は
低
い
。
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石
垣
市
の
地
理
的
な
特
徴
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
は
「
日
本
で
あ
っ
て
日
本
で
な
い
」
で
あ
る
。
八
重
山
地
域
の
独
自
性
を
生
か
し
た

も
の
を
売
り
込
む
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
亜
熱
帯
の
自
然
や
、
南
の
海
を
楽
し
む
ダ
イ
ビ
ン
グ
や
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
あ
る
い
は
釣
り

な
ど
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
て
き
た
。
な
お
、
冬
場
の
観
光
客
を
確
保
す
る
た
め
農
協
観
光
に
力
を
入
れ
て
き
た
。
冬
場
に
東
北
か
ら

の
観
光
客
を
呼
び
込
む
た
め
に
行
っ
て
き
た
農
協
観
光
の
影
響
も
あ
り
、
山
形
県
の
上
山
市
や
岩
手
県
の
北
上
市
と
の
交
流
が
続
い
て
い

る
。
特
に
北
上
市
を
中
心
と
す
る
岩
手
県
と
は
、
一
九
九
三
年
の
大
冷
害
の
年
に
、
次
年
度
の
農
作
業
の
た
め
に
岩
手
県
の
種
も
み
を
肥

育
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
も
「
か
け
は
し
交
流
」
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
努
力
も
あ
り
、
二
〇
一
四
年
ま
で
の
二
月
と
三
月

の
観
光
客
数
は
、
七
月
と
八
月
の
観
光
客
と
肩
を
並
べ
て
い
た
。
そ
の
他
、
日
本
各
地
と
の
交
流
促
進
策
と
し
て
、
一
九
六
九
年
の
愛
知

県
岡
崎
市
と
の
親
善
都
市
協
定
を
手
始
め
に
、
一
九
八
七
年
に
は
北
海
道
稚
内
市
と
「
友
好
都
市
」
協
定
を
結
ん
だ
。
二
〇
〇
〇
年
に
は

徳
島
県
上
板
町
と
「
ゆ
か
り
の
ま
ち
」
と
な
っ
た
。
二
〇
一
四
年
に
は
こ
れ
ま
で
「
か
け
は
し
協
定
」
を
継
続
し
て
い
た
岩
手
県
北
上
市

と
「
友
好
都
市
」
協
定
を
締
結
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

観
光
客
の
増
加
策
と
し
て
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ
関
係
で
は
、
石
垣
島
ラ
イ
ド
を
中
心
と
し
た
自
転
車
で
の
ツ

ア
ー
の
企
画
、
石
垣
島
マ
ラ
ソ
ン
、
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
実
施
、
国
際
ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス
の
実
施
、
千
葉
ロ
ッ
テ
・
マ
ー

リ
ン
ズ
の
キ
ャ
ン
プ
誘
致
と
日
本
で
最
初
に
開
催
さ
れ
る
オ
ー
プ
ン
戦
の
誘
致
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
女
性
客
の

増
加
も
狙
い
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
台
湾
か
ら
の
観
光
客
は
多
く
、
石
垣
島
ラ
イ
ド
、
石
垣
島
マ
ラ
ソ
ン
、
ト
ラ

イ
ア
ス
ロ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
、
国
際
ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス
あ
る
い
は
釣
り
な
ど
を
中
心
に
来
島
し
て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
地
域
間
交
流
を

拡
大
し
観
光
客
の
増
加
に
努
め
る
意
欲
は
強
い
。
た
だ
し
韓
国
か
ら
の
観
光
客
は
少
な
く
、
き
ち
ん
と
し
た
対
応
が
望
ま
れ
る
。
近
年
で

は
マ
レ
ー
シ
ア
船
籍
の
ク
ル
ー
ズ
船
の
来
島
が
実
現
し
た
。
た
だ
し
、
台
湾
の
基
隆
港
か
ら
那
覇
港
へ
向
か
う
ク
ル
ー
ズ
の
途
中
の
一
時
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帰
島
に
す
ぎ
ず
、
数
時
間
の
一
時
上
陸
程
度
で
あ
る
の
で
、
八
重
山
全
体
の
魅
力
を
発
信
し
て
長
時
間
の
滞
在
を
可
能
に
す
る
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
。

　

日
本
の
み
な
ら
ず
外
国
と
の
交
流
も
行
っ
て
い
る
。
一
九
八
二
年
に
八
重
山
青
年
会
議
所
が
蘇
澳
港
國
際
青
年
商
會
と
姉
妹
交
流
を
始

め
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
五
年
に
は
台
湾
（
臺
灣
）・
宜
蘭
懸
・
宜
蘭
市
・
蘇
澳
鎮
と
「
姉
妹
都
市
協
定
」
を
結
び
漁
業
を
中
心
と
し
た

交
流
を
行
っ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
に
は
ハ
ワ
イ
州
の
カ
ウ
ア
イ
郡
と
「
姉
妹
都
市
協
定
」
を
結
ん
だ
。
二
〇
〇
一
年
に
は
台
湾
（
臺
灣
）

花
蓮
港
と
「
姉
妹
港
」
協
定
を
結
ん
だ
。
特
に
新
石
垣
空
港
が
完
成
し
国
際
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
併
設
し
た
の
で
、
台
湾
（
臺
灣
）
花
蓮
空
港

と
夏
季
の
み
で
は
あ
る
が
定
期
チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
運
航
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
国
際
定
期
便
の
就
航
を
実
現
し
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

石
垣
市
役
所
で
は
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
回
の
共
同
研
究
は
「
国
境
を
挟
ん
だ
地
域
（
離
島
）
を
中

心
と
し
た
国
際
交
流
の
実
態
の
調
査
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
教
科
書
問
題
等
の
話
は
報
告
書
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
。
調
査
の
後

の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
中
華
人
民
共
和
国
の
尖
閣
諸
島
海
域
へ
頻
繁
な
接
近
や
違
法
行
為
に
対
し
て
、
国
土
保
全
の
視
点
か
ら
の
自
衛
隊

の
配
備
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
今
後
の
石
垣
島
を
め
ぐ
る
動
き
に
注
意
を
払
っ
て
い
き
た
い）
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。

　

与
那
国
町
は
、
天
気
が
良
け
れ
ば
台
湾
が
見
え
る
ほ
ど
、
台
湾
に
近
い
日
本
最
南
端
の
島
で
あ
る
。
た
だ
し
近
年
で
は
、
中
国
大
陸
の

郊
外
で
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
台
湾
を
覆
い
、
そ
こ
に
台
湾
の
汚
染
さ
れ
た
空
気
が
混
じ
る
こ
と
で
空
気
が
さ
ら
に
汚
染
さ
れ
、
台
湾
が
見

え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
船
も
台
湾
に
近
づ
く
に
し
た
が
っ
て
汚
れ
が
付
く
の
で
、
漁
民
は
あ
ま
り
台
湾
へ
は
近
づ
か
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

与
那
国
町
で
は
、
人
口
減
少
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
一
〇
〇
名
程
度
の
人
口
増
加
策
を
模
索
し
て
い
た
。
高
齢
化
は
進
展
し
て
い
る
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縄
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九
九

が
あ
る
程
度
若
者
の
数
は
確
保
さ
れ
て
い
た
。
与
那
国
町
は
沖
縄
県
内
市
町
村
の
中
で
は
四
番
目
の
所
得
水
準
を
誇
っ
て
お
り
、
子
供
た

ち
の
進
学
率
は
高
い
。
し
か
し
島
に
は
中
学
校
ま
で
し
か
な
い
の
で
、
若
者
は
「
一
五
の
春
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
高
等
学
校
進
学
を

機
会
に
島
を
出
る
こ
と
に
な
る
。
島
を
出
た
若
者
の
大
半
は
島
に
は
戻
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
若
者
の
人
口
が
あ
る
程

度
確
保
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
島
を
訪
れ
た
若
者
の
一
部
が
島
を
気
に
入
り
定
住
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し

た
観
光
産
業
で
働
く
若
者
の
多
く
が
島
以
外
の
出
身
だ
と
答
え
て
く
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
し
た
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
た
。

今
後
は
島
を
出
た
若
者
が
、
定
年
退
職
後
に
戻
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
も
期
待
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た）
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。

　

町
で
は
こ
れ
ま
で
の
町
並
み
の
保
存
あ
る
い
は
再
生
を
前
提
と
し
た
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、

二
〇
一
二
年
に
策
定
さ
れ
た
「
ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
基
本
構
想
」
で
あ
る
。
構
想
実
現
策
と
し
て
「
ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
町
民
活
動
支
援

助
成
金
交
付
要
綱
」
を
制
定
し
、「
ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
町
民
活
動
支
援
助
成
制
度
」
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
町
の
活
性
化
に
向
け
た
町
民
、

企
業
、
団
体
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
支
援
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ァ
ン
ド
の
創
設
策
で
あ
る
。
そ
の
原
資
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も

の
が
ふ
る
さ
と
納
税
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
納
税
を
利
用
し
て
「
ば
ん
た
ド
ゥ
ナ
ン
島
基
金
」
を
設
立
し
、
活
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
地
域
の
活
性
化
や
美
化
な
ど
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
行
う
団
体
へ
の
助
成
を
行
う
制
度
で
あ
る
。

　

島
を
愛
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
伝
統
的
な
住
宅
が
並
ぶ
歴
史
的
町
並
み
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
住
民
の
住
ま
な
く
な
っ
た
古
民
家
を

そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
朽
ち
果
て
る
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
で
は
町
並
み
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
町
で
は
人
口
減

に
よ
り
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
古
民
家
は
解
体
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
の
代
わ
り
に
解
体
し
た
古
民
家
の
資
材
を
ス
ト
ッ
ク
し
て
お

き
、
将
来
古
民
家
に
住
み
た
い
と
い
う
希
望
者
が
出
て
き
た
時
に
は
、
フ
ァ
ン
ド
を
利
用
し
て
古
民
家
を
再
生
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
過
疎
の
町
の
伝
統
的
町
並
み
保
存
に
対
す
る
新
た
な
企
画
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



一
〇
〇

　

台
湾
と
の
国
際
交
流
は
、
沖
縄
県
の
本
土
復
帰
一
〇
年
後
の
一
九
八
二
年
、
花
蓮
市
と
の
「
姉
妹
都
市
」
締
結
に
始
ま
っ
た
。
一
九
四

五
年
か
ら
五
〇
年
に
か
け
て
与
那
国
町
と
台
湾
と
の
間
で
は
貿
易
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
日
本
政
府
か
ら
み
れ
ば
密
貿
易
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
一
八
九
五
年
に
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
台
湾
に
と
っ
て
は
、
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
日
本
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ

れ
ま
で
の
慣
行
に
従
っ
た
貿
易
で
あ
っ
た
。
与
那
国
町
か
ら
は
尖
閣
諸
島
か
ら
の
木
材
な
ど
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に

は
、
与
那
国
町
は
「
沖
縄
島
（
沖
縄
本
島
：
著
者
注
）」
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
軍
需
物
資
と
、
台
湾
か
ら
の
コ
メ
、
砂
糖
、
茶
、
薬
品
な
ど

の
生
活
物
資
と
の
バ
ー
タ
ー
の
た
め
の
中
継
点
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
ろ
の
与
那
国
町
の
人
口
は
、
台
湾
か
ら
の
引
揚
者
も
多
数
に
上
っ
た
こ
と
か
ら
急
増
し
、
約
一
万
二
千
人
に
膨
れ
上
が
っ
て
い

た
。
貿
易
は
こ
れ
だ
け
の
人
口
を
抱
え
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
貿
易
が
与
那
国
町
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

一
九
五
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
の
規
制
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
町
の
人
口
が
激
減
し
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
貿
易
の
衰
退
と
国
境
の
取

り
締
ま
り
の
強
化
の
影
響
を
受
け
、
与
那
国
町
と
台
湾
と
の
交
流
は
表
面
上
は
途
絶
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
国
境
周
辺
の
海
域
も
荒

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
台
湾
船
が
風
を
避
け
る
た
め
に
与
那
国
島
の
陰
に
は
い
る
こ
と
は
現
在
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
時
に
は
お
互
い
に
黙

認
し
て
海
上
の
安
全
を
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
う
し
た
こ
と
を
理
由
に
外
国
人
が
上
陸
し
た
場
合
に
は
、
二
人
の
警

察
官
で
は
治
安
の
維
持
が
不
可
能
と
い
う
予
測
も
た
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
の
ち
に
述
べ
る
与
那
国
島
へ
の
自
衛
隊
の
駐
留
の
必
要
性
の
理

由
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る）
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。

　

二
〇
〇
二
年
に
は
「
姉
妹
都
市
締
結
二
〇
周
年
」
の
親
善
交
流
が
行
わ
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
花
蓮
市
に
「
与
那
国
町
役
場
在
花
蓮

事
務
所
」
を
開
設
し
、
台
北
へ
の
初
の
国
際
チ
ャ
ー
タ
ー
便
を
、
翌
年
に
は
花
蓮
へ
初
の
国
際
チ
ャ
ー
タ
ー
便
を
運
航
し
た
。
二
〇
〇
九

年
に
は
「
与
那
国
・
花
蓮
懸
交
流
発
展
協
会
」
が
設
立
さ
れ
、
協
会
を
通
じ
て
台
湾
の
肥
料
が
輸
入
さ
れ
た
。
二
〇
一
二
年
に
は
「
姉
妹
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縄
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一
〇
一

都
市
締
結
三
〇
周
年
」
行
事
が
開
催
さ
れ
、「
花
蓮
・
与
那
国
間
水
上
摩
托
車
（
水
上
バ
イ
ク
）
太
平
洋
横
断
二
〇
一
二
」
が
実
行
さ
れ
、

水
上
バ
イ
ク
三
五
台
と
伴
奏
船
一
隻
が
与
那
国
島
へ
到
着
し
た
。
日
本
と
台
湾
に
は
国
交
が
な
い
こ
と
か
ら
、
非
関
税
製
品
で
あ
る
砂
や

バ
ラ
ス
ト
の
輸
入
も
、
環
境
規
制
等
に
よ
る
数
量
制
限
の
た
め
あ
ま
り
動
き
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
花
蓮
港
で
は
バ
ラ
ス
ト
が
港

に
大
量
に
積
ま
れ
て
お
り
、
与
那
国
島
へ
の
輸
出
品
で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
た
。
花
蓮
市
と
蘇
澳
鎮
か
ら
は
交
流
や
公
益
を
含
め
た
活

発
な
交
流
の
要
請
が
来
て
い
る
。
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
が
国
際
社
会
か
ら
認
知
さ
れ
る
た
め
に
も
、
外
国
の
都
市
と
の
交
流
を
望
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
日
本
政
府
に
は
目
立
っ
た
動
き
は
な
い
。

　

中
華
人
民
共
和
国
の
活
動
の
拡
大
の
影
響
を
受
け
て
、
与
那
国
町
で
は
防
衛
省
の
要
請
も
あ
り
自
衛
隊
の
誘
致
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
二
〇
一
五
年
二
月
二
二
日
の
中
学
生
以
上
の
住
民
に
よ
る
投
票
の
結
果
、
賛
成
六
三
二
票
、
反
対
四
五
五
票
で
賛
成
が
上
回
っ

た
。
自
衛
隊
の
沿
岸
監
視
部
隊
は
一
〇
〇
人
程
度
の
規
模
で
あ
る
が
、
家
族
も
含
め
れ
ば
あ
る
程
度
の
数
に
な
る
。
基
地
以
外
の
設
備
の

整
備
も
進
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
人
口
の
二
割
弱
程
度
の
増
加
に
つ
な
が
る
自
衛
隊
の
配
備
は
、
地
域
活
性
化
の
手
段
の
一
つ
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
与
那
国
町
に
先
ん
じ
て
自
衛
隊
の
部
隊
が
設
置
さ
れ
た
対
馬
で
は
、
こ
の
こ
と
で
地
域
活
性
化
に
役
に
立
っ
た
と
の
評

価
も
聞
か
れ
た
。
自
衛
隊
の
配
備
に
対
す
る
石
垣
市
と
与
那
国
町
の
動
き
に
は
ま
す
ま
す
注
意
を
払
っ
て
い
き
た
い）
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五　

国
境
問
題
と
漁
業
協
定

　

日
本
と
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
の
漁
民
は
、
あ
る
時
期
ま
で
は
友
好
的
に
あ
る
い
は
共
同
で
仕
事
を
し
て
き
た
。
日
本
側
は
そ
の
時

期
を
一
九
七
二
年
の
沖
縄
の
本
土
復
帰
ま
で
と
し
て
お
り
、
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
側
は
少
な
く
と
も
一
九
九
六
年
あ
る
い
は
二
〇
〇

五
年
と
し
て
い
て
、
か
な
り
時
期
的
に
は
違
い
が
あ
る
。
と
に
か
く
沖
縄
県
の
本
土
復
帰
以
前
は
、
領
土
問
題
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
対



一
〇
二

話
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
国
漁
民
が
平
和
裏
に
操
業
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

二
人
の
判
断
の
違
い
が
生
じ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
沖
縄
の
本
土
復
帰
に
関
し
て
、
時
の
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
政
府
は
尖
閣
諸

島
を
台
湾
（
臺
灣
）
の
一
部
で
あ
り
、
自
国
の
領
土
で
あ
る
と
い
い
始
め
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
提
と
な
っ
た
も
の

が
一
九
六
八
年
の
「
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）
の
報
告
書
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
尖
閣
諸
島
周
辺
の
海
底
に
は
石

油
を
は
じ
め
と
す
る
豊
富
な
資
源
が
あ
る
と
か
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
ば
か
り
で
な
く
中
華
人

民
共
和
国
も
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
声
高
に
叫
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

海
底
資
源
の
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
は
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
、
領
海
の
範
囲
と
し
て
二
〇
〇
海
里
の
排
他
的
経
済
水
域
や
大
陸
棚
が
主
張

さ
れ
、
海
洋
国
家
の
権
益
が
大
き
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
東
シ
ナ
海
で
は
中
華
人
民
共
和
国
の
海
洋
進
出
と
不
当
な
領
有

権
の
主
張
に
対
し
て
、
日
本
も
明
確
な
行
動
を
と
る
必
要
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
、
一
九
九
二
年
に
中
華
人
民
共
和
国

は
「
中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
及
び
接
続
水
域
法
」
を
制
定
し
、
接
続
水
域
の
拡
大
に
動
き
、
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
域
と
す
る
東
シ
ナ
海

の
線
引
き
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
政
府
は
対
抗
措
置
を
と
る
こ
と
に
し
、
一
九
九
六
年
に
は
「
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸

棚
に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
た
。
同
法
を
通
じ
て
日
本
政
府
は
、
自
国
領
土
の
保
全
策
に
動
く
こ
と
を
周
辺
諸
国
に
明
示
し
た
の
で
あ

る
。
同
法
に
よ
る
排
他
的
専
管
水
域
の
設
定
は
、
そ
こ
に
尖
閣
諸
島
が
は
い
る
こ
と
か
ら
、
法
的
に
も
制
度
的
に
も
尖
閣
諸
島
の
領
有
権

を
日
本
が
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
尖
閣
諸
島
付
近
の
海
底
油
田
確
保
に
向
け
て
、
中
華
人
民
共
和
国
は
二
正
面
作
戦
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
は

尖
閣
諸
島
を
明
確
な
中
国
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
論
拠
を
作
り
上
げ
、
そ
の
領
有
権
を
理
不
尽
に
も
世
界
に
向
け
て
主
張
し
た
。

し
か
し
他
方
で
は
、
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
に
帰
属
す



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

一
〇
三

る
領
土
は
自
国
の
領
土
で
あ
る
と
の
主
張
も
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
た
。
な
り
ふ
り
構
わ
ず
尖
閣
諸
島
の
み
な
ら
ず
沖
縄
県
も
領
域
と
す

る
理
論
さ
え
展
開
し
始
め
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
華
人
民
共
和
国
の
海
上
活
動
が
顕
在
化
し
て
く
る
の
が
二
〇
〇
五
年
あ
た
り
で
あ
る
。

東
シ
ナ
海
で
は
、
徐
々
に
海
洋
へ
の
進
出
力
を
高
め
て
く
る
中
華
人
民
共
和
国
に
対
し
て
、
日
本
も
対
抗
手
段
を
と
る
必
要
が
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
日
本
の
取
り
締
ま
り
も
強
化
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る）
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。

　

日
本
側
と
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
側
に
存
在
す
る
共
通
認
識
は
、
尖
閣
諸
島
付
近
で
は
八
重
山
地
域
の
漁
船
は
ほ
と
ん
ど
操
業
し
て

い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
八
重
山
の
漁
民
は
近
海
漁
業
を
主
と
し
て
お
り
、
中
型
あ
る
い
は
小
型
の
漁
船
で
の
操
業
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
台
湾
漁
民
は
大
型
船
を
使
い
延
縄
で
操
業
し
て
い
る
こ
と
は
石
垣
市
職
員
も
認
め
て
い
る
。
八
重
山
漁
民
は
伝

統
的
な
ロ
ー
カ
ル
な
漁
法
で
操
業
を
行
っ
て
お
り
、
船
溜
ま
り
や
通
信
施
設
が
お
か
れ
て
い
な
い
尖
閣
諸
島
で
は
ほ
と
ん
ど
操
業
し
て
い

な
い
ば
か
り
か
、
す
る
こ
と
が
実
際
に
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
問
題
の
中
心
は
、
資
源
の
枯
渇
の
危
機
を
い
か
に
し
て
回
避
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
側
は
、
台
湾
漁
船
は
延
縄
で
の
操
業
が
中
心
で
あ
り
、
食
い
つ
く
魚
だ
け

を
取
っ
て
い
る
の
で
資
源
枯
渇
の
心
配
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
延
縄
の
長
さ
と
針
の
数
、
さ
ら
に
台
湾
漁
船
の
数
の
多
さ

も
問
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
配
を
排
除
す
る
た
め
に
も
日
台
（
臺
日
）
漁
業
協
定
が
必
要
と
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

中
華
人
民
共
和
国
の
漁
船
の
尖
閣
諸
島
周
辺
で
の
操
業
へ
の
規
制
の
必
要
性
が
、
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
台
湾
漁
船
へ
の
厳
し
い
取
り
締
り

へ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
と
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
は
、
相
互
理
解
に
よ
る
安
全
操
業
の
確
保
を
求
め

て
「
日
台
（
臺
日
）
漁
業
協
定
」
を
締
結
す
べ
く
協
議
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
協
議
は
一
六
回
に
渡
っ
て
行
わ
れ
た

が
合
意
に
至
ら
ず
、
二
〇
〇
八
年
の
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
と
台
湾
漁
船
の
衝
突
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
二
〇
〇
九
年
に
中

断
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
揺
り
動
か
し
た
も
の
が
、
二
〇
一
二
年
八
月
の
馬
総
統
の
「
東
シ
ナ
海
平
和
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」



一
〇
四

の
提
起
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
東
京
都
に
よ
る
尖
閣
諸
島
の
取
得
を
通
じ
て
周
辺
諸
国
と
の
間
で
起
こ
る
危
難
を
回
避
す

る
た
め
、
九
月
に
な
っ
て
野
田
内
閣
は
尖
閣
諸
島
の
国
有
化
に
ふ
み
き
っ
た
。
野
田
内
閣
の
尖
閣
諸
島
国
有
化
に
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）

政
府
も
、
中
華
人
民
共
和
国
も
反
発
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
尖
閣
諸
島
の
国
有
化
は
、
台
湾
（
臺
灣
・
中
華
民
国
）
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
共
同
歩
調
に
よ
る
日
本
攻
撃
を
発
生
さ

せ
る
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、
一
〇
月
に
玄
葉
外
務
大
臣
は
「
台
湾
の
み
な
さ
ん
へ
」
と
題
し
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
、
日
本
政
府
の
行
動
に
対
す
る
理
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
か
ら
日
台
（
臺
日
）
漁
業
協
定
」
締

結
の
機
運
が
高
ま
り
、
第
三
回
日
台
（
臺
日
）
漁
業
委
員
会
で
、
二
〇
一
三
年
四
月
一
一
日
に
「
一
部
水
域
で
の
操
業
ル
ー
ル
」
が
合
意

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

馬
総
統
の
「
東
シ
ナ
海
平
和
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」
は
、
関
係
国
が
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
争
議
を
棚
上
げ
に
し
、
東
シ
ナ
海
行
動
規
範
を
策

定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
資
源
の
共
同
開
発
と
平
和
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
馬
総
統
が
九
月
七
日
に

発
表
し
た
「
東
シ
ナ
海
平
和
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」
推
進
綱
領
は
、
二
国
間
、
多
国
間
の
漁
業
協
力
も
含
む
、
多
様
な
提
案
を
含
む
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
、
協
定
の
第
一
条
は
「
こ
の
取
り
決
め
は
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
平
和
及
び
安
定
を
維
持
し
、
友
好
及
び
互
恵
協
力
を
推

進
し
、
排
他
的
経
済
水
域
の
海
洋
資
源
の
保
存
及
び
合
理
的
な
利
用
並
び
に
操
業
秩
序
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
い
う
も

の
で
、
馬
総
統
に
一
定
の
配
慮
を
し
た
も
の
と
い
え
る
。「
日
本
側
が
馬
総
統
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
評
価
し
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
し
た
こ

と
が
」
台
湾
側
を
安
心
さ
せ
、
妥
協
に
至
っ
た
と
判
断
で
き
る）

11
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台
湾
（
臺
灣
）
の
漁
民
は
尖
閣
諸
島
周
辺
で
の
漁
業
を
望
ん
で
い
た
。
台
湾
（
臺
灣
）
が
日
本
の
領
土
で
あ
っ
た
時
に
は
自
由
に
操
業

で
き
た
海
域
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
春
の
マ
グ
ロ
漁
の
絶
好
の
漁
場
で
の
漁
業
権
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
台
湾
（
臺
灣
）
漁
民
に
あ



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

一
〇
五

る
程
度
の
譲
歩
を
す
る
こ
と
は
、
中
華
人
民
共
和
国
と
台
湾
（
中
華
民
国
）
に
、
不
用
意
に
反
日
活
動
を
発
生
さ
せ
る
可
能
を
回
避
す
る

た
め
に
も
必
要
な
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
山
中
石
垣
市
長
は
、
尖
閣
諸
島
周
辺
の
平
和
が
何
よ
り
も
八
重
山
地
域
に
と
っ
て
大
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
政
治
的
判
断
に
は
批
判
は
し
て
い
な
い）

11
（

。
た
だ
し
、
両
国
漁
民
の
不
満
は
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新

た
な
協
定
の
締
結
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
二
〇
一
四
年
一
月
二
四
日
に
第
三
回
日
台
（
臺
日
）
漁
業
委
員
会
が
台
北
市
で
開
か
れ
、
両
国
は
協
定
合

意
水
域
に
お
け
る
操
業
ル
ー
ル
に
合
意
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
八
重
山
諸
島
北
側
の
三
角
水
域
と
久
米
島
西
側
の
「
特
別
協
力
水

域
」
の
一
部
で
日
本
漁
船
の
操
業
が
可
能
と
な
っ
た
。
た
だ
し
日
本
と
台
湾
（
臺
灣
）
の
漁
船
が
同
時
に
操
業
し
た
場
合
、
延
縄
の
関
係

で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
危
険
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
側
が
主
張
し
た
船
の
間
隔
四
カ
イ
リ
（
約
七
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
が
全
水
域
に
適

用
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
今
回
の
取
り
決
め
は
二
〇
一
四
年
の
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
期
間
（
春
の
マ
グ
ロ
の
漁
業
期
）

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
以
降
は
再
協
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た）

11
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。

　

日
刊
水
産
経
済
新
聞
は
、「『
特
別
』
と
『
三
角
』
水
域
の
見
直
し
で
合
意
」
と
い
う
見
出
し
で
、
日
台
（
臺
日
）
漁
業
委
員
会
第
四
回

会
合
が
合
意
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
記
事
に
よ
る
と
「
日
台
漁
業
取
り
決
め
協
議
日
台
漁
業
取
り
決
め
水
域
に
お
け
る
操
業
ル
ー
ル

見
直
し
を
協
議
す
る
交
流
協
会
（
日
本
側
）
と
亜
東
関
係
協
会
（
台
湾
側
）
の
日
台
漁
業
委
員
会
第
四
回
会
合
が
四
日
か
ら
七
日
ま
で
東
京

で
開
か
れ
、『
特
別
協
力
水
域
』
と
、
八
重
山
北
方
の
『
三
角
水
域
』
の
ル
ー
ル
見
直
し
で
合
意
、
決
着
し
た
」
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

た
だ
し
「
日
本
側
が
強
く
求
め
て
い
た
取
り
決
め
適
用
全
水
域
で
の
『
船
間
距
離
四
カ
イ
リ
』
は
合
意
し
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
当
初
は
六
日
決
着
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
話
し
合
い
は
難
航
し
、
七
日
未
明
に
な
っ
て
や
っ
と
ま
と
ま
る
と
い
う
厳
し
い
協
議
で
、

決
裂
を
回
避
し
た
」
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
当
分
の
間
、
八
重
山
地
域
の
日
台
（
臺
日
）
間
の
平
和
な
漁
業
の
営
み
は
確
保



一
〇
六

さ
れ
る
見
通
し
が
つ
い
た
と
い
え
る）
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の
で
あ
る
。

六　

八
重
山
地
域
の
今
後

　

こ
の
よ
う
に
曲
が
り
な
り
に
も
漁
業
協
定
が
締
結
さ
れ
、
周
辺
海
域
の
安
全
が
確
保
さ
れ
た
八
重
山
地
域
に
と
っ
て
は
、
今
後
ど
の
よ

う
な
地
域
お
こ
し
を
展
開
し
て
い
く
か
が
課
題
に
な
る
。
漁
業
を
中
心
と
し
た
「
石
垣
島
の
振
興
策
」
の
策
定
は
、
漁
協
と
市
の
水
産
課

の
協
調
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
場
の
声
が
届
い
て
い
な
い
。
県
の
漁
協
の
振
興
策
は
国
の
補
助
金
の
獲

得
合
戦
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
振
興
基
金
は
施
設
整
備
す
な
わ
ち
箱
も
の
行
政
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
必
ず
し
も
現
場

や
地
元
の
声
が
届
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
も
っ
と
地
元
の
漁
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
や
り
方
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
。

　
「
例
え
ば
港
に
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
猛
暑
施
設
（
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
日
よ
け
）
が

作
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
沖
縄
の
日
差
し
は
き
つ
く
、
炎
天
下
の
作
業
の
た
め
に
は
日
よ
け
は
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
大
き
さ
で
は
、
太
陽
の
位
置
に
よ
っ
て
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
作
る
な
ら
か
な
り
大
き
な
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
大
き
さ
で

は
邪
魔
な
だ
け
で
あ
る
。」、
ま
た
「
防
衛
予
算
の
使
用
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
漁
民
の
た
め
に
用
い
て
ほ
し
い
。
八
重
山
の
漁
民
は
国
境

の
島
周
辺
で
漁
業
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
守
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
に
し
て
ほ
し
い
。
国
防
と
は
い
え
地
元
住
民
の
仕
事
を

最
優
先
に
対
応
し
て
ほ
し
い
」
と
の
声
も
聴
か
れ
た
。

　

ま
た
、「
石
垣
島
の
観
光
業
の
発
展
に
は
漁
協
が
中
心
と
な
っ
た
取
り
組
み
も
必
要
だ
」
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
修

学
旅
行
客
の
よ
う
な
大
人
数
の
集
団
を
受
け
入
れ
る
と
、
同
じ
規
格
の
食
材
を
提
供
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
し
か
し
零
細
な
地
元
漁
民

で
は
一
定
の
大
き
さ
の
も
の
を
一
定
数
整
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
品
ぞ
ろ
え
が
で
き
な
け
れ
ば
均
等
な
食
材
を
逆
に
大
都
市
の
企
業
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一
〇
七

か
ら
買
い
入
れ
る
し
か
な
く
な
る
。
こ
れ
で
は
地
産
地
消
が
成
り
立
た
な
い
。
ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
」
と
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た）

11
（

。

　

長
崎
県
の
上
五
島
町
や
五
島
市
で
は
民
泊
を
利
用
し
た
修
学
旅
行
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
各
民
泊
に
五
・
六
人
を
宿
泊
さ
せ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
民
泊
先
で
家
主
が
考
え
た
も
て
な
し
を
す
る
と
い
う
。
食
事
も
待
遇
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
そ
れ
も
い
い
体
験
と
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
と
聞
い
た
。
石
垣
市
は
大
き
な
ホ
テ
ル
や
旅
館
が
多
く
、
均
等
な
食
材
で
平
等
に
も
て
な
す
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
自
然
の
中
で
地
元
の
生
活
を
訪
問
し
た
時
の
条
件
で
体
験
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

す
れ
ば
、
受
け
入
れ
先
さ
え
確
保
で
き
れ
ば
、
竹
富
町
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
島
に
客
を
分
散
さ
せ
る
形
で
、
多
く
の
客
を
一
度
に
受
け
入
れ

る
こ
と
も
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
発
想
の
転
換
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。

　

琉
球
処
分
を
断
行
し
た
際
に
、
明
治
政
府
は
清
朝
に
対
し
て
「
宮
古
・
八
重
山
」
す
な
わ
ち
先
島
諸
島
を
割
譲
す
る
と
い
う
提
案
を
し

た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
沖
縄
本
島
と
い
う
〈
周
辺
の
中
央
〉
を
領
域
化
す
る
た
め
に
両
先
島
（「
宮
古
・
八
重
山
」）

〈
周
辺
の
周
辺
〉
を
犠
牲
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
政
治
判
断
が
あ
っ
た
証
拠
と
い
え
る
。
清
王
朝
を
見
た
場
合
、
北
京
が
清
朝
の
〈
中

央
〉
で
あ
り
、
福
建
は
〈
周
辺
〉
で
あ
る
。
そ
の
福
建
は
地
方
の
行
政
単
位
か
ら
い
え
ば
〈
中
心
〉
な
の
で
あ
り
、
臺
灣
（
台
湾
）
は
福

建
か
ら
み
れ
ば
〈
地
方
〉
と
な
る
。
北
京
と
臺
灣
（
台
湾
）
で
は
、
北
京
が
〈
中
央
〉
で
あ
れ
ば
臺
灣
（
台
湾
）
は
〈
地
方
の
地
方
〉
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
台
北
〈
地
方
の
地
方
の
中
央
〉
か
ら
み
れ
ば
花
蓮
や
蘇
澳
鎮
は
〈
地
方
の
地
方
の
地
方
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
八

重
山
地
域
で
い
え
ば
石
垣
市
〈
地
方
の
地
方
の
中
央
〉
か
ら
み
れ
ば
竹
富
町
の
島
々
や
与
那
国
町
は
〈
地
方
の
地
方
の
地
方
〉
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
〈
地
方
の
地
方
の
地
方
〉
こ
そ
、〈
中
央
〉
や
〈
地
方
の
中
央
〉
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。



一
〇
八

国
家
規
模
の
拡
大
と
、
制
度
規
則
の
整
備
等
に
よ
っ
て
国
境
が
強
く
意
識
さ
れ
、
国
境
を
超
え
た
〈
周
辺
〉
同
士
の
交
流
は
、
ア
メ
リ
カ

に
よ
っ
て
与
那
国
と
台
湾
（
臺
灣
）
の
交
易
が
断
絶
さ
れ
た
よ
う
に
、
断
絶
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
以

前
に
は
地
域
間
の
交
流
は
自
然
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
取
り
残
さ
れ
た
〈
周
辺
〉
に
は
独
自
の
伝
統
文
化
が
蓄
積
さ
れ
、
加
え

て
か
つ
て
の
交
流
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
あ
っ
た
〈
周
辺
〉
同
士
の
間
で
築
か
れ
た
伝
統
文
化
や
慣
習
な
ど
が
改
正
さ
れ
蓄
積
さ
れ
て
き

た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
も
の
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
〈
周
辺
〉
の
独
自
文
化
を
確
認
し
た
り
、
交
流
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
き
た
〈
周
辺
〉
同
士
の
絆

を
理
解
あ
る
い
は
再
発
見
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
交
流
を
通
じ
て
新
し
い
地
域
文
化
を
通
じ
た
地
域
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
で
き
れ
ば
、
よ
り
独
自
性
を
持
っ
た
地
域
お
こ
し
が
実
践
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た

こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
地
域
お
こ
し
、
よ
り
広
域
的
な
全
体
的
な
地
域
お
こ
し
、
国
境
を
越

え
た
地
域
の
新
し
い
姿
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
何
を
生
か
し
て
そ
う
し
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
作
り
上
げ
る
か
が
各
地

域
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
他
の
地
域
を
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
も
う
一
度
自
分
た
ち
の
地
域
を
複
眼
的
に
見
直
せ
ば
新
し

い
方
向
性
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
の
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
か
ら
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
三
年
計
画
で
実
施
さ
れ
て
い
る
共

同
研
究
「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
政
治
」
の
中
で
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
三
月
に
沖
縄
県
八
重
山
地
方
の
石
垣
市
と
与
那
国
町
で
実
施
し
た
聞
き
取

り
調
査
の
」
と
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
七
）
年
一
二
月
に
台
湾
（
臺
灣
）
の
花
蓮
市
や
宜
蘭
県
蘇
澳
鎮
で
実
施
し
た
聞
き
取
り
調
査
」
を
中
心
に
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
文
に
お
い
て
は
、
数
字
は
各
資
料
の
表
記
に
か
か
わ
ら
ず
漢
数
字
で
表
記
し
た
。
ま
た
単
位
を
表
す
記
号
も
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
記
載
し
た
。
各
種
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資
料
で
は
「
尖
閣
諸
島
」
と
「
尖
閣
列
島
」
が
混
在
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
す
べ
て
「
尖
閣
諸
島
」
に
統
一
し
て

表
記
し
た
。

（
１
）　

日
本
の
人
口
と
面
積
は
、
帝
国
書
院
「
統
計
資
料���

日
本���

面
積
・
人
口
」（https://w

w
w
.teikokushoin.co.jp/statistics/japan/�

index02.htm
l

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
２
）　

海
洋
面
積
を
含
ん
だ
日
本
の
領
域
の
国
際
比
較
に
お
け
る
順
位
を
、
山
田
義
彦
氏
や
海
上
保
安
庁
（「
北
海
道
の
海
の
知
識
」（http://w

w
w
1.

kaiho.m
lit.go.jp/K

A
N
1/soudan/w

an.htm
l

）
は
世
界
第
六
位
と
し
、Soft�Coral

（http://w
w
w
.h5.dion.ne.jp/~s_coral/w

ebm
aster/�

haitatekikeizaisuiiki.htm
l

）
は
第
七
位
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
面
積
に
つ
い
て
も
吉
田
氏
、
東
京
都
、
海
上
保
安
庁
で
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

山
田
吉
彦
著
「
農
政
ト
ピ
ッ
ク���

Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
我
が
国
の
海
洋
安
全
保
障
に
与
え
る
影
響
」『
月
刊
Ｊ
Ａ
』（
二
〇
一
一
年
一
一
月
）、
山
田
吉
彦
著
『
日

本
の
国
境
』
新
潮
新
書
。
な
お
領
海
に
つ
い
て
海
上
保
安
庁
は
、
接
続
水
域
三
二
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
含
ん
だ
場
合
に
は
四
四
七
万
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
領
海
四
三
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
接
続
水
域
を
除
い
た
排
他
的
経
済
水
域
を
約
三
七
三
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
し
て
い
る

（
海
上
保
安
庁
「
日
本
の
領
海
等
概
念
図
」
：http://w

atari.ti-da.net/e3091342.htm
l

）。

（
３
）　

東
京
都
総
務
局
『
東
京
諸
島
の
概
要
』（
平
成
一
四
年
）（http://w

w
w
.kouw

an.m
etro.tokyo.jp/jigyo/kaigan-plan/izu-ogasaw

ara/�
02.pdf#search='%

E6%
9D

%
B1%

E4%
BA

%
A
C%

E8%
A
B%

B8%
E5%

B3%
B6%

E3%
81%

A
E%

E6%
A
6%

82%
E8%

A
6%

81'

）

（
４
）　

沖
縄
環
境
経
済
研
究
所
『
琉
球
諸
島
を
世
界
遺
産
へ
』
沖
縄
県
文
化
環
境
部
自
然
保
護
課
発
行
「
琉
球
諸
島
の
範
囲
に
つ
い
て
」（http://

w
w
w
.pref.okinaw

a.lg.jp/site/kankyo/shizenryokuka/koen/docum
ents/h162_pam

phlet

）（p16-p30

）.

（
５
）　
「
代
表
渡
慶
次
明
の
よ
も
や
ま
ば
な
し
」（http://w

atari.ti-da.net/e3091342.htm
l

）
参
照

（
６
）　

東
京
都
総
務
局
、
前
掲
『
概
要
』、
小
笠
原
村
Ｈ
Ｐ
『
第
四
次
小
笠
原
村
総
合
計
画
』（http://w

w
w
.vill.ogasaw

ara.tokyo.jp/�
com

prehensiveplan/

）
参
照

（
７
）　

長
崎
県
「
な
が
さ
き
の
し
ま
・
な
が
さ
き
の
し
ま
Ｑ
＆
Ａ
」（http://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/sim

a/qa/nagasaki-qa.htm
l

）

（
８
）　

沖
縄
県
文
化
環
境
部
自
然
保
護
課
、「N

ature�on�O
kinaw

a���

沖
縄
の
自
然
ガ
イ
ド���

森
と
海
の
不
思
議
な
生
き
物
た
ち
」（
冊
子
）（http://
w
w
w
.pref.okinaw

a.lg.jp/site/kankyo/shizenryokuka/hogo/nature_in_okinaw
a.�htm

l

）。



一
一
〇

（
９
）　

沖
縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所
編
『
八
重
山
の
地
域
性
』（
南
島
文
化
研
究
所
叢
書
Ⅰ
、
編
集
工
房
東
洋
企
画
、
二
〇
〇
六
年
三
月
三
〇
日

発
行
、
一
頁

（
10
）　

沖
縄
県
の
長
所
部
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
環
境
経
済
研
究
所
、
前
掲
書
、
沖
縄
県
Ｈ
Ｐ
、「
島
嶼
別
面
積
」「
八
重
山
地
域
の
概
要
」（http://

w
w
w
.pref.okinaw

a.jp/site/kikaku/tochitai/tousho.htm
l

）、
南
大
東
島
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.vill.m

inam
idaito.okinaw

a.jp/pdf/youran-�
pdf/09_chisei.pdf

）、
な
ど
参
照

（
11
）　
「
日
本
の
旅���
四
七
選���

日
本
の
最
四
端
」（http://park10.w

akw
ak.com

/~zipangu21/j_trip/special/ew
sn_japan/ew

sn_japan.htm

（
12
）　

市
区
町
村
変
遷
履
歴
情
報
、
都
道
府
県
別
一
覧
【
沖
縄
県
】（http://uub.jp/upd/

）
参
照

（
13
）　

各
市
町
村
の
人
口
は
沖
縄
県
Ｈ
Ｐ
「
市
町
村
行
政
の
状
況
」、「
市
町
村
の
人
口
・
世
帯
数
・
面
積
」（
二
〇
一
二
年
八
月
九
日
更
新
）（http://

w
w
w
.pref.okinaw

a.jp/site/kikaku/shichoson/2431.htm
l

）
参
照

（
14
）　

宮
古
市
「
宮
古
市
の
概
要
」（http://w

w
w
.city.m

iyakojim
a.lg.jp/syoukai/gaiyou.htm

l

）、
石
垣
市
「
お
ー
り
と
ー
り���

石
垣
市
」

（http://w
w
w
.city.ishigaki.okinaw

a.jp/hom
e/index.php

）、
与
那
国
町
「
日
本
最
西
端
の
島���

与
那
国
町
」（http://w

w
w
.tow

n.
yonaguni.okinaw

a.jp/

）、［
Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｇ�
ふ
ろ
っ
ぐ
］［
倉
庫
］「
各
都
道
府
県
庁
間
の
最
短
距
離-

東
京
（
新
宿
区
）
か
ら
の
各
都
道
府
県
庁
間
の
距
離

（http://w
w
w
.jp-ia.com

/_database/todoufukm
13.htm

l

）、「
尖
閣
諸
島
の
島
々
」（http://okinaw

ashim
adas.fc2w

eb.com
/okinaw

asenkaku.
htm

）、「
尖
閣
諸
島
の
住
所
」（http://blog.goo.ne.jp/m

em
o26/e/cf36cb8bae654f1be75f794e3f8dabd5

）
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
15
）　
「
都
道
府
県
別
の
合
併
の
進
捗
状
況
」『
市
町
村
合
併
資
料
集
』（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/gapei/gapei.htm
l

）

（
16
）　

外
務
省
「
尖
閣
諸
島
」（http://w

w
w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/area/senkaku/pdfs/senkaku.pdf#search='%

E5%
B0%

96%
E9%

96%
A
3

%
E5%

88%
97%

E5%
B3%

B6'

）、
石
垣
市
「
統
計
い
し
が
き
」
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
17
）　

沖
縄
県
「
八
重
山
地
域
の
概
要
」（http://w

w
w
.pref.okinaw

a.jp/site/norin/norin-yaeyam
a-nosui/keikaku/yaeyam

anogaiyou.
htm

l

）

（
18
）　

沖
縄
県
『
八
重
山
要
覧
』（http://w

w
w
.pref.okinaw

a.jp/site/som
u/yaeyam

a/shinko/docum
ents/yaeyam

ayouran/�
yaeyam

ayouran.htm
l

）
と
沖
縄
県
企
画
統
計
部
「
平
成
22
年
国
勢
調
査
産
業
等
基
本
集
計
結
果���

沖
縄
県
の
概
要
」（http://w

w
w
.pref.�



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

一
一
一

okinaw
a.jp/toukeika/pc/2010/sangyou/gaiyo.pdf#search='%

E6%
B2%

96%
E7%

B8%
84%

E7%
9C%

8C%
E3%

81%
A
E%

E7%
94%

A
3%

E6%
A
5%

A
D
%
E5%

88%
A
5%

E5%
B0%

B1%
E6%

A
5%

A
D
%
E8%

80%
85%

E6%
95%

B0'

）
参
照

（
19
）　

石
垣
市
『
統
計
い
し
が
き���

平
成
二
六
年
度
』（
第
三
七
号
）（http://w

w
w
.city.ishigaki.okinaw

a.jp/hom
e/kikakubu/kikaku/

toukei.htm
）、
沖
縄
県
、
前
掲
資
料
等
を
参
照
し
整
理
し
た

（
20
）　

沖
縄
県
「
八
重
山
地
域
の
水
産
業
の
概
況
」（http://w

w
w
.pref.okinaw

a.jp/site/norin/norin-yaeyam
a-nosui/26208.htm

l

）

（
21
）　

竹
富
町
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.tow

n.taketom
i.lg.jp/

）
参
照

（
22
）　

沖
縄
県
『
八
重
山
要
覧
』
参
照
。
な
お
日
帰
り
型
の
観
光
客
が
多
く
、
観
光
収
入
の
多
く
を
石
垣
市
に
奪
わ
れ
て
い
る
竹
富
町
の
状
況
を
、
呉

鍚
畢
氏
は
「
ピ
ノ
キ
オ
観
光
」
と
呼
び
、
改
革
の
必
要
性
を
提
言
し
て
い
る
。
呉
「
ピ
ノ
キ
オ
観
光
と
地
域
発
展
の
可
能
性
」
沖
縄
国
際
大
学
南
島

文
化
研
究
所
『
八
重
山
の
地
域
性
』（
南
島
文
化
研
究
所
叢
書
Ⅰ
）
編
集
工
房
東
洋
企
画
二
四
三
―
二
六
二
頁
参
照

（
23
）　

斎
藤
剛
史
著
「
教
科
書
の
採
択
権
は
誰
に
あ
る
の
か
～
沖
縄
・
八
重
山
地
区
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
内
田
洋
行
・
教
育
総
合
研
究
所
「
学

び
の
場.Com

」（http://w
w
w
.m

anabinoba.com
/index.cfm

/6,17520,13,htm
l

）
参
照
。
な
お
Ａ
社
が
育
鵬
社
で
あ
り
Ｂ
社
が
東
京
書
籍
で
あ

る
こ
と
は
、
著
者
が
加
筆
し
た
。

（
24
）　

文
部
科
学
省
Ｈ
Ｐ
「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
書
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（http://w

w
w
.m

ext.
go.jp/b_m

enu/houan/an/detail/1344707.htm
）
参
照

（
25
）　

八
重
山
地
域
の
一
体
化
を
目
的
と
し
た
合
併
計
画
や
、
石
垣
市
と
竹
富
町
の
合
併
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
石
垣
市
と
竹
富
町
の

間
に
は
、
広
域
行
政
の
展
開
に
関
す
る
あ
る
種
の
共
通
認
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
石
垣
市
で
は
二
〇
一
〇
年
二
月
か
ら

保
守
系
の
中
山
義
隆
氏
が
二
期
に
わ
た
っ
て
市
長
を
勤
め
て
い
る
。
他
方
竹
富
町
で
は
二
〇
〇
八
年
か
ら
革
新
系
の
川
満
栄
長
氏
が
町
長
を
勤
め
て

い
る
。
ま
た
与
那
国
町
で
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
保
守
系
の
外
間
守
吉
氏
が
町
長
を
勤
め
て
い
る
。（
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
四
年
三
月
二
日
「
石
垣

市
町
選
、
現
職
の
中
山
氏
再
選���

与
党
が
勝
利
」、「
竹
富
町
の
あ
ゆ
み
」（http://w

w
w
.tow

n.taketom
i.lg.jp/tow

n/index.php?content_
id=9

）、
琉
球
新
報
８
月
12
日
「
与
那
国
町
長
選���

複
雑
な
民
意
受
け
止
め
よ
（http://ryukyushim

po.jp/new
s/storyid-210914-storytopic-�

11.htm
l

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。



一
一
二

（
26
）　

与
那
国
島
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.tow

n.yonaguni.okinaw
a.jp/

）、
与
那
国
島
基
本
情
報
（http://w

w
w
.tow

n.yonaguni.okinaw
a.jp/

donan-bunka/base/

）、
八
重
山
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合H

P

（http://w
w
w
.y-kouiki.com

/kousei_yonaguni.htm
l

）、「
竹
富
町���

市
町

合
併
と
役
場
移
転
に
関
す
る
住
民
投
票
（http://hom

epage1.nifty.com
/jj-junjun/taketom

i.H
T
M

L

）
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
27
）　

石
垣
島
で
の
調
査
資
料
を
中
心
に
整
理
し
た
。
な
お
石
垣
島
へ
の
自
衛
隊
の
配
備
問
題
に
つ
い
て
は
「
八
重
山
日
報
」（http://w

w
w
.yaeyam

a-�
nippo.com

/%
E7%

89%
B9%

E9%
9B%

86/%
E8%

87%
A
A
%
E8%

A
1%

9B%
E9%

9A
%
8A

%
E5%

95%
8F%

E9%
A
1%

8C

）
参
照

（
28
）　

与
那
国
町
で
は
最
初
に
町
議
会
議
員
で
あ
る
糸
数
健
一
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
糸
数
議
員
に
は
島
内
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
ば
か

り
か
、
夜
に
は
自
宅
で
話
を
う
か
が
っ
た
。
議
員
の
御
協
力
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
糸
数
議
員
も
Ｕ
タ
ー
ン
者
の
一
人
で
あ
る
。

（
29
）　

与
那
国
町
『
与
那
国���
沈
黙
の
怒
濤���

ど
ぅ
な
ん
の
一
〇
〇
年
（
町
史
別
巻
Ⅰ
）』
一
九
九
七
年
や
若
林
敬
子
著
『
沖
縄
の
人
口
問
題
と
社
会

的
現
象
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
九
年
、
二
一
二
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
自
衛
隊
の
駐
留
は
糸
数
氏
か
ら
聞
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
30
）　

与
那
国
町
で
の
調
査
資
料
を
中
心
に
整
理
し
た
。
な
お
与
那
国
島
へ
の
自
衛
隊
の
配
備
問
題
に
つ
い
て
は
、
朝
日
デ
ジ
タ
ル
（http://w

w
w
.

asahi.com
/articles/A

SH
2P7K

V
ZH

2PT
PO

B004.htm
l

）
や8bitnew

s

「
八
重
山
郡
で
初
の
自
衛
隊
配
備
」（http://8bitnew

s.org/?p=1811

）

等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
31
）　

日
台
（
臺
日
）
間
の
漁
業
問
題
等
に
関
し
て
は
、
石
垣
市
で
は
沖
縄
県
漁
業
士
会
会
長
の
比
嘉
康
雅
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
、
台
湾
（
臺
灣
・

中
華
民
国
）
で
は
宣
蘭
懸
延
縄
漁
業
協
會
總
幹
事
の
林
新
川
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
。

（
32
）　

中
華
人
民
共
和
国
の
「
中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
及
び
接
続
海
域
法
」
に
つ
い
て
は
、
毛
利
亜
樹
「
法
に
よ
る
権
力
政
治���

現
代
海
洋
法
秩
序

の
展
開
と
中
国
」（http://w

w
w
2.jiia.or.jp/pdf/resarch/h22_Chugoku_kenkyukai/06_Chapter6.pdf#search='1992%

E5%
B9%

B4+
%
E4%

B8%
A
D
%
E5%

9B%
BD

%
E3%

81%
A
E%

E6%
B5%

B7%
E6%

B4%
8B%

E6%
B3%

95'

）
を
参
照
し
た
。

（
33
）　

川
島
貢
著
「『
歴
史
的
』
日
台
漁
業
協
定
の
締
結���

―
そ
の
以
後
と
課
題
」（nippon.com

：http://w
w
w
.nippon.com

/ja/currents/
d00081/

）

（
34
）　

櫻
井
よ
し
こ
著
「
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
の
日
台
漁
業
協
定
『
沖
縄
県
が
政
府
に
抗
議
』
の
真
相
」『
週
刊
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
』
二
〇
一
三
年
四
月

二
七
日
・
五
月
四
日
合
併
号
参
照



沖
縄
県
に
お
け
る
国
境
離
島
の
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

一
一
三

（
35
）　
『
琉
球
新
報
』、「
日
台
漁
業
委
員
会
で
一
部
水
域
で
の
操
業
ル
ー
ル
に
合
意
」（http://ryukyushim

po.jp/new
s/prentry-218346.htm

l

）

（
36
）　

日
刊
漁
業
経
済
新
聞
（http://w

w
w
.suikei.co.jp/%

E3%
80%

8C%
E7%

89%
B9%

E5%
88%

A
5%

E3%
80%

8D
%
E3%

81%
A
8%

E3%
80%

8C%
E4%

B8%
89%

E8%
A
7%

92%
E3%

80%
8D

%
E6%

B0%
B4%

E5%
9F%

9F%
E3%

81%
A
E%

E8%
A
6%

8B%
E7%

9B%
B4%

E3%
81%

97%
E3%

81%
A
7%

E5%
90%

88%
E6%

84%
8F%

E3%
80%

81%
E6%

97%
A
5%

E5%
8F%

B0%
E6%

BC%
81/

（
37
）　

石
垣
市
で
の
聞
き
取
り
調
査
と
長
崎
県
上
五
島
町
と
五
島
市
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容

（
38
）　

藤
波
潔
著
「
八
重
山
と
台
湾
の
歴
史
的
関
係���

―
真
の
「
関
係
史
」
構
築
を
目
指
し
て
―
」『
八
重
山
の
地
域
性
』
二
二
一
―
二
四
一
頁
参
照



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

一
．
石
垣
市
役
所
で
の
聞
き
取
り
調
査

会　

場
：
石
垣
市
役
所
会
議
室

日　

時
：
二
〇
一
四
年
一
月
二
四
日
午
後
四
時
―
五
時
三
〇
分

参
加
者
：
中
山
義
隆
石
垣
市
長
、
嘉
数
博
仁
（
企
画
部
観
光
ス
ポ
ー
ツ
局

長
）、
こ
さ
さ
俊
太
郎
（
同
主
査
）

　
　
　
　

日
本
大
学　

山
田
光
矢
、
佐
渡
友
哲
、
孔　

義
植

石
垣
市
の
概
況

石
垣
市
：
琉
球
弧
及
び
日
本
列
島
の
最
南
西
端
に
位
置
し
、
一
九
の
島
々

か
ら
成
る
八
重
山
群
島
の
拠
点

　
　
　
　

石
垣
島
と
無
人
の
尖
閣
諸
島
で
構
成

　
　
　
　

八
重
山
圏
域
〈
石
垣
市
・
竹
富
町
・
与
那
国
町
〉
の
全
面
積

（
五
九
一
・
八
㎢
）
の
約
三
九
％

　
　
　
　

沖
縄
県
全
面
積
（
二
、二
七
一
・
三
㎢
）
の
一
〇
％

　

市
制
施
行
：
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
年
七
月
一
〇
日

　
　

非
核
平
和
都
市
宣
言

　
　
　
　

昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
年
）
三
月
二
九
日
制
定

　
　

観
光
立
市
宣
言　

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
一
一
月
一
日
宣
言

　
　

平
和
港
湾
宣
言　

平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
年
）
三
月
二
六
日
議
決

　
　

石
垣
市
核
廃
絶
平
和
都
市
宣
言

　
　
　
　

平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
一
二
月
二
七
日
議
決

　

人
口
：
四
八
、八
一
〇
人
（
男
：
二
四
、四
二
五
人　

女
：
二
四
、三
八

一
一
五

　

政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料



五
人　

世
帯
数
二
二
、四
七
四
戸
・
平
成
二
五
年
一
二
月
末
現

在
）

　
　
　
　

産
業
別
人
口
（
平
成
二
二
年
）

　
　
　
　
　
　

第
一
次
産
業　
　

一
、九
五
七
人
（　

八
・
七
％
）

　
　
　
　
　
　

第
二
次
産
業　
　

三
、一
九
〇
人
（
一
七
・
三
％
）

　
　
　
　
　
　

第
三
次
産
業　

一
四
、八
九
〇
人
（
六
六
・
八
％
）

　
　
　
　
　
　

分
類
不
能　
　
　

二
、二
三
八
人
（
一
〇
・
〇
％
）

　

面
積
：
二
二
九
・
〇
〇
㎢　

海
岸
線
：
延
長
一
八
四
㎞

主
な
産
業
：
農
業
、
水
産
業
、
畜
産
業
、
観
光
業

主
な
特
産
品
：
石
垣
牛
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
マ
ン
ゴ
ー
、
か
ま
ぼ
こ
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
（
市
役
所
職
員
は
マ
グ
ロ
と
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
を
強
調
）

　

食
糧
自
給
率
が
低
い　

→　

平
地
が
多
い
の
で
可
能
性
は
高
い
…
家
庭

菜
園
が
多
い

　
　

∴　

輸
入
あ
る
い
は
移
入
食
料
が
多
い
（
牛
・
豚
）

漁
港　

第
一
種
：
登
野
城
漁
港
、
伊
野
田
漁
港
、
船
越
漁
港

　
　
　

第
二
種
：
石
垣
漁
港

　
　
　
　

⇒

　

沿
岸
漁
業
の
基
地
と
し
て
順
次
そ
の
整
備
を
進
め
て
い
る

　

尖
閣
問
題
：
尖
閣
諸
島
周
辺
で
の
漁
業
＝
経
費
の
関
係
で
一
週
間
程
度

の
滞
在
が
必
要

　
　
　
　

∴　

沿
岸
漁
業
者
は
近
寄
ら
な
い

　
　
　

荒
海　

→　

船
溜
り
、
灯
台
、
通
信
施
設
な
ど
が
必
要

　
　
　
　

海
上
保
安
庁
：
大
型
巡
視
船
一
四
艘
配
備
決
定
＝
第
一
一
管
区

海
上
保
安
本
部
・
石
垣
海
上
保
安
部

空
港　

新
石
垣
空
港
：
第
三
種
空
港
滑
走
路
：
二
、〇
〇
〇
ｍ
×
四
五
ｍ
）

　
　
　
　

平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
年
）
三
月
七
日
開
港

　
　

国
際
タ
ー
ミ
ナ
ル
併
設　

→　

日
本
の
最
西
端　

→　

台
湾
に
近
い

　

→　

定
期
便
は
な
い

　
　

ピ
ー
ク
時
：
一
日
九
二
便
の
離
発
着　

→　

国
際
空
港
化
す
る
に
は

空
港
の
拡
張
が
必
要
：
二
、五
〇
〇
ｍ
空
港
へ

　
　

石
垣
空
港 ⇔

 

台
湾
花
蓮
：
夏
季
の
み
・
復
興
航
空
（T

rans A
sia 

A
irw

ays

）
定
期
チ
ャ
ー
タ
ー
便
運
航

　
　

第
一
一
海
上
保
安
本
部
・
石
垣
航
空
基
地
併
用

石
垣
市
役
所
：
北
緯
二
四
度
二
〇
分
、
東
経
一
二
四
度
九
分

石
垣
島
か
ら
の
距
離

　

宮
古
島
（
宮
古
島
市
）
ま
で
：
一
三
三
㎞
：
第
一
一
海
上
保
安
本
部
・

石
垣
海
上
保
安
部
・
宮
会
場
都
保
安
署

　

沖
縄
本
島
（
那
覇
市
）
ま
で
：
四
一
一
㎞

　

鹿
児
島
ま
で
：
一
、〇
一
九
㎞

　

東
京
ま
で
：
一
、九
五
二
㎞

一
一
六
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台
湾（
台
北
）ま
で
：
二
七
七
㎞
…
沖
縄
本
島
よ
り
台
湾
の
ほ
う
が
近
い

市
町
村
と
の
交
友
関
係

　
　

親
善
都
市
：
岡
崎
市（
愛
知
県
）　

昭
和
四
四
年（
一
九
六
九
年
）二
月

　
　

友
好
都
市
：
稚
内
市（
北
海
道
）　

昭
和
六
二
年（
一
九
八
七
年
）九
月

　
　
　
　
　
　
　

北
上
市（
岩
手
県
）　

平
成
二
六
年（
二
〇
一
四
年
）一
月

二
六
日

　
　

姉
妹
都
市
：
蘇
澳
鎮（
臺
灣
）　

平
成
七
年（
一
九
九
五
年
）九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

台
湾（
臺
灣
）-
宜
蘭
懸-

宜
蘭
市-

蘇
澳
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

漁
業
を
中
心
に
交
流

　
　
　
　
　
　
　

一
九
八
二
年
：
八
重
山
青
年
会
議
所
と
蘇
澳
港
國
際
青

年
商
會
姉
妹
締
結

　
　
　
　
　
　
　

カ
ウ
ア
イ
郡
（
米
国
ハ
ワ
イ
州
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
年
）
一
〇
月

　
　

ゆ
か
り
の
ま
ち
：
上
板
町（
徳
島
県
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
二
年（
二
〇
〇
〇
年
）一
〇
月

　
　

姉　

 

妹　

 

港
：
花
蓮
港（
台　

湾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
三
年（
二
〇
〇
一
年
）一
〇
月

石
垣
市
の
人
口
動
向

　

近
年
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る　

→　

毎
年
一
〇
〇
人
程
度
増
加

　

特
徴
：
四
七
都
道
府
県
の
出
身
者
が
在
住

　
　
　
　

三
六
カ
国
の
人
々
が
住
ん
で
い
る

　

台
湾
と
の
交
流
：
漁
業
を
中
心
と
し
た
交
流

　
　
　
　

台
湾（
臺
灣
）-

宜
蘭
懸-

宜
蘭
市-

蘇
澳
鎮

　
　
　
　

約
二
、〇
〇
〇
人
が
帰
化

　
　

台
湾
の
影
響
：
水
牛
を
使
う
農
業
な
ど

　

人
口
増
の
要
因
の
例

　
　

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

　
　
　
　

母
国
の
選
手
の
応
援
や
サ
ポ
ー
ト
の
た
め
に
来
島
し
定
住

　
　

Ｃ
Ｉ
Ｒ
（
国
際
交
流
員
）
に
よ
る
来
島
者

　
　

観
光
客
の
定
住
化
…
毎
年
約
六
〇
万
人
の
観
光
客
が
来
島

　
　
　
　

島
へ
の
愛
着
が
生
ま
れ
て
定
住
す
る
人
々
が
い
る

　
　
　
　
　

⇒

　

四
七
都
道
府
県
の
出
身
者
が
在
住
す
る
一
因

石
垣
島
（
八
重
山
地
域
）
の
特
区
構
想　

⇒

　

国
の
許
可
が
下
り
ず
頓
挫

　

石
垣
の
魚
の
貿
易

　
　

（
す
じ
あ
ら
：
ア
ー
ラ
・
ミ
ー
バ
イ
：
や
い
と
は
た
…
養
殖
）

石
垣
島
の
観
光
産
業
の
特
色

　

売
り
物
：
日
本
で
あ
っ
て
日
本
で
な
い

　
　
　
　
　

日
本
の
最
西
端
（
台
湾
に
近
い
）、

　
　
　
　
　
　

⇒

　

八
重
山
地
域
の
独
自
性

一
一
七



一
一
八

　
　
　
　
　

自
然
・
ダ
イ
ビ
ン
グ
・
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
・
つ
り
等

　
　

観
光
収
入
：
約
六
〇
〇
億

　
　
　
　

市
の
財
政
：
三
〇
〇
億

　
　
　
　
　

⇒
　

観
光
産
業
へ
の
依
存
度
が
高
い

　
　

名
産
品
の
需
要
拡
大
策
の
実
施　

⇒

　

ISH
IGA

K
I 

× D
ESIGN

：

名
産
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
再
生

　
　

ネ
ッ
ト
に
よ
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
募
集

　
　
　
　
　

⇒

　

名
産
品
一
〇
点
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　
　
　
　

内
一
点
：
台
湾
か
ら
の
応
募
作
品

　
　
　
　
　
　
　

⇒

　

ネ
ッ
ト
が
海
外
へ
の
情
報
発
信
手
段
と
な
っ
て
い

る
こ
と
の
証

自
然
：
暖
か
い

　
　

農
協
観
光
：
東
北
か
ら
の
客
（
冬
期
）

　
　
　
　

岩
手
県
や
山
形
県
米
沢
市
と
の
交
流

　
　

岩
手
県
：「
か
け
は
し
交
流
」

　
　
　
　

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
の
大
冷
害
以
降

　
　
　
　

石
垣
市
：
岩
手
県
の
種
籾
を
肥
育
＝
交
流
開
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

現
在
も
継
続

　
　
　
　

二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
月
二
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
好
都
市
提
携
締
結

　
　

∴　

平
成
二
三
年
ま
で

　
　
　
　
　

二
月
・
三
月
の
観
光
客
＝
七
月
・
八
月
と
肩
を
並
べ
て
い
た

　

台
湾
か
ら
の
観
光
客
：
多
い
…
交
流
を
通
じ
た
拡
充
が
必
要

　
　

自
転
車
、
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
、
つ
り
を
中
心
に
来
島

　
　

国
際
ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス
＝
日
本
艇
一
〇
、
台
湾
艇
四
程
が
参
加

　

韓
国
か
ら
の
観
光
客
：
少
な
い
＝
増
加
策
が
必
要

　
　
　

島
を
知
ら
せ
る
工
夫
が
必
要

　
　

二
〇
〇
八
年
：
イ
・
ジ
ョ
ン
ソ
プ
監
督
「
快
刀
ホ
ン
・
ギ
ル
ド
ン
」

撮
影

　
　
　
　
　
　
　
　

監
督
は
石
垣
島
で
の
撮
影
が
多
い

　
　

二
〇
一
三
年
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
イ
ラ
ン
ド
」（
韓
国
Ｔ
Ｖ
ド
ラ

マ
）
一
〇
〇
％
撮
影

　
　

韓
国
人
は
ゴ
ル
フ
を
や
る

　
　

き
ち
ん
と
し
た
ゴ
ル
フ
場
の
建
設
が
必
要

　

多
国
籍
の
外
国
人
観
光
客
の
来
島
：
ク
ル
ー
ズ
船（
マ
レ
ー
シ
ア
船
籍
）

＝
平
成
二
五
年
度
で
八
万
七
千
人

　
　

台
湾
基
隆
港
か
ら
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
ア
ク
エ
リ
ア
ス

　
　
　
　

石
垣
港
に
寄
港　

→　

週
二
便
程
度

　
　

半
日
程
度
の
上
陸
：
基
隆
港　

→　

石
垣
港　

→　

那
覇
港
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台
風
の
恵
み
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

　
　

台
風
：
雨
と
塩
が
生
態
系
を
保
持
し
て
い
た
。

八
重
山
：
流
罪
の
地
＝
政
治
や
芸
能
関
係
者
が
流
罪
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

独
自
の
文
化
を
育
ん
で
き
た

台
湾
・
中
国
と
の
環
境
問
題

　
　

中
国
の
公
害
が
風
に
乗
っ
て
台
湾
に
来
る

　
　

中
国
と
台
湾
の
公
害
が
一
緒
に
な
っ
て
八
重
山
に
来
る

　
　
　

⇒

　

国
際
協
調
を
通
じ
た
環
境
対
策
が
必
要

資
料　

http://w
w

w
.city.ishigaki.okinaw

a.jp/hom
e/kikakubu/ki-

kaku/index.htm
#p11

　
　
　
　

石
垣
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈
統
計
で
見
る
石
垣
市
の
概
況
他
〉

　
　
　

w
w

w
.city.ishigaki.okinaw

a.jp/500000/500100/gaikyou.
htm

　
　
　

http://w
w

w
.clair.or.jp/j/forum

/forum
/pdf_280/04_

sp.pdf#search='CIR'
　
　
　
　

自
治
体
の
国
際
化
と
国
際
交
流
員
の
活
用
：CRA

IR

一
一
九

　
　
　
　

那
覇
港
へ
の
途
中
の
一
時
上
陸
程
度

　

日
本
人
観
光
客
の
誘
致
：
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
女
性
客
を
増
や
す

　
　

実
施
し
て
い
る
項
目

　
　
　

石
垣
マ
ラ
ソ
ン
：
一
月
に
実
施
（
本
年
は
一
月
二
六
日
）

　
　
　

千
葉
ロ
ッ
テ
・
マ
ー
リ
ン
ズ
の
キ
ャ
ン
プ
を
誘
致
：
二
月

　
　
　

日
本
で
最
初
の
オ
ー
プ
ン
戦
を
開
催
：
ロ
ッ
テ 

vs 

オ
リ
ッ
ク
ス

　
　
　

ツ
ン
ダ
ミ
ア
イ
ラ
ン
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
　
　
　
　
（T

sunD
A

M
I  ISLA

N
D

 FEST
IV

A
L

）

　
　
　
　
　

三
月
八
日
：
石
垣
港
新
港
地
区
特
設
会
場

　

外
国
人
観
光
客
の
誘
致

　
　

健
康
ア
イ
ラ
ン
ド

　
　
　

医
療
を
通
じ
た
交
流
…
八
重
山
病
院
の
建
設
（
石
垣
空
港
跡
地
）

　
　

サ
イ
ク
リ
ン
グ
：
石
垣
島
ラ
イ
ド
や
西
表
島
ジ
ャ
ン
グ
ル
ラ
イ
ド
他

　
　

フ
リ
ーW

i-Fi

の
提
供

石
垣
市
の
台
湾
と
の
交
流

　

八
重
山
商
工
高
等
学
校
：
国
立
台
北
大
学
に
六
名
が
留
学

台
風
と
生
態
系
の
関
係

　

地
球
温
暖
化（
？
）：
台
風
の
進
路
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る



一
二
〇

　
　
　

共
同
で
仕
事
を
し
て
き
た　

→　

混
活
化
…
マ
グ
ロ
船

　

石
垣
漁
民
：
小
型
船
に
よ
る
ロ
ー
カ
ル
な
漁
業

　

台
湾
：
漁
法
の
近
代
化
（
大
型
化
）

　
　
　

面
で
操
業
（
中
国
船
も
含
む
）

　
　
　

近
海
で
操
業
：
底
物
を
狙
う
…
定
置
網
や
釣
り

　
　
　

ト
ロ
ー
ル
船
：
網
…
一
網
打
尽　

⇔

　

資
源
保
護
も
重
視

　
　
　

グ
ル
ク
ン
漁
：
中
止
…
追
込
み
漁
：
潜
水
病
の
危
険

台
湾
と
の
漁
業
協
定
：
八
月
ま
で

　
　
　

⇒

　

協
議
：
新
協
定　

⇔

　

破
棄
…
漁
民
同
士
の
対
立

　

久
米
島
東
の
問
題
：
台
湾
船
は
一
五
隻　

⇒

　

多
い

石
垣
島
の
振
興
策

漁
協
：
役
人
的
発
想
…
漁
協
と
市
の
水
産
課
の
協
調

県
の
漁
協
の
振
興
策
：
国
の
補
助
金
獲
得
策

　
　

→　

振
興
基
金
：
施
設
整
備
（
箱
物
行
政
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
駄
な
箱
物
行
政
の
例
：
猛
暑
施
設

防
衛
予
算
の
活
用　

八
重
山
地
域
：
国
境
の
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

∴　

漁
民　

⇒

　

国
境
で
仕
事

尖
閣
問
題
：
一
八
九
五
年
の
台
湾
併
合

　
　
　
　
　
　

→　

戦
後
：
領
土
問
題
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
対
話

　

石
垣
漁
民
が
操
業
す
る
場
合
：
中
小
型
漁
船
を
使
用

二
．
石
垣
島
の
台
湾（
臺
灣
）と
の
関
係
を
含
む
漁
業
と
観
光
に

　
　
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
報
告

会　
　

場
：
海
業
（
う
み
わ
ざ
）
観
光

日　
　

時
：
二
〇
一
四
年
一
月
二
五
日　

一
〇
：
〇
〇
―
一
二
：
〇
〇

被
聴
取
者
：
沖
縄
県
漁
業
士
会
長　

比
嘉
康
雅
様

　
　
　
　
　

参
加
者
：
山
田
光
矢　

佐
渡
友
哲　

孔　

義
植

石
垣
市
と
台
湾（
臺
灣
）・
蘇
澳
鎮
：
姉
妹
都
市
交
流

　
　

人
的
交
流
：
盛
ん　

⇔

　

経
済
交
流
：
少
な
い

　
　
　
　

水
産
物
交
流
…
マ
グ
ロ
漁

台
湾
と
の
交
流
：
話
は
た
く
さ
ん
あ
る　

→　

実
現
し
た
も
の
は
少
な
い

　

∴　

交
流
か
ら
生
じ
る
波
及
効
果
：
実
感
は
な
い

台
湾
か
ら
の
ク
ル
ー
ズ
船
の
来
航
：
通
過
型

　
　

店
に
よ
っ
て
対
応
や
結
果
が
異
な
る

日
本
人
の
行
動
：
離
島
に
は
行
か
な
い
…
領
土
問
題
・
対
外
批
判

離
島
：
外
国
人
観
光
客
に
依
存　

→　

批
判
：
離
島
の
経
済
に
悪
影
響

石
垣
と
台
湾
の
漁
船
同
士
の
つ
な
が
り

　

沖
縄
の
本
土
復
帰
前
ま
で
：
友
好
的
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⇔

　

中
国
船
：
大
型
船
に
よ
る
ト
ロ
ー
ル
漁

　
　
　
　
　
　
　

⇒

　

船
だ
ま
り
や
通
信
施
設
な
ど
が
必
要

石
垣
島
の
現
状

飛
行
場
の
新
設
：
観
光
客
の
増
加　

＋　

日
本
各
地
か
ら
の
物
資
の
流
入

　

観
光
客
へ
の
対
応
：
多
人
数
の
食
事
（
宴
会
等
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　

品
揃
え
が
困
難
：
均
等
な
食
材
等
を
移
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
産
地
消
が
成
り
立
た
な
い

　

日
本
人
：
北
の
魚
を
好
む
…
南
の
淡
白
な
魚
は
あ
ま
り
好
ま
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
垣
の
住
民
も
同
じ

石
垣
の
観
光
業

　

漁
協
が
中
心
と
な
っ
て
島
民
に
仕
事
を
斡
旋
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

　

漁
業
権
の
活
用　

→　

漁
業
権
：
漁
協
関
係
者
の
特
権

　

ダ
イ
ビ
ン
グ
シ
ョ
ッ
プ
：
多
く
は
島
以
外
か
ら
進
出
し
た
も
の
が
開
設

島
の
若
者
は
三
％
程
度
と
推
測

　
　

ダ
イ
ビ
ン
グ
の
最
中
に
魚
介
類
の
採
集
を
披
露

　
　
　

魚
介
類
の
採
集
：
漁
協
関
係
者
以
外
は
で
き
な
い

　
　
　
　

⇒

　

島
の
若
者
の
新
し
い
仕
事
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　

地
域
お
こ
し
の
一
つ
の
手
段

　

居
酒
屋
：
チ
ェ
ー
ン
店
が
進
出

　
　

島
民
の
店
の
優
位
性
を
強
調
し
て
集
客
を
考
え
る
べ
き

　
　
　

⇒

　

地
の
食
材
の
提
供
・
新
鮮
・
お
い
し
い
等

　

釣
り
客
：
ダ
イ
ビ
ン
グ
に
比
べ
て
少
な
い

　
　

釣
り
客
の
確
保
策
：
パ
イ
オ
（
浮
漁
礁
）
を
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
な
り
釣
れ
る
確
率
は
高
い

　
　

漁
協
：
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
企
画
（
役
人
的
発
想
）

　
　
　
　
　
　

仕
事
を
分
け
合
う

　
　
　
　
　
　

釣
り
客
：
特
に
リ
ピ
ー
タ
ー
は
船
長
を
指
名
す
る

　
　

船
主
の
サ
ー
ビ
ス
が
決
め
手
：
競
争
し
合
う
べ
き

　
　
　
［
例
］
比
嘉
氏
：
年
に
八
〇
組
程
度

　
　
　
　

船
上
で
刺
身
を
提
供
…
つ
れ
な
か
っ
た
場
合
も
想
定
し
て
材
料

は
あ
ら
か
じ
め
準
備

　
　
　
　
　

多
く
釣
れ
た
場
合
：
宅
配
業
者
に
連
絡
…
港
か
ら
直
送

　
　
　
　
　

夕
食
等
：
食
事
の
お
い
し
い
店
を
紹
介

　
　

釣
り
客
増
加
の
一
因
：
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
与
那
国
島
で
の
釣
り
を

紹
介　

→　

釣
り
客
増

　
　
　

∴　

い
か
に
し
て
情
報
を
発
信
し
て
い
く
か
が
課
題

一
二
一



三
．
与
那
国
島
で
の
実
態
調
査
：
糸
数
議
員

会　
　

場
：
与
那
国
島
、
糸
数
健
一
氏
の
自
宅
兼
店
舗

日　
　

時
：
二
〇
一
四
年
一
月
二
六
日

　
　
　
　
　

島
内
調
査
：
一
三
：
〇
〇
―
一
七
：
〇
〇

　
　
　
　
　

聞
き
取
り
調
査
：
一
八
：
三
〇
―
二
一
：
〇
〇

被
聴
取
者
：
与
那
国
町
議
会
議
員
・
与
那
国
防
衛
協
会
副
会
長

　
　
　
　
　

糸
数
健
一
様

　
　
　
　
　

参
加
者　

山
田
光
矢　

佐
渡
友
哲　

孔　

義
植

現
地
調
査
：
一
三
：
〇
〇
―
一
七
：
〇
〇

　
　
　
　
　

…
糸
数
氏
の
案
内
で
島
を
一
周
：
説
明
を
受
け
る

島
の
実
情

与
那
国
島
：
方
言
名
「
ど
な
ん
（
渡
難
：『
渡
航
が
難
し
い
』
の
意
）」

行
政
区
分
：
沖
縄
県
八
重
山
郡
与
那
国
町　

北
緯
二
四
度
二
七
分
〇
〇
秒
、

東
経
一
二
二
度
五
六
分
〇
四
秒

石
垣
島
か
ら
一
二
七
㎞
、
台
湾
宜
蘭
県
蘇
澳
港
ま
で
一
一
一
㎞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
垣
島
と
台
湾
の
中
間

西
崎
（
北
緯
二
四
度
二
六
分
五
八
秒　

東
経
一
二
二
度
五
六
分
〇
一
秒
）

　
　

日
本
の
最
西
端

人
口
：
一
、五
五
一
人
（
男
七
九
四
人
、
女
七
五
七
人
）、
七
九
一
世
帯

面
積
：
二
八
・
九
一
㎢

　
　
　
　

集
落
：
祖
納
（
中
央
北
部
）、
久
部
良
（
西
部
）、
比
川
（
南
部
）

の
三
集
落

主
な
産
業
：
漁
業
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
農
業
、
畜
産
、
観
光

　
　
　
　
　
　

東
崎
：
牛
馬
放
牧
、
比
川
：
エ
ビ
養
殖
場

　

カ
ジ
キ
：
熊
本
県
を
中
心
に
移
出
：
七
〇
〇
本
ほ
ど

　
　
　
　
　
　

一
〇
〇
〇
本
程
に
な
る
と
移
出
不
能
…
輸
送
能
力
の
不
足

　
　
　
　
　
　

問
題
点
…
漁
師
が
な
か
な
か
育
た
な
い

広
域
行
政
：
八
重
山
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

　
　
　
　
　
　

石
垣
市
・
竹
富
町
・
与
那
国
町
で
構
成

　

中
心
事
業
：
介
護
事
業
＝
石
垣
市
に
事
業
所
設
置

　
　
　
　
　
　
　

高
齢
者
が
石
垣
市
に
移
住
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い

　

糸
数
氏
：
与
那
国
町
：
メ
リ
ッ
ト
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　

一
括
交
付
金
：
石
垣
市
中
心
に
使
わ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　

与
那
国
町
に
メ
リ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
な
い

　
　
　
　

∴　

二
〇
〇
五
年
＝
『
与
那
国
・
自
立
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
』
策
定

　
　
　
　
　
　
　

⇒

　

合
併
拒
否
の
流
れ

一
二
二
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人
口　

Ｉ
タ
ー
ン
：
二
五
％
…
若
い
人
が
多
い

　
　
　
　
　

一
代
目
＝
移
住
者　

生
ま
れ
た
子
供
＝
地
元
民

　
　
　

Ｕ
タ
ー
ン
：
一
五
％
…
定
住
促
進
策
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　

不
在
家
主
…
家
を
貸
し
た
が
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　

問
題
点
：
住
宅
が
つ
く
れ
な
い

　

景
観
計
画
：
世
界
遺
産
に
な
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
町
並
み
回
復
が
必
要

　

定
住
促
進
型
住
宅
建
設
：
ト
ナ
キ
（
？
）
周
辺
…
古
民
家
風

観
光
促
進
イ
ベ
ン
ト
：
マ
ラ
ソ
ン
大
会
や
カ
ジ
キ
釣
り
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
境
交
流
促
進
特
命
事
務
局
担
当

　

観
光
の
目
玉
：
ダ
イ
ビ
ン
グ
（
海
底
遺
跡
、
ハ
ン
マ
ー
ヘ
ッ
ド
シ
ャ
ー

ク
他
）
や
カ
ジ
キ
釣
り

歴
史

縄
文
時
代
：
ト
ゥ
グ
ル
浜
遺
跡
…
南
方
系
石
器
等
が
出
土

　
　
　
　
　
　

→　

ポ
リ
ネ
シ
ア
文
明
圏
や
東
南
ア
ジ
ア
の
影
響
を
受
け

た
文
化
の
存
在
を
明
示

グ
ス
ク
時
代
：
一
二
―
一
四
世
紀
＝
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
相
当

　
　

台
地
の
上
に
集
落
形
成

　
　
　
　

→　

島
仲
村
跡
遺
跡
（
サ
ン
ア
イ
・
イ
ソ
バ
の
生
ま
れ
た
村
）

等

一
五
二
二
年
以
前
：
独
立
国
＝
サ
ン
ア
イ
・
イ
ソ
バ
（
女
酋
長
）
ら
の
支

配
地
…
テ
ィ
ン
ダ
ハ
ナ
タ
（
遺
跡
）

一
五
二
二
年
：
琉
球
軍
侵
攻
＝
琉
球
王
朝
の
支
配
地
（
琉
球
王
国
領
）

　
　
　
　
　
　
　

台
湾
と
の
交
易
拠
点

一
六
〇
九
年
：
薩
摩
藩
が
琉
球
侵
攻

　
　

与
那
国
島
：
琉
球
王
朝
領
＋
薩
摩
藩+

中
国
の
三
重
支
配

一
六
一
一
年
：
薩
摩
藩
役
人
毛
利
内
膳
正
元
親
来
島

　
　
　
　
　
　
　

与
那
国
島
測
量
・
検
地
帳
作
製

一
六
三
七
年
：
人
頭
税
（
一
九
〇
三
年
ま
で
：
二
六
六
年
間
）
導
入

　
　
　
　
　
　

過
酷
な
税
：
久
部
良
バ
リ（
割
）、
ト
ゥ
ン
グ
ダ（
人
升
田
）

一
八
七
二
年
：
琉
球
藩
設
置
（
琉
球
王
国
廃
止
）  

→  

琉
球
藩
領
と
な
る

一
八
七
九
年
：
琉
球
処
分
…
沖
縄
県
に
帰
属

一
八
九
五
年
：
台
湾
併
合
＝
台
湾
と
の
交
流
活
発
化
（
中
継
拠
点
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
国
経
済
発
展

一
九
〇
八
年
：
島
嶼
町
村
制
（
一
九
〇
七
年
：
勅
令
第
四
六
号
＝
沖
縄
県

及
島
嶼
町
村
制
）
＝
間
切
制
廃
止

　
　

間
切（
ま
ぎ
り
）：
琉
球
王
国
時
代
の
行
政
区
分
の
ひ
と
つ

　
　

区
割
＝
市
町
村
に
相
当
…
市
町
村
合
併
等
で
現
在
の
市
町
村
と
は
異

な
る

　
　

八
重
山
村
（
石
垣
間
切
・
大
浜
間
切
・
宮
良
間
切
の
三
間
切
＋
与
那

国
島
）
成
立

一
二
三



一
九
一
四
年
：
与
那
国
村
と
な
る
…
八
重
山
村
の
分
村

一
九
四
五
年
：
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
（
米
軍
軍
政
）
下
に
置
か
れ
る

　
　
　
　
　
　
　

→　

台
湾
と
の
国
境
確
立

 

台
湾
か
ら
の
帰
還
者
事
業
：
島
の
人
口
増
加（
一
二
、〇
〇
〇
人
）

一
九
四
八
年
：
与
那
国
町
と
な
る

　
　

公
式
定
期
航
路
閉
鎖　

⇔

　

非
公
式
交
易
（
密
貿
易
）
取
締
強
化

　
　
　
　
　
　

人
口
激
減

一
九
五
二
年
：
米
国
統
治
…
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

一
九
七
二
年
：
日
本
返
還

二
〇
〇
四
年
：
八
重
山
地
域
の
一
市
二
町
の
合
併
＝
住
民
投
票
で
否
決

二
〇
〇
五
年
：
三
月
『
自
立
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
』
策
定

　
　
　
　
　
　

六
月
三
〇
日
＝
「
国
際
交
流
特
区
構
想
」
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
次
構
造
改
革
特
区
提
案

二
〇
〇
六
年
：
与
那
国
「
国
境
交
流
特
区
二
〇
〇
六
」
提
出

二
〇
〇
八
年
：
九
月
＝
国
境
交
流
推
進
特
命
事
務
局
設
置

　
　
　
　
　
　

一
〇
月
＝
国
境
交
流
推
進
協
議
会
第
一
回
会
合

　
　
　
　
　
　

与
那
国
町
議
会
自
衛
隊
誘
致
決
議

　
　
　
　
　
　
　

自
衛
隊
誘
致
：
尾
辻
町
長
時
代
か
ら
存
在
（
？
）

二
〇
〇
九
年
：
八
月
＝
外
間
守
吉
町
長
再
選
…
自
衛
隊
誘
致
賛
成
派

二
〇
一
二
年
：
四
月
一
日
＝
沖
縄
離
島
住
民
等
交
通
コ
ス
ト
負
担
軽
減
事

業
実
施
…
離
島
住
民
カ
ー
ド
公
布

二
〇
一
三
年
：
七
月
八
日
＝
外
国
人
住
民
の
住
基
ネ
ッ
ト
・
住
基
カ
ー
ド

運
用
開
始

　
　
　
　
　
　

一
二
月
二
六
日
＝
ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
事
業
開
始

近　
　
　

年
：
辺
境
に
依
る
衰
退
か
ら
の
脱
却
を
念
頭
に
台
湾
と
の
直
接

地
域
交
流
を
目
指
し
て
い
る

国
際
交
流

一
九
八
二
年
：
台
湾
（
臺
灣
）・
花
蓮
市
と
姉
妹
都
市
締
結

二
〇
〇
二
年
：
姉
妹
都
市
結
成
二
〇
周
年
＝
親
善
交
流

　
　
　
　
　
　
　

与
那
国
・
花
蓮
直
行
便
の
設
置
を
検
討

二
〇
〇
六
年
：
構
造
改
革
特
区
提
案
提
出
（
第
一
〇
次
）

　
　
　
　
　
　
　
「
国
境
交
流
特
区
」　

→　

国
＝
許
可
せ
ず

二
〇
〇
七
年

　
　

五
月
二
九
日
＝
花
蓮
市
に
与
那
国
町
役
場
在
花
蓮
事
務
所
開
設

　
　

一
〇
月
四
日
＝
台
北
市
へ
の
初
の
国
際
チ
ャ
ー
タ
ー
便
運
行

二
〇
〇
八
年
：
七
月
四
日
＝
花
蓮
へ
の
初
の
国
際
チ
ャ
ー
タ
ー
便
運
行

　
　
　
　
　
　

チ
ャ
ー
タ
ー
運
行
船
計
画
：
延
期
…
荒
海
の
た
め
断
念

　
　
　
　
　

：
九
月
三
日
＝
国
境
交
流
推
進
特
命
事
務
局
設
置

二
〇
〇
九
年
：
与
那
国
―
花
蓮
間
チ
ャ
ー
タ
ー
便
運
行
（
二
月
か
ら
三

月
：
三
回
）

　
　
　
　
　
　

一
二
月
二
二
日
＝
与
那
国
花
蓮
縣
交
流
発
展
協
会
設
立

一
二
四
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二
〇
一
〇
年
：
台
湾
か
ら
肥
料
輸
入
＝
与
那
国
花
蓮
縣
交
流
発
展
協
会
初

の
社
会
実
験

二
〇
一
一
年
：
五
月
一
五
日
＝
与
那
国
－
花
蓮
間
チ
ャ
ー
タ
ー
便
運
行

　
　
　
　
　
　
　

→　

境
界
地
域
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
・
与

那
国
セ
ミ
ナ
ー
主
催

二
〇
一
二
年
：
姉
妹
都
市
締
結
三
〇
周
年
：
花
蓮
市

　
　

四
月
二
三
日
＝
「
花
蓮
・
与
那
国
間
水
上
摩
托
車
（
水
上
バ
イ
ク
）

太
平
洋
横
断
二
〇
一
二
」
実
行
委
員
会
（
委
員
長
・

外
間
守
吉
町
長
）
開
催　

→  

受
け
入
れ
態
勢
の
確

認

　
　
　
　

二
九
日
＝
台
湾
・
花
蓮
市
の
交
流
団
七
五
名

　
　
　
　
　
　
　
　

水
上
バ
イ
ク
三
五
台
・
伴
奏
船
一
隻

　
　

九
月
二
〇
―
二
三
日
＝
姉
妹
都
市
締
結
三
〇
周
年
記
念
事
業
実
施

（
花
蓮
市
）

　

蘇
芳
鎮
や
高
雄
市
と
の
記
念
行
事
：
中
国
資
本
が
裏
か
ら
推
進

　
　
　
　

中
国
政
府
の
思
惑
が
透
け
て
見
え
る

　
　
　
　
　

⇒

　

台
湾
を
中
国
の
一
部
と
し
て
尖
閣
問
題
等
へ
の
影
響
力

の
強
化
が
見
え
て
く
る

特
区
構
想

　

国
：
申
請
を
受
け
付
へ
た
だ
け　

⇒

　

許
可
：
下
り
て
い
な
い

　
　
　
　

∴　

国
の
許
認
可
の
改
革
が
必
要

定
期
航
路
設
置

　

日
本
＝
多
く
の
条
件
の
ク
リ
ア
が
必
要　

⇔

　

台
湾
側
：
前
向
き

　
　
　
　
　

∴　

国
の
許
認
可
の
改
革
が
必
要

国
際
問
題
・
自
衛
隊
誘
致

一
九
九
六
年
：
島
か
ら
約
六
〇
㎞
の
海
上
に
中
国
か
ら
発
射
さ
れ
た
弾
道

ミ
サ
イ
ル
一
基
着
弾

　
　
　
　
　
　

日
本
：
与
那
国
島
の
沖
合
で
軍
事
演
習
を
計
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
衛
隊
や
海
上
保
安
庁
が
パ
ト
ロ
ー
ル

二
〇
〇
八
年
：
与
那
国
町
議
会
＝
自
衛
隊
誘
致
を
決
議

　
　
　
　
　
　
　

自
衛
隊
誘
致
：
尾
辻
町
長
時
代
か
ら
存
在
（
？
）

二
〇
〇
九
年
：
八
月
＝
外
間
守
吉
町
長
再
選
…
自
衛
隊
誘
致
賛
成
派

二
〇
一
〇
年
：
四
月
三
〇
日
＝
北
澤
防
衛
相

　
　
　
　
　
　

西
南
諸
島
へ
の
陸
上
自
衛
隊
配
備
の
調
査
費
計
上
を
表
明

二
〇
一
二
年
：
防
衛
省
＝
一
〇
億
円
の
予
算
計
上

　
　
　
　
　
　
　

基
地
設
置
に
伴
う
調
査
検
討
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　

新
編
成
す
る
沿
岸
監
視
部
隊
の
配
置
及
び
移
動
警
戒

隊
展
開
に
必
要
な
用
地
取
得
等
の
た
め

二
〇
一
三
年

　
　
　

三
月
：
防
衛
省
＝
南
牧
場
（
二
〇
ha
）
を
年
五
〇
〇
万
円
で
の
借

一
二
五



一
二
六

　
　
　
　
　
　

一
一
〇
人
規
模
の
沿
岸
監
視
部
隊

　

自
衛
隊
部
隊
の
配
置
：
島
の
経
済
に
も
好
影
響

　
　

人
口
増
（
一
五
〇
人
程
度
：
過
疎
化
対
策
）  

→  

経
済
規
模
の
拡
大

（
経
済
活
性
化
）　

→　

税
収
増
他

　
　

地
元
民
の
福
利
厚
生
の
充
実
：

　
　
　
　

公
認
グ
ラ
ン
ド
の
建
設　

→　

住
民
に
開
放

　
　
　
　

体
育
館
の
建
設　

→　

住
民
に
開
放

与
那
国
島
民
：
内
向
き
…
遠
隔
地
ゆ
え
の
遠
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島
自
体
は
自
給
自
足
が
可
能

　

宮
古
島
：
島
が
貧
し
い　

→　

島
民
：
外
に
出
て
活
躍
す
る

島
の
経
済
の
活
性
化
の
成
功　

→　

若
者
の
進
学
率
の
高
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　

高
校
進
学
率
：
一
〇
〇
％

　

島
に
高
等
学
校
が
な
い
：
全
員
進
学
の
た
め
に
島
を
出
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　

親
子
の
二
重
生
活

　

子
供
の
大
学
進
学
：
日
本
各
地
に
移
動

　
　
　
　

→　

二
重
生
活
の
解
消
：
親
が
子
供
の
進
学
先
に
移
る

　
　

家
族
が
島
を
離
れ
る
こ
と
で
島
の
人
口
が
減
少

八
重
山
群
島
の
合
併
：
反
対　

→　

補
助
金
等
：
石
垣
市
だ
け
を
優
先

　
　
［
例
］
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
設
置

り
上
げ
を
町
に
提
示

　
　
　
　
　
　

町
長
＝
基
地
設
置
迷
惑
料
一
〇
億
円
を
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
町
の
経
済
効
果
が
最
優
先
」
と
強
調

　
　
　
　
　
　

防
衛
省
＝
最
大
一
億
五
千
万
円
を
提
示

　
　
　
　
　
　

町
長
＝
「
市
町
村
協
力
費
」
一
〇
億
円
を
要
求

　
　
　

四
月
：
防
衛
省
＝
君
塚
陸
幕
長
…
白
紙
見
直
し

　
　
　
　
　
　
　

石
垣
島
等
へ
の
移
設
を
含
む
の
検
討
を
表
明

　
　
　

五
月
：
町
長
＝
予
定
地
の
賃
貸
料
と
特
別
交
付
税
の
増
額
を
求
め

て
い
く
方
針
に
転
換

　
　
　

六
月
：
町
長
＝
土
地
（
二
六
ｈ
ａ
）
の
年
間
賃
貸
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
〇
〇
万
円
で
防
衛
省
と
妥
結

　
　
　
　
　
　

町
議
会
＝
賛
成
三
、
反
対
二
の
賛
成
多
数
で
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　

仮
契
約
締
結

　
　
　

八
月
：
外
間
守
吉
町
長
再
選

与
那
国
町
議
会
の
自
衛
隊
誘
致

　
　

国
境
防
衛  

＋  

過
疎
対
策  

＋  

地
域
経
済
活
性
化

糸
数
氏
：
防
衛
上
の
理
由
で
自
衛
隊
誘
致
の
必
要
性
を
強
調

　

日
が
暮
れ
る
と
中
国
の
調
査
船
が
岸
に
接
近

　
　
　

日
中
は
沖
合
に
い
る
が
夕
方
に
接
近
し
て
く
る

　
　
　
　

∴　

日
本
の
国
境
線
防
衛
：
自
衛
隊
基
地
の
設
置
が
必
要



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

一
二
七

（
平
成
二
三
年
～
三
二
年
）
策
定

二
〇
一
二
年
：『
ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
基
本
構
想
』
策
定

　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
フ
ァ
ン
ド

　

ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
町
民
活
動
支
援
助
成
金
交
付
要
綱

　
　
『
ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
町
民
活
動
支
援
助
成
金
制
度
』
開
始

　
　
　
　

→　

町
の
活
性
化
に
向
け
た
町
民
、
企
業
、
団
体
の
ま
ち
づ
く

り
活
動
の
支
援

　
　

ふ
る
さ
と
納
税
を
原
資
と
す
る
与
那
国
町
「
ば
ん
た
ド
ゥ
ナ
ン
島
基

金
」
を
活
用

与
那
国
町
の
現
状

　

一
．
人
口
減
少
：
約
一
、五
〇
〇
名　

→　

一
〇
〇
名
増
を
計
画

　
　
『
ど
ぅ
な
ん
フ
ァ
ン
ド
町
民
活
動
支
援
助
成
制
度
』
の
活
用

　
　
　
　

地
域
の
活
性
化
・
美
化
な
ど
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
行
う
団
体

へ
の
助
成
を
行
う
制
度

　
　
　
［
例
］
古
民
家
再
生

　
　
　
　

人
口
減
な
ど
に
よ
る
古
民
家
解
体
：
資
材
は
ス
ト
ッ
ク

　
　
　
　
　

→　

フ
ァ
ン
ド
を
利
用
し
た
古
民
家
再
生

　

二
．
自
然
環
境
の
保
護

　
　
「
田
原
川
を
・
知
り
・
守
り
・
伝
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

第
①
会
」

（
二
〇
一
四
年
二
月
一
〇
日
…
資
生
堂
が
協
力
）

与
那
国
町
と
花
蓮
市
の
交
流

　

与
那
国
町
：
国
の
支
援
・
一
回
予
算
が
つ
い
た
だ
け

　
　
　
　
　
　
　

半
分
：
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
丸
投
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　

与
那
国
町
の
発
展
に
結
び
つ
い
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
の
利
益
は
少
な
い

　

花
蓮
市
：
国
の
強
い
支
援
＝
交
流
を
希
望

　
　
　
　
　
　

国
際
交
流
を
通
じ
た
国
と
し
て
の
認
知
も
目
的
の
一
つ

四
．
与
那
国
島
で
の
聞
き
取
り
調
査
：
与
那
国
町
役
場

会　

場
：
与
那
国
町
役
場

日　

時
：
二
〇
一
四
年
一
月
二
七
日
一
三
：
三
〇
―
一
四
：
三
〇

担
当
者
：
与
那
国
町
総
務
財
政
課
交
流
推
進
班
（
国
境
交
流
推
進
特
命
事

務
局
）　

長
濱
利
典
班
長

参
加
者
：
山
田
光
矢
、
佐
渡
友
哲
、
孔　

義
植

与
那
国
町
行
政
計
画

二
〇
〇
五
年
三
月
：『
与
那
国
・
自
立
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
』
策
定

二
〇
一
一
年
二
月
：『
第
四
次
与
那
国
町
総
合
計
画　
（
基
本
構
想
・
基
本

計
画
）「
健
や
か
な
自
然
・
人
・
生
活
を
育
む
町
」』



一
二
八

　
　

石
垣
市
：
一
八
時
以
降
に
限
定
…
国
内
便
で
手
一
杯

　
　

与
那
国
町
：
い
つ
で
も
Ｏ
Ｋ

　

台
湾
か
ら
の
旅
行
者　

台
湾
の
老
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、〇
〇
〇
円
程
度
で
往
復
で
き
る

　

台
湾
と
の
交
流
：
八
重
山
圏
で
お
こ
な
う

韓
国
と
の
交
流

　

一
四
七
七
年
：
李
朝
実
録
＝
与
那
国
が
書
か
れ
て
い
る

済
州
島
と
の
交
流

　

一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
＝
済
州
島
に
て
民
俗
芸
能
を
披
露

与
那
国
の
食
文
化
の
良
さ
を
発
信
す
れ
ば
可
能
性
は
あ
る

　
　
　

⇒

　

米
食
文
化
：
共
通

国
際
交
流
：
Ｃ
Ｉ
Ｑ
（Custom

s 

税
関
、Im

m
igration 

入
管
、Q

uar-
antine 

検
疫
）
が
必
要

入
手
資
料

　
『
第
四
次
与
那
国
町
総
合
計
画
』

　
「
人
口
及
び
世
帯
数
調
表
」「
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」「
年
齢
別
人
口
集
計
表
」

　
「
田
原
川
を
◌
知
る
◌
守
り
◌
伝
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

第
①
会
」（
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
）

　
　

田
原
川
を
中
心
と
し
た
子
供
た
ち
の
自
然
観
察
の
継
続

　

三
．
若
者
と
教
育

　
　
「
一
五
の
春
」：
高
等
学
校
が
な
い　

→　

若
者
：
島
を
出
る

　
　
　

所
得
：
沖
縄
県
内
市
町
村
で
四
番
目

　
　
　
　
　
　
　

→　

進
学
率
は
高
い
が
戻
っ
て
こ
な
い

国
際
交
流

台
湾
と
の
交
流
：
一
九
八
二
年
か
ら

　

二
〇
一
二
年
九
月
二
一
日
「
姉
妹
都
市
締
結
三
〇
周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ

ム
」

　

貿
易
は
ほ
と
ん
ど
な
い　

⇒

　

人
的
交
流
が
中
心

日
本
と
台
湾
：
国
交
が
な
い

　

非
関
税
製
品
（
砂
・
バ
ラ
ス
ト
等
）
の
輸
入

　
　
　

→　

環
境
規
制
等
（
数
量
制
限
）
で
動
き
が
な
い

　

一
九
四
五
―
五
〇
年
代
：
ト
ラ
イ
ア
ル
貿
易
（［
例
］
奥
野
修
司
著
『
ナ

ツ
コ　

沖
縄
密
貿
易
の
女
王
』
二
〇
〇
七
）

　
　
　

日
本
政
府
か
ら
見
れ
ば
密
貿
易
：
尖
閣
諸
島
か
ら
の
木
材
を
輸
出

　
　
　

ア
メ
リ
カ
の
規
制　

→　

経
済
力
の
弱
化　

→　

島
の
人
口
減

　

花
蓮
市
と
蘇
澳
鎮
：
交
流
・
交
易
を
含
め
た
活
発
化
の
要
望
が
あ
る

　

与
那
国
町
：
台
湾
の
修
学
旅
行
を
発
信
し
た
い

　

台
湾
か
ら
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

一
二
九

五
．
臺
灣
（
台
湾
）
宜
蘭
懸
蘇
澳
鎮
蘇
澳
區
漁
會
で
の

　
　
聞
き
取
り
調
査

　
　

会　
　
　

場
：
臺
灣（
台
湾
）・
宜
蘭
懸
蘇
澳
鎮
「
蘇
澳
區
漁
會
」
總

幹
事
室

　
　

調
査
対
象
者
：
宜
蘭
懸
延
繩
漁
業
協
會
總
幹
事
・
林　

新
川
氏

　
　

参　

加　

者
：
山
田
光
矢
・
現
地
通
訳
一
名

事
前
調
査
資
料

日
本
と
台
湾
（
臺
灣
と
日
本
）
と
沖
縄
：
年
表

一
六
八
四
年
五
月
二
七
日
：
康
熙
帝（
清
国
）・
臺
灣（
台
湾
）
領
有
の
詔
勅

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
：
琉
球
処
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
国
廃
止　

→　

琉
球
藩
設
置

一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
五
月
六
日
：
日
本
・
台
湾
（
臺
灣
）
出
兵

一
九
七
九
（
明
治
一
二
）
年
：
沖
縄
県
設
置

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
八
月
一
日
：
日
清
戦
争

一
八
九
五
年
四
月
一
七
日
：
下
関
条
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
：
台
湾（
臺
灣
）
領
有
…
台
湾（
臺
灣
）

総
督
府
設
置

　
　
　

五
月
二
三
日
：
台
湾
（
臺
灣
）
民
主
国
独
立
宣
言

　
　
　

一
一
月
：「
全
台（
臺
）平
定
」
宣
言　
→　
武
装
抗
日
蜂
起
：
頻
発

一
九
三
一
年
九
月
：
台
湾
（
臺
灣
）
人
の
皇
民
化
開
始

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
：
日
本
降
伏
＝
台
湾
（
臺
灣
）
領
有
権
放
棄

　
　
　

…
一
〇
月
二
五
日
：
中
華
民
国
統
治
開
始

一
九
四
九
年
一
二
月
八
日
：
中
華
民
国
政
府
・
台
北
（
臺
北
）
移
転

一
九
六
九
年
五
月
：
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）・
東

シ
ナ
海
に
石
油
埋
蔵
の
可
能
性
を
指
摘

一
九
七
一
年
四
月
一
三
日
：
魚
釣
島
（
尖
閣
諸
島
）
運
動

　
　
　

六
月
：
台
湾
（
臺
灣
）
外
交
部
・
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張

　
　
　

一
〇
月
二
五
日
：
台
湾
（
臺
灣
）・
国
連
脱
退
を
宣
言

　
　
　

一
〇
月
三
一
日
：
中
華
人
民
共
和
国
・
国
連
代
表
権
獲
得

　
　
　

一
二
月
：
中
華
人
民
共
和
国
・
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張

一
九
七
二
年
二
月
二
一
日
：
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
・
中
華
人
民
共
和
国
訪
問

　
　
　

五
月
九
日
：
台
湾（
臺
灣
）・
尖
閣
列
島
の
日
本
返
還
に
抗
議
声
明

を
公
表

　
　
　

五
月
一
五
日
：
ア
メ
リ
カ
・
沖
縄
の
施
政
権
返
還
…
尖
閣
列
島
も

含
む

　
　
　

九
月
二
五
日
：
田
中
角
栄
首
相
訪
中

　
　
　

九
月
二
九
日
：
日
中
共
同
声
明
締
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
華
断
交
：「
七
二
年
体
制
」

　
　
　

一
二
月
一
日
：
東
京
で
交
流
協
会
発
足



一
三
〇

二
〇
一
五
年
三
月
七
日
：
第
四
回
日
台
（
臺
日
）
漁
業
委
員
会
・
適
用
水

域
に
お
け
る
漁
船
操
業
ル
ー
ル
に
合
意

林
新
川
氏
（
宜
蘭
懸
延
繩
漁
業
協
會
總
幹
事
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

臺
灣
と
日
本
（
日
本
と
台
湾
）
の
関
係
：
良
い

　

林
氏
：
両
親
は
日
本
統
治
下
で
日
本
語
教
育
を
受
け
た
…
日
本
と
日
本

文
化
に
は
親
近
感
が
あ
る

臺
灣
（
台
湾
）
の
漁
民
と
沖
縄
の
漁
民
の
関
係
は
良
い

　

長
い
間
こ
の
海
域
で
と
も
に
魚
を
取
っ
て
き
た

　

日
本
占
領
時
代
は
、
お
互
い
に
日
本
人
と
し
て
と
も
に
漁
業
を
し
て
き
た

　

臺
灣
（
台
湾
）
独
立
後
も
、
日
本
領
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
長
い
間

に
築
い
て
き
た
交
流
関
係
が
存
在
す
る

　

こ
れ
ま
で
も
お
互
い
に
助
け
合
い
、
平
和
に
漁
業
を
し
て
き
た
。

日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
の
設
定
（
一
九
九
六
年
）

　

臺
灣
（
台
湾
）
漁
船
を
締
め
出
す
こ
と
に
な
っ
た

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
問
題
な
く
操
業
を
続
け
て
き
た

二
〇
〇
五
年
以
前
：
特
に
問
題
は
な
か
っ
た

二
〇
〇
五
年
以
降
：
日
本
と
中
華
人
民
共
和
国
の
尖
閣
に
お
け
る
石
油
資

源
を
め
ぐ
る
対
立
が
臺
灣
（
台
湾
）
漁
民
に
も
影
響
を
与
え
る

よ
う
に
な
っ
た

　

た
だ
し
、
そ
の
後
も
臺
灣
（
台
湾
）
と
沖
縄
漁
民
は
友
好
に
漁
業
を
継

　
　
　

一
二
月
二
日
：
台
北
（
臺
北
）
で
亜
東
関
係
協
会

一
九
九
二
年
：
中
華
人
民
共
和
国
・「
領
海
及
び
接
続
水
域
法
」
制
定

一
九
九
六
年
六
月
一
四
日
：「
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る

法
律
」
制
定

　
　
　
　
　

日
台
（
臺
日
）
漁
業
協
定
開
始　

→　

一
六
回
の
協
議　

→   

合
意
に
至
ら
ず　

→　

二
〇
〇
九
年
中
断

二
〇
〇
二
年
四
月
一
日
：
日
本
・
政
府
が
尖
閣
諸
島
を
賃
借

二
〇
〇
五
年
六
月
九
日
：
約
六
〇
隻
の
台
湾
（
臺
灣
）
漁
船
が
尖
閣
諸
島

近
海
に
結
集

二
〇
〇
八
年
六
月
一
四
日
：
尖
閣
諸
島
近
海
で
海
上
保
安
庁
巡
視
船
と
台

湾
（
臺
灣
）
漁
船
と
の
衝
突
事
故
発
生

二
〇
一
二
年
八
月
五
日
：
馬
英
九
総
統
・「
東
シ
ナ
海
平
和
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
」
提
起

　
　
　
　
　

九
月
一
一
日
：
日
本
・
野
田
内
閣
尖
閣
諸
島
を
国
有
化

　
　
　
　
　

一
〇
月
五
日
：
玄
葉
外
務
大
臣
「
台
湾
（
臺
灣
）
へ
の
み
な

さ
ん
へ
」
と
題
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
信

二
〇
一
三
年
一
月
：
ク
リ
ン
ト
ン
米
国
務
長
官
・
尖
閣
諸
島
が
日
米
安
全

保
障
条
約
の
対
象
と
表
明

　
　
　
　
　

四
月
一
一
日
：「
日
台
（
臺
日
）
民
間
漁
業
取
決
め
」
締
結

二
〇
一
四
年
一
月
二
四
日
：
第
三
回
日
台
（
臺
日
）
漁
業
委
員
会
・
一
部

水
域
で
の
操
業
ル
ー
ル
に
合
意



政
経
研
究
所
共
同
研
究
資
料

一
三
一

　
　

臺
灣
（
台
湾
）
漁
民
が
大
き
な
迷
惑
を
こ
う
む
っ
て
い
る

　
　
　
　

結
果
的
に
釣
魚
台
（
尖
閣
諸
島
）
周
辺
海
域
の
漁
場
か
ら
の
台

湾
漁
船
の
締
め
出
し
に
つ
な
が
っ
た

　
　
　
　

一
二
カ
イ
リ
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
に
対
象
海
域
が
急
拡
大
し
た

こ
と
が
大
き
な
要
因

　
　
　
　
　

臺
灣
（
台
湾
）
漁
船
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
と
な
っ
た

四
．
釣
魚
台
（
尖
閣
諸
島
）
周
辺
の
臺
灣
（
台
湾
）
漁
船
と
日
本
の
警
備

当
局
と
の
接
触

　
　
　

締
め
出
し
の
結
果
、
領
海
際
で
の
操
業
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

　
　
　

海
流
等
の
影
響
で
船
が
流
さ
れ
越
境
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る

　
　
　

安
全
な
操
業
環
境
の
確
立
の
必
要
性
を
ず
っ
と
思
っ
て
き
た

五
．
二
〇
一
三
年
の
臺
（
台
）
日
漁
業
取
決
め

　
　
　

マ
グ
ロ
を
中
心
と
し
て
行
っ
て
き
た
領
海
際
で
の
操
業
か
ら
発
生

す
る
問
題
の
解
決
の
た
め

　
　
　

釣
魚
台
（
尖
閣
諸
島
）
周
辺
は
黒
潮
に
乗
っ
て
マ
グ
ロ
が
北
上
し

て
く
る

　
　
　
　

そ
の
時
期
は
四
月
半
ば
か
ら
七
月
半
ば
く
ら
い
ま
で
の
約
三
か

月
で
あ
る

　
　
　
　

シ
ー
ズ
ン
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
臺
灣
（
台
湾
）
と
日
本
の

漁
船
が
集
中
す
る

　
　
　

日
本
は
臺
灣
（
台
湾
）
漁
船
の
操
業
を
、
資
源
枯
渇
の
一
因
と
し

続
し
て
き
た

林
氏
の
経
験

一
．
尖
閣
諸
島
に
上
陸
し
た
こ
と
が
あ
る

　
　
　

淡
水
が
あ
る
た
め
、
水
の
補
給
の
た
め
に
上
陸
し
た

　
　
　

荒
れ
や
す
い
海
域
の
た
め
、
台
風
が
来
た
時
に
は
嵐
を
避
け
る
た

め
に
上
陸
し
た

二
．
日
本
の
漁
民
と
の
接
触
（
二
〇
〇
八
年
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
）

　
　
　

日
本
人
が
三
人
乗
っ
て
い
る
船
で
大
き
な
魚
を
船
に
あ
げ
る
の
に

格
闘
し
て
い
た
の
で
、
助
け
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　

日
本
漁
船
が
故
障
の
た
め
漂
流
し
て
い
る
の
に
出
く
わ
し
、
三
日

間
曳
航
し
て
港
に
届
け
た
こ
と
が
あ
る

　
　
　
　
　
　

⇒

　

臺
灣
（
台
湾
）
と
日
本
の
漁
民
は
お
互
い
に
助
け

合
っ
て
き
て
い
た
し
、
今
後
も
そ
う
あ
る
べ
き

三
．
臺
灣
（
台
湾
）
漁
船
と
日
本
の
取
り
締
ま
り
当
局
と
の
接
触

　
　
　

二
〇
〇
五
年
以
前
は
平
和
的
な
操
業
を
相
互
に
行
っ
て
き
た

　
　
　
　
　

そ
の
背
景
に
は
釣
魚
島
（
尖
閣
諸
島
）
周
辺
に
大
き
な
油
田

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
た
め

　
　
　

日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
の
設
定
が
対
立
の
一
因

　
　
　
　
　

特
に
中
華
人
民
共
和
国
の
海
洋
進
出
が
日
本
と
中
華
人
民
共

和
国
の
領
土
紛
争
を
激
化
さ
せ
た



一
三
二

日
台
（
臺
日
）
間
の
漁
業
取
決
め
は
両
国
の
今
後
の
友
好
関
係
の
拡
大
に

大
き
く
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

て
非
難
し
て
い
る

　
　
　
　

臺
灣
（
台
湾
）
漁
船
の
は
え
縄
業
は
食
い
つ
い
た
マ
グ
ロ
だ
け

を
取
っ
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
資
源
に
や
さ
し
い
操
業
と
い
え
る

　
　
　

漁
場
に
は
臺
灣
（
台
湾
）
船
の
ほ
う
が
多
い

　
　
　

臺
灣
（
台
湾
）
漁
船
が
約
一
〇
〇
艘
程
度
な
の
に
対
し
て
、
日
本

漁
船
は
一
〇
艘
程
度
で
あ
る

六
．
二
〇
一
五
年
の
臺
（
台
）
日
漁
業
取
決
め

　
　
　

臺
灣
（
台
湾
）
と
日
本
の
相
互
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
を
合
わ
せ
た
協

議
と
考
え
て
い
る

　
　
　

安
全
操
業
の
た
め
の
環
境
が
整
備
さ
れ
た

　
　
　

今
後
は
毎
年
協
議
を
行
い
、
特
に
春
先
の
マ
グ
ロ
業
に
つ
い
て
は

合
意
を
得
る
必
要
が
あ
る

　
　
　

日
本
政
府
や
沖
縄
の
担
当
者
と
の
間
に
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
引
く
こ

と
も
必
要
で
あ
る

調
査
の
感
想

　

ア
ポ
な
し
の
調
査
で
あ
っ
た
が
、
協
会
の
女
性
職
員
が
明
朗
な
態
度
で

接
し
て
く
れ
、
理
事
長
が
不
在
の
た
め
林
さ
ん
を
呼
び
出
し
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
が
行
え
る
環
境
を
整
え
て
く
れ
た
。
彼
女
は
数
回
石
垣
市
を
訪
問

し
て
お
り
、
姉
妹
都
市
関
係
が
友
好
を
築
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

地
域
間
交
流
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
三
三

一　

問
題
の
所
在

裁
判
権
放
棄
の
「
密
約
」
文
書

　

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
三
日
、
共
同
通
信
は
、「
裁
判
権
放
棄
の
密
約
文
発
見　

五
三
年
の
日
米
合
同
委
議
事
録
」
と
の
見
出
し
の
も
と
、

一
九
五
三
年
に
日
米
両
政
府
が
、
米
兵
の
犯
罪
の
う
ち
、「
重
要
な
案
件
以
外
、
日
本
側
は
裁
判
権
を
放
棄
す
る
」
と
の
密
約
を
交
わ
し

て
い
た
と
報
じ
た

（
１
）。

　

こ
の
報
道
か
ら
約
一
年
半
後
の
二
〇
一
〇
年
三
月
、
核
持
ち
込
み
、
及
び
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
の
事
前
協
議
制
度
を

め
ぐ
る
「
密
約
」
の
対
象
文
書
・
関
連
文
書
が
、
外
務
省
か
ら
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、
裁
判
権
放
棄
密
約
に
関
連
す
る
文
書
が
あ
る
。

一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
「
十
月
四
日
総
理
、
外
務
大
臣
、
在
京
米
大
使
会
談
録
」
で
あ
り
、
岸
信
介
総
理
、
藤
山
愛
一
郎
外
務
大
臣
、

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
二
世
駐
日
米
大
使
の
会
談
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る（

２
）。

こ
れ
を
機
に
、
日
米
安
保
条
約
の
改
定
、
及
び
、
附

属
す
る
行
政
協
定
の
改
定
が
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型

信
　
　
夫
　
　
隆
　
　
司



一
三
四

　

こ
の
文
書
に
お
け
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
発
言
と
し
て
、「
一
九
五
三
年
十
月
二
十
八
日
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
分
科
委
員
会
で
の
合
意

議
事
録
の
中
に
日
本
側
は
或
る
場
合
裁
判
権
の
行
使
を
譲
る
趣
旨
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。」
と
あ
る
。
事
前
協
議
に
関
す
る
密
約
調
査
で
、

裁
判
権
放
棄
に
係
る
密
約
文
書
の
存
在
が
浮
上
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
時
の
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
が
、「
日
本
駐
留
米
兵
の
裁
判
権
に
係
る
日
米
密
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」

を
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
、
立
て
続
け
に
提
出
し
、
政
府
と
し
て
も
、「
裁
判
権
密
約
」
に
つ
い
て
、「
適
切
な
時
期
に
適
切

な
形
で
説
明
責
任
を
果
た
す
」
旨
を
答
弁
書
で
述
べ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
一
年
八
月
二
六
日
、
外
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、「
一
九
五
三
年
の
日
米
行
政
協
定
（
日
米
地
位

協
定
の
前
身
）
第
十
七
条
（
刑
事
裁
判
権
）
改
正
交
渉
に
係
る
外
交
記
録
及
び
関
連
資
料
の
公
表
」
が
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
ま
で

非
公
表
だ
っ
た
『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
―
第
三

巻
が
公
開
さ
れ
た（

３
）。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
日
米
行
政
協
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
合
同
委
員
会
の
裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
の
記
録
の
写
し
（
一
九
五

三
年
一
〇
月
二
二
日
と
同
年
一
〇
月
二
八
日
の
記
録
）
も
公
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
文
書
は
米
側
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
件
を
め
ぐ
っ
て
、
二
〇
一
一
年
八
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
「
日
米
合
同
委
員
会
に
お
け
る
や
り
と
り
」
も
公
表
さ
れ
た
。

　
「
や
り
と
り
」
に
よ
る
と
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
の
裁
判
権
放
棄
の
発
言
（
一
方
的
陳
述
）
は
、
日
本
側
の
一
方
的
政
策
的
な
も
の
で
あ
り
、

合
意
で
は
な
い
と
米
側
が
発
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
記
録
の
原
本
は
、
米
側
の
み
保
管
し
て
き
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
公
開

さ
れ
た
文
書
の
中
で
、
署
名
が
あ
る
の
は
米
側
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
も
米
側
と
同
じ
理
解
で
あ

る
と
し
、
検
察
官
が
被
疑
者
を
起
訴
す
る
か
否
か
は
日
本
の
法
律
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
日
米
地
位
協
定
と
は
無
関
係
で
あ
る
旨
を
述
べ
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て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
側
が
裁
判
権
を
放
棄
し
た
と
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
、
日
米
間
で
協
議
さ
れ
、
公
表
に
い
た
っ
た
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
日
本
側
の
一
方
的
陳
述
な
る
文
書
が
、
は
た
し
て
「
密
約
」
と
い
え
る
の
か
否
か
で
あ
っ
た
。
確

か
に
、
形
式
は
「
合
意
」
で
は
な
い
が
、
一
方
的
陳
述
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
合
意
」
文
書
に
あ
ら
ず
、
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
。

交
渉
の
経
緯
か
ら
、
な
ぜ
一
方
的
陳
述
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

刑
事
裁
判
権
放
棄
の
論
点

　

刑
事
裁
判
権
放
棄
の
問
題
が
登
場
す
る
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
一
九
五
一
年
九
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
並
び
に

「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
」（
旧
日
米
安
保
条
約
）
が
署
名
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
条
約
の
発
効
に
よ
り
日
本
は
、

一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
連
合
国
に
よ
る
占
領
を
脱
し
、
主
権
を
回
復
す
る
に
い
た
っ
た
。
旧
安
保
条
約
は
全
五
条
か
ら
な
る
き
わ
め

て
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。
第
三
条
に
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
日
本
国
内
及
び
そ
の
附
近
に
お
け
る
配
備
を
規
律
す
る
条
件
は
、

両
政
府
間
の
行
政
協
定
で
決
定
す
る
。」
と
あ
り
、
詳
細
は
す
べ
て
行
政
協
定
に
委
ね
ら
れ
た
。

　

行
政
協
定
第
十
七
条
に
は
、
米
軍
所
属
員
（
米
軍
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
）
が
日
本
国
内
で
犯
す
す
べ
て
の
罪
に
つ
い
て
、

米
軍
が
専
属
的
裁
判
権
を
日
本
国
内
で
行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
と
あ
る
。
裁
判
権
に
関
し
て
、
日
本
占
領
下
と
ま
っ
た
く
同
じ
状
況
が
、

日
本
の
主
権
回
復
後
も
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

外
国
の
軍
隊
が
他
国
に
駐
留
す
る
場
合
、
そ
の
地
位
を
定
め
る
標
準
的
な
協
定
と
考
え
ら
れ
た
の
が
、
一
九
五
一
年
六
月
一
九
日
、
ロ

ン
ド
ン
で
署
名
さ
れ
た
「
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
」（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
）
で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
が



一
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い
ず
れ
発
効
す
る
こ
と
を
見
越
し
、
行
政
協
定
第
十
七
条
第
一
項
で
は
、
同
協
定
が
発
効
し
た
と
き
に
は
、「
合
衆
国
は
、
直
ち
に
、
日

本
国
の
選
択
に
よ
り
、
日
本
国
と
の
間
に
前
記
の
協
定
の
相
当
規
定
と
同
様
の
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。」

と
の
予
告
が
な
さ
れ
て
い
た
。
米
軍
所
属
員
に
対
す
る
専
属
的
裁
判
権
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
発
効
ま
で
の
暫
定
的
な
措
置
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

占
領
中
、
日
本
に
占
領
軍
と
し
て
駐
留
し
て
い
た
の
は
、
米
軍
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
広
島
県
呉
地
区
を
中
心
に
英
連
邦
軍
も
駐
留
し

て
い
た
。
英
連
邦
軍
の
場
合
、
米
軍
と
は
異
な
り
、
行
政
協
定
の
類
が
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
の
主
権
回
復
後
九
〇
日
以
内
に
、
日
本
か

ら
撤
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た（

４
）。

ま
た
、
日
本
に
は
、
米
軍
及
び
英
連

邦
軍
以
外
の
国
連
軍
も
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
兵
士
等
の
地
位
も
、
英
連
邦
軍
兵
士
と
同
様
、
日
本
の
主
権
回
復
後
の
扱

い
が
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
米
軍
を
除
く
国
連
軍
の
地
位
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
こ
れ
と
関
連
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定

が
発
効
し
た
後
の
行
政
協
定
第
十
七
条
の
扱
い
が
、
主
権
回
復
後
の
懸
案
事
項
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
概
要

　

前
述
の
よ
う
に
、
行
政
協
定
第
十
七
条
に
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
が
発
効
す
れ
ば
、
行
政
協
定
を
同
協
定
並
み
に
改
正
す
る
こ
と
が
う
た

わ
れ
て
い
た
。
日
本
側
は
外
国
軍
隊
の
地
位
を
定
め
る
協
定
を
締
結
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
準
拠
す
る
こ
と
を
強
く
主
張

し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
が
本
稿
で
の
議
論
の
前
提
と
な
る
の
で
、
同
協
定
の
刑
事
裁
判
権
の
規
定
に
つ
い
て
概
要
を
記
し
て
お
く（

５
）。

　

派
遣
国
・
受
入
国
と
も
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
に
よ
り
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
罪
に
つ
い
て
は
刑
事
裁
判
権
を
有
す
る
。

犯
罪
に
よ
っ
て
は
、
派
遣
国
の
法
令
で
は
罰
せ
ら
れ
る
が
、
受
入
国
の
法
令
で
は
罰
せ
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
派
遣
国
の
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兵
士
に
よ
る
派
遣
国
へ
の
反
逆
の
罪
は
、
受
入
国
の
法
令
で
は
犯
罪
で
は
な
い
。
そ
の
逆
の
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
犯
罪
に

対
し
て
は
、
派
遣
国
・
受
入
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
専
属
的
裁
判
権
を
有
す
る
。

　

こ
の
原
則
か
ら
、
派
遣
国
・
受
入
国
と
も
に
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
裁
判
権
の
競
合
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

協
定
で
は
、
同
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
、
優
先
す
る
裁
判
権
を
第
一

次
裁
判
権
、
も
う
一
方
を
第
二
次
裁
判
権
と
呼
ん
で
い
る
。

　

派
遣
国
の
軍
当
局
が
、
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
犯
罪
は
以
下
で
あ
る
。（
一
）
も
っ
ぱ
ら
派
遣
国
の
財
産
も
し
く
は
安
全
の
み
に
対

す
る
犯
罪
。
た
と
え
ば
、
派
遣
国
兵
士
が
基
地
内
の
軍
需
物
資
保
管
倉
庫
か
ら
物
資
を
窃
取
し
た
場
合
で
あ
る
。（
二
）
も
っ
ぱ
ら
派
遣

国
の
軍
隊
所
属
員
間
の
身
体
又
は
財
産
の
み
に
対
す
る
犯
罪
。
た
と
え
ば
、
兵
士
同
士
の
け
ん
か
で
、
相
手
に
傷
を
負
わ
せ
た
場
合
で
あ

る
。（
三
）
公
務
執
行
中
の
作
為
・
不
作
為
か
ら
生
ず
る
犯
罪
。

　

こ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
罪
の
軽
重
を
問
わ
ず
、
受
入
国
当
局
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
。
第
一
次
裁
判
権
を
有
す

る
国
が
、
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
相
手
国
の
当
局
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
第
一
次
裁

判
権
を
有
す
る
国
の
当
局
に
対
し
、
そ
の
権
利
の
放
棄
が
特
に
重
要
だ
と
他
方
の
国
が
認
め
、
権
利
の
放
棄
を
要
請
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
要
請
に
好
意
的
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
の
目
的

　

行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
で
、
米
側
は
、
当
初
か
ら
、
日
本
側
が
主
張
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
並
み
を
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
を
め

ざ
し
た
。
具
体
的
に
は
、
米
軍
所
属
員
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
適
用
を
重
要
な
犯
罪
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
犯
罪
に
対
す
る
日
本
側
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裁
判
権
を
放
棄
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
並
み
を
強
く
要
望
す
る
日
本
側
と
の
折
り
合
い
を
い
か
に
つ

け
る
か
が
、
交
渉
の
焦
点
と
な
っ
た
。
前
述
し
た
日
本
側
の
一
方
的
陳
述
の
文
書
だ
け
で
は
、「
密
約
」
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
一
方
的
陳
述
に
落
ち
着
い
た
の
か
、
交
渉
過
程
を
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
刑
事
裁
判
権
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
犯
罪
が
日
米
ど
ち
ら
の
裁
判
権
に
服
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
以
前
に
、
刑
事
実
務
上
、

容
疑
者
の
逮
捕
・
身
柄
の
拘
束
と
い
っ
た
問
題
が
必
然
的
に
生
ず
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
も
同
時
に
論
じ
る
と
、
議
論

が
複
雑
化
す
る
の
で
、
刑
事
裁
判
管
轄
権
の
み
を
刑
事
裁
判
権
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　

行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
に
加
え
、
本
稿
で
は
新
た
な
視
点
と
し
て
、
国
連
軍
協
定
の
交
渉
過
程
に
も
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
る
。

行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
は
、
実
質
的
に
は
三
週
間
ほ
ど
で
決
着
を
み
た
。
短
期
間
で
決
着
し
た
理
由
は
、
こ
の
交
渉
以
前
、
国

連
軍
の
地
位
を
め
ぐ
る
暫
定
協
定
案
の
交
渉
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
は
、
本
協
定
の
交
渉
も
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
刑
事
裁
判
権
の
問
題

は
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
に
せ
よ
、
国
連
軍
協
定
の
締
結
に
せ
よ
、
実
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
国
連
軍
協
定
の
交
渉
が
先
行
し
、

そ
の
後
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
の
「
密
約
」
と
し
て
結
実
す
る
。
国
連
軍
協
定
の
交
渉
過
程
を
掘
り
下
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
事
裁
判
権
「
密
約
」
の
実
態
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
国
連
軍
協
定
の
交
渉
過
程
で
検
討
さ
れ
た
「
密
約
」
の
方
法
は
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
六
〇

年
の
安
保
改
定
時
に
交
わ
さ
れ
た
核
持
ち
込
み
密
約
の
方
式
に
も
い
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
な
る
と
、
密
約
を
締
結
す
る
構
造
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
な
お
、
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
日
米
の
外
交
文
書

を
用
い
る
。
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本
稿
の
構
成

　

第
二
節
で
は
、
一
九
五
三
年
の
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
を
検
証
す
る
。
交
渉
開
始
時
の
日
米
の
原
案
に
は
そ
う
と
う
の
懸
隔

が
あ
っ
た
。
米
側
は
日
本
側
の
裁
判
権
の
範
囲
を
重
大
な
犯
罪
に
限
定
し
よ
う
と
し
、
日
本
側
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
О
協
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
よ

う
と
し
た
。
両
者
の
妥
協
点
が
、
日
本
側
代
表
に
よ
る
一
方
的
陳
述
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。

　

第
三
節
で
は
、
日
本
の
主
権
回
復
後
、
米
軍
を
除
く
外
国
軍
隊
の
刑
事
裁
判
権
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
。
こ
の
問

題
に
対
処
す
る
た
め
、
暫
定
交
換
公
文
案
が
で
き
、
日
本
側
で
は
閣
議
決
定
ま
で
な
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
案
の
解
釈
を

め
ぐ
り
日
本
側
と
国
連
軍
側
が
対
立
し
、
同
案
は
と
り
や
め
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
再
独
立
後
の
外
国
軍
隊
の
地
位
を
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
る
の
か
、
つ
ま
り
、
従
来
通
り
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
占
領
終
了
に
よ
り
、
新
た
な
法
的
関
係
の
も
と
、
駐
留
軍
の
刑
事
裁
判
権

を
め
ぐ
る
一
般
国
際
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
が
論
点
と
な
っ
た
。
暫
定
的
に
、
吉
田
茂
総
理
か
ら
ロ
バ
ー
ド
・
Ｄ
・
マ
ー
フ
ィ
ー
駐
日
大

使
宛
の
書
簡
で
決
着
を
み
る
。
た
だ
、
こ
の
吉
田
書
簡
は
後
に
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

　

第
四
節
は
、
一
九
五
二
年
に
行
わ
れ
た
国
連
軍
協
定
の
交
渉
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
暫
定
協
定
案
が
挫
折
し
、
そ
の
後
、
直
ち
に
、

本
協
定
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
米
軍
を
除
く
占
領
軍
は
、
平
和
条
約
発
効
後
、
九
〇
日
以
内
に
撤
退
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
九
〇
日
を
越
え
れ
ば
、
日
本
に
駐
留
す
る
法
的
根
拠
を
失
う
。
国
連
軍
協
定
の
交
渉
を
促
進
し
た
も
の
の
、
結
局
、
九
〇

日
以
内
の
本
協
定
締
結
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
刑
事
裁
判
権
を
め
ぐ
る
交
渉
は
難
航
を
き
わ
め
、
日
米
の
交
渉
当
事
者
は
、

後
の
「
密
約
」
へ
の
端
緒
を
ひ
ら
く
解
決
策
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
五
節
は
、
刑
事
裁
判
権
を
め
ぐ
り
、
国
連
軍
協
定
交
渉
で
検
討
さ
れ
た
方
法
並
び
に
内
容
が
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
を
め
ぐ

る
密
約
と
し
て
結
実
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
安
保
改
定
に
関
連
す
る
密
約
の
原
型
を
な
す
こ
と
も
検
証
す
る
。
名
を
棄
て
、
実
を
と
る
ア



一
四
〇

メ
リ
カ
、
密
約
が
ば
れ
な
い
よ
う
工
夫
を
凝
ら
し
、
表
面
的
に
は
日
本
側
の
主
張
が
す
べ
て
通
っ
た
か
の
よ
う
に
装
う
日
本
。
密
約
が
生

み
出
さ
れ
る
構
造
的
問
題
の
原
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二　

行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正

行
政
協
定
第
十
七
条
改
正
交
渉
に
い
た
る
経
緯

　

一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
日
米
安
保
条
約
の
実
施
規
定
と
し
て
発
効
し
た
日
米
行
政
協
定
第
十
七
条
の
刑
事
裁
判
権
条
項
は
、
日
本

に
駐
留
す
る
米
軍
所
属
員
の
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
、
米
軍
当
局
に
専
属
的
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た

（
６
）。

た
だ
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ

は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
発
効
ま
で
の
過
渡
的
な
措
置
で
あ
り
、
同
条
に
は
、
そ
の
改
正
に
関
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
条

第
五
項
は
、
も
し
日
米
行
政
協
定
の
発
効
後
一
年
以
内
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
が
発
効
し
な
い
場
合
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
か
ら
の
要
請
が
あ
れ

ば
、
刑
事
裁
判
権
の
問
題
を
再
考
慮
す
る
こ
と
も
約
束
し
て
い
た
。

　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
は
、
日
米
行
政
協
定
発
効
後
一
年
に
あ
た
る
一
九
五
三
年
四
月
二
七
日
の
時
点
で
は
、
ま
だ
発
効
し
て
い
な
か
っ
た
。

同
年
四
月
上
旬
、
米
上
院
外
交
委
員
会
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
審
議
を
開
始
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
同
協
定
は
遠
か
ら
ず
批
准
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
政
府
は
、
四
月
一
四
日
、
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
か
ら
マ
ー
フ
ィ
ー
大
使
宛
の
書
簡
で
、
同
協
定
第
十
七
条

第
一
項
に
基
づ
き
、
刑
事
裁
判
権
条
項
を
修
正
し
た
い
と
米
政
府
に
正
式
に
申
し
入
れ
る
。
こ
れ
に
は
日
本
側
提
案
も
添
付
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
同
趣
旨
で
あ
っ
た

（
７
）。

　

米
政
府
は
、
四
月
一
六
日
、
日
本
の
申
し
出
を
了
承
し
た
旨
回
答
し
て
き
た
。
上
院
外
交
委
員
会
は
、
同
月
二
三
日
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定

を
可
決
す
る
。
そ
の
後
、
上
院
本
会
議
で
の
同
協
定
の
審
議
は
、
特
に
そ
の
第
七
条
の
刑
事
裁
判
権
条
項
を
め
ぐ
り
議
論
が
長
引
き
、
結
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局
七
月
一
五
日
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
上
院
を
通
過
し
た
。
ド
ワ
イ
ト
・
Ｄ
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
の
署
名
を
得
て
、
七
月
二
四
日
、

批
准
書
が
寄
託
さ
れ
、
そ
の
三
〇
日
後
の
八
月
二
三
日
、
同
協
定
は
発
効
す
る
に
い
た
っ
た
。

米
側
案
の
提
示

　

八
月
一
七
日
に
い
た
り
、
先
の
四
月
一
四
日
付
の
書
簡
に
対
す
る
返
書
が
米
側
か
ら
手
交
さ
れ
た
。
八
月
一
九
日
以
降
、
外
務
・
法
務

両
省
は
、
米
側
と
十
数
回
に
わ
た
り
非
公
式
会
談
を
行
い
、
九
月
一
二
日
を
も
っ
て
、
す
べ
て
の
問
題
に
日
米
間
で
意
見
の
一
致
を
み
た
。

九
月
二
八
日
に
正
式
会
談
が
開
催
さ
れ
、
妥
結
案
が
採
択
さ
れ
た

（
８
）。

　

米
側
返
書
で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
協
定
の
交
渉
を
直
ち
に
始
め
る
よ
う
要
請
し
、
同
時
に
、
米
側
議
定
書
案
が
添

付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
案
の
第
十
七
条
第
三
項
に
は
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
日
米
間
で
競
合
す
る
場
合
、
そ
れ
を
調
整
す
る
規
定

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
同
項
は
⒜
か
ら
⒞
ま
で
あ
る
。
⒜
に
は
、
ア
メ
リ
カ
が
第
一
次
の
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
が
規
定
さ
れ
、
も
っ

ぱ
ら
米
軍
の
財
産
も
し
く
は
安
全
の
み
に
対
す
る
罪
、
ま
た
は
、
も
っ
ぱ
ら
米
軍
構
成
員
間
の
身
体
・
財
産
の
み
に
対
す
る
罪
が
対
象
で

あ
る
。
⒝
に
は
、
⒜
以
外
の
罪
に
つ
い
て
、
日
本
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
と
あ
る
。
⒞
は
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
同
項
は
、

全
体
と
し
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
そ
の
ま
ま
と
い
っ
て
よ
い

（
９
）。

　

た
だ
し
、
こ
の
第
三
項
⒞
に
は
、
左
の
よ
う
な
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
に

関
す
る
公
式
議
事
録
米
案
」
も
添
付
さ
れ
て
い
た
。

日
本
国
政
府
は
、
日
本
国
に
と
つ
て
特
に
重
大
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
外
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又



一
四
二

は
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
も
の
と
す
る
。（
中
略
）
事
件

が
日
本
国
政
府
に
と
つ
て
特
に
重
大
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
政
府
は
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使
す

る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
合
衆
国
の
当
局
に
通
告
す
る
も
の
と
す
る）

（1
（

。

　

こ
の
内
容
で
は
、
日
本
に
と
っ
て
特
に
重
大
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
日
本
に
第
一
次
裁
判
権
が
な
い
よ
う
に
読
め
る
。
こ
の
点

を
日
本
側
は
最
大
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
。
こ
の
米
側
提
案
を
分
析
し
た
外
務
省
の
松
平
康
東
参
与
（
日
本
側
首
席
交
渉
官
）
は
、「
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
、
従
つ
て
本
件
議
定
書
の
原
則
を
実
質
的
に
根
本
か
ら
く
つ
が
え
し
、
行
政
協
定
改
訂
の
趣
旨
と
背
馳
す
る
や
に
見
え
、
若

し
し
か
ら
ば
（
あ
る
い
は
米
国
防
省
及
び
軍
側
の
無
理
押
し
な
る
や
も
知
れ
ず
）
問
題
は
重
大
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。」
と
記
し
て
い
る）

（（
（

。

こ
の
点
、
米
側
は
原
案
作
成
時
か
ら
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
の
転
換
を
め
ざ
し
て
い
た）

（1
（

。

　

刑
事
裁
判
権
の
運
用
に
あ
た
る
法
務
省
は
、「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
に
て
は
日
本
側
が
公
務
外
に
行
わ
れ
た
米
軍
人
の
犯
罪
に
つ
き
第
一
次

裁
判
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
の
に
対
し
、
米
側
議
事
録
案
は
、
日
本
国
政
府
は
、
例
外
的
場
合
を
除
き
、
右
裁
判
権
を
行
使
し

な
い
も
の
と
し
、
右
例
外
的
に
日
本
国
政
府
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
希
望
を
、
米
当
局
に
通
告
す
る
こ
と
を
示
し
、
こ

の
通
告
の
形
式
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
規
定
せ
ず
、
合
同
委
員
会
が
定
め
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
対
し
て
は
、
右
は
行

政
協
定
改
訂
の
意
義
を
没
却
す
る
も
の
と
し
て
」、
米
側
議
事
録
案
に
強
硬
に
反
対
し
た）

（1
（

。

　

八
月
一
九
日
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
を
め
ぐ
る
第
一
回
非
公
式
会
談
が
開
か
れ
、
日
本
側
は
米
側
提
案
を
受
諾
で
き
な
い
旨
を

伝
え
た）

（1
（

。
そ
の
理
由
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
で
派
遣
国
に
第
一
次
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
き
わ
め
て
例
外
的
で

あ
り
、
受
入
国
に
広
範
な
第
一
次
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
米
側
提
案
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
日
本
側
に
第
一
次
裁
判
権
は
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な
く
、
例
外
的
に
日
本
に
と
っ
て
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
と
な
っ
て
い
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定

の
原
則
（
す
べ
て
の
犯
罪
に
つ
い
て
受
入
国
に
裁
判
権
が
あ
る
）
と
、
例
外
的
に
派
遣
国
の
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
が
、
逆
転
し
て
い

る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
結
果
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
原
則
を
貫
き
た
い
法
務
省
と
、
同
協
定
を
骨
抜
き
に
し
た
い
と
考
え
る
ア
メ
リ
カ
と
の

間
に
立
ち
、
外
務
省
は
妥
協
点
を
探
る
こ
と
と
な
る
。

妥
協
案
の
模
索

　

八
月
二
一
日
、
外
務
省
の
三
宅
喜
二
郎
参
事
官
と
ジ
ュ
ー
ル
ス
・
バ
ッ
シ
ン
在
京
米
大
使
館
法
律
顧
問
が
、
昼
食
を
共
に
し
な
が
ら
こ

の
問
題
を
話
し
合
っ
た
。
日
米
と
も
こ
の
問
題
に
な
る
べ
く
早
く
決
着
を
つ
け
た
い
と
考
え
て
い
た
。
も
し
交
渉
が
長
引
け
ば
、
行
政
協

定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
並
み
に
改
正
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
る
国
民
が
、
同
協
定
と
は
異
な
る
無
理
な
要
求
を
米
側
が

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
抱
く
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
で
は
日
米
関
係
を
そ
こ
な
い
か
ね
な
い
。

　

バ
ッ
シ
ン
が
そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
尋
ね
る
と
、
三
宅
は
米
側
公
式
議
事
録
案
の
撤
回
を
希
望
し
た
。
こ
れ
に
バ
ッ
シ
ン
は
、

「
日
本
の
第
一
次
裁
判
権
行
使
の
程
度
に
関
す
る
日
本
政
府
の
方
針
を
公
式
会
議
の
席
上
日
本
側
代
表
が
陳
述
し
、
そ
れ
を
同
会
議
の
記

録
（
両
国
代
表
が
最
后
に
イ
ニ
シ
ア
ル
す
る
）
に
と
ど
め
る
方
式
は
ど
う
か
」
と
尋
ね
た
。
三
宅
は
個
人
的
意
見
で
あ
る
と
断
り
な
が
ら
、「
そ

の
記
録
が
極
秘
扱
い
を
さ
れ
る
な
ら
ば
、
右
の
方
式
は
、
日
本
側
と
し
て
も
考
慮
し
得
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
米
案
の
よ
う
に
、
日
本
側
第
一
次
裁
判
権
の
行
使
を
特
に
重
要

9

9

9

9

な
も
の
に
限
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
私
見

で
あ
る
が
、
マ
イ
ナ
ー
、
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
積
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
位
な
ら
ば
陳
述
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。」（
◦
印
は
原
文
の
強
調
。）
と
答
え
た）

（1
（

。
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こ
れ
が
最
終
的
な
解
決
案
の
原
型
と
な
る
。
ま
ず
、
方
法
と
し
て
、
公
式
議
事
録
に
載
せ
る
の
で
は
な
く
、
公
式
会
議
の
席
上
、
日
本

政
府
の
方
針
を
日
本
側
が
陳
述
し
、
そ
れ
を
極
秘
扱
い
に
す
る
。
ま
た
、
内
容
は
、
第
一
次
裁
判
権
を
最
初
か
ら
放
棄
し
た
か
の
よ
う
な

表
現
は
日
本
側
に
と
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
重
大
で
な
い
犯
罪
の
場
合
も
日
本
側
に
第
一
次
裁
判
権
は
あ
る
が
、
通
常
は
そ
の

権
利
を
行
使
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
陳
述
で
済
ま
そ
う
と
い
う
の
だ
。
バ
ッ
シ
ン
は
、
口
頭
の
了
解
で
は
誤
解
や
解
釈
の
誤
り
を
生

む
お
そ
れ
が
あ
り
、
文
書
化
を
求
め
た
。
ま
た
、
極
秘
扱
い
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
た
め
、
両
国
代
表
が
交
渉
議
事
録
に
署
名
あ
る

い
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
す
る
方
法
を
提
案
し
た
。
バ
ッ
シ
ン
か
ら
国
務
省
へ
の
同
会
談
の
報
告
に
は
、
軽
微
な
事
件
に
つ
い
て
裁
判
権
を
行
使

し
な
い
と
の
日
本
側
口
頭
了
解
は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
と
あ
る
。

　

八
月
二
五
日
、
三
宅
と
バ
ッ
シ
ン
は
さ
ら
に
妥
協
案
を
模
索
し
た
。
バ
ッ
シ
ン
は
米
側
提
案
を
記
し
た
以
下
の
メ
モ
を
三
宅
に
手
交
す

る
。
米
側
は
第
一
次
裁
判
権
の
放
棄
を
議
事
録
に
書
く
と
い
う
形
式
に
は
執
着
せ
ず
、
他
の
可
能
な
形
式
、
た
と
え
ば
、
交
換
公
文
か
米

大
使
館
に
対
す
る
一
方
的
書
簡
で
も
よ
い
。
内
容
は
、「
米
側
の
提
案
し
た
放
棄
に
関
す
る
議
事
録
案
の
内
容
を
含
み
且
つ
日
本
側
の
見

地
か
ら
適
当
と
認
め
ら
れ
る
放
棄
に
関
す
る
方
針
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
大
使
館
を
［
に
］
示
す）

（1
（

」。

　

米
側
記
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
メ
モ
を
読
ん
だ
三
宅
は
笑
み
を
浮
か
べ
、「
氷
は
破
ら
れ
た
（
“the ice is broken.

”）
と
思
わ
れ
る
」、
と

述
べ
た
と
い
う
。
三
宅
が
記
し
た
会
談
要
録
で
は
、「
交
換
公
文
又
は
一
方
的
書
簡
の
方
法
は
、
日
本
側
と
し
て
不
可
能
で
あ
り
、
問
題

に
な
ら
な
い
。
公
式
会
議
等
の
席
上
、
第
一
次
裁
判
権
の
実
際
的
運
用
の
方
針
乃
至
見
透
し
を
一
方
的
に
陳
述
す
る
位
の
こ
と
な
ら
ば
、

法
務
省
も
同
意
す
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
答
え
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
点
、
米
側
記
録
で
は
、
三
宅
は
、
合
意
さ
れ
た
陳
述
を
秘
密
の
交
渉
議
事

録
に
入
れ
、
こ
れ
に
両
国
代
表
が
署
名
あ
る
い
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
す
る
方
法
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
政
策
が
明
確
な
こ
と
を
米
側
に
満

足
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
妥
協
案
と
し
て
、
三
宅
は
秘
密
了
解
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
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内
容
に
つ
い
て
、
三
宅
は
、
裁
判
権
放
棄
に
関
す
る
米
側
提
案
を
受
諾
可
能
だ
と
し
た
。
た
だ
、
い
か
な
る
事
件
が
日
本
側
に
と
っ
て

重
要
な
の
か
、
そ
の
決
定
権
を
日
本
側
が
有
す
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
バ
ッ
シ
ン
も
米
側
提
案
は
そ
れ
を
意
図
し
て
お
り
、

日
本
側
当
局
が
、
最
大
限
の
裁
量
で
、
訴
追
さ
れ
る
場
合
を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
特
に
重
要
な
事
件
と
は
何
か
を
決
定
し
て
も
ら
え
る

と
思
う
と
述
べ
た
。
三
宅
は
、
そ
の
点
、
十
分
に
承
知
し
て
い
る
、
と
答
え
て
い
る
。

　

こ
の
会
談
を
受
け
、
バ
ッ
シ
ン
は
日
本
側
の
立
場
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。
裁
判
権
の
放
棄
に
関
す
る
米
側
の
立
場
を
議
事

録
か
ら
削
除
す
る
。
そ
の
代
わ
り
、
そ
れ
を
交
渉
議
事
録
の
秘
密
の
記
録
に
盛
り
込
む
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
特
に
重
要
な
事
件
と
は
何

か
を
日
本
側
が
決
定
で
き
る
と
の
了
解
を
盛
り
込
ん
だ
案
で
あ
れ
ば
、
日
本
側
は
受
け
い
れ
可
能
で
あ
る
。
三
宅
参
事
官
が
作
成
し
た
日

本
側
代
表
陳
述
案
は
以
下
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
規
定
の
実
際
上
の
運
用
に
関
し
、
日
本
国
の
当
局
は
、
日
本
国
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件
を
除

き
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
、
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
行
使
す
る
意
思
を
通

常
有
し
な
い
旨
こ
ゝ
に
陳
述
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

八
月
二
六
日
午
後
、
こ
の
案
を
法
務
省
の
検
討
に
ま
わ
し
た
と
こ
ろ
、
左
の
よ
う
な
法
務
省
側
の
最
終
譲
歩
案
が
示
さ
れ
た
。

日
本
側
に
お
い
て
い
か
な
る
事
情
に
て
ら
し
て
も
重
要
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
事
件

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
日
本
側
と
し
て
は
裁
判
権

を
行
使
す
る
第
一
次
的
の
権
利
を
行
使
す
る
意
図
を
通
常
有
し
な
い）

11
（

。（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
強
調
。）
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傍
点
が
示
す
よ
う
に
、
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
意
図
が
な
い
場
合
を
き
び
し
く
制
限
し
て
い
る
。
二
七
日
夜
、
松
平
参
与
は
、
こ

の
案
を
も
っ
て
、
在
京
米
大
使
館
の
Ｊ
・
グ
ラ
ハ
ム
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
参
事
官
と
交
渉
し
た
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
国
務
省
か
ら
原
案

を
堅
持
す
べ
き
だ
と
い
う
強
硬
な
訓
令
が
き
て
い
る
と
い
う）

1（
（

。
米
側
は
日
本
側
対
案
に
賛
成
し
な
か
っ
た）

11
（

。
こ
の
時
点
で
、
交
渉
は
決
裂

の
危
機
に
瀕
す
る）

11
（

。

　

米
側
は
な
ぜ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
明
ら
か
に
反
す
る
よ
う
な
案
を
日
本
側
に
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
を
解
く
鍵
と
な
る
の
は
、

八
月
二
九
日
の
非
公
式
会
談
で
、
米
側
が
、「
日
本
と
交
渉
中
の
米
提
案
と
同
一
の
協
定
が
既
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
一
国
と
の
間
に
成
立
し
お

れ
る
こ
と
及
び
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
他
の
二
国
と
の
間
に
は
同
様
の
協
定
の
交
渉
継
続
中
な
る
こ
と
を
正
式
に
極
秘
の
含
と
し
て
確
言
し
得
べ
し
」

と
述
べ
て
い
る
点
だ）

11
（

。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
国
々
と
同
様
の
取
り
扱
い
に
し
よ
う
と
、
米
側
は
強
硬
な
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
終
協
定
案

　

八
月
二
九
日
、
米
側
は
、
日
本
側
代
表
に
よ
る
口
頭
陳
述
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
案
を
提
示
し
た
。
以
下
は
、
英
文
か
ら
の
翻
訳

で
あ
る
。

議
定
書
第
三
項
の
規
定
の
実
際
上
の
運
用
に
関
し
、
私
は
、
日
本
国
の
当
局
の
方
針

0

0

と
し
て
、
日
本
国
に
と
つ
て
例
外
的
に
重
要

0

0

0

0

0

0

で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
件
を
除
き
、
通
常
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
で
合
衆
国
の
軍
法
に
服
す

る
も
の
に
対
し
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
行
使
す
る
意
図
を
有
し
な
い
旨
陳
述
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（）
11
（

傍

点
は
筆
者
に
よ
る
強
調
。）
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こ
の
案
は
、
先
の
三
宅
参
事
官
が
作
成
し
た
日
本
案
に
近
い
。
日
本
国
の
当
局
の
「
方
針
」
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
傍
点
の
「
例

外
的
に
重
要
」（exceptional im

portance

）
が
、
三
宅
案
で
は
、「
特
に
重
要
」
と
な
っ
て
い
た）

11
（

。
最
終
的
に
は
、「
実
質
的
に
重
要
」

（m
aterial im

portance

）
と
な
る
。
九
月
八
日
、
日
本
側
代
表
に
よ
る
一
方
的
陳
述
の
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
。

議
定
書
第
三
項
の
規
定
の
実
際
上
の
運
用
に
関
し
、
私
は
、
日
本
国
の
当
局
が
方
針
と
し
て
、
日
本
国
に
と
つ
て
実
質
的
に
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
件
を
除
き
、
通
常
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
で
合
衆
国
の
軍
法
に
服
す

る
も
の
に
対
し
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
行
使
す
る
意
図
を
有
し
な
い
旨
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（）
11
（

傍
点
は
筆
者
に

よ
る
強
調
。）

　

こ
の
最
終
案
は
、
合
同
委
員
会
日
本
側
代
表
で
あ
る
松
平
参
与
の
一
方
的
陳
述
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、
日
本

側
は
、
そ
の
陳
述
を
さ
ら
に
一
段
下
げ
る
よ
う
要
請
し
、
米
側
も
そ
れ
を
受
諾
し
た
。
そ
の
結
果
、
合
同
委
員
会
の
下
部
組
織
で
あ
る
裁

判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
で
、
日
本
側
代
表
の
津
田
實
法
務
省
総
務
課
長
が
陳
述
す
る
形
と
な
っ
た
。
日
本
側
の
強
い
希
望
に
よ
り
、
こ

の
文
書
は
部
外
秘
と
な
り
、
配
布
先
も
限
定
さ
れ
た）

11
（

。
津
田
総
務
課
長
の
陳
述
は
、
そ
の
議
事
を
合
同
委
員
会
本
会
議
に
報
告
す
る
に
と

ど
め
、
議
定
書
本
文
、
議
定
書
公
式
議
事
録
、
正
式
会
談
議
事
録
の
い
ず
れ
に
も
掲
載
し
な
い
扱
い
と
な
る
。
津
田
課
長
の
陳
述
は
、
公

式
文
書
か
ら
ま
っ
た
く
除
か
れ
、
秘
密
文
書
と
な
っ
た
。

　

最
終
案
で
は
、
他
に
も
、「
陳
述
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
。」
か
ら
「
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
へ
と
表
現
が
変
更
さ
れ
た
。

「
許
可
さ
れ
て
い
る
。」
で
は
、
津
田
課
長
の
上
職
よ
り
陳
述
を
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
そ
れ
を
「
陳
述
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。」
と
し
、
津
田
課
長
自
身
の
陳
述
と
な
っ
た
。
こ
の
点
も
一
段
下
げ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
側
の
第
一
次
裁
判
権
の
範
囲
に
つ
い
て
、
日
米
間
の
違
い
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
米
側
原
案
は
、
日
本
に
と
っ
て
特
に
重
要
な

事
件
を
除
き
、
日
本
政
府
は
、
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
と
の
了
解
事
項
を
公
式
議
事
録
に
盛
り
込
む
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
側
の
第
一
次
裁
判
権
の
範
囲
は
、
特
に
重
要
な
事
件
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
採
択

さ
れ
た
日
本
案
で
は
、
日
本
政
府
が
実
質
的
に
見
て
日
本
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
認
め
る
（
こ
の
認
定
は
日
本
側
当
局
の
専
権
に
属
す
る
）

事
件
以
外
は
、
通
常
、
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
の
運
用
上
の
方
針
を
、
合
同
委
員
会
裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会

で
日
本
側
代
表
が
一
方
的
に
陳
述
す
る
、
と
な
っ
た
。
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
、
日
本
側
の
第
一
次
裁
判
権
は
あ
る
が
、
運
用
の
方
針

と
し
て
、
重
要
事
件
以
外
、
そ
の
裁
判
権
を
行
使
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

九
月
一
七
日
、
岡
崎
外
務
大
臣
と
ジ
ョ
ン
・
Ｍ
・
ア
リ
ソ
ン
駐
日
大
使
と
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
ア
リ
ソ
ン
は
、
刑
事
裁
判
権
に
関
し
、

こ
の
協
定
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
日
本
側
が
最
大
限
柔
軟
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本
側
が
実
際
に
裁
判
権
の
行
使
を
希
望
す
る
事
件
の
件
数

も
、
極
力
少
な
く
す
る
よ
う
要
望
し
た
。
こ
れ
に
岡
崎
は
、「
重
要
な
の
は
、
日
本
側
に
裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
日
本
側
に
と
っ
て
真
に
重
要
な
重
大
事
件
を
除
き
、
日
本
側
官
憲
は
裁
判
権
を
行
使
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
と
確

信
し
て
い
ま
す
。」
と
答
え
た
。
続
け
て
、「
昨
年
の
神
戸
で
の
英
水
兵
事
件
は
、
多
く
の
こ
と
を
双
方
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
」
と
述
べ
、

「
ご
心
配
い
り
ま
せ
ん
」
と
付
け
加
え
た）

11
（

（
英
水
兵
事
件
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

　

以
上
の
交
渉
を
振
り
返
っ
て
、
日
米
い
ず
れ
が
実
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
九
月
一
一
日
、
懸
案
事
項
が
す
べ
て
解
決
し
た
後
の
松
平
・

パ
ー
ソ
ン
ズ
会
談
で
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、「
今
次
行
政
協
定
改
定
交
渉
に
お
い
て
は
、
最
初
の
米
側
提
案
は
殆
ん
ど
全
部
撤
回
し
た
か
又

は
重
大
な
修
正
を
受
け
、
大
体
日
本
側
提
案
に
よ
る
こ
と
と
な
つ
た
」
と
語
っ
て
い
る）

11
（

。
米
側
は
、
文
書
の
形
式
に
は
こ
だ
わ
っ
て
お
ら
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の
原
型
（
信
夫
）

一
四
九

ず
、
重
要
で
な
い
事
件
の
場
合
、
日
本
側
か
ら
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
の
実
質
的
な
保
証
を
得
る
こ
と
に
全
力
を
注
い
だ
。
そ

の
保
証
が
得
ら
れ
れ
ば
、
形
式
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
保
証
し
た
か
ら
こ
そ
、
津
田
課
長
の
一
方
的
陳
述
の
文
書
は
秘
密
扱
い
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
交
渉
の
実
を
得
た
の
は
米
側
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
定
に
と
も
な
い
、
行
政
協
定
も
日
米
地
位
協
定
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
改
正
行
政
協
定
第
十
七
条

は
、
そ
の
ま
ま
地
位
協
定
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
協
定
第
十
七
条
改
正
で
の
密
約
は
、
今
日
ま
で
そ
の
ま
ま
受
け

継
が
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

こ
う
し
た
密
約
の
形
式
は
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
で
初
め
て
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
五
二
年
の
国
連
軍
協
定
交

渉
で
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
す
で
に
協
議
さ
れ
て
い
た
。
次
節
で
は
、
国
連
軍
協
定
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
経
緯
を
ま
ず
明
ら
か

に
し
た
い
。

三　

暫
定
協
定
案
と
吉
田
書
簡

日
本
の
主
権
回
復
と
国
連
軍

　

一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
日
本
の
主
権
は
回
復
さ
れ
、
日
本
か
ら
占
領
軍
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
主
権
回
復
時
、
占
領
軍
で
は
な

く
な
っ
た
国
連
軍
へ
の
対
応
は
泥
縄
的
と
な
る
。
三
月
一
二
日
、
日
本
側
は
試
案
（
西
村
熊
雄
条
約
局
長
の
試
案
）
を
提
示
し
、
米
政
府
に

早
急
に
交
渉
す
る
よ
う
要
望
し
た
。
た
だ
、
そ
の
後
、
具
体
的
な
協
議
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
発
効
す
る
前
日
の
四
月
二
七
日
に
な
っ
て
、
米
側
は
、
マ
シ
ュ
ー
・
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
国
連
軍
司
令
官

が
署
名
し
た
外
務
大
臣
宛
の
書
簡
を
持
参
し
た
。
そ
れ
に
は
、「（
イ
）
所
要
の
協
定
は
、
平
和
条
約
発
効
後
九
十
日
内
に
必
ず
締
結
す
る
。



一
五
〇

（
ロ
）
施
設
、
役
務
、
裁
判
権
及
び
経
費
に
つ
い
て
、
平
和
条
約
発
効
か
ら
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
暫
定
的
に
現
状
で
ゆ
き
、

協
定
が
で
き
れ
ば
、
協
定
に
従
つ
て
さ
つ

0

0

及
し
て
調
整
で
き
る
。（
ハ
）
リ
司
令
官
の
書
簡
と
外
務
大
臣
の
返
簡
は
日
本
政
府
と
関
係
連

合
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
構
成
す
る
。」（
傍
点
は
原
文
に
あ
る
。）
と
あ
っ
た）

1（
（

。
国
連
軍
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
に
絞
っ
て
、
こ
の
問
題

の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
日
本
の
主
権
回
復
後
も
米
側
が
国
連
軍
を
代
表
し
て
日
本
側
と
の
交
渉
を
行
っ
て
い
る
。
朝

鮮
戦
争
勃
発
時
の
国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
で
、
米
軍
に
統
一
司
令
部
の
司
令
官
を
要
請
し
、
米
側
が
受
諾
し
た
経
緯
に
よ
る
。

　

こ
の
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
の
書
簡
に
、
日
本
側
は
、
翌
二
八
日
、
米
案
に
対
す
る
意
見
書
を
添
え
、
対
案
を
提
示
し
た
。
意
見
書
の
中
で
、

ま
ず
形
式
に
つ
い
て
、
交
換
公
文
が
日
本
政
府
と
関
係
連
合
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
構
成
す
る
と
の
条
項
は
、
対
国
会
関
係
か
ら
削
除

す
べ
き
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
事
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
現
状
通
り
は
不
可
で
あ
り
、
日
本
側
が
希
望
す
る
原
則
が

掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
国
連
軍
側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
は
、
施
設
内
で
の
犯
罪
、
施
設
外
で
は
公
務
中
の
犯
罪
で
あ
る
か
、
す
べ
て
の

関
連
当
事
者
が
国
連
軍
関
係
者
で
あ
る
犯
罪
の
場
合
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
な
ら
っ
て
い
た）

11
（

。

　

日
本
側
の
意
見
書
と
対
案
を
受
領
し
た
米
側
は
、
直
ち
に
、
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
司
令
官
の
二
七
日
付
け
書
簡
を
非
公
式
な
も
の
と
み
な
し

て
く
れ
る
よ
う
連
絡
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
側
の
意
見
書
及
び
対
案
も
非
公
式
扱
い
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

二
八
日
の
午
後
八
時
、
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
は
ド
イ
ル
・
ヒ
ッ
キ
ー
国
連
軍
参
謀
長
と
会
談
し
た
。
岡
崎
は
、
最
終
協
定
は
、
こ
こ
三

～
四
週
間
で
で
き
る
か
ら
、
現
在
、
交
渉
を
行
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
ヒ
ッ
キ
ー
は
、「
交
渉
が
さ
れ

て
い
る
間
四
月
二
十
八
日
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
つ
づ
け
る
こ
と
を
書
面
に
し
て
お
き
た
い
」
と
希
望
し
、
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
国
連
軍
司
令
官
か

ら
吉
田
総
理
宛
の
書
簡
案
が
手
交
さ
れ
た
。
同
書
簡
案
は
、
暫
定
措
置
と
し
て
、
施
設
、
役
務
、
裁
判
権
、
経
費
な
ど
を
一
応
従
前
通
り



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
五
一

で
ゆ
く
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
岡
崎
は
、「
ス
テ
ー
タ
ス
・
コ
［
現
状
維
持
］
を
強
調
す
る
の
は
嫌
だ
」
と
い
い
き
っ
た）

11
（

。
こ
の
会
談

を
受
け
、
事
務
レ
ベ
ル
で
あ
ら
た
め
て
書
簡
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
書
簡
（
往
復
と
も
）
案
は
、
四
月
三
〇
日
、
日
本
側
か

ら
米
側
に
手
交
さ
れ
、
若
干
の
修
文
を
経
て
確
定
し
た
。

暫
定
交
換
公
文
案

　

書
簡
案
（
交
換
公
文
の
形
を
と
っ
て
い
る
）
は
、
日
本
側
で
は
、
五
月
一
三
日
、
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た）

11
（

。「
国
際
連
合
軍
司
令
官
か
ら
日

本
国
外
務
大
臣
あ
て
の
来
簡
案
」
の
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒞
は
以
下
と
な
っ
て
い
た
。

裁
判
権
は
、
前
記
の
軍
隊
（
軍
隊
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
を
含
む
。）
に
対
し
て
従
前
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
裁
判

権
又
は
与
え
ら
れ
る
特
別
待
遇
に
関
す
る
い
か
な
る
事
項
も
、
一
関
係
政
府
の
要
請
が
あ
る
と
き
は
、
日
本
国
政
府
と
当
該
国
際
連

合
加
盟
国
政
府
と
の
間
の
二
国
間
の
交
渉
の
主
題
と
し
、
且
つ
、
合
意
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

了
解
さ
れ
る）

11
（

。（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
強
調
。
な
お
傍
点
の
英
文
は
、in the sam

e m
anner as heretofore

で
あ
る
。）

　

日
本
側
作
成
の
「
来
簡
要
旨
」
で
、
裁
判
権
に
関
す
る
部
分
は
、「
裁
判
権
の
従
前
ど
お
り
の
行
使
。
但
し
、
裁
判
権
及
び
特
典
に
関

し
て
は
、
一
関
係
政
府
が
要
請
す
れ
ば
必
ず
二
国
間
に
協
議
し
そ
の
決
定
に
従
つ
て
処
理
す
る
。（
こ
れ
は
、
事
件
毎
に
日
本
政
府
か
ら
要
求

し
て
協
議
し
て
処
理
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。）」
と
あ
る
。

　

こ
の
往
復
書
簡
案
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
五
月
一
一
日
夜
、
広
島
県
呉
地
区
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
兵
士
三
名
が
事
件
を
起
こ
し
、



一
五
二

日
本
側
に
逮
捕
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
外
務
省
の
杉
浦
宏
文
書
課
長
と
在
京
米
大
使
館
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｂ
・

フ
ィ
ン
書
記
官
が
協
議
し
た
。
フ
ィ
ン
は
、「
右
兵
士
三
名
は
い
ま
だ
日
本
側
が
留
置
し
て
い
る
が
、
暫
定
措
置
に
お
い
て
は
、
原
則
的

に
は
裁
判
管
轄
権
は
従
来
の
通
り
で
あ
っ
て
、
た
ゞ
一
方
の
政
府
が
要
求
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
交
渉
の
対
象
と

な
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
日
本
側
よ
り
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
側
に
引
渡
す
べ
き
筈
の
も
の
と
思
う
」
と
述
べ
た）

11
（

。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
、
五
月
一
三
日
、
フ
ィ
ン
書
記
官
・
重
光
晶
条
約
局
第
三
課
長
・
杉
浦
文
書
課
長
が
会
談
し
た
。
日
本
側
は
、「
ア

メ
リ
カ
側
で
は
暫
定
措
置
に
つ
い
て
の
書
簡
交
換
の
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
部
分
を
、
原
則
的
に
は
管
轄
権
が
従
来
の
如
く
軍
側
に
あ
り
、

関
係
国
の
一
つ
が
特
別
扱
い
等
を
要
求
し
た
時
は
じ
め
て
二
国
間
の
交
渉
案
件
に
な
る
と
解
し
て
い
ら
れ
る
そ
う
だ
が
、
日
本
側
は
こ
の

箇
所
を
西
村
局
長
の
意
見
書
の
内
容
に
即
し
て
解
す
る
立
前
を
と
っ
て
い
る
。
故
に
こ
の
事
件
の
如
く
明
ら
か
に
犯
人
が
所
属
区
域
を
離

れ
公
務
以
外
の
目
的
で
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
裁
判
権
を
日
本
側
に
あ
り
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
米
側
記
録
で
は
、

日
本
側
は
、as heretofore

と
は
暫
定
協
定
案
に
署
名
す
る
以
前
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
い
う）

11
（

。

　

フ
ィ
ン
・
重
光
・
杉
浦
会
談
に
戻
る
と
、
フ
ィ
ン
書
記
官
は
、「
日
本
側
の
い
う
様
に
解
釈
す
る
こ
と
は
文
面
よ
り
見
て
不
可
能
で
あ
り
、

英
連
邦
諸
国
は
当
然
管
轄
権
が
原
則
と
し
て
自
国
側
に
あ
り
と
主
張
し
て
引
渡
し
を
要
求
す
べ
く
、
自
分
は
日
本
の
立
場
に
同
情
は
す
る

が
、
理
論
上
英
連
邦
側
に
賛
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、as heretofore

と
は
『
四
月
二
十
八
日
以
前
の
通
り
』
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
西
村
局
長
か
ら
も
確
言
を
得
て
い
る
。」
と
応
酬
し
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、as heretofore

と
は
い
つ
か
ら
を
指
す
の
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
四
月
二
八
日
以
前
と
そ
の
後
で
は
、
国
連
軍
の
法

的
地
位
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
で
お
お
き
な
考
え
方
の
違
い
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
だ
け
で
は
、

日
本
側
が
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
側
の
主
張
を
さ
ら
に



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
五
三

追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

翌
一
四
日
の
杉
浦
・
フ
ィ
ン
会
談
で
、
杉
浦
は
、「
我
方
は
裁
判
管
轄
権
が
従
来
通
り
と
い
う
の
は
、
一
方
当
事
者
よ
り
の
要
求
で
バ

イ
ラ
テ
ラ
ル
・
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
始
め
ら
れ
な
い
限
り
そ
う
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
始
め
ら
れ
れ
ば
事
態
は
白
紙
に
も
ど
る
と

解
す
る
故
に
日
本
側
と
し
て
引
渡
し
要
求
を
う
け
て
も
必
ず
し
も
引
渡
さ
な
く
て
も
済
む
わ
け
で
あ
る
。」
と
説
明
し
た
。
さ
ら
に
、「
日

本
側
と
し
て
一
々
引
渡
し
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
義
務
を
負
っ
て
は
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
・
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
云
々
は
死
文
に
な
っ

て
し
ま
い
、
国
内
諸
方
面
を
納
得
さ
せ
る
自
信
は
な
く
、
将
来
の
国
連
軍
協
力
が
や
り
に
く
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。」
と
付
け
加
え
た）

11
（

。

　
「
従
来
通
り
」
の
日
本
側
の
解
釈
で
は
、
一
方
当
事
者
が
な
ん
ら
要
求
も
し
な
い
場
合
で
あ
り
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
兵
士
の
事
件
で
は
、

同
国
は
兵
士
の
釈
放
を
要
求
し
た
）、
も
し
な
ん
ら
か
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
事
態
は
白
紙
の
状
態
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
側
が
リ
ッ
ジ
ウ
ェ

イ
宛
書
簡
に
日
本
側
対
案
を
添
付
し
て
い
た
こ
と
を
想
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
対
案
で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
方
式
が
と
ら
れ
て
い

た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
兵
士
の
事
件
は
、
明
ら
か
に
犯
人
が
所
属
区
域
を
離
れ
、
公
務
外
で
の
犯
罪
で
あ
り
、
裁
判
権
は
我
方
に
あ
る

と
日
本
側
は
考
え
て
い
た
。

　

日
本
側
の
前
提
は
、
占
領
時
代
の
刑
事
裁
判
権
の
取
り
扱
い
は
、
日
本
の
主
権
回
復
に
よ
り
終
了
し
、
占
領
が
継
続
し
て
い
る
か
の
よ

う
な
取
り
扱
い
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
主
権
回
復
後
は
、
一
方
当
事
者
が
何
等
か
の
要
求
を
す
れ
ば
、
国
際
法
の
一
般

原
則
（
そ
れ
が
ほ
ぼ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
な
っ
て
い
る
）
に
し
た
が
い
、
対
処
す
る
と
い
う
の
が
日
本
側
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
問
題
は
、
五
月
一
六
日
の
渋
沢
信
一
外
務
次
官
と
ナ
イ
ル
ス
・
Ｗ
・
ボ
ン
ド
在
京
米
大
使
館
参
事
官
と
の
会
談
で
も
協
議
さ
れ
た
。

ボ
ン
ド
は
、「
米
側
は
原
則
的
に
ス
テ
ー
タ
ス
・
コ
［
現
状
維
持
］
だ
と
前
提
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
本
件
交
渉

を
再
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。」
と
述
べ
る
。
渋
沢
は
、「
書
簡
は
明
ら
か
に
ス
テ
ー
タ
ス
・
コ
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と



一
五
四

応
じ
、
両
者
の
解
釈
が
根
本
的
に
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た）

1（
（

。

　

こ
の
一
六
日
夜
、
外
務
省
の
高
橋
通
敏
総
務
課
長
と
杉
浦
が
、
法
務
府
意
見
局
林
修
三
局
長
と
会
談
し
、
裁
判
権
に
つ
い
て
日
米
の
意

見
が
食
い
違
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
何
と
か
実
際
上
の
取
扱
方
針
で
対
処
で
き
な
い
か
、
協
力
を
要
請
し
た
（
法
務
府
は
、
一
九
五
二
年
八
月

よ
り
、
法
務
省
と
改
称
さ
れ
る
）。
こ
れ
に
対
し
、
林
局
長
は
、「
本
書
簡
全
体
と
し
て
憲
法
違
反
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
ま
た

裁
判
権
の
箇
所
を
法
的
基
礎
な
く
し
て
実
際
上
の
取
扱
い
の
み
で
片
づ
け
る
こ
と
は
極
め
て
疑
わ
し
い
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
、
協
力
が

む
ず
か
し
い
こ
と
を
示
唆
し
た）

11
（

。

　

五
月
二
〇
日
、
木
村
篤
太
郎
法
務
総
裁
か
ら
岡
崎
外
務
大
臣
宛
書
簡
が
発
出
さ
れ
、
そ
の
中
に
以
下
の
法
務
府
の
意
見
が
同
封
さ
れ
て

い
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
交
換
公
文
案
は
条
約
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
米
安
保
条
約
・
行
政
協
定
に
基
づ
く
米
軍
へ
の
待

遇
と
同
等
の
待
遇
を
国
連
軍
に
与
え
る
と
な
る
と
、
法
的
根
拠
が
な
く
、
拘
束
力
も
な
い
。
国
連
軍
に
裁
判
権
を
認
め
る
と
、
憲
法
第
七

六
条
第
一
項
「
す
べ
て
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
。」
に
違
反
す
る
。

ま
た
、
交
換
公
文
案
の
内
容
も
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
（
そ
れ
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
な
っ
て
い
る
）
に
一
致
し
な
い）

11
（

。
な
お
、
行
政
協
定
下
、

米
軍
が
専
属
的
裁
判
権
を
有
す
る
憲
法
上
の
根
拠
は
、
第
九
八
条
第
二
項
の
条
約
遵
守
義
務
に
あ
っ
た
。

　

五
月
二
二
日
、
法
務
府
側
と
さ
ら
に
協
議
が
続
け
ら
れ
た
。
佐
藤
達
夫
法
制
意
見
長
官
か
ら
は
「as heretofore

と
な
っ
て
い
て
は

憲
法
上
説
明
が
つ
か
な
い
。
国
際
法
の
一
般
原
則
に
よ
り
と
し
た
ら
個
別
的
解
釈
で
片
づ
き
得
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
に
と
思
う
。」
と
の

発
言
が
あ
り
、
ま
た
、
岡
原
昌
男
検
務
局
長
は
「
現
在
の
形
で
き
め
た
事
に
は
我
々
は
従
わ
な
い
と
は
っ
き
り
云
っ
て
置
く
」
と
述
べ
る

あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た）

11
（

。
法
務
府
側
は
妥
協
の
余
地
を
ま
っ
た
く
み
せ
ず
、
協
議
は
物
別
れ
に
終
っ
た
。

　

法
務
府
側
が
き
わ
め
て
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
た
背
景
に
は
、
す
で
に
五
月
一
七
日
、
刑
政
長
官
清
原
邦
一
名
で
、「
外
国
軍
隊
の
将
兵



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
五
五

に
係
る
違
反
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
通
達
が
、
検
事
長
・
検
事
正
宛
に
発
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
清
原
通
達
の

内
容
は
、
原
則
と
し
て
外
国
軍
隊
の
将
兵
の
犯
罪
の
裁
判
権
は
日
本
側
に
あ
り
、
例
外
は
公
務
中
の
犯
罪
、
及
び
、
駐
留
施
設
内
で
の
犯

罪
と
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

交
換
公
文
案
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
米
側
と
重
大
な
食
い
違
い
が
生
じ
、
ま
た
、
法
を
執
行
す
る
法
務
府
か
ら
は
憲
法
違
反
と
指
摘
さ
れ

る
に
お
よ
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
五
月
二
二
日
の
岡
崎
・
ヒ
ッ
キ
ー
会
談
で
、
暫
定
協
定
の
た
め
の
書
簡
交
換
を
と
り
や
め
と
し
、
直
ち
に

本
協
定
の
交
渉
に
入
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た）

11
（

。
五
月
二
七
日
、
吉
田
総
理
と
マ
ー
フ
ィ
ー
駐
日
大
使
と
の
会
談
が
開
か
れ
、
今
後
の
対
応

が
検
討
さ
れ
た
。
た
だ
、
吉
田
は
、
ア
メ
リ
カ
及
び
国
連
軍
諸
国
に
最
大
限
の
満
足
を
与
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
欲
し

い
、
と
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い）

11
（

。

吉
田
書
簡

　

書
簡
交
換
を
と
り
や
め
、
本
協
定
の
交
渉
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
同
交
渉
が
ま
と
ま
る
ま
で
に
は
時
間
を
要
す
る
。
そ
こ

で
、
五
月
二
八
日
に
い
た
り
、
吉
田
総
理
か
ら
マ
ー
フ
ィ
ー
大
使
宛
に
書
簡
を
発
出
す
る
こ
と
が
き
ま
っ
た
。
こ
の
書
簡
発
出
に
あ
た
っ

て
は
、
法
務
府
と
も
協
議
さ
れ
た
。
以
下
に
書
簡
の
重
要
部
分
を
引
用
す
る
が
、
裁
判
権
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
身

柄
の
引
き
渡
し
の
部
分
も
あ
わ
せ
て
引
用
し
て
お
く
。
す
で
に
紹
介
し
た
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
で
も
、
こ
の
吉
田
書
簡
で
使

用
さ
れ
た
文
言
が
問
題
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
こ
れ
ら
の
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
す
る
裁
判
権
は
、
国
際
法
及
び
国
際
慣
習
の
準
則
に
従
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つ
て
行
使
さ
れ
る
。

（
二
）
特
に
こ
れ
ら
の
軍
隊
の
駐
留
区
域
外
に
お
い
て
行
わ
れ
た
犯
罪
事
件
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
及
び
国
際
慣
習
の
確
立
し
た
準

則
に
つ
い
て
不
明
確
の
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
政
府
と
関
係
国
の
当
局
と
の
間
の
協
議
に
よ
り
事
件
ご
と
に
決
定
が
行
わ
れ

る
も
の
と
す
る
。

（
三
）
日
本
国
の
当
局
は
、
罪
を
犯
し
た
こ
れ
ら
の
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
を
逮
捕
し
た
と
き
は
、
次
の

（
四
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
い
て
、
犯
人
を
そ
の
所
属
国
の
軍
当
局
に
、
原
則
と
し
て
、
引
き
渡
す
よ
う
に
取
り
計
ら
う
。

（
四
）
特
別
の
重
要
な
事
由
（especial cause of im

portance

）
が
あ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
の
当
局
は
、
犯
人
を
拘
置
し
つ
つ
、

前
記
の
（
二
）
の
よ
う
な
協
議
を
直
ち
に
行
う
。
こ
の
よ
う
な
協
議
に
よ
り
四
十
八
時
間
以
内
に
決
定
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、

犯
人
を
、
将
来
日
本
国
の
当
局
に
引
き
渡
す
べ
き
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
所
属
国
の
軍
当
局
に
引
き
渡
す
よ
う
に
努
力
す
る）

11
（

。

　

吉
田
書
簡
の
発
出
を
受
け
、
六
月
二
三
日
、
あ
ら
た
め
て
清
原
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
権
に
関
す
る
基
本
的
原
則
は
、
五
月
一

七
日
付
の
清
原
通
達
と
同
様
で
あ
る
。
身
柄
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
吉
田
書
簡
の
（
四
）
に

あ
っ
た
「
特
別
の
重
要
な
事
由
」
と
は
、
殺
人
、
放
火
、
傷
害
致
死
、
強
盗
又
は
強
姦
の
罪
で
あ
る
と
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
吉
田
書
簡
は
、
当
初
、
極
秘
扱
い
と
な
っ
て
お
り
、
国
連
軍
側
に
も
内
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た）

11
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
極
秘
の
は
ず
の

吉
田
書
簡
が
思
わ
ぬ
形
で
表
に
出
る
。

　

き
っ
か
け
は
英
水
兵
事
件
で
あ
る
。
英
軍
艦
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
の
一
等
水
兵
二
名
が
、
六
月
二
九
日
、
神
戸
で
日
本
人
タ
ク
シ
ー
運
転
手

か
ら
千
七
百
円
を
強
奪
し
、
一
時
的
に
そ
の
自
動
車
の
所
有
を
奪
っ
た
と
の
理
由
で
、
日
本
の
官
憲
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
七
月
一
日
、
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在
神
戸
英
領
事
は
こ
れ
ら
の
水
兵
の
身
柄
を
英
国
官
憲
に
引
き
渡
す
よ
う
要
請
し
た
。
日
本
側
当
局
は
こ
の
要
請
を
拒
否
す
る）

11
（

。
そ
の
後
、

神
戸
地
方
裁
判
所
は
強
盗
罪
で
有
罪
の
実
刑
を
言
い
渡
し
た
。
控
訴
後
の
大
阪
高
等
裁
判
所
は
同
じ
懲
役
二
年
六
月
に
執
行
猶
予
三
年
を

付
し
た
判
決
を
下
し
、
確
定
し
て
い
る
。
英
水
兵
事
件
は
、
英
国
側
に
行
政
協
定
と
同
様
の
裁
判
権
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
国
際
法
の

一
般
原
則
に
基
づ
き
、
公
務
外
の
犯
罪
は
日
本
側
に
裁
判
権
が
あ
る
の
か
、
そ
の
試
金
石
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

八
月
一
六
日
の
朝
日
新
聞
で
、
こ
の
英
水
兵
事
件
に
関
連
し
、
サ
ー
・
エ
ス
ラ
ー
・
デ
ニ
ン
グ
英
国
大
使
か
ら
岡
崎
大
臣
宛
の
八
月
六

日
付
の
通
告
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
主
旨
は
、「
吉
田
首
相
は
去
る
五
月
卅
一
日
付
で
マ
ー
フ
ィ
ー
米
大
使
に
寄
せ
た
書
簡
で
国
連

軍
の
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
特
別
重
要
の
事
件
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
国
連
軍
の
所
属
員
が
日
本
で
犯
罪

を
告
発
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
懲
戒
処
分
の
た
め
所
属
国
の
軍
当
局
に
引
渡
さ
れ
る
よ
う
日
本
当
局
は
取
り
計
ら
う
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
か

つ
、
特
別
重
要
と
判
断
さ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
も
協
議
す
る
と
の
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
容
に
は

誤
り
も
あ
り
、
吉
田
書
簡
は
九
月
二
日
の
閣
議
了
解
に
よ
り
公
開
さ
れ
た）

1（
（

。
正
式
協
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
国
連
軍
所
属
員
の
扱

い
が
お
お
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
次
節
で
は
国
連
軍
協
定
交
渉
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

四　

国
連
軍
協
定
交
渉

国
連
軍
協
定
の
交
渉
開
始

　

六
月
二
五
日
午
前
、
マ
ー
フ
ィ
ー
大
使
は
岡
崎
外
務
大
臣
を
訪
ね
、
国
連
軍
協
定
案
を
手
交
し
た）

11
（

。
こ
の
案
は
交
換
公
文
及
び
附
属
文

書
か
ら
成
っ
て
い
た
。
六
月
二
八
日
、
今
度
は
岡
崎
大
臣
が
マ
ー
フ
ィ
ー
大
使
に
日
本
案
を
手
交
し
、
双
方
の
案
が
出
揃
っ
た）

11
（

。

　

刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
日
本
案
と
国
連
軍
案
と
を
比
較
す
る
と
、
国
連
軍
案
は
国
連
軍
に
行
政
協
定
を
準
用
す
る
建
前
と
な
っ
て
い
た



一
五
八

の
に
対
し
、
日
本
案
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
を
取
り
入
れ
、
そ
の
発
効
に
国
会
の
承
認
が
必
要
と
な
っ
て
い
た）

11
（

。
こ
の
二
八
日
の
岡
崎
・
マ
ー

フ
ィ
ー
会
談
で
、
マ
ー
フ
ィ
ー
は
、
こ
の
日
本
案
で
は
受
諾
困
難
で
あ
る
と
し
、
国
連
軍
と
米
軍
と
を
同
等
の
扱
い
に
す
る
よ
う
求
め
る

意
見
書
を
提
出
し
た
。

　

両
者
の
争
点
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
っ
た
。
刑
事
裁
判
権
に
関
し
、
協
定
を
結
ぶ
と
な
れ
ば
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
並
み
（
日
本
案
）
か
、

そ
れ
と
も
行
政
協
定
並
み
（
国
連
軍
案
）
か
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
方
法
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
吉
田
書
簡
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

国
際
法
の
一
般
原
則
及
び
国
際
慣
習
に
よ
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
協
定
を
結
ぶ
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
側
で

は
、「
何
ら
の
規
定
を
設
け
ず
、
秘
密
の
交
換
公
文
に
よ
り
事
実
上
の
了
解
と
す
る
」
案
も
模
索
し
て
い
た）

11
（

。

　

両
者
の
懸
隔
が
非
常
に
お
お
き
い
の
で
、
日
本
側
と
し
て
も
、
日
本
案
が
な
ぜ
望
ま
し
い
の
か
、
ま
た
、
国
連
軍
案
を
な
ぜ
受
諾
で
き

な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
国
連
軍
側
に
納
得
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た）

11
（

。

　

日
本
側
案
が
望
ま
し
い
と
す
る
積
極
的
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
日
本
案
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
第
七
条
を
参
考
と
し
、
国
際
的
に
最
も
よ

い
タ
イ
プ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
米
英
仏
等
欧
米
主
要
国
も
す
べ
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
署
名
を
終
え
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
賛

成
し
た
原
則
に
従
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
行
政
協
定
第
十
七
条
第
五
項
に
よ
れ
ば
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
が
一
年
以
内
に
発
効
し
な
く
て
も
、

日
本
側
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
刑
事
裁
判
権
の
問
題
を
改
訂
す
る
た
め
に
再
考
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
し
く
締
結

さ
れ
る
国
連
軍
協
定
は
、
最
初
か
ら
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
な
ら
っ
た
方
が
よ
い
。
第
三
に
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
よ
う
に
、
排
他
的
裁
判

権
を
全
面
的
に
認
め
た
例
は
み
あ
た
ら
な
い
。
国
連
軍
が
日
本
に
駐
留
す
る
法
的
性
質
か
ら
見
て
も
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
タ
イ
プ
が
現
在

と
し
て
は
最
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
国
連
軍
案
を
受
諾
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
日
本
国
内
の
世
論
の
反
発
が
挙
げ
ら
れ
る
。
行
政
協
定
第
十
七
条
は
、
国
際
法
の
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五
九

一
般
原
則
及
び
国
際
慣
習
の
認
め
て
い
る
以
上
の
特
権
を
駐
留
軍
に
与
え
て
い
る
と
国
民
は
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
日
本
の
威

信
や
独
立
を
そ
こ
な
う
も
の
と
し
て
多
く
の
批
判
が
あ
る
。
米
軍
が
享
受
し
て
い
る
特
権
を
、
米
軍
と
は
異
な
る
性
質
を
有
す
る
国
連
軍

に
与
え
る
の
は
不
合
理
で
あ
り
、
国
内
世
論
が
許
さ
な
い
。
さ
ら
に
、
国
連
軍
が
駐
留
し
て
い
た
呉
地
区
で
は
、
国
連
軍
関
係
者
に
よ
る

犯
罪
が
相
当
件
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
現
地
住
民
を
刺
激
し
て
い
る
。
国
連
軍
と
現
地
住
民
と
の
関
係
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
も
、
裁
判

権
を
一
定
の
範
囲
内
で
日
本
側
に
留
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

七
月
二
一
日
、
外
務
省
の
奥
村
勝
蔵
参
与
（
一
一
月
よ
り
事
務
次
官
と
な
る
）
と
ボ
ン
ド
参
事
官
と
の
非
公
式
会
談
が
行
わ
れ
た
。
刑
事

裁
判
権
に
つ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

ボ
ン
ド　

最
後
の
問
題
は
裁
判
権
だ
。
日
本
の
考
と
英
連
邦
の
考
と
は
相
当
開
き
が
あ
り
、
ま
た
双
方
頑
張
っ
て
ゐ
る
。
公
の
席
で
議

論
を
や
り
と
り
し
て
も
、
は
て
し
が
つ
か
ぬ
。
米
側
と
し
て
は
、
仲
を
と
り
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
だ
が
、
何
と
か
日
本
側
が
裁
判
権
を

持
つ
建
前
と
し
つ
つ
英
連
邦
側
に
実
際
満
足
さ
せ
る
様
な
案
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。（
日
本
で
裁
判
す
る
が
刑
の
執
行
は
国
連
側
に
ま

か
す
と
い
ふ
の
も
一
案
な
ら
ん
と
言
ふ
）

　

奥
村　

自
分
が
裁
判
官
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
し
た
兵
隊
を
つ
か
ま
え
て
、
不
自
由
な
英
語
を
通
じ
て
裁
判
す
る
様

な
こ
と
は
面
倒
だ
。
事
実
、
兵
隊
は
軍
法
会
議
に
廻
さ
れ
る
方
を
恐
れ
て
ゐ
る
と
の
話
も
あ
る
。
し
か
し
法
務
府
内
部
の
気
持
は
そ
う
で

は
な
い
。
又
政
府
は
参
議
院
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
持
た
ぬ
。
我
々
は
名
を
棄
て
て
実
を
と
る
こ
と
が
上
手
ぢ
や
な
い
。
し
か
し
何
と
か
解

決
の
端
緒
を
得
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
下
田
局
長
と
バ
ッ
シ
ン
法
律
ア
タ
ッ
シ
エ
と
を
中
心
に
少
数
の
人
で
色
々
な
案
に
つ
い
て
研
究
し

て
貰
ふ
こ
と
に
し
や
う
。
そ
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
名
案
に
出
会
ふ
か
も
知
れ
な
い）

11
（

。



一
六
〇

　

刑
事
裁
判
権
問
題
の
解
決
案
を
探
る
べ
く
、
下
田
武
三
条
約
局
長
と
バ
ッ
シ
ン
在
京
米
大
使
館
法
律
顧
問
と
の
間
で
協
議
が
は
じ
ま
る
。

バ
ッ
シ
ン
試
案

　

八
月
二
日
の
下
田
・
バ
ッ
シ
ン
会
談
で
、
双
方
の
立
場
を
拘
束
し
な
い
と
い
う
約
束
の
下
、
忌
憚
の
な
い
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
バ
ッ

シ
ン
は
こ
れ
ま
で
の
国
連
軍
案
を
離
れ
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
譲
歩
を
示
唆
し
た）

11
（

。

　

第
一
に
、
日
米
行
政
協
定
の
規
定
を
国
連
軍
に
も
準
用
す
る
と
い
う
、
従
来
の
国
連
軍
側
の
主
張
を
放
棄
す
る
。
つ
ま
り
国
連
軍
所
属

員
に
対
し
て
、
国
連
軍
側
が
専
属
的
裁
判
権
を
有
す
る
と
の
主
張
を
放
棄
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
も
あ
る
専
属
的
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。
こ
れ
に
か
わ
り
、
裁
判
権
に
関
し
て
は
、
第

一
次
（
優
先
的
）
の
も
の
と
第
二
次
の
も
の
が
あ
る
、
と
の
観
念
で
置
き
換
え
る
。

　

第
三
に
、
国
連
軍
側
が
優
先
的
（
第
一
次
の
）
裁
判
権
を
有
す
る
場
合
と
は
、
国
連
軍
所
属
員
に
よ
る
、（
イ
）
国
連
軍
又
は
そ
の
所
属

員
の
財
産
に
対
す
る
罪
、（
ロ
）
国
連
軍
の
安
全
に
関
す
る
罪
、（
ハ
）
国
連
軍
所
属
員
の
身
体
に
対
す
る
罪
、（
ニ
）
国
連
軍
の
公
務
執

行
中
に
行
わ
れ
た
犯
罪
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
犯
罪
の
場
所
、
つ
ま
り
施
設
の
内
外
を
問
わ
な
い
。

　

第
四
に
、
新
た
に
、
犯
罪
の
場
所
に
関
す
る
基
準
を
導
入
し
、
施
設
内
で
は
、
発
生
す
る
す
べ
て
の
犯
罪
に
つ
き
、
国
連
軍
は
そ
の
所

属
員
に
対
し
優
先
的
裁
判
権
を
行
使
す
る
。
国
連
軍
所
属
員
が
施
設
内
に
あ
る
と
き
は
、
公
務
遂
行
中
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

第
五
に
、
施
設
外
で
の
公
務
外
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
吉
田
書
簡
にespecial cause of im

portance

と
い
う
字
句
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
。
た
だ
、
そ
の
字
句
は
抽
象
的
過
ぎ
る
の
で
、
重
要
な
犯
罪
の
場
合
に
は
、
日
本
側
が
第
一
次
の
裁
判
権
を
有
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
何
が
重
要
か
の
基
準
は
、
暴
力
を
伴
う
か
否
か
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
殺
人
、
強
盗
、
放
火
、
誘
拐
等
で
あ
る
。
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六
一

そ
れ
以
外
の
軽
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
国
連
軍
側
に
優
先
的
裁
判
権
を
認
め
る
。

　

バ
ッ
シ
ン
試
案
を
聞
い
た
下
田
は
、
日
本
側
が
受
け
い
れ
ら
れ
る
か
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
重
大
な
犯
罪
に
つ
き
日
本
側
に
第
一
次

の
裁
判
権
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
軽
微
な
犯
罪
に
つ
い
て
、
国
連
軍
側
に
第
一
次
裁
判
権
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
下

田
は
犯
罪
の
軽
重
を
問
わ
ず
、
第
一
次
の
裁
判
権
を
日
本
側
に
認
め
る
建
前
と
し
、
軽
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
国
連
軍
側
か
ら
裁
判
権
を
放

棄
す
る
よ
う
要
請
が
あ
っ
た
と
き
、
日
本
側
で
好
意
的
に
考
慮
す
る
と
い
う
方
式
が
考
え
ら
れ
な
い
か
と
問
い
か
け
て
い
る
。
バ
ッ
シ
ン

は
、
国
連
軍
側
は
そ
れ
で
は
と
う
て
い
受
け
い
れ
な
い
だ
ろ
う
と
応
答
し
た
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
下
田
・
バ
ッ
シ
ン
会
談
に
関
す
る
下
田
の
報
告
書
を
読
ん
だ
奥
村
参
与
は
、
右
の
記
述
の
部
分
に
つ
ぎ
の
メ
モ
を

添
付
し
て
い
る
。「
建
前

9

9

は
裁
判
権
が
我
方
に
在
る
も
の
と
し
、
実
際
上
、
軽
微
の
犯
罪
は
、
彼
等
に
裁
判
権
を
ゆ
づ
る
こ
と
に
つ
き
、

英
連
邦
四
ヶ
国
と
秘
密

9

9

の
約
束
を
す
る
如
き
方
法
な
き
や
」（
◦
印
は
原
文
に
あ
る
強
調
。）
と
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
こ
の

問
題
解
決
の
核
心
で
あ
っ
た
。
日
本
側
の
第
一
次
裁
判
権
を
軽
犯
罪
で
は
放
棄
し
、
こ
れ
を
秘
密
に
約
束
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

解
決
策
の
模
索

　

八
月
四
日
、
今
度
は
、
三
宅
参
事
官
と
バ
ッ
シ
ン
と
の
会
談
が
開
か
れ
た
。
バ
ッ
シ
ン
は
、
先
に
下
田
に
示
し
た
バ
ッ
シ
ン
試
案
の
印

象
を
尋
ね
た
。
三
宅
は
、「
自
分
個
人
の
感
じ
で
あ
る
が
、『
氷
を
破
る
』
一
つ
の
実
際
的
な
案
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
た
と
い
、
マ
イ
ナ
ー
・

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
で
も
日
本
が
管
轄
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
協
定
の
明
文
に
書
く
こ
と
は
国
会
等
の
関
係
上
困
る
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。「
氷

を
破
る
」
と
は
ど
こ
か
で
聞
い
た
よ
う
な
セ
リ
フ
だ
。
第
二
節
の
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
で
、
同
じ
三
宅
参
事
官
が
、
日
米
の

妥
協
点
を
み
い
だ
す
に
あ
た
り
、「
氷
は
破
ら
れ
た
」
と
表
現
し
て
い
た
。
二
つ
の
状
況
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
軽
微
な
犯
罪
に
対
し
、



一
六
二

日
本
側
が
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
、
い
か
な
る
形
式
で
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
バ
ッ
シ
ン
が
、「
放
棄
と
い
う
辞
句
は
使
わ
ず
、
斯
々
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
日
本
が
国
連
軍
の
軍
人

に
対
し
て
第
一
次
的
の
管
轄
権
を
有
し
、
斯
々
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
国
連
軍
が
そ
の
所
属
軍
人
に
対
し
て
第
一
次
管
轄
権
を
有
す
る
と
規

定
し
、
さ
ら
に
、
い
づ
れ
か
の
一
方
が
そ
の
有
す
る
第
一
次
的
管
轄
権
を
放
棄
し
た
際
は
他
方
が
第
二
次
的
管
轄
権
を
有
す
る
旨
を
規
定

す
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
三
宅
は
、「
右
の
案
で
も
、
実
質
的
な
管
轄
権
の
放
棄
が
協
定
の
明
文
に
現

れ
る
こ
と
は
同
様
で
、
日
本
政
府
と
し
て
は
困
難
な
立
場
に
置
か
れ
る
。
従
っ
て
、
マ
イ
ナ
ー
・
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
管
轄
権
の
放
棄
を

如
何
な
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
ー
で
定
め
る
か
ゞ
問
題
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
バ
ッ
シ
ン
は
、「
国
会
に
対
し
て
は
、
マ
イ
ナ
ー
・
ケ
ー

ス
で
日
本
側
が
国
連
軍
の
軍
人
を
裁
判
す
る
こ
と
は
朝
鮮
戦
線
に
お
け
る
右
軍
人
の
活
動
を
不
可
能
な
ら
し
め
ミ
リ
タ
リ
ー
・
エ
フ
ェ
ク

テ
ィ
ー
ヴ
ネ
ス
と
い
う
大
局
的
利
益
を
害
す
る
こ
と
及
び
こ
の
協
定
は
一
時
的
の
も
の
で
あ
り
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
が
発
効
す
れ
ば
そ
の
線

に
沿
っ
て
改
訂
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
提
案
し
た）

11
（

。
三
宅
は
、
軽
微
な
犯
罪
に
対
す
る
裁

判
権
放
棄
を
認
め
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
公
式
に
放
棄
し
た
と
は
せ
ず
、
実
質
的
に
放
棄
し
た
こ
と
を
示
す
形
を
い
か
に
す
る
か
を
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

翌
五
日
の
奥
村
参
与
と
ボ
ン
ド
参
事
官
と
の
会
談
で
も
、
バ
ッ
シ
ン
試
案
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
奥
村
は
、
バ
ッ
シ
ン
の
考
え
も
取
り
入

れ
、
私
見
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

バ
ッ
シ
ン
の
所
謂
暴
力
を
伴
は
ざ
る
犯
罪
（
假
に
便
宜
上
、
之
を
軽マ

イ
ナ
ー
・
オ
フ
ェ
ン
ス

微
の
罪
と
言
ふ
が
）
之
も
国
連
軍
側
で
優プ

ラ
イ
マ
リ
・
ジ
ュ
ー
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン

先
的
に
裁
判
す
る

こ
と
を
協
定
の
文
面
に
書
く
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
但
し
実
際
上
の
運
用
に
於
て
、
同
様
の
取
計
を
す
る
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
。
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日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
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に
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る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
六
三

そ
れ
に
は
、
裁
判
権
の
相
互
放
棄
の
条
項
を
援
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

即
ち
相
手
方
が
特
に
重
要

9

9

9

9

と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
裁
判
権
の
放
棄
を
考
慮
す
る
と
の
規
定
に
つ
き
、「
議
事
録
」
の
中
に
、

日
本
が
、
国
連
軍
の
「
軍ミ

リ
タ
リ
イ
フ
ェ
ク
テ
ィ
ブ
ネ
ス

事
的
能
率
」
は
国
連
軍
が
特
に
重
要
と
認
め
る
も
の
な
る
こ
と
を
了
承
す
る
と
の
了
解
を
設
け
る
。

そ
し
て
、
軽
微
な
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
国
連
軍
側
で
裁
判
す
る
こ
と
が
「
軍
事
的
能
率
」
を
維
持
す
る
所
以
で
あ
る
と
の
申
出

が
あ
れ
ば
、
日
本
側
は
裁
判
権
を
放
棄
す
る
。（
実
際
問
題
と
し
て
は
、
検
察
活
動
の
中
止
）
尤
も
之
に
は
日
本
で
公
開
の
軍
事
裁
判
を

行
ふ
こ
と
、
日
本
官
憲
、
例
へ
ば
地
元
の
警
察
署
長
を
裁
判
に
立
會
は
せ
る
等
の
条
件
が
あ
る）

1（
（

。（
◦
印
は
原
文
に
あ
る
強
調
。）

　

奥
村
は
、
裁
判
権
の
放
棄
を
協
定
（
議
定
書
）
に
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
運
用
で
対
処
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
裁
判
権

の
相
互
放
棄
を
援
用
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
。
相
手
方
が
特
に
重
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
裁
判
権
の
放
棄
を
考
慮
す
る
と
の
規

定
を
協
定
（
議
定
書
）
に
置
き
、
議
事
録
に
、
国
連
軍
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
軍
事
的
能
率
」
を
意
味
す
る
と
書
い
て
お
く
。
そ
れ
を
理

由
に
、
国
連
軍
側
か
ら
日
本
側
に
、
裁
判
権
の
放
棄
の
申
し
出
が
可
能
に
な
る
と
い
う
案
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
案
の
核
心
は
、
形
式
上
は
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
協
定
方
式
に
な
ら
い
な
が
ら
も
、「
軍
事
的
効
率
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
実
質
的
に
は
日
本
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す

る
と
い
う
点
に
あ
っ
た）

11
（

。

　

八
月
六
日
午
後
、
下
田
と
バ
ッ
シ
ン
で
、
バ
ッ
シ
ン
試
案
を
文
書
化
す
る
作
業
を
行
う
約
束
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
前
、
バ
ッ

シ
ン
か
ら
電
話
が
あ
り
、
自
ら
の
試
案
に
つ
い
て
英
国
側
に
当
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
英
国
側
は
本
件
に
つ
き
日
米
間
に
先
に
非
公
式
の

話
し
合
い
を
行
っ
て
い
る
の
は
極
め
て
不
満
で
あ
り
、
か
つ
、
英
水
兵
に
対
す
る
判
決
で
英
国
側
が
激
昂
し
て
お
り
、
と
う
て
い
話
し
に

乗
っ
て
く
る
空
気
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
日
米
間
で
の
本
件
の
話
し
合
い
を
暫
く
延
期
し
た
い
と
し
て
、
そ
の
了
解
を
求
め



一
六
四

て
き
た）

11
（

。

一
方
的
通
報

　

そ
の
後
、
バ
ッ
シ
ン
試
案
を
め
ぐ
る
交
渉
に
進
捗
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
日
本
側
で
は
、
裁
判
権
の
放
棄
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る

か
、
具
体
的
な
検
討
が
進
ん
で
い
た
。
バ
ッ
シ
ン
は
、「
軍
の
能
率
を
維
持
す
る
必
要
」
を
、
国
連
軍
側
が
裁
判
権
放
棄
を
要
請
す
る
根

拠
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
認
定
を
国
連
軍
側
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
て
し
ま
う
と
、
す
べ
て
の
事
件
で
裁
判
権
の
放
棄
が

認
め
ら
れ
、
日
本
側
と
し
て
は
承
服
で
き
な
い
。
ま
た
、
裁
判
権
の
放
棄
を
日
本
側
の
「
同
情
あ
る
考
慮
」
に
一
任
す
る
と
、
今
度
は
、

国
連
軍
側
が
承
服
し
な
い
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

こ
の
問
題
を
打
開
す
る
た
め
、
日
本
側
で
は
、
実
際
上
、
い
か
な
る
場
合
に
起
訴
を
見
合
わ
せ
る
の
か
、
具
体
的
な
基
準
を
あ
ら
か
じ

め
作
っ
て
お
き
、
法
務
・
外
務
両
省
で
完
全
に
打
合
せ
を
す
れ
ば
、
支
障
な
く
実
施
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
で
は
法
務
・

外
務
両
省
内
で
の
対
処
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
な
ん
ら
か
の
形
で
国
連
軍
側
に
も
知
ら
せ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
な
い
と
、
英
水

兵
事
件
の
こ
と
も
あ
り
、
国
連
軍
側
と
し
て
も
安
心
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
。
奥
村
参
与
は
、「
こ
の
了
解
を
何
等
か
の
形
で

国
連
軍
側
に
内
密
に
で
も
、
通
知
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
交
渉
は
妥
結
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
反
対
の
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た
、
秘
密
の
文
書
を
残
す
こ
と
は
、『
吉
田
書
簡
』
の
こ
と
も
あ
り
、
危
惧
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
こ
れ
を
押
し
切
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」

と
し
て
、
以
下
の
先
例
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

昭
和
十
四
年
夏
、
わ
が
天
津
軍
が
英
租
界
を
包
囲
し
て
交
通
遮
断
し
た
事
件
は
、
当
時
英
国
側
が
わ
が
方
の
要
求
を
全
面
的
に
容
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一
六
五

れ
た
の
で
解
決
す
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
英
国
側
は
包
囲
解
除
の
日
時
に
つ
き
確
約
を
得
た
い
と
申
し
出
た
。
外
務
省
で
こ
れ
を
軍

側
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
軍
は
、
英
租
界
包
囲
は
統
帥
権
の
発
動
で
あ
る
、
解
除
す
る
こ
と
も
統
帥
権
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
外
部

に
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
つ
た
。
が
種
々
懇
談
の
結
果
、
結
局
本
件
は
有
田
外
務
大
臣
か
ら
ク
レ
イ
ギ
ー
英
国
大
使
に
書

簡
を
送
り
、「
外
務
省
の
有
す
る
情
報
に
よ
れ
ば
、
天
津
英
租
界
の
包
囲
は
何
月
何
日
何
時
に
解
除
せ
ら
る
る
趣
で
あ
る
」
と
通
報

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
先
例
（
約
束
は
し
な
い
、
た
だ
知
ら
せ
る
）
に
な
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
外
務
大
臣
か
ら
国
連

軍
諸
国
代
表
（
米
大
使
）
にconfidential note

を
も
つ
て
「
か
く
か
く
の
犯
罪
は
、
わ
が
方
で
裁
判
権
を
留
保
す
る
（
但
し
、
わ
が

方
で
自
発
的
に
放
棄
す
る
場
合
も
あ
る
）
か
く
か
く
の
犯
罪
は
、
国
連
軍
の
軍
事
効
率
維
持
上
重
要
な
り
と
の
理
由
に
よ
る
要
請
が
あ

れ
ば
、
起
訴
を
見
合
せ
て
、
犯
人
を
国
連
軍
側
の
裁
判
の
た
め
に
引
き
渡
す
と
の
わ
が
法
務
当
局
の
方
針
で
あ
る
こ
と
を
、
参
考
と

し
て
通
報
す
る）

11
（

。（ 

」
が
な
い
の
は
、
引
用
が
途
中
だ
か
ら
で
あ
る
。）

　

天
津
租
界
封
鎖
事
件
で
あ
り
、
こ
の
先
例
こ
そ
が
、
後
の
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
で
用
い
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
約

束
は
し
な
い
が
、
一
方
的
通
報
を
行
う
形
式
に
よ
り
、
実
質
的
に
「
約
束
」
を
す
る
方
法
で
あ
る
。
同
協
定
第
十
七
条
の
改
正
で
は
、
裁

判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
日
本
側
代
表
の
一
方
的
陳
述
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

　

九
月
一
二
日
の
下
田
・
バ
ッ
シ
ン
会
談
で
、
下
田
は
日
本
側
案
を
提
示
し
た
。
す
で
に
バ
ッ
シ
ン
試
案
が
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、
国
連

軍
側
の
公
式
の
立
場
（
国
連
軍
に
は
行
政
協
定
が
準
用
さ
れ
、
国
連
軍
所
属
員
の
犯
罪
は
、
派
遣
国
が
専
属
的
裁
判
権
を
有
す
る
）
に
反
す
る
の
で
、

日
本
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
提
案
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
欲
し
い
と
バ
ッ
シ
ン
は
要
望
し
た
。
下
田
は
そ
れ
を
受
け
い
れ
、
日
本



一
六
六

案
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
側
議
定
書
案
は
、
基
本
的
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
な
ら
っ
て
い
る
。
第
三
項
は
優
先
裁
判
権
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
、
派
遣
国
軍
当
局

と
日
本
国
の
当
局
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
優
先
的
（
第
一
次
の
）
裁
判
権
を
有
す
る
か
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
第
三
項

⒞
は
裁
判
権
放
棄
に
つ
い
て
規
定
し
、
こ
の
公
式
議
事
録
案
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ａ　
（
第
一
案
）　

日
本
国
に
よ
る
裁
判
権
の
行
使
が
朝
鮮
に
お
け
る
国
連
軍
の
軍
事
的
能
率
を
著
し
く
害
す
る
場
合
は
、
派
遣
国
が

日
本
国
に
よ
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
優
先
権
の
放
棄
を
特
に
重
要
と
認
め
る
場
合
に
含
め
ら
れ
る
も
の
と
了
解
す
る
。

　

さ
ら
に
殺
人
、
放
火
、
傷
害
致
死
、
強
盗
又
は
強
姦
の
罪
に
あ
た
る
事
件
そ
の
他
著
し
く
日
本
国
民
の
耳
目
を
ひ
き
又
は
被
害
が

重
大
で
あ
る
事
件
の
場
合
は
、
日
本
国
は
裁
判
権
を
行
使
す
る
優
先
権
の
放
棄
を
考
慮
し
得
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
了
解
す
る
。

　
（
第
二
案
）　

派
遣
国
は
、
そ
の
軍
隊
の
軍
事
的
効
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
特
別
の
関
心
事
で
あ
る
と
の
見
解
を
有
し
、
従
つ
て
日

本
国
に
よ
る
優
先
権
の
放
棄
が
そ
の
軍
事
的
効
率
の
維
持
に
寄
与
す
る
場
合
は
特
に
重
要
な
場
合
と
み
な
す
。（
以
下
、
第
一
案
に
同
じ
）

ｂ　

公
共
の
秩
序
維
持
を
著
し
く
害
し
あ
る
い
は
日
本
の
国
民
感
情
を
著
し
く
刺
戟
す
る
犯
罪
は
、
日
本
国
が
当
該
派
遣
国
に
よ
る

裁
判
権
を
行
使
す
る
優
先
権
の
放
棄
を
特
に
重
要
と
認
め
る
場
合
に
含
め
ら
れ
る
も
の
と
了
解
す
る）

11
（

。

　

第
一
案
も
第
二
案
も
趣
旨
に
お
お
き
な
違
い
は
な
い
。
派
遣
国
・
受
入
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
権
の
放
棄
を
要
請
す
る
場
合
、
特
に
重

要
と
考
え
ら
れ
る
例
を
並
列
さ
せ
て
い
る
。
国
連
軍
側
に
と
っ
て
は
軍
事
的
能
率
で
あ
り
、
日
本
側
に
と
っ
て
は
犯
罪
の
重
大
性
と
国
民

感
情
で
あ
る
。
下
田
と
バ
ッ
シ
ン
は
こ
の
日
本
側
提
案
を
協
議
し
た
。
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一
六
七

　

右
の
公
式
議
事
録
案
に
つ
い
て
、
バ
ッ
シ
ン
は
、「
日
本
側
に
優
先
的
裁
判
権
を
留
保
す
る
場
合
以
外
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
国
連
側

が
軍
事
的
効
率
維
持
の
見
地
よ
り
放
棄
を
要
請
し
た
場
合
、
日
本
側
は
裁
判
権
を
放
棄
す
る
用
意
が
あ
る
旨
を
も
議
事
録
に
記
載
し
得
ざ

る
や
」
と
尋
ね
た
。
こ
れ
に
、
下
田
は
、「
日
本
側
に
は
そ
の
用
意
が
あ
る
の
で
あ
り
且
つ
そ
の
趣
旨
は
議
事
録
の
言
外
の
含
み
と
し
て

明
瞭
に
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
を
以
て
満
足
せ
ら
れ
た
」
い
と
応
答
し
た
。
さ
ら
に
、
バ
ッ
シ
ン
は
、「
本
案
が
テ
ク
ニ
カ
ル
・

コ
ミ
テ
ィ
ー
に
上
程
さ
れ
た
時
、
席
上
日
本
側
よ
り
口
頭
を
以
て
そ
の
用
意
が
あ
る
旨
言
明
し
得
ざ
る
や
」
と
重
ね
て
要
求
し
て
き
た
の

で
、
下
田
は
、「
右
は
可
能
と
思
考
す
る
」
と
答
え
た）

11
（

。

　

バ
ッ
シ
ン
は
日
本
側
提
案
の
全
貌
を
把
握
す
る
と
、
喜
色
を
浮
か
べ
、「
良
く
や
ら
れ
た
。
貴
官
は
立
派
な
仕
事
を
さ
れ
た
（Congratu-

lation! Y
ou

’ve done fine w
orks.

）」、
と
祝
福
の
言
葉
を
発
し
、
早
速
こ
の
案
を
国
務
省
に
報
告
す
る
と
共
に
英
連
邦
側
に
も
伝
達
す
る

と
し
た）

11
（

。

　

九
月
一
三
日
の
奥
村
参
与
か
ら
岡
崎
外
務
大
臣
へ
の
報
告
で
も
、
日
本
側
提
案
の
要
領
と
は
、「
規
定
の
表
面
に
於
て
は
、
大
体
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
通
り
の
も
の
で
、『
裁
判
権
放
棄
の
規
定
』
の
実
際
的
運
用
に
依
り
処
理
し
て
行
か
う
と
す
る
も
の
で
す
。」
と
あ
る）

1（
（

。

　

こ
の
日
本
側
提
案
で
交
渉
は
一
気
に
進
展
す
る
か
と
思
わ
れ
た
が
、
九
月
下
旬
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
国
務
省
・
国
防
省
と
も
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
へ
の
議
会
の
対
応
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
ま
た
、
行
政
協
定
の
刑
事
裁
判
権
条
項
の
再
検
討
が
終
了
す
る
ま
で
、
国
連

軍
協
定
の
刑
事
裁
判
権
問
題
が
妥
結
す
る
見
込
み
は
な
い
、
と
判
断
す
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。
在
京
米
大
使
館
の
方
針
と
し
て
も
、
先
の
日
本

側
提
案
を
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
協
定
第
十
七
条
と
同
等
の
待
遇
を
求
め
る
と
の
元
々
の
主
張
を
続
け
る
方
が
望
ま
し
い
、
と
な
っ

た
）
11
（

。

　

そ
の
後
、
国
連
軍
側
か
ら
日
本
側
提
案
に
対
す
る
回
答
は
な
く
、
事
態
を
打
開
す
る
た
め
、
一
一
月
一
二
日
、
日
・
米
・
英
連
邦
代
表



一
六
八

会
議
が
開
か
れ
た）

11
（

。
さ
ら
に
、
一
一
月
二
二
日
、
二
回
目
も
開
か
れ
た
。
双
方
と
も
こ
れ
ま
で
の
原
則
的
立
場
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、

交
渉
の
進
展
は
み
ら
れ
な
か
っ
た）

11
（

。
そ
の
た
め
、
一
二
月
一
三
日
、
日
本
側
は
左
の
内
容
の
文
書
を
国
連
軍
側
に
提
示
し
、
国
連
軍
側
の

了
解
を
と
り
つ
け
た）

11
（

。

　
（
一
）
吉
田
書
簡
の
線
に
沿
う
実
際
上
の
取
扱

0

0

0

0

0

0

に
よ
り
事
件
ご
と
に
好
意
的
態
度
を
も
つ
て
解
決
を
は
か
る
。（
傍
点
は
原
文
の
強
調
。）

　
（
二
）
右
取
極
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
発
効
ま
で
の
暫
定
的
措
置
と
す
る
。

　
（
三
）
右
取
極
は
双
方
の
紳
士
協
定
と
す
る
。

　

内
部
的
に
は
清
原
通
達
を
吉
田
書
簡
に
合
う
よ
う
書
き
改
め
ら
れ
た）

11
（

。

　

国
連
軍
協
定
の
交
渉
は
一
二
月
を
も
っ
て
、
い
っ
た
ん
中
断
す
る
。
米
側
で
は
、
一
九
五
三
年
早
々
に
も
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
批
准
の

審
議
が
行
わ
れ
る
と
予
測
さ
れ
、
批
准
の
完
了
後
、
本
格
的
に
協
議
を
始
め
よ
う
と
の
考
え
だ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
行
政
協
定
第
十
七

条
の
改
正
が
先
行
し
、
そ
の
後
、
一
九
五
四
年
二
月
に
国
連
軍
協
定
が
締
結
さ
れ
、
同
趣
旨
が
盛
り
込
ま
れ
る
。

五　

考
察

刑
事
裁
判
権
密
約
は
あ
っ
た
の
か

　

第
二
節
で
は
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
に
つ
い
て
、
第
三
節
及
び
第
四
節
で
は
、
日
本
の
主
権
が
回
復
さ
れ
た
後
の
国
連
軍
の
待

遇
、
並
び
に
、
国
連
軍
協
定
交
渉
の
経
緯
を
論
じ
て
き
た
。
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
に
あ
た
り
、
裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
日
本

側
代
表
で
あ
る
津
田
課
長
の
一
方
的
陳
述
な
る
文
書
は
、
は
た
し
て
「
密
約
」
と
い
え
る
の
か
否
か
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

否
定
す
る
根
拠
は
明
白
で
あ
る
。
同
文
書
は
日
本
側
の
政
策
を
一
方
的
に
陳
述
し
た
に
過
ぎ
ず
、
約
束
を
構
成
し
な
い
と
い
う
の
だ
。



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
六
九

前
述
の
よ
う
に
、
二
〇
一
一
年
八
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
日
米
合
同
委
員
会
で
、
こ
の
文
書
は
約
束
で
は
な
い
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。

形
式
的
に
見
れ
ば
、
津
田
課
長
の
一
方
的
陳
述
は
約
束
と
は
い
え
な
い
。

　

し
か
し
、
実
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
刑
事
裁
判
権
を
め
ぐ
っ
て
、
一
九
五
二
年
六
月
か
ら
国
連
軍
協
定
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
一
九

五
三
年
に
は
、
行
政
協
定
第
十
七
条
が
先
に
改
正
さ
れ
た
。
刑
事
裁
判
権
を
め
ぐ
る
問
題
の
本
質
は
、
両
交
渉
と
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ

た
。

　

国
連
軍
協
定
及
び
行
政
協
定
第
十
七
条
改
正
の
交
渉
を
通
じ
、
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
日
本
側
の
第
一
次
裁
判
権
の
お
よ
ぶ
範

囲
を
、
実
質
的
に
ど
の
程
度
に
す
る
か
で
あ
る
。
公
務
中
の
犯
罪
、
も
っ
ぱ
ら
国
連
軍
・
米
軍
の
財
産
に
対
す
る
犯
罪
、
国
連
軍
所
属
員
・

米
軍
所
属
員
同
士
の
犯
罪
の
場
合
、
国
連
軍
側
・
米
側
が
、
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
つ
き
、
日
本
側
も
ま
っ
た
く
異
論
を
さ

し
は
さ
ま
な
か
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
通
り
だ
っ
た
か
ら
だ
。
問
題
は
、
犯
罪
の
軽
重
に
よ
り
、
受
入
国
が
第
一
次
裁
判
権
を
実
質
的
に

放
棄
す
る
、
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
は
規
定
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軽
犯
罪
で
は
、
日
本
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ

と
と
し
、
米
軍
・
国
連
軍
側
は
そ
の
保
証
を
求
め
た
点
で
あ
る
。

　

日
本
側
と
し
て
も
、
軽
犯
罪
ま
で
一
々
裁
判
を
行
う
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
も
あ
り
、
派
遣
国
の
軍
と
し
て
の
効
率
を
維
持
す
る
た

め
と
の
主
張
を
受
け
い
れ
た
。
た
だ
、
第
一
次
裁
判
権
の
放
棄
を
公
式
に
う
た
う
こ
と
は
で
き
ず
、
日
本
側
の
政
策
と
し
て
、
そ
の
運
用

の
表
明
は
可
能
だ
と
し
た
。
そ
の
形
式
も
、
約
束
の
形
で
は
な
い
一
方
的
陳
述
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
文
書
を
秘
密
扱
い
と
す
る
よ
う
要

求
し
、
そ
の
通
り
と
な
っ
た
。
そ
の
文
書
が
発
覚
し
な
い
よ
う
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
的
陳
述
が
「
密
約
」
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
公
式
に
は
第
一
次
裁
判
権
を
日
本
側
は
放
棄
し
て
い
な
い
が
、
実
際
の
運
用
で
は
、

軽
犯
罪
に
つ
い
て
、
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
し
、
そ
の
こ
と
を
一
方
的
陳
述
の
形
で
保
証
し
た
点
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
一
方
的
陳



一
七
〇

述
の
存
在
を
公
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
原
本
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
約
束
で
は
な
い
と
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
逆
に
「
密
約
」
の
存
在
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
国
連
軍
協
定
交
渉
と
行
政
協
定
第
十
七
条
改
正
交
渉
を
並
行
し
て
検
証
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
刑
事
裁
判
権
密
約
の
実
態
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。

　

国
連
軍
協
定
交
渉
で
、
奥
村
参
与
（
行
政
協
定
第
十
七
条
改
正
時
に
は
外
務
事
務
次
官
）
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
建
前
と

し
て
、
す
べ
て
の
犯
罪
に
対
す
る
第
一
次
裁
判
権
は
日
本
側
に
あ
り
、
軽
犯
罪
は
国
連
軍
側
に
裁
判
権
を
ゆ
ず
り
、
そ
れ
を
秘
密
の
約
束

と
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。
後
は
そ
の
約
束
を
い
か
な
る
形
で
表
現
す
る
か
が
問
題
だ
っ
た
。
米
側
も
秘
密
の
約
束
が
あ
る
こ
と

を
記
録
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
。
国
連
軍
協
定
交
渉
の
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
具
体
化
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
行
政
協

定
第
十
七
条
の
改
正
で
、
日
本
側
の
一
方
的
陳
述
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

密
約
方
式
の
原
型

　

行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
交
渉
が
妥
結
し
、
外
務
省
で
一
九
五
三
年
九
月
二
六
日
に
決
済
さ
れ
た
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の

改
訂
交
渉
妥
結
案
」
と
い
う
文
書
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、「
我
方
の
交
渉
方
針
と
し
て
は
、
日
米
行
政
協
定
第
十
七
条
第
一
項
に
基
き
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
に
よ
る
条
約
上
の
権
利
は
す
べ
て
こ
れ
を
確
保
せ
ん
が
た
め
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
方
式
よ
り
逸
脱
せ
る
米
側
原
案
の
修
正
乃
至
撤

回
方
を
強
く
主
張
す
る
と
共
に
、
他
方
、
軍
隊
の
立
場
を
考
慮
し
、
運
用
の
円
滑
を
図
る
た
め
、
条
約
上
の
権
利
を
害
せ
ざ
る
限
度
に
お

い
て
、
実
際
的
解
決
方
式
の
発
見
に
努
め
、
又
、
後
日
に
問
題
を
残
す
秘
密
協
定

9

9

9

9

の
排
除
を
旨
と
し
た
。」（
◦
印
は
筆
者
に
よ
る
強
調
。）

と
あ
る）

11
（

。
確
か
に
、
形
式
的
に
は
、
秘
密
協
定
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
交
渉
過
程
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
軽
犯
罪
の
場
合
、

一
方
的
陳
述
で
第
一
次
裁
判
権
の
放
棄
を
日
本
側
は
保
証
し
て
い
た
。



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
七
一

　

こ
の
方
式
は
、
核
持
ち
込
み
密
約
を
示
す
「
討
議
の
記
録
」
に
類
似
す
る）

11
（

。
一
九
六
〇
年
に
改
定
さ
れ
た
日
米
安
保
条
約
に
は
、「
日

本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
」
が
附
属
し
て
い
た
。
同
条
約

第
六
条
で
、
米
軍
は
日
本
に
お
け
る
基
地
の
使
用
が
で
き
る
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
安
保
改
定
以
前
か
ら
、
核
の
持

ち
込
み
、
及
び
、
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
の
基
地
使
用
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
事
前
に
日
本
側
と
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
事
前
協
議
制
度
の
導
入
で
あ
り
、
そ
れ
を
文
書
化
し
た
の
が
右
の
交
換
公
文
で
あ
る
。
た
だ
し
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
、

あ
る
い
は
、
核
搭
載
軍
用
機
の
一
時
飛
来
は
、
事
前
協
議
の
対
象
で
は
な
い
と
米
側
は
主
張
し
、
そ
れ
を
明
確
に
し
た
の
が
「
討
議
の
記

録
」
と
い
う
文
書
で
あ
っ
た
。

　
「
討
議
の
記
録
」
は
、
当
時
の
藤
山
外
務
大
臣
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使
の
合
意
を
記
録
し
た
文
書
で
あ
る
。
ま
た
、
事
前
協
議
に

つ
い
て
、「
討
議
の
記
録
」
第
二
項
ｃ
に
は
「
合
衆
国
軍
用
機
の
飛
来
、
合
衆
国
海
軍
艦
艇
の
日
本
領
海
へ
の
立
ち
入
り
・
寄
港
に
関
す

る
現
行
の
手
続
き
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
は
解
釈
さ
れ
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
、
一
時
寄
港
・
一
時
飛
来
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
事
前
協
議
な

し
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た）

11
（

。

　

こ
の
文
書
は
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
を
含
む
、
す
べ
て
の
核
搭
載
艦
船
の
入
港
が
事
前
協
議
の
対
象
で
あ
る
、
と
の
日
本
政
府
の

公
式
の
立
場
を
覆
す
重
要
な
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
議
論
も
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
交
渉
過
程
の
詳
細

な
分
析
に
よ
り
、
密
約
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
討
議
の
記
録
」
が
重
要
な
の
は
、
明
確
な
合
意
を
示
す
よ
う
に
は
見
え
な
い
点
で
あ
る
。
合
意
文
書
で
は
な
く
、
討
議
の
様
子
を
記

録
し
た
だ
け
で
あ
り
、
た
と
え
こ
の
文
書
が
な
ん
ら
か
の
形
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
合
意
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
仕
組

み
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
協
定
第
十
七
条
の
改
正
に
と
も
な
う
一
方
的
陳
述
と
同
じ
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ



一
七
二

る
。
米
側
に
と
っ
て
は
、
核
搭
載
艦
船
の
寄
港
等
が
、
事
前
協
議
制
度
に
縛
ら
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
通
り
行
う
こ
と
が
で
き
、
日
本
側
が
そ

れ
を
保
証
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
と
し
て
、「
討
議
の
記
録
」
は
必
要
だ
っ
た
。
日
本
で
政
権
交
代
が
あ
る
こ
と
も
想
定
し
、
後
の
政
権

を
も
拘
束
で
き
る
よ
う
、
文
書
に
よ
る
保
証
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
合
意
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
合
意
の
存
在
を
保
証
す
る
と
い
う
形
式
の
文
書
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
刑
事
裁
判
権
の
場
合
に
は
、
裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
日
本
側
代
表
に
よ
る
一
方
的
陳
述
で
あ
り
、
核
の
持
ち
込
み
を
め
ぐ
る
事

前
協
議
制
度
で
は
、「
討
議
の
記
録
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
合
意
に
は
見
え
な
い
文
書
の
奥
に
、「
密
約
」
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
解
明
に
よ
り
、
日
米
密
約
の
構
造
が
さ
ら
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（
１
）　http://w

w
w

.47new
s.jp/CN

/200810/CN
2008102301000065.htm

l

な
お
、
こ
の
詳
細
は
、『
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
』
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二

四
日
付
の
ウ
ェ
ブ
版
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
。http://w

w
w

.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-10-24/2008102401_02_0.htm
l

こ
う
し
た
密
約
を

も
と
に
、
吉
田
敏
浩
『
密
約
―
日
米
地
位
協
定
と
米
兵
犯
罪
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
〇
年
、
布
施
祐
仁
『
日
米
密
約
―
裁
か
れ
な
い
米
兵
犯
罪
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

東
郷
（
印
）「
十
月
四
日
総
理
、
外
務
大
臣
、
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
、
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
に
公

開
さ
れ
た
外
務
省
の
密
約
調
査
の
「
関
連
文
書
一
―
一
八
」。

（
３
）　

こ
れ
ら
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
外
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
先
行
し
て
掲
載
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
二
日
の
外
交
記
録
公
開
で
、
正
式

に
公
表
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

唯
一
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
及
び
日
米
安
保
条
約
が
署
名
さ
れ
た
一
九
五
一
年
九
月
八
日
に
、
同
じ
く
署
名
さ

れ
た
「
吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
朝
鮮
戦
争
に
関
連
し
て
、
日
本
は
国
連
軍
を
日
本
及
び
そ
の
附
近
に
お
い
て
支
持
す

る
旨
を
約
束
し
て
い
る
。
た
だ
、
当
時
、
日
本
は
国
連
加
盟
国
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
一
般
的
な
形
で
国
連
協
力
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
行
政



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
七
三

協
定
に
あ
る
よ
う
な
具
体
的
な
義
務
ま
で
負
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
５
）　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
条
文
は
、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』（
調
査

資
料
七
五
―
三
）、
一
九
七
六
年
三
月
を
参
照
し
て
い
る
。

（
６
）　

交
渉
に
い
た
る
経
緯
は
、
外
務
省
条
約
局
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改

正
す
る
議
定
書
の
解
説
（
未
定
稿
）」
一
九
五
三
年
九
月
二
八
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁

判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
二
巻
を
参
照
。
以
下
、
引
用
す
る
日
本
側
外
交
文
書
は
、
す
べ
て
外
交
史
料
館
所
蔵
で
あ
る
。

（
７
）　
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
（
案
）」（
極
秘
）、
一
九
五

三
年
四
月
一
四
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
、「
日
米
行
政

協
定
改
訂
方
申
入
れ
に
関
す
る
外
務
省
発
表
」
一
九
五
三
年
四
月
一
四
日
午
後
六
時
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政

協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
８
）　

外
務
省
条
約
局
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
の
解
説
（
未

定
稿
）」、
一
九
五
三
年
九
月
二
八
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第

二
巻
。
法
務
省
刑
事
局
『
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
関
係
実
務
資
料
［
検
察
提
要
六
］』（
検
察
資
料
一
五
八
）、
一
九
七
二
年

三
月
、
七
頁
。

（
９
）　
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
（
米
側
案
）」（
極
秘
）、
一

九
五
三
年
八
月
一
八
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
10
）　
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
行
政
協
定
第
十
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
に
関
す
る
公
式
議
事
録
（
米
側
案
）」（
極
秘
）、
一
九
五
三

年
八
月
一
七
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
11
）　

松
平
参
与
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
改
訂
交
渉
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
一
八
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件

　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
。
“Mem

orandum
 for the Record, Subject: A

rticle X
V

II 
N

egotiations – First Inform
al M

eeting, A
ugust 19, 1953

” （Confidential
）, A

ugust 20, 1953, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; 



一
七
四

Classified General Records, 1952-1963, Box 18.

以
下
、
引
用
す
る
米
側
外
交
文
書
は
、
す
べ
て
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
カ
レ
ッ
ジ
パ
ー
ク
に
あ
る

米
国
立
公
文
書
館
所
蔵
で
あ
る
。

（
12
）　A

m
erican Em

bassy, T
okyo, 

“Negotiations on Crim
inal Jurisdiction Provided for the A

dm
inistrative and U

.N
. Status of 

Forces A
greem

ent

” （Confidential

）, A
ugust 6, 1953, RG84 Japan; U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-
1963, Box 18.

（
13
）　

松
平
参
与
「
行
政
協
定
改
訂
交
渉
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
一
九
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ

く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
14
）　

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 468, A
ugust 20, 1953

” （Confidential

）, RG84 
Japan; U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 18.

（
15
）　

八
月
二
一
日
と
二
五
日
の
三
宅
・
バ
ッ
シ
ン
会
談
に
つ
い
て
は
、
三
宅
参
事
官
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
に
関
す
る
三
宅
・
バ
ッ

シ
ン
会
談
要
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
二
五
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条

項
改
正
関
係
』
第
三
巻
、
“Mem

orandum
 of Conversation, Subject: W

aiver of Jurisdiction in A
dm

inistrative A
greem

ent, Partici-
pants: Jules Bassin, M

r. M
iyake, M

r, Shim
oda, A

ugust 21, 1953

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified 

General Records, 1952-1963, Box 18 

に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
文
書
に
よ
る
。

（
16
）　

三
宅
参
事
官
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
に
関
す
る
三
宅
・
バ
ッ
シ
ン
会
談
要
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
二
五
日
、『
日
米

安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
17
）　

三
宅
参
事
官
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
に
関
す
る
三
宅
・
バ
ッ
シ
ン
会
談
要
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
二
五
日
、『
日
米

安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
18
）　

こ
の
点
、
米
側
記
録
で
は
、
な
る
べ
く
秘
密
の
文
書
を
残
し
た
く
な
い
と
い
う
の
が
米
側
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
“Telegram

 
from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 516, A
ugust 26, 1953

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, 
T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 18.



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
七
五

（
19
）　
「
3.
⒞
及
び
5.
⒜
に
関
す
る
日
本
側
代
表
陳
述
案
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
二
六
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ

く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
二
巻
。

（
20
）　

松
平
参
与
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
交
渉
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
二
八
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一

件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
。

（
21
）　

岡
崎
大
臣
発
新
木
在
米
大
使
宛
第
八
三
二
号
「
行
政
協
定
改
訂
交
渉
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
三
年
八
月
二
八
日
、『
日
米
安
全
保
障
条

約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
。

（
22
）　

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 556, A
ugust 30, 1953

” （Confidential

）, RG59 
D

ecim
al File 1950-1954, Box 2869.

（
23
）　

こ
の
間
の
日
米
間
の
微
妙
な
交
渉
に
つ
い
て
は
、
“Telegram

 from
 the Em

bassy in Japan to the D
epartm

ent of State, N
o. 590, 

Septem
ber 2, 1953

” （Confidential
）, RG59 D

ecim
al File 1950-1954, Box 2870 

を
参
照
。

（
24
）　

松
平
参
与
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
交
渉
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
九
月
二
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件

　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
。
“Telegram

 from
 the D

epartm
ent of State to the 

Em
bassy in Japan, N

o. 510, A
ugust 28, 1953

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General Records, 

1952-1963, Box 18.

（
25
）　

“Statem
ent by Japanese and A

m
erican Representatives concerning paragraph 3.（c

） at Regular M
eeting

” （Confidential

）, 
A

ugust 29, 1953, 

『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
26
）　
「
例
外
的
に
重
要
な
」
と
「
特
に
重
要
な
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
“Mem

orandum
 of Conversation, Subject: Crim

inal Juris-
diction N

egotiations, Participants: M
r. Bassin, M

r. H
enderson, M

r. M
atsudaira, M

r. M
iyake, M

r. K
anbara, M

r. T
suda, 

Septem
ber 1, 1953

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 18 

を
参
照
。

（
27
）　
「（
仮
訳
）
合
同
委
員
会
裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
の
会
談
に
お
け
る
日
本
国
代
表
の
陳
述
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
九
月
一
二
日
、『
日
米

安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
二
巻
。



一
七
六

（
28
）　

岡
崎
大
臣
発
新
木
在
米
大
使
宛
第
八
七
六
号
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
交
渉
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
九
月
一
〇
日
、

『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
。
“Telegram

 from
 the 

Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 647, Septem
ber 10, 1953

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, 
T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 18.

（
29
）　

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 704, Septem
ber 17, 1953

” （Confidential

）, RG84 
Japan; U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 18.

（
30
）　

松
平
参
与
「
行
政
協
定
改
訂
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
九
月
一
一
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係
一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行

政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
三
巻
。

（
31
）　
「
国
連
軍
に
対
す
る
協
力
に
つ
い
て
交
換
公
文
の
件
（
経
過
要
領
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍

隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
32
）　

“Mem
orandum

 for the Record, Subject: D
iscussion w

ith M
r. O

kazaki on Standstill A
greem

ent for U
N

 Forces other than 
U

S, Present: M
r. O

kazaki, M
r. N

ishim
ura, Lt. General H

ickey, A
pril 29, 1952

” （Secret

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; 

Classified General Records, 1952-1963, Box 2.

（
33
）　

西
村
「
一
九
五
二
年
四
月
二
十
八
日
午
后
八
時　

岡
崎
国
務
大
臣
ヒ
ッ
キ
ー
参
謀
長
会
談
要
旨
」
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、『
日
本
国
に
お

け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。
“Mem

orandum
 for the Record, Subject: D

iscussion 
w

ith M
r. O

kazaki on Standstill A
greem

ent for U
N

 Forces other than U
S, Present: M

r. O
kazaki, M

r. N
ishim

ura, Lt. General 
H

ickey, 29 A
pril, 1952

” （Secret

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2.

（
34
）　

書
簡
案
の
全
文
は
、
“（D

raft N
ote from

 U
N

C to Japanese Governm
ent as of M

ay 6, 1952

）” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. 

Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2
を
参
照
。

（
35
）　
「
閣
議
決
定　

国
際
連
合
司
令
官
か
ら
日
本
国
外
務
大
臣
あ
て
の
来
簡
案　

日
本
国
外
務
大
臣
か
ら
国
際
連
合
軍
司
令
官
あ
て
の
返
簡
案
」（
極

秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
一
三
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
七
七

（
36
）　

杉
浦
「
国
連
軍
兵
士
の
犯
罪
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
一
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
37
）　

杉
浦
「
国
連
軍
と
の
間
の
書
簡
交
換
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
一
三
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。
“Mem

orandum
 of Conversation, Subject: U

nited N
ations Interim

 A
greem

ent: Juris-
diction, Participants: M

r. H
. Sugiura, M

r. A
. Shigem

itsu, M
r. R. B. Finn, M

ay 13, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. 

Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2.

（
38
）　

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 131, M
ay 15, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; 
U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 3.

（
39
）　

杉
浦
「
国
連
軍
と
の
間
の
書
簡
交
換
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
一
三
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B
’.2.7.0.3

）。

（
40
）　

杉
浦
「
国
連
軍
と
の
書
簡
交
換
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
一
四
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3
）。

（
41
）　

杉
浦
「
国
連
軍
と
の
書
簡
交
換
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
一
七
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
42
）　

杉
浦
「
国
連
軍
と
の
書
簡
交
換
に
関
す
る
件
（
法
務
府
意
見
局
林
局
長
訪
問
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
一
七
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国

際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B
’.2.7.0.3

）。

（
43
）　
「
国
連
軍
の
将
兵
に
関
す
る
刑
事
裁
判
権
行
使
に
つ
い
て
」
一
九
五
二
年
五
月
二
〇
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
44
）　

杉
浦
「
国
連
軍
と
の
書
簡
交
換
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
二
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
45
）　

刑
政
長
官
清
原
邦
一
発
検
事
正
・
検
事
長
宛
法
務
府
検
務
第
一
五
九
三
八
号
「
外
国
軍
隊
の
将
兵
に
係
る
違
反
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
」
一
九



一
七
八

五
二
年
五
月
一
七
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
、
吉
田
書
簡
関
係
』（B

’2.7.0.3-2-2

）。

（
46
）　

杉
浦
「
国
連
軍
と
の
協
定
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
五
月
二
七
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
関
係
一
件
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。
“Mem

orandum
 for the Record, Subject: Sum

m
ary of D

iscussion betw
een Foreign M

inister 
O

kazaki and Lieutenant General H
ickey on U

N
 Interim

 A
greem

ent w
ith Japanese Governm

ent, M
ay 25, 1952

” （Secret

）, 
RG84 Japan; U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2, 

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to 

the D
epartm

ent of State, N
o. 244, M

ay 24, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General 

Records, 1952-1963, Box 2.

（
47
）　

“Mem
orandum

 for the Record, Subject: Conversation Betw
een A

m
bassador M

urphy and Prim
e M

inister Y
oshida 

Regarding U
N

C-Japan A
greem

ent, M
ay 28, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General 

Records, 1952-1963, Box 2, 
“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 280, M
ay 28, 1952

” （Con-
fidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2.

（
48
）　

鹿
島
平
和
研
究
所
（
編
）『
日
本
外
交
主
要
文
書
・
年
表
』
第
一
巻
、
原
書
房
、
一
九
八
三
年
、
五
一
八
頁
。

（
49
）　

刑
政
長
官
清
原
邦
一
発
検
事
長
宛
法
務
府
検
務
局
検
務
第
二
〇
二
六
九
号
「
在
日
国
連
軍
将
兵
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
取
扱
基
準
に
つ
い
て
」

一
九
五
二
年
六
月
二
三
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
、
吉
田
書
簡
関
係
』（B

’2.7.0.3-2-2

）。

（
50
）　

英
水
兵
事
件
に
つ
い
て
は
、「
マ
ー
フ
ィ
ー
米
大
使
発
岡
崎
外
務
大
臣
あ
て
書
簡
訳
（
二
七
、
七
、
一
〇
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
七
月
一
〇

日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3

）
を
参
照
。

（
51
）　
「
国
連
軍
所
属
員
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
吉
田
内
閣
総
理
大
臣
書
簡
の
公
表
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
九
月
二
日
、『
日
本
国
に
お

け
る
国
際
連
合
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
、
吉
田
書
簡
関
係
』（B

’2.7.0.3-2-2

）。

（
52
）　
「
国
連
軍
と
の
協
定
に
関
す
る
件
」
一
九
五
二
年
六
月
二
五
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第

一
巻
（B

’.2.7.0.3

）。
“Telegram

 from
 the Em

bassy in Japan to the D
epartm

ent of State, N
o. 681, June 23, 1953

” （Confidential

）, 
RG84 Japan; U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2.



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
七
九

（
53
）　

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 741, June 23, 1953

” （Confidential

）, RG84 Japan; 
U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2.
（
54
）　

岡
崎
大
臣
発
井
口
大
使
（
在
加
）
宛
第
九
八
号
「
国
連
軍
関
係
交
換
公
文
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
七
月
三
日
、『
日
本
国
に
お

け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
55
）　
「
国
連
軍
と
の
協
定
に
関
す
る
交
渉
対
処
方
針
及
び
国
内
よ
論
指
導
方
針
に
つ
い
て
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
七
月
七
日
、『
日
本
国
に
お
け
る

国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
56
）　
「
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
日
本
側
陳
述
（
案
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
七
月
一
五
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
57
）　

奥
村
参
與
「
国
連
軍
協
定
（
ボ
ン
ド
と
の
非
公
式
会
談
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
七
月
二
一
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地

位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3

）。

（
58
）　

バ
ッ
シ
ン
試
案
に
関
し
て
は
、「
刑
事
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
バ
ッ
シ
ン
試
案
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際

連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3-2

）、「
下
田
・
バ
ッ
シ
ン
會
談
に
お
い
て
先
方
の
仄
め

か
し
た
る
国
連
軍
協
定
妥
協
試
案
の
大
綱
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関

係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3

）、
下
田
記
「
国
連
軍
協
定
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
三
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍

隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3
）
を
参
照
。
ま
た
、
条
三
「
刑
事
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
バ
ッ
シ
ン
試
案
骨
子
」（
極
秘
）、

一
九
五
二
年
八
月
一
九
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3-2

）

も
参
照
。

（
59
）　

三
宅
参
事
官
「
国
連
軍
協
定
に
関
し
バ
ッ
シ
ン
米
大
使
館
法
律
顧
問
の
談
話
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
四
日
、『
日
本
国
に

お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B
’.2.7.0.3

）。

（
60
）　

三
宅
参
事
官
「
国
連
軍
協
定
に
関
し
バ
ッ
シ
ン
米
大
使
館
法
律
顧
問
の
談
話
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
四
日
、『
日
本
国
に

お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3
）。



一
八
〇

（
61
）　

奥
村
参
與
「
国
連
軍
に
関
す
る
協
定
一
件
（
ボ
ン
ド
参
事
官
と
の
會
談
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
五
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合

の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻
（B

’.2.7.0.3

）。
“Mem

orandum
 of Conversation, Participants: K

atsuzo O
kum

ura, 
N

iles W
. Bond, Subject: U

N
 Forces A

greem
ent, A

ugust 5, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified 

General Records, 1952-1963, Box 2, 

“Mem
o T

o: N
. W

. B., Subject: Crim
inal Jurisdiction for U

N
 A

greem
ent, A

ugust 5, 1952

” 

（Confidential
）, RG84  Japan; U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 2.

（
62
）　

こ
の
案
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
奥
村
参
與
「
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
規
定
の
要
点
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
四
日
、『
日
本
国
に
お
け
る

国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3-2

）
を
参
照
。

（
63
）　

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 848, Septem
ber 8, 1952

” （Secret

）, RG84 Japan; 
U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 3.

（
64
）　

下
田
記
「
国
連
軍
協
定
（
刑
事
裁
判
管
轄
権
）
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
六
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’.2.7.0.3-2

）。

（
65
）　

奥
村
参
與
「
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
規
定
の
要
点
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
四
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’2.7.0.3-2

）。

（
66
）　

奥
村
「
国
連
軍
協
定
の
刑
事
裁
判
権
に
つ
い
て
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
八
月
二
七
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B
’2.7.0.3-2

）。

（
67
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
（
編
）『
日
本
外
交
文
書　

日
中
戦
争
』
第
四
冊
、
六
一
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
二
四
五
七
―
二
七
一
二
頁

を
参
照
。

（
68
）　
「（
日
本
側
新
提
案
仮
訳
）
第　
　

条　

刑
事
裁
判
権
（
案
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
九
月
一
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’2.7.0.3-2
）

（
69
）　

下
田
記
「
刑
事
裁
判
管
轄
権
日
本
側
対
案
提
出
の
件
（
国
連
軍
協
定
交
渉
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
九
月
一
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際

連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B
’2.7.0.3-2

）。
日
本
側
新
提
案
の
詳
細
は
、「（
日
本
側
新
提
案
仮



在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
（
信
夫
）

一
八
一

訳
）
第　
　

条　

刑
事
裁
判
権
（
案
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
九
月
一
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係

一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’2.7.0.3-2

）
を
参
照
。
“Telegram

 from
 the Em

bassy in Japan to the D
epartm

ent of State, 
N

o. 931, Septem
ber 16, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 3. 

日
本
側
の
メ
モ
（Pro M

em
oria

）
は
、
“Telegram

 from
 the Em

bassy in Japan to the D
epartm

ent of State, N
o. 931, Septem

ber 
16, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 3 

を
参
照
。

（
70
）　

下
田
記
「
刑
事
裁
判
管
轄
権
日
本
側
対
案
提
出
の
件
（
国
連
軍
協
定
交
渉
）」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
九
月
一
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際

連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’2.7.0.3-2

）。

（
71
）　

奥
村
「
国
連
軍
協
定
一
件
」、
一
九
五
二
年
九
月
一
三
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件
』
第
二
巻

（B

’.2.7.0.3

）。

（
72
）　

“Status of U
N

 Forces in Japan, Septem
ber 24, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General 

Records, 1952-1963, Box 3, 

“Telegram
 from

 the D
epartm

ent of State to the Em
bassy in Japan, N

o. 795, Septem
ber 25, 1952

” 

（Secret

）, RG59 D
ecim

al File 1950-1954, Box 2867.

（
73
）　

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Japan to the D

epartm
ent of State, N

o. 1277, O
ctober 20, 1953

” （Secret

）, RG84 Japan; 
U

.S. Em
bassy, T

okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 3.

（
74
）　

松
平
参
与
「
十
一
月
十
二
日
外
相
官
邸
に
お
け
る
国
連
軍
協
定
に
関
す
る
日
、
米
、
英
連
邦
各
代
表
会
議
会
談
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
一

一
月
一
二
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’2.7.0.3-2

）。

（
75
）　

松
平
参
与
「
国
連
軍
協
定
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
日
、
米
、
英
連
邦
代
表
第
二
回
会
議
会
談
録
要
旨
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
一
一
月
二
五
日
、

『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’2.7.0.3-2

）。

（
76
）　
「
国
連
軍
協
定
交
渉
対
処
方
針
案
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
一
一
月
二
六
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関

係
一
件　

刑
事
裁
判
権
関
係
』
第
一
巻
（B

’2.7.0.3-2

）。
“Telegram

 from
 the Em

bassy in Japan to the D
epartm

ent of State, N
o. 

1987, D
ecem

ber 22, 1952

” （Confidential

）, RG84 Japan; U
.S. Em

bassy, T
okyo; Classified General Records, 1952-1963, Box 3.



一
八
二

（
77
）　

法
務
省
刑
事
局
岡
原
昌
男
発
検
事
長
・
検
事
正
宛
法
務
省
刑
事
局
刑
事
第
四
三
九
七
七
号
「
在
日
国
連
軍
の
軍
隊
構
成
員
等
の
刑
事
事
件
に
関

す
る
取
扱
基
準
」（
極
秘
）、
一
九
五
二
年
一
二
月
二
七
日
、『
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
関
係
一
件　

刑
事
裁
判

権　

吉
田
書
簡
関
係
』（B

’.2.7.0.3-2-2

）。

（
78
）　

三
宅
「
行
政
協
定
刑
事
裁
判
権
条
項
の
改
訂
交
渉
妥
結
案
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
九
月
二
六
日
、『
日
米
安
全
保
障
条
約
関
係

一
件　

第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
関
係　

刑
事
裁
判
権
条
項
改
正
関
係
』
第
一
巻
。

（
79
）　
「
討
議
の
記
録
」
に
つ
い
て
は
、
信
夫
隆
司
『
日
米
安
保
条
約
と
事
前
協
議
制
度
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
、
六
七
―
一
一
九
頁
を
参
照
。

（
80
）　

信
夫
『
日
米
安
保
条
約
と
事
前
協
議
制
度
』、
七
二
頁
。



二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
（
渡
辺
）

一
八
三

Ⅰ
．
序　

説

Ⅱ
．
二
〇
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
保
守
党
と
自
民
党
の
基
本
的
性
格

Ⅲ
．
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
対
す
る
連
立
効
果

Ⅳ
．
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

Ⅴ
．
結　

語

Ⅰ
．
序　

説

　

二
〇
一
〇
年
に
成
立
し
た
戦
後
イ
ギ
リ
ス
初
の
連
立
政
権
は
、
一
九
九
七
年
以
来
一
三
年
ぶ
り
に
政
権
復
帰
し
た
保
守
党
と
キ
ャ
メ
ロ

ン
（D

avid Cam
eron

）
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

　
「
二
大
政
党
の
拮
抗
」
あ
る
い
は
「
前
回
（
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
）
同
様
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
（hung Parliam

ent

）
の
出
現
」
と
い
う

大
方
の
事
前
予
想
に
反
し
て
二
〇
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
は
、
周
知
の
よ
う
に
与
党
・
保
守
党
の
単
独
勝
利
に
終
わ
っ
た

（
１
）。

そ
れ
に
伴

　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党

渡
　
　
辺
　
　
容 

一 

郎



一
八
四

い
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
続
投
が
決
ま
る
一
方
、
五
年
続
い
た
ク
レ
ッ
グ
（N

ick Clegg

）
自
民
党
と
の
連
立
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

今
回
の
総
選
挙
で
は
戦
後
二
度
目
の
連
立
政
権
誕
生
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
保
守
党
と
労
働
党
の
合
計
得
票
率
（
六
七
・
三
％
）
な

ど
を
見
る
限
り
、
伝
統
的
二
党
制
へ
の
回
帰
を
示
し
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。
む
し
ろ
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
は
、「
二
大
政
党
の
一
方

を
軸
と
し
た
『
政
権
形
態
』
を
志
向
し
つ
つ
、『
総
選
挙
得
票
率
・
支
持
政
党
』
の
文
脈
で
は
多
党
化
傾
向
に
あ
る
」
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
連
立
の
も
つ
意
味
、
あ
る
い
は
連
立
を
構
成
す
る
諸
政
党
へ
の
そ
の
効
果
」
と
い
う
視
座
か
ら
現
代
イ
ギ
リ

ス
政
治
を
分
析
し
て
い
く
必
要
性
も
生
じ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
自
民
党
と
の
連
立
を
選
択
し
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
と
そ
の
連
立
政
権
前
半
期
（
二
〇
一
〇
～
二
〇
一
三
年
）
に
注
目

し
て
、
上
記
の
問
題
を
解
明
し
て
い
く
。
加
え
て
、
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
連
立
」
は
党
首
・
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
く
制
約
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
で
き
る
だ
け
言
及
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ
．
二
〇
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
保
守
党
と
自
民
党
の
基
本
的
性
格

　

本
章
で
は
、
二
〇
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
基
盤
が
さ
ほ
ど
強
く
な
く
、
そ
の
政
策
的
立
場
も
党
内
で
は
少
数

派
だ
っ
た
こ
と
を
先
ず
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
同
党
史
上
最
も
「
院
内
政
党
」（
自
民
党
下
院
議
員
団
）
主
導
型
に

変
容
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
彼
に
近
い
「
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー

（m
odernisers

）」
議
員
た
ち
が
実
は
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
を
欲
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
く
。



二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
（
渡
辺
）

一
八
五

⑴　

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
政
策
的
立
場
と
党
内
基
盤

　

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
当
選
を
果
た
し
た
保
守
党
下
院
議
員
は
合
計
三

〇
六
人
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
研
究
者
ヘ
ッ
ペ
ル
（T

im
othy 

H
eppell

）
は
、
二
〇
一
〇
年
議
会
の
「
院
内
保
守
党
」
三
〇
六
人
、
一
人

ひ
と
り
の
政
策
的
立
場
を
分
析
し
て
い
る
。
ヘ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
キ
ャ

メ
ロ
ン
を
含
む
院
内
保
守
党
の
基
本
的
経
済
政
策
観
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー

（M
argaret T

hatcher

）
流
「
小
さ
な
政
府
」
を
志
向
す
る
「
経
済
的
自

由
主
義
」
の
立
場
に
ほ
ぼ
纏
ま
っ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
の
院
内
保

守
党
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
は
、
主

と
し
て
「
モ
ラ
ル
問
題
」
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
Ｅ
Ｕ
） 

問
題
」
を
め
ぐ
る

論
争
に
起
因
す
る
と
さ
れ
て
い
る

（
２
）。

　

ヘ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
前
者
を
め
ぐ
る
論
争
は
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
対

「
社
会
保
守
」、
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
の
論
争
は
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑

派
」（soft Eurosceptic

）
対
「
ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑
派
」（hard Euro-

sceptic
）
と
い
う
構
図
に
な
る

（
３
）。

こ
れ
ら
二
つ
の
対
立
軸
を
組
み
合
わ
せ

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
四
つ
の
政
策
的
立
場
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

院
内
保
守
党
に
お
け
る
四
つ
の
政
策
的
立
場
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
分

図　2010年議会（2010-2015）における院内保守党の主要イデオロギー・政策的立場

※　306人中、ヨーロッパ（EU）に関する立場が曖昧な議員は64人（社会リベラル30人、
中間的17人、社会保守17人）。306人中、モラル問題に関する立場が曖昧な議員は62人。

出典： T. Heppell, “Cameron and Liberal Conservatism: Attitudes within the Parliamen-
tary Conservative Party and Conservative Ministers”, BJPIR, 15-3, 2013 に基づき
筆者作成。

社会保守

(153人／306人)

❶ ❷

ソフトな欧州懐疑派 ハードな欧州懐疑派

(154人／306人) (81人／306人)
❸ ❹

社会リベラル

(91人／306人)



一
八
六

類
さ
れ
た
同
党
下
院
議
員
の
人
数
を
図
式
化
し
た
も
の
が
上
の
図
で
あ
る
。

　

図
を
見
る
と
、
二
〇
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
院
内
保
守
党
多
数
派
（
主
流
派
）
の
政
策
的
立
場
は
、
❶
の
「
社
会
保
守
・
ソ
フ
ト
な
欧

州
懐
疑
派
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ヘ
ッ
ペ
ル
は
、
❶
に
分
類
で
き
る
保
守
党
下
院
議
員
の
人
数
を
三
〇
六
人
中
八
四
人
程
度
と
し
て

お
り
、
❶
～
❹
の
な
か
で
は
最
も
多
い
と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
彼
に
近
い
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
た
ち
の
政
策
的
立
場
は
、
院
内
保
守
党
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

サ
ッ
チ
ャ
ー
以
後
の
歴
代
党
首
の
な
か
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
ほ
ど
様
々
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
保
守
党
党
首
は
お
そ
ら
く
い
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
諸
言
説
や
数
多
く
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
研
究
な
ど
を
総
合
す
る
と
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主

義
は
「
党
現
代
化
（
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
と
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
に
や
や
近
い
穏
健
な
党
路
線
を
目
指
す
、
思
い
や
り
の
あ
る
リ
ベ
ラ
ル

な
保
守
主
義
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
保
守
主
義
を
上
記
二
つ
の
尺
度
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、「
社

会
リ
ベ
ラ
ル
」
お
よ
び
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
派
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

（
４
）。

　

し
た
が
っ
て
、「
生
来
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
派
」
と
呼
べ
る
保
守
党
下
院
議
員
た
ち
、
あ
る
い
は
「
保
守
党
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
」
と
も
称
さ
れ

る
議
員
の
ほ
と
ん
ど
は
、
図
の
な
か
で
は
❸
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
生
粋
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
派
に
と
っ

て
最
も
大
き
な
脅
威
と
な
り
得
る
「
党
内
最
大
の
敵
」
は
、
図
の
❷
に
属
す
る
純
粋
な
「
党
内
右
派
」
議
員
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。

　

因
み
に
ヘ
ッ
ペ
ル
の
分
析
で
は
、
三
〇
六
人
中
、
❷
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
数
が
五
〇
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
❸
と
❹
に
属
す
る
と
さ

れ
る
人
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
人
、
一
六
人
と
さ
れ
て
い
る

（
５
）。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
図
の
❶
と
❷
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
保
守
主
義
者
（
三
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〇
六
人
中
一
三
四
人
）
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ッ
チ
ャ
ー
派
」
か
、
そ
れ
に
か
な
り
近
い
立
場
（
党
内
右
派
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
四
〇
人
程
度
し
か
い
な
い
純
粋
な
キ
ャ
メ
ロ
ン
派
は
、
そ
れ
以
外
の
議
員
た
ち
を
味
方
に
引
き
入
れ

る
必
要
性
が
常
に
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
分
か
る
こ
と
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

　

●　

純
粋
な
キ
ャ
メ
ロ
ン
支
持
派
は
院
内
保
守
党
の
な
か
で
は
圧
倒
的
に
少
数
派
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
二
〇
一
〇
年
議
会
に
お
け
る

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
基
盤
は
、
必
ず
し
も
強
固
で
は
な
か
っ
た
。

　

●　

換
言
す
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
就
任
以
後
も
、
院
内
保
守
党
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
「
サ
ッ
チ
ャ
ー
色
の
濃
い
」

右
派
的
な
下
院
議
員
集
団
で
あ
り
続
け
た
。

　

●　

キ
ャ
メ
ロ
ン
と
彼
に
近
い
議
員
た
ち
が
、
政
策
面
の
党
内
主
導
権
を
確
保
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

さ
ら
に
強
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
「
立
場
の
曖
昧
な
」
議
員
は
も
ち
ろ
ん
、
少
な
く
と
も
党
内
相
対
的
多
数

派
❶
に
分
類
さ
れ
る
議
員
た
ち
、
即
ち
「
社
会
保
守
」
だ
が
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
派
」
に
も
か
な
り
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
今
後
も
、（
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
本
心
は
と
も
か
く
）
保
守
党
と
し
て
は
、
欧
州
懐
疑
路
線
を
何
ら
か
の
形
で
公
式
か
つ
積
極

的
に
表
明
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

●　

仮
に
院
内
保
守
党
多
数
派
議
員
か
ら
党
首
不
信
任
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
場
合
、
現
行
保
守
党
党
首
選
挙
規
定

（
６
）を

見
る
限
り
、
キ
ャ

メ
ロ
ン
党
首
の
地
位
は
か
な
り
脆
弱
か
つ
不
安
定
で
あ
る
。

　

●　

キ
ャ
メ
ロ
ン
派
や
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
党
内
右
派
が
大
多
数
を
占
め
る
一
般
議
員
た
ち
（the back-



一
八
八

benchers

）
の
党
内
フ
ォ
ー
ラ
ム
機
関
・
一
九
二
二
年
委
員
会

（
７
）の

意
思
決
定
に
お
い
て
、
比
較
的
自
分
た
ち
に
近
い
立
場
の
幹
部

議
員
（the frontbenchers

）
の
意
向
を
な
る
べ
く
反
映
さ
せ
た
い
筈
だ
と
推
察
さ
れ
る
（
後
述
）。

　

こ
の
よ
う
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
し
て
は
、
党
首
在
任
中
な
る
べ
く
多
く
の
党
内
欧
州
懐
疑
派
を
味
方
に
つ
け
て
、
と
り
わ
け
「
ソ
フ
ト
な

欧
州
懐
疑
派
」
の
意
向
に
沿
っ
た
党
政
策
や
党
運
営
を
展
開
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政

権
の
発
足
、
あ
る
い
は
そ
の
一
年
後
に
保
守
・
自
民
両
党
の
速
や
か
な
合
意
で
制
定
さ
れ
た
議
会
任
期
固
定
法
（
後
述
）
の
真
の
狙
い
に

関
し
て
も
、
上
述
し
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
政
策
的
立
場
や
党
内
基
盤
の
弱
さ
と
い
う
現
実
的
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

⑵　

自
民
党
の
変
容
と
ク
レ
ッ
グ
（
前
）
党
首
の
位
置
づ
け

　

イ
ギ
リ
ス
自
民
党
の
基
本
的
立
場
は
、
一
般
に
「
社
会
的
自
由
主
義
（
大
き
な
政
府
志
向
）・
社
会
リ
ベ
ラ
ル
・
親
欧
州
（
Ｅ
Ｕ
）」
と
さ
れ
、

換
言
す
れ
ば
「
中
道
左
派
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
と
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
を
組
ん
だ
ク
レ
ッ

グ
自
民
党
（
当
時
）
の
基
本
的
性
格
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
政
治
学
者
モ
ラ
ン
（M

ichael M
oran

）
に
よ
る
と
、
元
来
個
人
主
義
的
か
つ
地
方
分
権
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
伝

統
を
有
す
る
自
由
党
と
、
労
働
党
の
左
傾
化
に
伴
う
万
年
野
党
状
況
に
不
満
を
も
っ
た
労
働
党
右
派
議
員
の
一
部
（
社
会
民
主
党
）
と
が
、

一
九
八
七
年
総
選
挙
後
（
一
九
八
八
年
）
に
合
同
し
誕
生
し
た
の
が
今
日
の
自
民
党
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
民
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
、

経
済
運
営
や
社
会
改
革
と
い
う
大
義
の
下
で
は
「
大
き
な
政
府
」
を
支
持
す
る
も
の
の
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
諸
制
度
に
つ
い
て
は
こ
れ

を
疑
問
視
す
る
と
い
う
複
雑
な
特
質
が
見
ら
れ
る

（
８
）と

さ
れ
る
。
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そ
う
し
た
意
味
で
自
民
党
は
、
二
大
政
党
に
対
す
る
不
満
の
「
受
け
皿
」
的
役
割
を
担
い
や
す
い
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
党
内
論
争

を
引
き
起
こ
し
や
す
い
性
質
も
帯
び
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
小
規
模
な
が
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
矛
盾
し
や
す
い
性
質
を
も
つ
自
民
党
の
構
造
的
変
容
は
、
一
三
年
に
及
ん
だ
ニ
ュ
ー

レ
ー
バ
ー
政
権
期
（
一
九
九
七
～
二
〇
一
〇
年
）
に
顕
著
と
な
っ
た
。
そ
の
変
容
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
以
下
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
自
民
党
内
で
、「
地
方
党
員
・
党
活
動
家
」
と
「
党
下
院
議
員
（
院
内
自
民
党
）」
と
の
主
導
権
争
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
そ
の
結
果
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
党
内
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
が
徐
々
に
進
み
、
党
の
あ
り
方
に
関
し
て
も
党
下
院
議
員
、
と
り
わ
け

党
首
が
次
第
に
党
内
で
影
響
を
及
ぼ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
可
能
性
を
先
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

院
内
政
党
か
ら
院
外
に
組
織
化
し
て
い
っ
た
保
守
党
と
は
異
な
り
、
自
由
党
と
社
会
民
主
党
と
の
合
同
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
自
民
党
は
、

い
わ
ば
「
連
邦
的
党
内
構
造
」（the federal party

）
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
党
を
研
究
し
て
い
る
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー（Stephen 

D
river

）
に
よ
れ
ば
、
党
内
構
造
上
、
こ
れ
ま
で
院
内
自
民
党
は
明
確
で
フ
ォ
ー
マ
ル
な
役
割
を
一
切
も
た
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

（
９
）。

党
内

構
造
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
院
内
自
民
党
も
圧
倒
的
優
位
な
存
在
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
党
全
体
の
単
な
る
一
構
成
要
素
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
約
六
万
人
（
二
〇
〇
八
年
）
と
さ
れ
て
い
る
党
員
た
ち
の
ほ
う
が
、
党
務
や
党
内
意
思
決
定
に
お
い
て
は
圧

倒
的
存
在
感
を
示
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
党
内
民
主
主
義
と
い
う
点
で
は
他
党
の
追
随
を
許
さ
な
い
自
民
党
の
内
部
で
主
導
権
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
上
記
の
理

由
に
よ
り
、
今
ま
で
は
地
方
党
員
や
党
活
動
家
た
ち
「
草
の
根
」
の
ほ
う
が
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
不
満
の
「
受
け
皿
」
的
役
割
の
必
要
性
や
「
価
値
観
の
多
様
化
」
な
ど
の
理
由
か
ら
地
方
選
挙

や
総
選
挙
で
も
自
民
党
の
当
選
者
が
多
く
な
り
、
必
然
的
に
自
民
党
所
属
の
（
下
院
・
地
方
議
会
・
欧
州
議
会
）
議
員
数
も
増
加
し
て
い
っ
た
。



一
九
〇

同
時
に
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
政
党
公
的
助
成
や
私
的
支
援
金
も
そ
れ
な
り
に
拡
大
し
た
結
果
、
選
挙
運
動
を
「
草
の
根
」
に
依
存
し
て

き
た
自
民
党
で
さ
え
、
従
来
以
上
に
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
党
選
挙
マ
シ
ー
ン
」
の
構
築
が
可
能
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
党
外
か
ら
メ
デ
ィ
ア
関
係
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
招
き
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
一
任
し
た
こ
と
で
、「
草
の
根
」
主
体
の
伝
統
的

な
選
挙
運
動
ま
で
ビ
ジ
ネ
ス
的
性
格
の
運
動
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　

こ
う
し
て
選
挙
戦
術
や
党
組
織
が
従
来
以
上
に
専
門
職
化
し
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
自
民
党
で
は
地
方
党
員
・
党
活
動
家
へ
の
依
存
度

が
ま
す
ま
す
低
下
し
た
。
そ
の
結
果
、
前
述
し
た
自
民
党
内
権
力
関
係
の
逆
転
現
象
、
即
ち
「
院
内
自
民
党
の
強
大
化
」
＝
「
地
方
党
員
・

党
活
動
家
の
相
対
的
弱
体
化
」
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
党
内
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
も
、
必
然
的
に
従
来
の
「
党
員
・

党
大
会
中
心
型
」
か
ら
「
党
首
・
党
下
院
議
員
に
よ
る
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
型
」
に
変
容
し
て
い
っ
た）

（1
（

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
党
員
に
も
国
民
に
も
人
気
の
あ
っ
た
ケ
ネ
デ
ィ
（Charles K

ennedy

）
党
首
や
ベ
テ
ラ
ン
の
キ
ャ
ン
ベ
ル

（M
enzies Cam

pbell

）
党
首
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
、
い
ず
れ
も
院
内
自
民
党
の
〝
ク
ー
デ
タ
〟
で
党
首
辞
任
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ク
レ
ッ
グ
党
首
登
場
の
き
っ
か
け
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
事
実
も
、
自
民
党
内
の
パ
ワ
ー
シ
フ
ト

を
如
実
に
表
す
出
来
事）

（（
（

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
前
述
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
党
首
時
代
（
一
九
九
九
～
二
〇
〇
六
年
）
か
ら
ク
レ
ッ
グ
党
首
選
出
（
二
〇
〇
七
年
）
に
至
る
時
期
、
自
民

党
の
政
策
的
立
場
の
一
部
が
多
少
「
右
傾
化
」
し
た
。
換
言
す
れ
ば
従
来
型
の
「（
中
央
集
権
的
な
）
社
会
的
自
由
主
義
」
だ
け
で
な
く
、

「（
市
場
経
済
・
小
さ
な
政
府
志
向
の
）
経
済
的
自
由
主
義
」
も
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

　

全
体
的
に
自
民
党
の
「
労
働
党
離
れ
」
が
進
行
し
て
い
た
ケ
ネ
デ
ィ
党
首
時
代
の
二
〇
〇
四
年
、
自
民
党
右
派
議
員
を
中
心
に
『
オ
レ

ン
ジ
ブ
ッ
ク　
　

自
由
主
義
の
再
主
張
』（T

he O
range Book: R

eclaim
ing Liberalism

）
と
い
う
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
旧
・
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自
由
党
の
伝
統
的
理
念
の
一
つ
で
あ
る
経
済
的
自
由
主
義
の
立
場
を
政
策
分
野
別
に
再
主
張
し
た
も
の
で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
民
党
内

自
由
主
義
の
も
う
一
方
の
伝
統
で
あ
る
「
社
会
的
自
由
主
義
」
を
批
判
す
る
内
容
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
書
に
お
い
て
再
表
明
さ

れ
た
経
済
的
自
由
主
義
は
、「
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」（O

range Book Liberalism

）
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
因
み
に

そ
の
寄
稿
者
に
は
ク
レ
ッ
グ
の
ほ
か
、
保
守
党
と
の
連
立
交
渉
を
担
当
し
た
ロ
ー
ズ
（D

avid Law
s

）、
二
〇
〇
七
年
に
ク
レ
ッ
グ
と
党

首
の
座
を
争
っ
て
敗
れ
た
ヒ
ュ
ー
ン
（Chris H

uhne

）、
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
閣
僚
と
し
て
入
閣
し
た
ケ
ー
ブ
ル
（V

ince 

Cable

）
な
ど
、
党
内
大
物
議
員
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　

党
内
の
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
党
首
時
代
の
二
〇
〇
七
年
に
は
「
社
会
的
自
由
主
義
」
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、
党
内

左
派
議
員
を
中
心
に
『
国
家
を
徹
底
的
に
つ
く
り
な
お
す　
　

二
一
世
紀
の
社
会
的
自
由
主
義
』（R

einventing the State: Social Liber-

alism
 for the 21st Century

）
と
題
す
る
論
文
集
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ク
レ
ッ
グ
や
ヒ
ュ
ー
ン
は
こ
ち
ら
に
も
寄
稿
し
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
論
文
集
の
相
次
ぐ
刊
行
は
、
自
民
党
内
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
政
策
面
に
関
す
る
主
導
権
争
い
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
既
述
の
よ
う
に
『
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
』
の
内
容
は
、「
大
き
な
政
府
」
型
・「
増
税
プ
ラ
ス
支
出
」
的
解
決
か
ら
の
脱
却
、
そ
し
て

特
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
面
で
の
供
給
者
利
益
維
持
か
ら
の
脱
却
を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
の
経
済
的
自
由

主
義
は
、（
地
方
）
公
共
部
門
労
働
者
が
比
較
的
多
い
自
民
党
活
動
家
側
の
反
発
も
受
け
て
い
た）

（1
（

。

　

社
会
的
自
由
主
義
の
立
場
を
ク
レ
ッ
グ
が
完
全
に
否
定
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
自
由
主
義
が
自
民
党
を
席

巻
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
ら
多
少
誤
解
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
ク
レ
ッ
グ
の
党
首
就
任
、
そ
し
て
彼
が
キ
ャ
メ
ロ
ン

保
守
党
と
連
立
を
組
む
決
断
を
し
た
こ
と
は
、
社
会
的
自
由
主
義
よ
り
も　
　

保
守
党
的
立
場
に
近
い　
　

経
済
的
自
由
主
義
を
重
視
し

て
い
く
姿
勢
を
示
し
た
出
来
事
と
理
解
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
自
民
党
歴
代
党
首
の
な
か
で
も
ク
レ
ッ
グ
は
、
保
守
党
と
も
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労
働
党
と
も
「
均
等
に
距
離
を
置
き
」、「
自
民
党
に
と
っ
て
ベ
ス
ト
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
思
え
る
党
と
手
を
組
む
」
こ
と
を
可
能
に
し
た
初

め
て
の
党
首
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
自
民
党
が
構
造
的
に
変
容
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
新
党
首
ク
レ
ッ
グ
が
登
場
し
た
か
ら
こ
そ
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
と

の
連
立
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
同
様
ク
レ
ッ
グ
の
自
民
党
内
基
盤
も
決

し
て
強
固
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
行
わ
れ
た
自
民
党
党
首
選
挙
結
果）

（1
（

を
見
る
と
、
当
選
し
た
ク
レ
ッ
グ
と
対
立
候
補

ヒ
ュ
ー
ン
と
の
得
票
率
差
は
一
％
程
度
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

⑶　

ま
と
め

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
ク
レ
ッ
グ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
院
内
政
党
内
の
基
盤
は
必
ず
し
も
安
泰
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

保
守
党
は
従
来
ど
お
り
院
内
政
党
中
心
で
あ
り
続
け
た
が
、
自
民
党
は
注
目
を
集
め
る
〝
第
三
極
〟
と
し
て
近
年
支
持
率
が
上
昇
し
、

同
党
議
員
の
人
数
も
増
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
党
内
構
造
に
お
け
る
院
内
政
党
の
相
対
的
地
位
上
昇
」
を
経
験
し
て
い
た
。
ま
た
、

と
り
わ
け
自
民
党
で
は
既
述
の
よ
う
な
党
内
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
が
生
じ
た
結
果
、
そ
れ
な
り
に
「
選
挙
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
」
化
し

て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
党
と
も　
　

と
り
わ
け
自
民
党
は　
　

「
院
内
政
党
」
主
導
型
に
な
っ
て
い
た
と

同
時
に
、「
党
首
」
の
存
在
と
役
割
が
不
可
欠
な
政
党
へ
と
変
容
し
て
い
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
特
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
彼
に
近
い
議
員
た
ち
は
、
党
内
少
数
派
ゆ
え
、
院
内
保
守
党
の
な
か
で
埋
没
し
た
り
孤
立
し

た
り
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
も
、
何
ら
か
の
戦
略
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
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ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
出
現
し
た
。
各
党
の
獲
得
議
席
数
や
議
席
の
増
減
に
基
づ
く
「
院
内
算
術
」
の
結
果
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
ク
レ
ッ

グ
自
民
党
と
の
連
立
を
選
択
し
た
が
、
以
上
の
点
な
ど
か
ら
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
「
渡
り

に
舟
」
だ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

同
時
に
、
自
民
党
の
党
是
で
あ
る
選
挙
制
度
改
革
を
何
ら
か
の
形
で
実
現
さ
せ
る
た
め
に
も
、
そ
し
て
何
よ
り
、
前
述
し
た
党
内
権
力

バ
ラ
ン
ス
や
政
策
的
立
場
の
変
容
（
経
済
的
自
由
主
義
の
重
視
）
か
ら
す
れ
ば
、
ク
レ
ッ
グ
「
党
首
」
に
と
っ
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
と
の

連
立
は
、
決
し
て
「
不
自
然
な
シ
ナ
リ
オ
」
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
対
す
る
連
立
効
果

　

本
章
は
、
二
〇
一
〇
年
議
会
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
対
す
る
「
連
立
」
効
果
に
つ
い
て
、
⑴
い
わ
ゆ
る
「
連
立
」
そ
の
も
の
が
及
ぼ

し
た
効
果
、
⑵
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
が
及
ぼ
し
た
効
果
の
二
つ
に
分
け
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
既
述
の
よ
う

に
二
〇
一
〇
～
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
生
じ
た
代
表
的
な
事
象
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
現
在
、
連
立
政
権
五
年
間
の

出
来
事
を
全
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
時
間
的
に
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
連
立
政
権
前
半
期
の
動
向
を
見
れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
〝
流

れ
〟
も
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑴　

い
わ
ゆ
る
「
連
立
」
そ
の
も
の
が
及
ぼ
し
た
効
果

　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
は
、
戦
前
の
イ
ギ
リ
ス
で
見
ら
れ
た
戦
時
連
立
内
閣
（
一
九
一
五
～
一
九
二
二
年
、
一
九
四
〇
～
一
九
四
五
年
）
や

挙
国
一
致
内
閣
（
一
九
三
一
～
一
九
四
〇
年
）
と
は
異
な
り
、「
国
難
」
を
乗
り
切
る
た
め
、
あ
る
い
は
「
国
王
」
の
助
言
や
介
入
に
よ
っ
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て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
平
時
の
総
選
挙
結
果
を
受
け
て
、
下
院
の
政
党
勢
力
（
各
党

の
獲
得
議
席
数
と
そ
の
差
）
を
反
映　
　

議
席
を
増
や
し
た
比
較
第
一
党
（
最
大
政
党
）
保
守
党
に
連
立
交
渉
最
優
先
権
が
与
え
ら
れ
た　
　

し
、

二
党
間
交
渉
・
合
意
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
政
権
で
あ
る
。

　

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、「
部
分
連
合
」
や
「
閣
外
協
力
」
を
ベ
ー
ス
と
し
た
従
来
的
な
「
少
数
単
独
政
権
」
の
形
成
を
拒
絶
し
て
、
既
述
の

よ
う
に
〝
変
容
し
て
い
た
〟
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
「
連
立
」
を
選
択
・
決
断
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
両
党
首
の
速
や
か
な
合
意
を
通

じ
て
、
下
院
の
任
期
が
終
了
す
る
ま
で
五
年
間
解
散
・
総
選
挙
は
行
わ
な
い
と
す
る　
　

議
院
内
閣
制
で
は
あ
る
意
味
〝
レ
ア
〟
と
も
言

え
る　
　

い
わ
ゆ
る
「
議
会
任
期
固
定
法
」（the Fixed-term

 Parliam
ents A

ct

）
制
定
ま
で
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
先
ず
、
両
党
の
連
立
交
渉
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
象
徴
的
成
果
物
で
あ
る
「
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
」
に
着
目
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
次
に
、
こ
の
「
連
立
」
効
果
の
最
た
る
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
「
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

⒜　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
（
Ｐ
ｆ
Ｇ
）

　

保
守
・
自
民
両
党
の
間
で
二
〇
一
〇
年
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
連
立
合
意
・
協
定
は
、
周
知
の
よ
う
に
二
種
類
あ
る
。「
中
間
協
定
書
」（the 

Interim
 Coalition A

greem
ent

）
な
ら
び
に
「
連
立
政
権
綱
領
」（the Program

m
e for Governm

ent, PfG

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
稿
で
二

〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
と
言
う
場
合
、
基
本
的
に
は
最
終
合
意
文
書
に
該
当
す
る
後
者
のPfG

を
指
す
も
の
と
す
る
。

　

ヤ
ン
グ
（Ben Y

ong

）
に
よ
る
と
、
研
究
上
の
取
材
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
両
党
の
議
員
た
ち
は
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領

を　
　

諦
め
に
似
た
、
し
か
も
気
乗
り
し
な
い
様
子
で
は
あ
っ
た
が　
　

『
バ
イ
ブ
ル
』
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
何

か
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
重
要
な
判
断
基
準
と
し
て
大
臣
た
ち
が
常
に
同
綱
領
に
立
ち
返
っ
て
い
た
こ
と
を
、
一
般
議
員
の
証
言
な
ど
か

ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
上
院
に
お
け
る
同
綱
領
の
扱
い
は
多
少
曖
昧
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
与
党
内
で
造
反
し
た
経
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五

験
を
も
つ
議
員
た
ち
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
造
反
で
は
な
く
「
む
し
ろ
本
来
の
党
公
約
を
守
っ
た
の
だ）

（1
（

」
と
答
え
て
い
る
。

　

即
断
は
禁
物
で
あ
る
が
、
ヤ
ン
グ
の
調
査
結
果
を
通
じ
て
以
下
の
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
❶
両
党
の
連
立
が
基
本
的
に
党
首
・
幹
部
議

員
主
導
に
よ
る
「
上
か
ら
」
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
❷
逆
に
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
対
す
る
両
党
一
般
議
員
の
反
応
は
概
し
て
「
消

極
的
」
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
そ
し
て
、
❸
こ
の
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
の
存
在
を
通
じ
て
保
守
・
自
民
両
党
の
緊
張
関
係

が
や
や
薄
れ
、
両
党
に
〝
妥
協
〟
し
や
す
い
雰
囲
気
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
〝
休
戦
〟
に
似
た
状
態
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
な
ど
で
あ
る
。

　

し
か
し
他
方
で
ヤ
ン
グ
は
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
の
問
題
点
と
し
て
、
そ
れ
を
拡
大
解
釈
す
べ
き
か
狭
く
解
釈
す
べ
き
か
と
い
っ

た
「
解
釈
と
実
行
」
に
関
す
る
議
論
、
さ
ら
に
は
、
同
綱
領
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
分
野
を
扱
う
場
合
ど
う
す
る
の
か
と
い
っ
た
議
論
が

両
党
に
存
在
し
た
こ
と
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
。
ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
同
綱
領
の
公
約
が
両
党
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
に
由
来
す
る
場
合
は
こ
れ
を
狭
く
解
釈
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
後
者
に
関
し
て
は
、
両
党
と
も
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス

と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
こ
れ
に
対
処
し
た
が
、
同
綱
領
に
記
さ
れ
て
い
な
い
テ
ー
マ
に
関
与
し
た
が
る
議
員
は
少
な
い
と
い
う
感
覚
が
普
通

だ
っ
た）

（1
（

と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
で
も
あ
る
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
は
、
い
わ
ば
総
選
挙
後
に
作
成
さ
れ
公
表
さ
れ

た
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
異
例
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ヤ
ン
グ
の
指
摘
や
以
後
五

年
間
の
経
緯
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
同
綱
領
に
は
、
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
そ
れ
に
近
い
幹
部
議
員
が
党
内
不
満
分
子
（
基
本
的

に
は
、
党
内
右
派
や
、
期
待
し
て
い
た
大
臣
ポ
ス
ト
を
連
立
の
せ
い
で
自
民
党
議
員
に
奪
わ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
一
般
議
員
た
ち
）
を
抑
制
す
る
手
段

と
し
て
の
効
果
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
う
し
た
意
味
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
異
例
の
存
在
だ
が
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
は
、
保
守
・
自
民
両
党
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
み
な
ら
ず
、
保
守
党
内　
　

党
首
・
幹
部
議
員
と
一
般
議
員
と
の　
　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
「
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
的
役
割
を
担
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
キ
ャ
メ
ロ
ン
た
ち
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
か
ら
す
れ
ば
、「
党
外
」
か
ら
と
い
う
よ
り

　
　

本
稿
Ⅱ
の
分
析
結
果
か
ら
す
れ
ば　
　

「
党
内
」
か
ら
の
攻
撃
に
対
す
る
一
種
の
「
防
御
壁
」
と
し
て
の
効
果
が
あ
っ
た
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
。

　

⒝　

二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法

　
「
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
」
に
、
上
述
し
た
役
割
・
効
果
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
連
立
」
効
果
の
最
た
る
も
の
で
、
ま
た
そ

の
象
徴
的
か
つ
代
表
的
な
存
在
と
も
言
う
べ
き
法
律
「
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法　
　

以
下
、
固
定
法
」
も
ま
た
、
同
様
の
効
果
を

も
た
ら
す
た
め
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
同
法
は
、「
内
閣
（
首
相
）
の
解
散
権
を
奪
う
」
と
い
う
よ
り
「
下
院
議
員
の
任
期
を
任
期
満
了
の
五
年
に
固
定
す
る
」

内
容
と
見
て
よ
い）

（1
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
下
で
こ
の
法
案
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
少
な
く
と

も
向
こ
う
五
年
間
は
解
散
・
総
選
挙
を
実
施
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
自
民
党
の
ク
レ
ッ
グ
は
と
も
か
く
首
相
キ
ャ
メ
ロ
ン
ま
で
も
が
、

な
ぜ
〝
自
ら
の
首
を
絞
め
る
〟
法
律
の
制
定
に
賛
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
先
ず
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
側
の
事
情
か
ら

解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
は
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
七
四
年
二
月
総
選
挙
結
果

（
戦
後
初
の
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
出
現
）
に
伴
い
労
働
党
政
権
が
同
年
一
〇
月
に
（
再
）
総
選
挙
を
実
施
し
た
例
も
あ
る
よ
う
に
、「
連
立
政

権
」
よ
り
も
（
選
挙
管
理
内
閣
的
な
）「
少
数
単
独
政
権
」
の
形
成
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
速
や
か
な
再
総
選
挙
実
施
を
通
じ
て
の
単
独
過
半
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一
九
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数
議
席
確
保
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
の
ほ
う
が
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
自
民
党
側
か
ら
見
れ
ば
、
党
内
右
派

が
多
数
を
占
め
る
保
守
党
一
般
議
員
の
声
に
押
さ
れ
、（
比
較
第
一
党
の
）
キ
ャ
メ
ロ
ン
が　
　

実
際
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
が

　
　

少
数
単
独
政
権
を
形
成
し
、
解
散
・
再
総
選
挙
を
行
う
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
得
た
。
そ
し
て
自
民
党
は
そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
最
も

恐
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

　

自
民
党
は
な
ぜ
速
や
か
な
再
総
選
挙
実
施
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
再
総
選
挙
を
即
座
に
戦
え
る
資
金
的
余

裕
が
自
民
党
に
は
全
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
自
民
党
は
結
党
以
来
初
の
（
連
立
）
政
権
入
り
を
果
た
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
野
党
に

の
み
支
給
さ
れ
る
政
府
助
成
金
（
例
え
ばshort m

oney 

な
ど
）
を
制
度
上
自
民
党
は
受
け
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
前
述
の
ヤ
ン
グ

に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
政
府
助
成
金
か
ら
得
ら
れ
る
資
金
は
大
凡
二
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
自
民
党
収
入
源
の
実
に
三
分
の
一
を
占
め

て
い
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
民
党
は
こ
う
し
た
点
を
保
守
党
と
十
分
協
議
し
な
い
ま
ま
連
立
入
り
に
合
意
し
た
可
能
性
が
否
定
で

き
な
い）

（1
（

、
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
自
民
党
が
保
守
党
と
の
連
立
に
合
意
し
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
保
守
党
で
あ
れ
労
働
党
で
あ
れ
「
少
数
単
独
政
権
」

に
よ
る
早
期
解
散
・
再
総
選
挙
実
施
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
固
定
法
成
立
に
自

民
党
側
が
賛
成
し
た
主
な
理
由
は
、
同
党
の
比
較
的
苦
し
い
「
台
所
事
情
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
側
の
事
情
は
一
体
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
民
党
と
異
な
り
、
保
守
党
の
場
合
個
人
献
金
収
入
が
比

較
的
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
野
党
期
限
定
で
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
各
種
助
成
金
に
依
存
せ
ず
と
も
、
自
民
党
ほ
ど
深
刻
な
財
源
不
足
に
は
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
守
党
側
か
ら
す
れ
ば
、
党
の
「
台
所
事
情
」
は
大
き
な
理
由
に
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
。
保
守

党
側
の
真
の
事
情
は
、
本
稿
の
Ⅱ
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
お
よ
び
彼
に
近
い
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
た
ち
の
党
内
基
盤
の



一
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八

相
対
的
弱
さ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

固
定
法
の
内
容
や
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
河
島
太
朗
「
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法
」（
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及

び
立
法
考
査
局　

外
国
の
立
法
二
五
四
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
で
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙

に
向
け
て
公
表
さ
れ
た
主
要
三
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
な
か
で
、「
議
会
任
期
の
固
定
」
を
公
約
と
し
て
掲
げ
て
い
な
か
っ
た
の
は
保
守
党

だ
け
だ
っ
た）

（1
（

と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
連
立
」
を
組
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
保
守
党
は
極
め
て
異
例
な
議
会
任
期
固
定
化
に
踏

み
切
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
固
定
法
の
内
容
は
、
当
初
保
守
党
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
国
家
構
造
に
余
計
な
〝
メ
ス
〟
を
入
れ
る
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
守
党
側
で
も
最
終
的
に
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
中
心
と
な
っ
て
固
定
法
制
定
に
同
意

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
側
か
ら
見
て
も
、
同
法
に
は
「
何
ら
か
の
利
用
価
値
」
も
し
く
は
「
利
点
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

明
確
な
証
拠
が
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
既
に
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
現
行
保
守
党
党
首
選
挙
規
定　
　

註
（
６
）

を
参
照　
　

に
見
ら
れ
る
「
党
首
の
位
置
づ
け
の
不
安
定
さ
」
や
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
た
ち
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
の
党
内
基
盤
の
弱
さ
」

な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
議
会
任
期
の
固
定
を
公
約
し
て
い
た
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
以
上
、
自
己
の
党
内

基
盤
強
化
と
政
権
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
側
も
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
野
党
党
首
は

も
ち
ろ
ん
少
数
単
独
政
権
の
首
相
と
し
て
不
安
定
な
日
々
を
過
ご
す
よ
り
、
自
民
党
の
協
力
を
得
て
連
立
政
権
の
首
相
（
与
党
党
首
）
を

五
年
間
務
め
た
ほ
う
が
、
党
内
右
派
議
員
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
不
満
」
も
回
避
し
や
す
い
。
そ
の
結
果
、
任
期
満
了
ま
で
政
策
上
の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
れ
る）

11
（

可
能
性
も
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
、
議
会
の
解
散
権
を
失
っ
て
も
（
連
立
）
与
党
で
い
る
限
り
、
人
気
と
支
持
率
の
高
さ
を
武
器
に
選
挙
で
保
守
党
連
続
勝
利
を
保

証
で
き
れ
ば
、
野
党
時
代
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan Sm
ith

）
元
党
首
（
党
首
在
任
期
間
：
二
〇
〇
一
～
二
〇
〇
三
年
）
の
よ
う
に

任
期
途
中
で
院
内
保
守
党
に
よ
っ
て
党
首
の
座
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
キ
ャ
メ
ロ
ン
は

五
年
間
首
相
（
即
ち
保
守
党
党
首
）
で
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
は
、
現
時
点
で
は
状
況
証
拠
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
仮
説
」
で
あ
り
、「
推
察
」
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
こ
の
点
に
つ
い
て

の
裏
づ
け
作
業
や
実
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
そ
の
「
台
所
事
情
」
と
い
う
よ
り
「
党
首
選
挙
規
定
の
内
容
」

や
「
党
内
基
盤
の
脆
弱
さ
」
ゆ
え
、
相
対
的
多
数
派
を
構
成
し
て
い
る
党
内
反
対
派
の
封
じ
込
め
策
と
し
て
固
定
法
を
受
け
入
れ
た
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
「
連
立
」
そ
の
も
の
は
、
保
守
「
党
」
と
い
う
よ
り
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
に
と
っ
て
比
較
的
好
都

合
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵　

連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
が
及
ぼ
し
た
効
果

　

今
度
は
「
連
立
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
連
立
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
ま
た
連
立
シ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
の
保
守
党
か
ら

見
れ
ば
相
対
的
弱
者
で
も
あ
る
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
が
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
組
閣
人
事
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
に
及
ぼ
し
た
効
果
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
よ
う
。

　

連
立
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
は
、
そ
の
規
模
や
統
治
経
験
か
ら
す
れ
ば
保
守
党
よ
り
も　
　

文
字
ど
お
り　
　

「
ジ
ュ
ニ
ア
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
規
模
か
ら
す
れ
ば
〝
身
分
不
相
応
な
ほ
ど
〟
大
臣
ポ
ス
ト
を
得
て
い
た
。
ま
た
、

ク
イ
ン
（T

hom
as Q

uinn

）
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
分
析
に
よ
る
と
、
そ
の
内
容
は
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト



二
〇
〇

よ
り
自
民
党
の
そ
れ
に
近
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る）

1（
（

。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
少
な
く
と
も
初
期
に
お
い

て
は
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
も
そ
れ
な
り
に
「
相
対
的
弱
者
効
果
」（relative w
eakness effect

）
を
発
揮
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う

し
た
流
れ
が
変
わ
っ
て
行
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
一
つ
の
出
来
事
が
、
二
〇
一
一
年
に
実
施
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｖ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
、

そ
れ
を
め
ぐ
る
自
民
党
（
Ｙ
ｅ
ｓ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
側
の
敗
北）

11
（

だ
っ
た
と
言
え
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
お
い
て
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
は
保
守
党
に
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

連
立
政
権
内
の
力
関
係
を
知
る
う
え
で
は
、
通
例
、
人
事
と
政
策
が
二
大
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
そ
こ
で
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
、
キ
ャ

メ
ロ
ン
保
守
党
に
対
す
る
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
効
果
を
、
概
括
的
に
「
組
閣
人
事
」
な
ら
び
に
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
二
つ
の
側
面
に
限

定
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

⒜　

組
閣
人
事
の
側
面

　

一
般
に
連
立
政
権
内
の
閣
僚
人
選
は
院
内
政
党
勢
力
に
ほ
ぼ
比
例
す
る
と
見
て
よ
い
。
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
も
同
様
で
、
自
民
党
が

獲
得
し
た
大
臣
ポ
ス
ト
は
全
体
の
二
二
・
七
％
、
閣
僚
ポ
ス
ト
は
五
人
に
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
組
閣
人
事

に
お
い
て
、
自
民
党
は
「
量
」
よ
り
「
質
」
を
重
視
し
た
。
そ
う
し
た
う
え
で
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
が
き
ち
ん
と
遂
行
さ
れ
る
よ

う
、
い
わ
ば
そ
の
「
番
犬
」
と
し
て
の
役
割
を
最
優
先
し
た）

11
（

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
お
け
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
組
閣
人
事
や
初
期
の
内
閣
改
造
を
詳
し
く
分
析
し
た
ヘ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
首

相
（
与
党
党
首
）
の
も
つ
排
他
的
権
力
資
源
の
一
つ
「
官
職
任
免
権
」
を
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
抜
け
目
な
く
活
用
し
、
大
臣
職
の
割
り
当
て
な

ど
を
通
じ
て
自
民
党
を
最
大
限
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
。
し
か
し
他
方
で
「
自
民
党
と
の
連
立
」
と
い
う
制
約
も
あ
っ
た
が
ゆ
え
、
例
え
ば

本
人
の
希
望
よ
り
も
下
位
の
大
臣
職
に
任
命
さ
れ
て
し
ま
っ
た
保
守
党
議
員
、
野
党
時
代
は
「
影
の
大
臣
」
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
連



二
〇
一
〇
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辺
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二
〇
一

立
の
せ
い
で
大
臣
に
就
任
で
き
な
か
っ
た
保
守
党
議
員
、
そ
し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
よ
る
内
閣
改
造
の
回
数
が
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
せ
い

で
自
分
の
出
世
が
遅
く
な
っ
た
二
〇
一
〇
年
初
当
選
の
保
守
党
議
員
、
こ
れ
ら
三
つ
の
院
内
保
守
党
グ
ル
ー
プ
の
不
満
を
高
め
る
結
果
に

な
っ
て
し
ま
っ
た）

11
（

と
い
う
。

　

ま
た
、
組
閣
の
際
、
大
臣
と
し
て
の
適
格
性
は
も
と
よ
り
、「
選
出
地
域
」「
男
女
」「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
あ
る
い
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

な
ど
、
多
様
な
側
面
で
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
よ
う
首
相
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
に
関
し
て
興
味
深
い
指
摘
が

あ
る
。
即
ち
「
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
大
臣
任
命
に
関
す
る
研
究
書
に
は
、
連
立
に
よ
っ
て
生
じ
た
効
果
に
関
す
る
記
述
が
一
切
な
い
」
し
、「
そ

れ
ゆ
え
、
保
守
党
や
連
立
に
関
す
る
学
問
的
な
研
究
成
果
の
な
か
で
も
、
大
臣
選
定
問
題
が
研
究
上
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
本
当
に
少

な
い）

11
（

」
と
い
う
指
摘
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

連
立
政
権
を
戦
後
一
切
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
ヘ
ッ

ペ
ル
は
、
二
〇
一
〇
～
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
行
っ
た
〈
大
臣
職
配
分
比
率
／
誰
に
ど
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
を
割
り
当
て
た

か
／
内
閣
改
造
〉
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
検
討
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
先
ず
保
守
党
内
人
事
は
伝
統
的
な
大
臣
選
出
基
準
に
反
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
、
自
分
に
近
い
議
員
た
ち
を
主
要
閣
僚
人
事
に　
　

例
え
ば
盟
友
で
副
官
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
（George O

sborne

）
を
財
務

相
に
、
ゴ
ー
ブ
（M

ichael Gove

）
を
教
育
相
に
任
命
す
る
な
ど　
　

反
映
さ
せ
つ
つ
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
に
近
い
ヘ
イ
グ
（W

illiam
 H

ague

）

元
党
首
や
フ
ォ
ッ
ク
ス
（Liam

 Fox

）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
外
相
、
国
防
相
に
任
命
す
る
な
ど
、
特
に
大
物
幹
部
議
員
を
中
心
に
、
党
内
右
派

に
も
そ
れ
な
り
に
配
慮
し
て
い
た
こ
と）

11
（

な
ど
が
ヘ
ッ
ペ
ル
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
（
自
民
党
議
員
と
の
関
係
も
含
め
た
）
連
立
政
権
内
で
の
大
臣
職
配
分
比
率
や
、
誰
に
ど
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
を
割
り
当
て
た
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
と
の
二
者
交
渉
に
委
ね
ら
れ
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
自
民
党
側
は
「
控
え
め



二
〇
二

に
演
じ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
民
党
側
へ
の
大
臣
職
割
り
当
て
に
関
し
て
は
、「
特
定
の
政
策
領
域
に
関
連
し
た
一
定
の
省
に

の
み
、
狭
く
集
中
的
に
割
り
振
る
」
の
か
、
そ
れ
と
も
「
政
府
全
体
の
省
庁
を
広
く
浅
く
割
り
当
て
る
」
の
か
と
い
う
二
者
択
一
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
国
際
協
力
、
環
境
と
文
化
、
メ
デ
ィ
ア
と
ス
ポ
ー
ツ
、
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
の
分
野
を
除
く
全
て
の

省
に
自
民
党
が
広
く
浅
く
大
臣
職
を
得
た
こ
と
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
を
通
じ
て
後
者
の
路
線
が
採
用
さ
れ
た
こ
と）

11
（

も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
組
閣
人
事
に
関
す
る
興
味
深
い
事
実
と
指
摘
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
最
初
の
組
閣
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
は
、
既
述
の
よ
う

に
財
務
省
、
外
務
省
、
内
務
省
、
国
防
省
な
ど
主
要
（
一
流
）
官
庁
の
閣
僚
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
対
し
自
民
党

が
当
初
獲
得
し
た
閣
僚
ポ
ス
ト
の
う
ち
、
自
民
党
議
員
が
ト
ッ
プ
だ
っ
た
の
は
三
つ　
　

ビ
ジ
ネ
ス
・
刷
新
・
技
能
相
の
ケ
ー
ブ
ル
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
気
候
変
動
枠
組
み
担
当
相
の
ヒ
ュ
ー
ン
、
そ
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
相
の
ム
ー
ア
（M

ichael M
oore

）　
　

し
か
な
い
。
し

か
も
財
務
省
内
の
（
オ
ズ
ボ
ー
ン
財
務
相
に
次
ぐ
）
閣
僚
ポ
ス
ト
（Chief Secretary to the T

reasury

）
を
自
民
党
側
に
一
つ
提
供
し
て
い
る
。

こ
の
ポ
ス
ト
に
は
、
保
守
党
と
の
連
立
交
渉
を
担
当
し
た
ロ
ー
ズ
（D

avid Law
s

）
が
就
任
し
、
後
に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
（D

anny A
lex-

ander

）
が
就
任
し
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
組
閣
人
事
を
通
じ
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
自
民
党
が
否
定
し
て
い
た
大
学
授
業
料
値
上
げ
問
題
も
担

当
す
る
（
つ
ま
り
党
公
約
違
反
と
い
う
印
象
を
与
え
る
）
ポ
ス
ト
、
保
守
党
に
と
っ
て
扱
い
難
い
原
発
関
連
の
ポ
ス
ト
、
そ
し
て
保
守
党
に
選

挙
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
さ
な
い
（
地
方
分
権
後
は
形
式
的
存
在
と
な
り
、
自
民
党
も
そ
の
廃
止
を
唱
え
て
い
た
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
関
連
の

官
庁
、
こ
れ
ら
三
つ
を
全
て
自
民
党
側
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
財
務
省
内
の
閣
僚
ポ
ス
ト
を
自
民
党
側
に

提
供
し
た
こ
と
で
、
当
初
自
民
党
が
そ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
否
定
し
て
い
た
「
緊
縮
策
」
の
責
任
ま
で
自
民
党
は
保
守
党
と
共
有
さ
せ
ら

れ
る
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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二
〇
三

　

し
た
が
っ
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
組
閣
人
事
や
大
臣
ポ
ス
ト
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
民
党
の
影
響
力
を
弱
め
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
自
民
党
側
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
の
規
模
の
割
に
は
組
閣
人
事
等
で
優
遇
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実

は
自
民
党
と
し
て
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
強
く
影
響
力
を
行
使
で
き
る
（
あ
る
い
は
行
使
し
た
が
っ
て
い
た
）
重
要
ポ
ス
ト
を
手
に
入
れ
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
官
職
任
免
権
を
も
つ
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
主
導
権
を
奪
わ
れ
た
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
は
「
裏

を
か
か
れ
た
」
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
う
し
た
事
実
に
つ
い
て
ヘ
ッ
ペ
ル
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。（
副
首
相
の
ク
レ
ッ
グ
も
含
む
）「
自
民
党
議
員
五
人
の
ポ
ジ
シ
ョ

ニ
ン
グ
は
、
保
守
党
が
自
民
党
を
束
縛
し
周
辺
化
し
て
、
危
険
に
さ
ら
す
必
要
性
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
た）

11
（

」。
そ
う
し
た
意
味
で
、
連
立
ジ
ュ

ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
組
閣
人
事
で
は
実
の
あ
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
見

て
よ
い
。
そ
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
、「
首
相
」
が
排
他
的
に
有
す
る
権
力
資
源
・
官
職
任
免
権
の
存
在
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
一
方
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
側
に
も
、
自
身
の
党
内
基
盤
強
化
の
た
め
、
自
民
党
を
上
手
く
協
力
さ
せ
て
こ
れ
を
利
用
す
る
思
惑
が
あ
っ

た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

⒝　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面

　

本
稿
の
限
ら
れ
た
枠
内
で
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
主
要
政
策
に
対
す
る
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
効
果
全
て
を
検
討
す
る
の
は
物
理
的

に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
主
要
政
策
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
も
言
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
に
限
定
し
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
キ
ャ

メ
ロ
ン
保
守
党
に
も
た
ら
し
た
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
ビ
ー
チ
（M

att Beech

）
ら
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
諸
問
題
は

学
問
的
な
注
目
を
か
な
り
集
め
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
ビ
ー
チ
は
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
次
の
よ
う
に
説
明



二
〇
四

す
る
。「
保
守
党
・
自
民
党
連
立
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の
源
泉
に
つ
い
て
は
、
保
守
的
な
政
治
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
リ
ベ
ラ

ル
な
政
治
思
想
の
ほ
う
に
多
く
を
負
っ
て
い
る）

11
（

」。

　

さ
ら
に
ビ
ー
チ
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
と
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
が
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
哲
学
的
協
力
関
係
を
維
持
し
た
り
実
行
し
た

り
で
き
る
理
由
を
「
二
つ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
で
特
徴
づ
け
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
多
数
派
パ
ー
ト
ナ
ー
の
保
守
党
は
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
経

済
的
自
由
主
義
」
に
基
づ
く
保
守
主
義
を
さ
ら
に
現
代
化
す
る
た
め
、（
比
較
的
リ
ベ
ラ
ル
で
）
都
市
エ
リ
ー
ト
層
的
な
「
社
会
的
自
由
主
義
」

を
こ
れ
に
結
び
つ
け
た
。
一
方
少
数
派
パ
ー
ト
ナ
ー
の
自
民
党
で
は
、
か
つ
て
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
的
経
済
を
再
強
調
す
る
オ
レ
ン

ジ
ブ
ッ
ク
政
策
〈
※
経
済
的
自
由
主
義
〉
と
、
こ
れ
ま
で
自
民
党
が
行
っ
て
き
た
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
ラ
リ
テ
ィ
〈
※
社
会
的
自
由
主
義
〉
の

提
唱
と
が
上
手
く
調
和
し
た）

1（
（

。

　

一
般
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主
義
は
「
リ
ベ
ラ
ル
保
守
主
義
」（liberal Conservatism

）
と
か
、「
現
代
的
で
、
思
い
や
り
の
あ
る
保
守

主
義
」（m

odern, com
passionate Conservatism

）
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
ビ
ー
チ
は
、

た
と
え
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
政
治
思
想
は
本
質
的
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
形4

を
と
る）

11
（

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
表
現
す
る
と
、
そ
れ
は
「
広
教
会
派
的
中
道
右
派
」

（broad-church Centre-R

）
11
（ight

）
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
「
保
守
的
」
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
自
民
党
の
政
策
に
「
保
守
的
」
な
要
素

を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
自
民
党
員
と
い
っ
て
も
既
述
の
と
お
り
、
経
済
的
自
由
主
義
者
か
ら
社
会
リ
ベ
ラ
ル
、
旧
・
社
会
民
主
党
系
の

人
び
と
に
至
る
ま
で
幅
広
く
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
〇
五

　

他
方
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
者
た
ち
は
、
例
え
ば
「
家
族
」「
宗
教
」
と
い
っ
た
保
守
的
な
価
値
観
も
あ
る
程
度
重
視
す
る
。
し
か

し
同
時
に
、「
経
済
的
自
由
主
義
者
」
で
あ
り
な
が
ら
サ
ッ
チ
ャ
ー
派
と
も
異
な
り
、
例
え
ば　
　

二
〇
一
四
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
法

制
化
さ
れ
た　
　

「
同
性
愛
者
同
士
の
婚
姻
」
な
ど
に
寛
容
な
態
度
を
示
す
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た

と
お
り
保
守
党
内
で
は
少
数
派
か
も
し
れ
な
い
が
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
者
は
一
貫
し
て
本
質
的
に
「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
の
で
あ
る
。
ビ
ー

チ
の
言
葉
を
さ
ら
に
借
り
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
政
策
は
、
本
質
的
に
「
右
派
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」（a right-w

ing liber-

ali

）
11
（sm

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

様
々
な
解
釈
が
成
り
立
つ
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ビ
ー
チ
の
説
明
は
、
本
稿
の
Ⅱ
で
考
察
さ
れ
た
内
容
か
ら
見
る
と
興
味
深
く
、
説
得

力
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ビ
ー
チ
の
指
摘
ど
お
り
だ
と
す
る
と
、「
保
守
党
」
と
「
自
民
党
」

の
役
割
と
い
う
よ
り
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
彼
に
近
い
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
た
ち
」、
そ
し
て
「（
当
時
）
ク
レ
ッ
グ
党
首
に
率
い
ら
れ
、

数
年
前
か
ら
構
造
的
に
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た
自
民
党
議
員
」
の
役
割
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
保
守

党
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
初
め
て
保
守
党
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
直
接
国
民
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
自
民
党
が
変
容
し
て
い
た
お
か
げ
で
経
済
的
自
由
主
義
が
党
内
で
再
登
場
し
、
僅
差
な
が
ら
ク
レ
ッ
グ
も
党
首
に

就
任
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
両
者
を
繋
ぐ
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
経
済
的
自
由
主
義
」
と
「
社
会

リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
う
、
文
字
ど
お
り
「
二
つ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
な
る
。

　

も
っ
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
移
民
、
国
家
構
造
改
革
な
ど
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
両
党
の
隔
た
り
や
意
見
の
相
違
は
大
き

く
、
ま
さ
に
「
水
と
油
」
の
関
係
に
近
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
Ｅ
Ｕ
と
の
関
係
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
あ
り
方
な
ど
）

に
関
す
る
問
題
は
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
行
方
を
試
す
領
域
で
あ
り
続
け
た
。
そ
れ
に
関
す
る
一
つ
の
分
析
結
果
を
見
る
と
、
二
〇
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一
〇
年
連
立
政
権
に
お
い
て
は
（
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
主
義
の
）
保
守
党
が
対
Ｅ
Ｕ
政
策
の
「
ド
ラ
イ
バ
ー（
運
転
手
）」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

（
親
欧
州
派
の
）
自
民
党
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
対
Ｅ
Ｕ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
「
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
見
方）

11
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も
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
他
の
主
要
政
策
面
で
も
両
党
の
〝
棲
み
分
け
〟
な
い
し
〝
役
割
分
担
〟
が
予
想
以
上
に
徹
底
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
は
、
五
年
間
と
い
う
期
間
限
定
付
き
な
が
ら
、
比
較
的
「
リ
ベ
ラ
ル
な
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首

（
傍
線
筆
者
）
率
い
る
保
守
党
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
経
済
的
自
由
主
義
」
も
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
が
可

能
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
か
ら
見
た
両
党
の
関
係
は
、
ビ
ー
チ
が
主
張
す
る
「
二
つ

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
共
存
関
係
で
あ
り
、
単
な
る
「
都
合
に
基
づ
く
結
婚
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
元
々
リ
ベ
ラ
ル
な
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
に
率
い
ら
れ
た
保
守
党

に
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
及
ぼ
し
た
効
果
は
、
ク
レ
ッ
グ
「
党
首
」
の
効
果
と
い
う
よ
り
も
、
ク
レ
ッ
グ
党
首
登
場
以
前
か
ら
既
に
変
容
し

つ
つ
あ
っ
た
「
院
内
自
民
党
」、
そ
し
て
そ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
変
容
」
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑶　

ま
と
め

　

本
章
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
対
し
「
連
立
」
そ
の
も
の
が
及
ぼ
し
た
効
果
と
、「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
が
及
ぼ
し
た
効
果
と
に

区
別
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
先
行
研
究
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。

　

先
ず
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
綱
領
や
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法
に
代
表
さ
れ
る
「
連
立
」
そ
の
も
の
の
効
果
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保

守
党
、
特
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
に
と
っ
て
、
党
内
（
基
本
的
に
は
右
派
に
よ
る
）
批
判
・
党
首
降
ろ
し
の
「
封
じ
込
め
策
」
と
い
う
意
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守
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（
渡
辺
）

二
〇
七

味
で
重
大
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
の
効
果
に
関
し
て
は
、
組
閣
人
事
の
側
面
で
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
大
き
な
影
響
を

ほ
と
ん
ど
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
よ
っ
て
「
巧
み
に
利
用
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ッ
ペ
ル
に
よ
る
以
下
の
指
摘
が
比
較
的
示
唆
に
富
む
。
即
ち
、「
連
立
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
固
有

の
政
策
分
野
で
『
所
有
権
』
を
主
張
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
所
有
権
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
（visibility

）
と
同
義
で
あ
っ
て
、〈
中
略
〉

所
有
権
の
主
張
さ
れ
た
政
策
は
、
選
挙
で
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
が
助
か
る
た
め
に
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
…
…
自
民
党
は
政
策
面
で

も
人
事
面
で
も
上
手
く
連
立
交
渉
で
き
た
よ
う
に
世
間
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
が
、〈
中
略
〉
大
臣
ポ
ス
ト
の
軽
重
と
い
う
点
や
、
選
挙
の

際
に
役
立
つ
政
策
分
野
の
所
有
権
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
脇
役
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る）
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」。

　

ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
に
関
し
て
言
え
ば
、
保
守
党
側
で
は　
　

党
内
少
数
派
と
は
い
え　
　

本
質
的
に
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
」
キ
ャ

メ
ロ
ン
が
保
守
党
の
「
党
首
」
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
「
首
相
」
だ
っ
た
。
ま
た
、
自
民
党
側
も
ケ
ネ
デ
ィ

党
首
時
代
か
ら
構
造
的
変
容
を
経
験
し
、
経
済
的
自
由
主
義
の
重
視
と
い
う
形
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
や
や
「
右
傾
化
」
し
つ
つ
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
二
つ
の
条
件
が
重
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
は
存
立
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
政
治
学
者
の
ヘ
イ
ト
ン

（Richard H
ayton

）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自
民
党
内
に
お
け
る
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
的
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
傾
向
の
抬
頭
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン

の
「
リ
ベ
ラ
ル
保
守
主
義
」
と
の
共
通
地
盤
を
見
出
す
う
え
で
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た）

11
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
効
果
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
保
守
「
党
」
以
上
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
に
関
し
て
、
ま

た
組
閣
人
事
と
い
う
よ
り
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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Ⅳ
．
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

本
章
で
は
、
先
ず
「
連
立
」
や
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
が
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
し
た

の
か
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
「
院
内
保
守
党
」
と
「
党
員
」、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
検
討
し
て
い
く
。
次
に
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権

で
展
開
さ
れ
た
「
首
相
＝
副
首
相
」
関
係
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
首
相
＝
副
首
相
」
関
係
は
、
直
近
で
は
労
働
党

政
権
期
の
ブ
レ
ア
（T

ony Blair

）
と
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
（John Prescott

）
の
関
係
が
比
較
的
記
憶
に
新
し
い
。

　

し
か
し
二
人
は
同
じ
党
内
の
「
右
派
・
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
〔
ブ
レ
ア
〕
＝
左
派
・
労
組
側
〔
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
〕」
で
あ
り
、
し
か
も
後
者

が
「
形
だ
け
」
の
副
首
相
だ
っ
た
点
は
否
め
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
の
関
係
は
、「
保
守
党
党
首
（
首
相
）
＝

自
民
党
党
首
（
副
首
相
）」
と
い
う
点
で
ブ
レ
ア
時
代
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
の
関
係
は
「
戦
後

初
の
連
立
政
権
」
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
、
先
行
研
究
は
当
然
少
な
い
が
注
目
に
値
す
る
テ
ー
マ
と
言
え
よ
う
。

⑴　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
見
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

　

⒜　

院
内
保
守
党
と
の
関
係

　

既
述
の
よ
う
に
保
守
党
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
下
で
初
め
て
実
施
さ
れ
た
総
選
挙
に
お
い
て
過
半
数
議
席
獲
得
に
失
敗
し
た
。
そ
の
う

え
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
閣
僚
・
大
臣
ポ
ス
ト
の
取
り
分
が
多
少
自
民
党
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
っ
た
。

　

院
内
保
守
党
の
大
半
は
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
を
最
終
的
に
は
承
認
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
院
内
保
守
党
側
の
〝
怒
り
〟
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ロ
ン
保
守
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（
渡
辺
）

二
〇
九

や
〝
不
満
〟
を
感
じ
た
の
か
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
連
立
内
閣
組
閣
後
、
異
例
と
も
言
え
る
次
の
よ
う
な
決
定
を
発
表
し
た
。
一
九
二
二
年
委

員
会
で
の
投
票
・
採
決
権
を
党
幹
部
議
員
に
も
与
え
る
と
す
る
決
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
決
定
の
背
景
に
は
、
本
稿
の
Ⅱ
で
考
察

し
た
よ
う
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
基
盤
の
弱
さ
と
い
う
党
内
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
既
得
権
を
失
う
院
内
保
守
党
一
般
議
員
た
ち
は
、
一
般
議
員
用
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
党
首
が
骨
抜
き
に
す
る
試
み
だ
と
し
て
こ
れ

に
反
発
し
た
。
結
果
的
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
方
針
は
投
票
を
通
じ
て
承
認
さ
れ
た
が
、
一
般
議
員
に
対
す
る
党
首
・
幹
部
議
員
（
党
内
モ
ダ

ナ
イ
ザ
ー
）
側
の
大
々
的
な
挑
戦
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
一
九
二
二
年
委
員
会
委
員
長
選
挙
が
二
〇
一
〇
年
五
月
二
六
日
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
推
し

た
候
補
者
が
敗
北
し
、
そ
の
対
抗
馬
で
一
般
議
員
た
ち
に
人
気
の
高
い
ブ
レ
イ
デ
ィ
（Graham

 Brady

）
議
員
が
選
出
さ
れ
た）
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。
こ
れ
は

保
守
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
や
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
効
果
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
以
降
院
内
保
守
党
で
は
、「
キ
ャ
メ
ロ
ン
・
幹
部
議
員 

対 

一
般
議
員
」
と
い
う
流
れ
が
確
定
し
た
か
の
よ
う
に
、
院
内
採
決
で

　
　

と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
を
め
ぐ
っ
て　
　

造
反
す
る
議
員
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ヘ
ッ
ペ
ル
は
、
二
〇
一

〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
お
け
る
院
内
採
決
の
四
四
％
が
連
立
政
権
に
対
す
る
造
反
と
し
て
表
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
の
多
く

は
保
守
党
議
員
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
院
内
保
守
党
で
造
反
議
員
の
占
め
る
割
合
は
全
体
の
四
分
の
一
程
度
と
少
数
派
で
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
四
四
％
と
い
う
数
字
は
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
造
反
発
生
率
と
し
て
は
最
大
で
あ
り
、
そ
れ
も
政
権
発
足
直
後

と
し
て
は
異
例
の
多
さ）

11
（

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
う
し
た
現
状
に
伴
い
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
期
で
は
、
当
然
の
よ
う
に
与
党
内
規
律
が
徹
底
し
て
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

前
述
し
た
ヤ
ン
グ
に
よ
る
と
、
連
立
与
党
内
で
院
内
幹
事
団
の
仕
事
が
増
え
た
ば
か
り
か
、
両
党
で
「
厳
重
登
院
命
令
書
」（three line 



二
一
〇

w
hip

）
の
本
数
も
増
加
し
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
院
内
保
守
党
の
団
結
力
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、

両
党
の
議
員
た
ち
も
両
党
合
同
会
議
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た）

11
（

。

　

そ
れ
で
も
結
局
深
刻
な
党
内
分
裂
騒
動
は
起
こ
ら
ず
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
当
初
の
予
定
通
り
五
年
の
任
期
を
全
う
し
た
。
そ
し
て
二
〇
一

五
年
総
選
挙
の
結
果
、
保
守
党
単
独
政
権
と
い
う
形
で
現
在
政
権
二
期
目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン

党
首
の
下
、「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
と
の
「
連
立
」
の
お
か
げ
で
最
低
で
も
五
年
は
与
党
議
員
で
い
ら
れ
る
と
い
う
い
わ
ば
安
心
材
料
が

院
内
保
守
党
側
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
、「
首
相
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
も
っ
て
い
る
官
職
任
免
権
の
効
果）

1（
（

も
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
を
通
じ
て
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
の
院
内
保
守
党
で
は
、
❶
院
内
採
決
に
お
い
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
や
二
〇

一
〇
年
連
立
政
権
に
対
す
る
造
反
が
増
加
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
❷
「
党
首
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
対
し
て
は
従
来
ど
お
り
敬
意
も
表
明
さ

れ
て
い
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
と
の
「
連
立
」
は
「
院
内
保
守
党
」
に
も
そ
れ
な
り
の
プ
ラ
ス
効
果
を
及
ぼ
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
彼
に
対
す
る
「
連

立
」
の
プ
ラ
ス
効
果
は
、
院
内
保
守
党
に
対
す
る
そ
れ
以
上
に
大
き
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
守
党
の
伝
統
と
も
言
う
べ
き
院
内
保
守
党
の
「
党
首
」
依
存
は
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
下
で
も
そ
れ
な
り
に
残
っ

て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
政
策
面
で
保
守
党
の
「
独
自
性
」
を
さ
ら
に
強
調
す
る
よ
う
一
般
議
員
た
ち
か
ら
圧
力
を
か
け
ら
れ
る

可
能
性
も
残
っ
た）

11
（

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⒝　

党
員
と
の
関
係

　

も
っ
と
も
、
保
守
党
と
し
て
の
「
独
自
性
」
を
さ
ら
に
発
揮
せ
よ
と
い
う
党
内
圧
力
は
、
ど
の
政
党
と
組
ん
で
も
必
然
的
に
生
じ
得
る
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一
般
的
な
「
連
立
」
効
果
そ
の
も
の
と
言
え
る
。

　

一
九
八
八
年
結
党
以
来
初
の
（
連
立
）
与
党
を
経
験
し
た
こ
と
、
野
党
時
代
の
政
府
助
成
金
が
交
付
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
保
守
党
と
の
協
力
を
優
先
す
る
戦
略
を
弱
め
、
自
民
党
の
独
自
性
強
調
路
線
へ
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
こ
と
。
こ

れ
ら
三
つ
の
点
を
踏
ま
え
て
ヤ
ン
グ
は
、
二
〇
一
〇
年
の
「
連
立
」
効
果
は
保
守
党
よ
り
自
民
党
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
自
民
党
の
独
自
性
追
求
路
線
を
メ
デ
ィ
ア
が
大
き
く
取
り
上
げ
な
か
っ
た
た
め
、
自
民
党
が
独
自
性
を
発
揮
し
て
も
さ
ほ
ど

世
間
の
注
目
を
浴
び
ず
、
逆
に
保
守
党
と
の
連
立
に
「
埋
没
し
た
」
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ
た）

11
（

と
も
主
張
し
て
い
る
。

　

連
立
を
組
ん
だ
保
守
党
側
も
、「
共
同
統
治
」
と
い
う
文
脈
上
自
民
党
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

方
「
選
挙
」
の
文
脈
で
は
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
「
敵
・
味
方
」
に
分
か
れ
て
競
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
実
的
な
「
協
働
か
、
そ

れ
と
も
独
自
性
か
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
（the U

nity / D
istinctiveness d

）
11
（

ilem
m

a

）
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
二
〇

一
〇
年
連
立
政
権
の
場
合
、
そ
う
し
た
「
連
立
」
効
果
に
伴
う
何
ら
か
の
影
響
や
変
化
は
、
院
内
保
守
党
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
院
外
組
織
、

即
ち
保
守
党
員
た
ち
に
も
生
じ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

基
本
的
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
で
は
、
党
首
と
院
内
保
守
党
が
党
政
策
の
決
定
権
や
党
運
営
の
主
導
権
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
党
大
会
や
党
員
、
院
外
組
織
な
ど
の
党
内
影
響
力
（
党
首
や
院
内
保
守
党
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
）
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
研
究
で
は
、
党
員
や
院
外
組
織
の
存
在
と
役
割
は
比
較
的
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
。

　

し
か
し
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
成
立
に
伴
い
、
保
守
党
院
外
組
織
も
そ
れ
な
り
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
野
党
時
代
に
交
付
さ

れ
て
き
た
政
府
助
成
金
に
依
存
で
き
な
く
な
っ
た
分
、
例
え
ば
党
中
央
本
部
に
該
当
す
る
「
保
守
党
選
挙
運
動
総
司
令
部
」（Conservative 



二
一
二

Cam
paign H

eadquarters, CCH
Q

）
の
規
模
や
人
員
も
縮
小
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
党
内
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
ま
で
「
周
辺
化
」
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、「
党
員
」
に
と
っ
て
政
治
的
な
成
功
と
は
他
党
と
の
協
力
関
係
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

党
と
し
て
の
独
自
性
が
発
揮
で
き
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
実
際
、
二
〇
一
一
年
に
実
施
さ
れ
た
Ａ
Ｖ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
は
、

自
民
党
と
の
連
立
を
崩
さ
な
い
代
わ
り
に
「（
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
対
す
る
）
Ｎ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
に
も
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
逸
早
く
着
手

し
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
院
内
保
守
党
の
み
な
ら
ず
「
草
の
根
」
保
守
党
員
た
ち
か
ら
も
支
持
さ
れ
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
が

党
首
と
し
て
適
応
力
あ
る
柔
軟
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
か
ら
こ
そ
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
下
で
深
刻
な
造
反
や
党
内
分
裂
が

起
き
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
院
外
組
織
や
党
員
た
ち
の
党
内
影
響
力
は
従
来
ど
お
り
相
対
的
に
低
い
ま
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
連
立
政
権
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
本
章
の
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
党
員
た

ち
よ
り
も
院
内
保
守
党
の
動
向
に
注
目
し
た
ほ
う
が
問
題
の
本
質
を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
下
の
院
内
保
守
党
に
お
け
る
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
党
首
」
そ
し
て
何
よ
り
「
首

相
」
と
し
て
の
地
位
と
役
割
、「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
と
の
「
連
立
」、
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
伝
統
の
お
か
げ
で
、
連
立
に
伴
う

様
々
な
課
題
や
ジ
レ
ン
マ
を
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
「
何
と
か
切
り
抜
け
る
こ
と
」（m

uddling through

）
が
で
き
た
。

　

む
し
ろ
保
守
党
単
独
政
権
と
な
っ
た
二
〇
一
五
年
総
選
挙
後
の
現
在
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
五
年
間
党
内
に
溜
ま
っ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
ガ

ス
」
抜
き
を
す
る
意
味
で
も
、
と
り
わ
け
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
関
す
る
国
民
投
票
な
ど
に
お
い
て
、
党
と
し
て
の
「
独
自
性
」
を
発
揮
す
る
必
要

性
が
、
院
内
保
守
党
か
ら
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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三

⑵　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
お
け
る
「
首
相
＝
副
首
相
」
関
係

　

自
民
党
と
連
立
を
組
ん
だ
後
、
Ａ
Ｖ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
を
め
ぐ
っ
て
「
Ｎ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
に
素
早
く
回
っ
た
キ
ャ
メ
ロ
ン

の
行
動
は
、
ヘ
ッ
ペ
ル
や
ヘ
イ
ト
ン
な
ど
に
よ
っ
て
「
保
守
党
側
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
や
り
方
で
政
治
ゲ
ー
ム
の
組
み
立
て
を
狙
っ

た
、
抜
け
目
な
い ‘heresthetic’ 

な
動
き
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
連
立
に
よ
っ
て
一
定
の
多
数
派
を
形
成
し
、
党
内
右
派
を
孤

立
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
中
道
右
派
再
編
の
可
能
性
ま
で
示
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
両
党
の
関
係
は
、
保
守
党

が
そ
の
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
を
最
初
か
ら
狙
っ
た
「
ワ
ン
・
サ
イ
ド
ゲ
ー
ム）

11
（

」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と

も
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
保
守
党
も
、
連
立
初
期
の
段
階
で
は
自
民
党
交
渉
チ
ー
ム
に
誠
意
を
示
す
な
ど
、
そ
の
適
応
力
を
見
事
に
発
揮
し
た
と

一
般
に
は
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
両
党
の
間
で
は
、
新
首
相
（
保
守
党
）
と
新
副
首
相
（
自
民
党
）
と
の
個
人
的
信
頼
関
係
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
そ
こ
に
財
務
相
（
保
守
党
）
と
そ
の
副
官
（
自
民
党
）
と
を
加
え
た
良
好
な
「
四
角
関
係
」
か
ら
成
る　
　

と
り
わ
け
緊
縮
策

推
進
に
必
要
不
可
欠
な　
　

連
立
政
権
内
意
思
決
定
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
速
や
か
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た）

11
（

。

　

ま
た
、
ヤ
ン
グ
に
よ
っ
て
も
、
首
相
官
邸
・
副
首
相
府
・
内
閣
府
に
お
け
る
強
い
個
人
的
人
間
関
係
が
連
立
両
党
の
大
臣
た
ち
の
間
に

形
成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
下
位
」
レ
ベ
ル
と
な
る
と
、
両
党
の
一
般
議
員
た
ち
は
仕
事
上
「
連
立
」
を
組
ん
で

は
い
て
も
、
心
は
別
々
の
党
所
属
議
員
と
し
て
対
応
し
て
い
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、

保
守
党
も
自
民
党
も
「
首
相
お
よ
び
副
首
相
、
幹
部
議
員
」
と
「
党
一
般
議
員
」
と
が
単
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
協
力
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
活
動
し
た
り
院
内
採
決
に
加
わ
っ
た
り
し
て
い
た）

11
（

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
や
性
格
な
ど
が
似
た
者
同
士
と
言
え
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
、
二
人
の
「
首
相
＝
副
首



二
一
四

相
」
関
係
は
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
で
は
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
に
お
け
る
両
者
の
関
係
を
本
格
的
に
分
析
し
た
ベ
ニ
ス
タ
ー
（M

ark Bennister

）
や
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
（Richard 

H
effernan

）
は
、
首
相
と
副
首
相
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
近
年
の
イ
ギ
リ
ス
首
相
研
究
に
お
け
る
未
知
の
領
域
だ
と
し
て
い
る
。
彼
ら

の
結
論
に
よ
れ
ば
、
連
立
を
率
い
る
こ
と
で
生
じ
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
優
位
性
は
、
部
分
的
に
ク
レ
ッ
グ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
は
い
る
け

れ
ど
も
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
ま
た
ク
レ
ッ
グ
を
制
約
し
て
い
る
こ
と
に
な
る）

1（
（

。

　

ま
た
、
単
独
政
権
で
あ
れ
連
立
政
権
で
あ
れ
、
首
相
権
力
の
多
く
は
、
首
相
と
し
て
の
「
制
度
上
の
権
力
資
源
」
を
有
効
活
用
で
き
る

首
相
本
人
の
「
個
人
的
権
力
資
源
」
に
左
右
さ
れ
る
。
連
立
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
じ
る
政
策
的
妥
協
を
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
喜
ん
で
受
容
で

き
る
な
ら
ば
、
彼
は
権
威
あ
る
卓
越
し
た
首
相
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
在
職
前
半
期
、

首
相
の
役
割
に
関
す
る
フ
ォ
ー
マ
ル
か
つ
実
質
的
な
変
化
は
一
切
見
ら
れ
な
か
っ
た）

11
（

。
連
立
を
組
ん
で
い
て
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
の

考
察
か
ら
す
れ
ば
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
下
で
連
立
を
組
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
党
内
で
も
相
対
的
に
パ
ワ
フ
ル
で
い
ら

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
副
首
相
と
し
て
の
立
場
上
、
首
相
を
あ
る
程
度
制
約
で
き
る
と
は
い
え
、
ク
レ
ッ
グ
の
「
制
度
上
の
権
力
資
源
」（
副

首
相
府
と
そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
規
模
や
役
割
）
や
、
自
民
党
党
首
と
し
て
の
そ
の
個
人
的
権
力
資
源
は
、
首
相
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
相
対
的

に
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

因
み
に
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
は
、
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
そ
の
研
究
の
な
か
で
、
リ
ー
ダ
ー
の
個
人
的
資
源
と
し
て
、
❶
名
声
・
手

腕
・
能
力
、
❷
現
実
的
で
期
待
ど
お
り
の
政
治
的
成
功
を
達
成
で
き
る
こ
と
、
❸
選
挙
で
の
大
衆
的
人
気
、
そ
し
て
❹
所
属
す
る
院
内
政

党
や
政
府
に
お
い
て
高
い
地
位
に
い
る
こ
と
、
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
そ
れ
に
従
う
と
、
二
〇
一
一
年
以
降
の
ク
レ
ッ
グ
は
、
補
欠
選



二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
（
渡
辺
）

二
一
五

挙
や
統
一
地
方
選
挙
で
の
敗
北
、
Ａ
Ｖ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
の
失
敗
、
世
論
調
査
で
の
支
持
率
低
下
、
そ
し
て
（
当
初
反
対
し
て
い
た
大
学

授
業
料
値
上
げ
や
歳
出
削
減
な
ど
で
）
保
守
党
の
政
策
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
見
て
、
上
述
の
❹
以
外
全
て
喪
失

し
た
感
は
否
定
で
き
な
い
。

　

そ
れ
に
加
え
、
前
述
し
た
固
定
法
の
影
響
で
、
ク
レ
ッ
グ
や
自
民
党
は
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
を
壊
そ
う
と
し
て
自
ら
積
極
的
に
保
守

党
側
を
揺
さ
ぶ
っ
た
り
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
た
ち
に
そ
の
脅
し
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
副
首
相
ク
レ
ッ
グ
と
連

立
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
自
民
党
は
、
保
守
党
と
い
う
シ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
最
低
で
も
五
年
は
つ
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
副
首
相
ク
レ
ッ
グ
は
、
首
相
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
比
べ
る
と
、
さ
ほ
ど
パ
ワ
フ
ル
で
権

威
的
な
存
在
だ
っ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
副
首
相
ク
レ
ッ
グ
と
自
民
党
の
存
在
は
、
キ
ャ
メ

ロ
ン
保
守
党
と
い
う
パ
ー
ト
ナ
ー
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
与
え
る
と
い
う
点
で
、「
制
度
」
的
に
は
と
も
か
く
「
実
質
」
的
に
は
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
効
果
は
及
ぼ
せ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
党
内
の
不
安
材
料
を
常
に
抱
え
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
・
首
相
か
ら
す
れ
ば
、

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
そ
し
て
副
首
相
ク
レ
ッ
グ
と
自
民
党
の
存
在
は
、
ま
さ
に
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
「
大
黒
柱）

11
（

」
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
「
命
綱
」
で
あ
り
続
け
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

⑶　

ま
と
め

　

二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
「
党
首
」
か
ら
す
れ
ば
、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー

自
民
党
と
の
交
渉
や
妥
協
よ
り
も
、
身
内
で
あ
る
保
守
党
と
り
わ
け
院
内
保
守
党
か
ら
生
じ
や
す
い
「
党
と
し
て
の
独
自
性
」
発
揮
要
求
・



二
一
六

圧
力
の
ほ
う
が
厄
介
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
の
「
首
相
＝
副
首
相
」
関
係
は
、
制
度
上
は
互
い
を
制
約
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、

副
首
相
ク
レ
ッ
グ
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
や
保
守
党
に
脅
威
を
与
え
る
ど
こ
ろ
か
、
党
首
・
首
相
と
し
て
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
を
事
実
上
手
助
け
す

る
役
割
す
ら
果
た
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

連
立
（
組
閣
）
の
際
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
で
合
意
し
た
」
と
い
う
結
果
を
上
か
ら
院
内
保
守
党
と
党
員
に

押
し
つ
け
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
院
内
保
守
党
の
不
満
・
怒
り
が
潜
在
的
に
生
じ
や
す
い
環
境
を
自
ら
つ
く
り
出
し
て
し
ま
っ
た

と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
イ
ギ
リ
ス
で
連
立
交
渉
が
あ
っ
た
場
合
に
備
え
、
何
ら
か
の
教
訓）

11
（

を
残
す
効
果
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ
．
結　

語

　

戦
後
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
平
時
の
「
連
立
」
を
扱
っ
た
研
究
は　
　

当
然
だ
が　
　

ほ
と
ん
ど
無
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ

て
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
を
考
察
の
対
象
と
し
た
場
合
、
そ
れ
な
り
の
発
見
が
期
待
で
き
る
と
同
時
に
（
比
較
分
析
上
の
）
限
界
を
見

出
す
こ
と
に
も
な
る
。

　

戦
後
イ
ギ
リ
ス
初
の
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
、
即
ち
「
変
容
し
て
い
た
」
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
は
、
そ
の
シ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー

の
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
主
に
政
策
面
で
の
党
内
基
盤
が
弱
い
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
そ
の
一
派

の
議
員
た
ち）

11
（

か
ら
す
れ
ば
、「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
点
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
類
似
点
の
多
い
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
は
、
自
ら
を
「
制
約
」

す
る
存
在
と
い
う
よ
り
も
「
生
命
線
」
に
等
し
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
同
時
に
、
大
規
模
な
党
内
造
反
や
党
首
降
ろ
し
を
事
前
に
封
じ



二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
（
渡
辺
）

二
一
七

込
め
、
最
低
で
も
五
年
間
は
党
首
・
首
相
と
し
て
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
地
位
を
保
証
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自

民
党
と
の
連
立
は
、
保
守
「
党
」
以
上
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
に
と
っ
て
好
都
合
な
「
武
器
」
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

も
っ
と
も
、「
自
民
党
と
の
連
立
」
に
よ
っ
て
「
右
派
の
多
い
院
内
保
守
党
」
の
不
満
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
者
が
キ
ャ
メ
ロ
ン

の
パ
ワ
フ
ル
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
二
大
制
約
物
に
な
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
見
解）

11
（

も
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
見
解
は
「
連
立
」
効
果
を
一
面
的
に
捉
え
た
見
方
で
し
か
な
い
。
確
か
に
、
単
独
政
権
を
率
い
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
ブ

レ
ア
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
期
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
パ
ワ
フ
ル
な
首
相
に
は
見
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
既
述
の
よ
う
に
、
首
相
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
権
力
を
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
制
約
し
て
い
た
と
し
て
も
、
同
時
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党

も
副
首
相
ク
レ
ッ
グ
の
権
力
を
そ
れ
以
上
に
制
約
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
経
済
部
の
ペ
ス
ト
ン
も
「
保
守
党
内
の
…
…
右
派
議
員
た
ち
が
過
去
数
年
間
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
極
め

て
忠
実
だ
っ
た
の
は
印
象
深
い　
　

連
立
を
壊
し
て
し
ま
え
ば
与
党
議
員
で
い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う）

11
（

」

と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
連
立
」
は
、
細
か
い
部
分
は
と
も
か
く
全
体
と
し
て
は
、
党
首
・
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
常
に
制
約
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
「
で
き
る
だ
け
長
く
党
首
・
与
党
を
続
け
た
い
」
と
い
う
リ
ー
ダ
ー
や
与
党
議
員
の
願
望

も
、
連
立
の
存
続
条
件
を
基
礎
づ
け
る）

11
（

一
要
素
に
な
る
と
言
え
る
。

　
「
連
立
」
の
お
か
げ
で
そ
の
地
位
が
保
証
さ
れ
た
二
〇
一
〇
年
議
会
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
か
ら
す
れ
ば
、「
連
立
」
に
制
約
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
て
、
実
は
根
本
的
な
部
分
で
「
連
立
」
が
役
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
後
イ
ギ
リ
ス
初
の
連
立
政
権
と
い
う
〝
珍
し
い
〟
事
態

を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
〝
レ
ア
〟
な
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」（Cam

eron

’s p

）
11
（

aradox

）
と
も
呼
べ
る
現
象
が
生
じ
た
。

　

今
回
は
主
と
し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
側
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
を
通
じ



二
一
八

て
ま
さ
に
〝
陥
没
し
た
〟
感
の
あ
る
自
民
党
の
問
題
点
や
将
来
的
展
望
な
ど
に
つ
い
て
も
、
分
析
を
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

（
１
）　

二
〇
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。　
　
　

※
〔　

〕
内
の
数
字
は
得
票
率
（
％
）。

　
　

総
定
数　

六
五
〇
議
席
（
前
回
と
同
じ
）　　
　

投
票
率　

六
六
・
一
％
（
前
回
六
五
・
一
％
）

　
　

保
守
党
…
三
三
一
議
席
〔
三
六
・
九
〕　

労
働
党
…
二
三
二
議
席
〔
三
〇
・
四
〕　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
…
五
六
議
席
〔
四
・
七
〕

　
　

自
民
党
…
八
議
席
〔
七
・
九
〕
そ
の
他
…
二
三
議
席
（
英
国
独
立
党
一
議
席
〔
七
・
九
〕、
緑
の
党
一
議
席
〔
二
・
八
〕
を
含
む
）

（
２
）　T

im
othy H

eppell 
（a

）, 

“Cam
eron and Liberal Conservatism

: A
ttitudes w

ithin the Parliam
entary Conservative Party and 

Conservative M
inisters

”, T
he British Journal of Politics and International R

elations, 15-3, 2013, pp. 343-344.

（
３
）　

ヘ
ッ
ペ
ル
の
分
析
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
議
会
の
院
内
保
守
党
三
〇
六
人
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
親
欧
州
派
」（Europhile

）
と
し
て
分
類

可
能
な
議
員
は
七
人
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
の
う
ち
五
人
が
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」、
二
人
が
「
社
会
保
守
」
の
立
場
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

一
九
八
〇
年
代
と
は
異
な
り
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
は
、
広
い
意
味
で
「
欧
州
懐
疑
派
の
党
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
め
ぐ
る
今
日

の
党
内
対
立
は
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
主
義
」
路
線
か
、
そ
れ
と
も
「
ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑
主
義
」
路
線
か
、
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

因
み
に
「
ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
派
」
と
は
、
通
貨
統
合
へ
の
参
加
や
Ｅ
Ｕ
諸
政
策
の
国
内
介
入
拡
大
に
は
反
対
す
る
も
の
の
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
に
つ
い

て
は
現
状
維
持
を
容
認
す
る
立
場
を
指
し
て
い
る
。
一
方
「
ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑
派
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
や
Ｅ
Ｕ
そ
の
も
の
に
原
理
的
な
反
対

を
表
明
し
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
公
約
し
た
「（
二
〇
一
七
年
ま
で
に
予
定
さ
れ
る
）
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
残
留
／
離
脱
を

問
う
国
民
投
票
」
実
施
に
も
深
く
関
与
す
る
立
場
で
あ
る
。

　
　

Ibid., pp. 344-347.

（
４
）　Ibid., p. 341.

　
　

党
「
現
代
化
」、
即
ち
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
変
化
す
る
政
治
環
境
に
上
手
く
適
応
す
る
目
的
で
、
党
組
織
の
目
標
な
ど
を
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

し
直
す
こ
と
を
指
す
。
具
体
的
に
は
、
次
期
総
選
挙
で
の
勝
利
と
政
権
奪
回
を
目
標
に
党
の
基
本
路
線
な
ど
を
中
道
化
す
る
こ
と
で
、
統
治
政
党
と

し
て
の
信
頼
を
取
り
戻
し
て
い
く
試
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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二
一
九

（
５
）　Ibid., pp. 345-347.

（
６
）　

当
時
の
ヘ
イ
グ
保
守
党
党
首
に
よ
る
党
内
改
革
・
民
主
化
の
一
環
と
し
て
一
九
九
八
年
に
導
入
さ
れ
た
現
行
保
守
党
党
首
選
挙
規
定
で
は
、
与

野
党
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
現
職
党
首
の
「
死
去
・
辞
任
・
党
首
不
信
任
動
議
（
投
票
）
成
立
」
の
い
ず
れ
か
に
伴
い
、
党
首
選
挙
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

党
首
不
信
任
動
議
（
投
票
）
は
、
党
首
自
ら
が
呼
び
か
け
て
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
一
般
的
に
は
党
下
院
議
員
の
一
五
％
以
上
（
そ
の
氏

名
は
内
輪
で
の
み
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
〇
六
人
の
場
合
、
四
六
人
以
上
）
の
要
求
（
一
九
二
二
年
委
員
長
へ
の
書
面
で
の
提
出
）
が

あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
下
院
議
員
た
ち
の
無
記
名
に
よ
る
党
首
不
信
任
投
票
で
党
首
不
信
任
票
が
過
半
数
と
な
っ
た
場
合
、

党
首
は
速
や
か
に
辞
任
し
て
、
新
党
首
選
挙
実
施
が
告
示
さ
れ
る
が
、
不
信
任
投
票
に
敗
れ
た
現
職
党
首
は
、
そ
の
新
党
首
選
挙
に
立
候
補
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
現
職
党
首
が
不
信
任
投
票
を
乗
り
切
っ
た
（
勝
利
し
た
）
場
合
は
、
以
後
一
年
間
新
た
な
コ
ン
テ
ス
ト
実
施
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

Cf. T
hom

as Q
uinn, 

“Leasehold or Freehold ? Leader-Eviction Rules in the British Conservative and Labour Parties

”, Political 
Studies, 53-4, 2005, pp. 809-810.

（
７
）　

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
一
九
二
二
年
委
員
会
は
、
同
党
で
官
職
に
就
い
て
い
な
い
一
般
議
員
た
ち
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
的
・
牙
城
的
役
割
を
も
つ
党
内

機
関
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
党
一
般
議
員
の
「
空
気
」
を
党
首
以
下
幹
部
議
員
た
ち
に
伝
え
る
ほ
か
、
党
首
選
挙
管
理
委
員
会
と
し
て
の
任
務
も

果
た
す
。

　
　

因
み
に
「
一
九
二
二
年
」
と
い
う
名
称
は
、
以
下
の
出
来
事
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
か
ら
四
年
後
の
一
九

二
二
年
ま
で
保
守
党
も
加
わ
っ
て
存
続
し
て
い
た
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid Lloyd George

）
連
立
内
閣
か
ら
の
離
脱　
　

換
言
す
れ
ば
保
守

党
独
自
路
線
の
追
求　
　

を
求
め
る
保
守
党
一
般
議
員
多
数
派
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
、「
一
九
二
二
年
」
に
連
立
離
脱
が
実
現
（
連
立
残
留
派
の
多

か
っ
た
幹
部
議
員
た
ち
に
院
内
投
票
で
勝
利
）
し
、
自
由
党
首
班
の
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
を
退
陣
に
追
い
込
ん
だ
出
来
事
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　

他
方
で
、
党
内
機
関
と
し
て
の
同
委
員
会
の
起
源
は
、
当
時
の
総
選
挙
で
初
当
選
し
た
新
人
議
員
向
け
党
内
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割
に
求
め
ら

れ
る
。
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二
〇

（
８
）　M

ichael M
oran, Politics and G

overnance in the U
K

, second edition 

（Basingstoke: Palgrave M
acm

illan

） 2011, p. 292.
（
９
）　Stephen D

river, U
nderstanding British Party Politics 

（Cam
bridge: Polity

） 2011, p. 126.
（
10
）　

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
自
民
党
の
変
容
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
現
在
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
第

一
章
（「
自
由
民
主
党
の
変
容
と
現
在　
　

キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
と
の
連
立
か
ら
読
み
解
く　
　

」）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）　S. D

river, op. cit., pp. 126-127.

（
12
）　D

avid law
s, 22 D

ays in M
ay   T

he Birth of the Lib D
em

-Conservative Coalition 

（London: Biteback

） 2010, p. 270.

（
13
）　

二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
自
民
党
党
首
選
挙
最
終
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　

ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ッ
グ　

二
〇
、
九
八
八
票　

得
票
率　

五
〇
・
六
％　

当
選

　
　
　

ク
リ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ン　

二
〇
、
四
七
七
票　

得
票
率　

四
九
・
六
％

　
　
　

投
票
率
六
五
％　
　

党
員
数　

約
六
万
五
、
〇
〇
〇
人　
（
二
〇
〇
七
年
当
時
）

（
14
）　Ben Y

ong 

（a

）, 

“The Coalition in Parliam
ent

”, in Robert H
azell and Ben Y

oung, T
he Politics of Coalition H

ow
 the Con-

servative-Liberal D
em

ocrat G
overnm

ent W
orks 

（O
xford: H

art

） 2012, p. 98.

　
　
　

PfG

の
全
文
・
内
容
に
つ
い
て
は
、Greg H

urst, Em
ily Gosden, Chris D

avalle and M
atthew

 Lyons 

（eds.

）, T
he T

im
es G

uide 
to the H

ouse of Com
m

ons 2010 

（London: T
im

es Book

） 2010, pp. 313-324 

な
ど
を
参
照
。

（
15
）　B. Y

ong 

（a

）, op. cit., p. 99.

（
16
）　

一
元
型
議
院
内
閣
制
の
本
質
に
関
す
る
議
論
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
議
会
に
対
す
る
内
閣
の
連
帯
責
任
を
そ
の
本
質
と
し
て
重
視
す
る
「
責

任
本
質
説
」
と
、
議
会
と
内
閣
と
の
相
互
均
衡
・
抑
制
関
係
を
そ
の
本
質
と
し
て
重
視
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
内
閣
不
信
任
権
の
対
抗
手
段
と
し
て

議
会
解
散
権
を
内
閣
に
認
め
る
「
均
衡
本
質
説
」
が
あ
る
。
前
者
の
責
任
本
質
説
を
採
れ
ば
、「
解
散
権
の
封
印
」
イ
コ
ー
ル
「
議
院
内
閣
制
の
否

定
」
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　Richard H

effernan, Philip Cow
ley and Colin H

ay 

（eds.

）, D
evelopm

ents in British Politics 9 

（Basingstoke: Palgrave M
ac-

m
illan

） 2011, pp. 109-110.
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（
18
）　B. Y

ong 

（a

）, op. cit., p. 102.
（
19
）　

河
島
太
朗
「
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法
」（
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局　

外
国
の
立
法
二
五
四
、
二
〇
一
二

年
一
二
月
）、
八
頁
。

（
20
）　Richard H

ayton, 

“Conservative Party Statecraft and the Politics of Coalition

”, Parliam
entary A

ffairs, 67-1, 2014, p. 12.

（
21
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
解
説
な
ど
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
著
・
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
）　

二
〇
一
一
年
Ａ
Ｖ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
の
第
四
章
（「
小
選
挙
区
制
は
な
ぜ
生
き
残
っ
た
の
か　
　

二

〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果
と
そ
の
意
味　
　

」）
を
参
照
の
こ
と
。

（
23
）　Eunice Goes, 

“The Coalition and Europe: A
 T

ale of Reckless D
rivers, Steady N

avigators and Im
perfect Roadm

aps

”, Par-
liam

entary A
ffairs, 6711, 2014, p. 49.

（
24
）　T

. H
eppell 

（b

）, 

“Ministerial Selection and Portfolio A
llocation in the Cam

eron Governm
ent

”, Parliam
entary A

ffairs, 67-1, 
2014, p. 64.

（
25
）　Ibid., p. 66.

（
26
）　Ibid., pp. 66-67.

（
27
）　Ibid., p. 68.

（
28
）　Ibid., pp. 69-70.

（
29
）　Ibid., p. 69.

（
30
）　M

att Beech, 

“The Ideology of the Coalition: M
ore Liberal than Conservative

”, M
. Beech and Sim

on Lee 

（eds.

）, T
he Con-

servative-Liberal Coalition E
xam

ining the Cam
eron-Clegg G

overnm
ent 

（Basingstoke: Palgrave M
acm

illan

） 2015, p. 2.

（
31
）　Ibid., p. 3.

（
32
）　Ibid., p. 3.

（
33
）　Ibid., p. 3.



二
二
二

　
　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
広
教
会
派
」
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
内
部
の
、
や
や
カ
ト
リ
ッ
ク
寄
り
で
保
守
的
な
「
高
教
会
派
」（H

igh 
Church

）
と
、
非
国
教
徒
へ
の
寛
容
を
示
す
低
教
会
派
（Low

 Church

）
と
の
中
間
的
な
立
場
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
活
性
化
や
安
定

化
を
一
九
世
紀
後
半
に
試
み
た
自
由
主
義
的
な
穏
健
派
を
指
す
。

（
34
）　Ibid., pp. 3-4.

（
35
）　E. Goes, op. cit., p. 45, p. 58.

（
36
）　T

. H
eppell 

（c
）, 

“The Cam
eron-Clegg Coalition: Lessons Learned?

”, in Political Insight, A
pril 2015, Political Studies A

sso-
ciation, p. 5, p. 7.

（
37
）　R. H

ayton, op. cit., p. 11.

（
38
）　B. Y

ong 

（a

）, op. cit., p. 109.

（
39
）　Ibid., p. 95.   T

. H
eppell 

（b
）, op. cit., p. 75.

　
　

ヘ
ッ
ペ
ル
に
よ
る
と
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
期
（
全
三
期
）
の
造
反
率
は
、
一
期
目
（
一
九
九
七
～
二
〇
〇
一
年
）
…
八
％
、
二
期
目
（
二
〇

〇
一
～
二
〇
〇
五
年
）
…
二
一
％
、
三
期
目
（
二
〇
〇
五
～
二
〇
一
〇
年
）
…
二
八
％
と
な
っ
て
い
て
、
政
権
末
期
に
な
っ
て
い
く
ほ
ど
造
反
率
が

高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
初
期
の
造
反
率
四
四
％
が
い
か
に
高
い
数
字
で
あ
る
か
が
分
か
る
。

（
40
）　B. Y

ong 

（a

）, op. cit., pp. 100-101.

（
41
）　D

aniela Giannetti and K
enneth Benoit, 

“Intra-party politics and coalition governm
ents in Parliam

entary dem
ocracies

”, in 
D

. Giannetti and K
. Benoit 

（eds.

）, Intra-party Politics and Coalition G
overnm

ents 

（A
bingdon: Routledge

）, 2009, p. 10.

（
42
）　B. Y

ong 

（a

）, op. cit., p. 115.

（
43
）　B. Y
ong 

（b

）, 

“The Political Parties

”, op. cit., p. 133.

（
44
）　Ibid., p. 116. B. Y

ong 

（a

）, op. cit., p. 115, p. 133.

（
45
）　B. Y

ong 

（a

）, op. cit., p. 92.

（
46
）　B. Y

ong 

（b

）, op. cit., p. 116, pp. 121-122.



二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
（
渡
辺
）

二
二
三

（
47
）　R. H

ayton, op. cit., p. 12.
（
48
）　Ibid., p. 12.

（
49
）　B. Y

ong 

（a

）, op. cit., pp. 97-98.

（
50
）　Ibid., p. 114.

（
51
）　M

ark Bennister and Richard H
effernan, 

“Cam
eron as Prim

e M
inister: T

he Intra-Executive Politics of Britain

’s Coalition 
Governm

ent
”, Parliam

entary A
ffairs, 65-4, 2012, p. 778.

（
52
）　Ibid., pp. 797-798.

（
53
）　Ibid., p. 790.

　
　

Cf. T
hom

as Poguntke and Paul W
ebb 

（eds.

）, T
he Presidentialization of Politics   A

 Com
parative Study of M

odern D
em

oc-
racies 

（O
xford: O

xford U
niversity Press

） 2003, pp. 350-351 

（
岩
崎
正
洋
監
訳
『
民
主
政
治
は
な
ぜ
「
大
統
領
制
化
」
す
る
の
か　

現
代

民
主
主
義
国
家
の
比
較
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
五
五
頁
）。

（
54
）　M

. Bennister and R. H
effernan, op. cit., p. 781.

　
　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
保
守
党
少
数
単
独
政
権
の
首
班
に
な
る
の
を
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
当
初
か
ら
望
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
証
言
が
あ
る
こ
と
か

ら
も
、
そ
れ
な
り
に
裏
づ
け
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

（
55
）　T

. H
eppell 

（c

）, op. cit., p. 6.

（
56
）　Ibid., p. 6.

　
　

因
み
に
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
初
当
選
し
た
保
守
党
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
の
一
人
・
ボ
ー
ル
ズ
（N

ick Boles

）
は
、
次
期
（
二
〇
一
五
年
）

総
選
挙
に
お
い
て
も
保
守
党
と
自
民
党
と
の
間
で
公
式
の
選
挙
協
定
を
結
ぶ
よ
う
キ
ャ
メ
ロ
ン
ら
に
提
案
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
た
。
な
お
、
ボ
ー

ル
ズ
は
保
守
党
中
道
右
派
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク Policy Exchange 

の
創
設
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　

キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
彼
に
近
い
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
た
ち
が
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
と
の
連
立
を
欲
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
事
例
と
し
て
、
こ

の
出
来
事
も
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。



二
二
四

（
57
）　Cf. M

. Bennister and R. H
effernan, 

“The Lim
its to Prim

e M
inisterial A

utonom
y: Cam

eron and the Constraints of Coali-
tion

”, Parliam
entary A

ffairs, 68-1, 2015.
（
58
）　Robert Peston, 

“GE 2015 and the econom
y

”, 8 M
ay 2015.

　
　
〈http://w

w
w

.bbc.com
/new

s/business-32652662

〉

（
59
）　D

. Giannetti and K
. Benoit, op. cit., p. 11.

（
60
）　M

. Bennister and R. H
effernan 

（2015

）, op. cit., p. 39.

［
付
記
］
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
度
日
本
比
較
政
治
学
会
研
究
大
会
報
告
論
文
（
未
定
稿
）
に
加
筆
し
、
一
部
修
正
を
加
え
た
内
容
で
あ
る
。
学
会
当

日
は
、
討
論
者
な
ら
び
に
会
員
諸
氏
か
ら
多
く
の
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
二
五

は
じ
め
に

一　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観

二　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学

三　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
論

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
顕
在
化
し
始
め
た
貧
困
（paupérism

e

）
を
は
じ
め
と
す
る
「
社
会
問
題
」（question 

sociale

）
に
対
す
る
、
思
想
家
・
政
治
家
と
し
て
の
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル A

lexis de T
ocqueville 

（
一
八
〇
五
―
一
八
五
九
）

の
見
解
と
そ
れ
へ
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
上
で
彼
の
社
会
・
政
治
思
想
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て

い
る
。

　

ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
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こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
最
大
の
難
問
は
貧
困
で
あ
っ
た
。

　

ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
は
、
こ
の
頃
社
会
問
題
と
い
う
も
の
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、「
社
会
的
凝
集
性
」（cohésion 

d’unesocieté
）
の
維
持
が
不
可
能
に
な
る
の
で
は
と
い
う
不
安
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る

（
１
）。

そ
し
て
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
が
拡
大
し
て
い
っ

た
遠
因
と
し
て
賃
金
労
働
の
拡
大
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
十
八
世
紀
末
以
降
、“
自
由
な
”
賃
金
労
働
が
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
肉

体
労
働
者
の
労
働
環
境
や
境
遇
は
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
市
場
モ
デ
ル
で
は
労
働
を
適
切
に
調
整
で
き
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ス
テ
ル
は
、
こ
の
状
態
を
「
大
衆
的
脆
弱
性
」（vulnérabilité de m

asse

）
と
呼
ん
で
い
る

（
２
）。

彼
の
見

解
に
基
づ
け
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
十
八
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
経
済
と
政
治
の
二
重
革
命
に
よ
っ
て
、
市
場
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
双
方
に

基
盤
を
持
つ
代
表
制
を
前
提
と
し
た
「
社
会
的
な
」（sociales

）
概
念
と
い
う
も
の
が
理
屈
の
上
で
は
登
場
し
て
い
た
が
、
現
実
は
異
な
っ

て
い
た
。
カ
ス
テ
ル
は
そ
の
“
ね
じ
れ
”
を
政
治
的
秩
序
と
経
済
的
秩
序
の
「
裂
け
目
」（hiatus

）
と
表
現
し
て
い
る
と
お
り
、
社
会
問

題
す
な
わ
ち
貧
困
は
そ
の
表
象
だ
と
当
時
理
解
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る

（
３
）。

貧
困
と
い
う
現
象
自
体
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
し
か

し
、
十
九
世
紀
に
入
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
目
に
し
て
い
た
貧
困
は
、
そ
れ
ま
で
の
貧
困
と
は
性
格
を
大
い
に
異
に
す
る
、「
社
会
」
と
い

う
新
た
な
概
念
が
登
場
す
る
中
で
論
じ
ら
れ
る
貧
困
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
時
代
に
入
っ
て
初
め
て
、
貧
困
は
社
会
問
題

と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
現
象
と
し
て
本
格
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

社
会
問
題
に
対
処
す
る
際
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
個
人
の
自
由
の
擁
護
と
公
的
扶
助
の
正
当
性
を
い

か
に
両
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
お
い
て
、
公
的
扶
助
は
政
策
面
の
み
な
ら
ず
、
規
範
的
に
も

忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
最
も
重
視
す
べ
き
規
範
と
し
て
個
人
の
自
由
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
思
索
に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
と
公
的
扶
助
と
の
関
係
は
、
単
な
る
政
策
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
根
本
的
な
自
由
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観
や
政
治
理
論
の
中
核
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貧
困
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
、
彼
の
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
と
い
う
論

文
を
材
料
に
考
え
る
。
次
い
で
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
経
済
理
論
で
あ
る
「
政
治
経
済
学
」
や
「
社

会
経
済
学
」
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
、
こ
れ
ら
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に

よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
社
会
問
題
対
策
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
意
味
と
限
界
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社

会
政
策
構
想
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
結
論
と
し
て
は
、
社
会
問
題
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
取
り
組
み
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
た
、

彼
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
の
考
察
を
提
示
し
た
い
。

一　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
を
発
表
し
た
一
八
三
五
年
、
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
雑
誌

に
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』 M
ém

oiresur le paupérism
e  

（1835

）
を
投
稿
す
る

（
４
）。

こ
の
論
文
の
第
一
部
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
則
し
て

貧
困
の
特
質
、
と
り
わ
け
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
時
代
に
現
れ
た
新
た
な
貧
困
に
関
す
る
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
で
は
、
貧
困
に
対

応
す
る
た
め
の
「
慈
善
」（bienfaisance

）
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
国
々
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
私
た
ち
は
と
て
も
奇
妙
で
、
そ
し
て
一
見
不
可
解
な
光
景
に

驚
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
５
）」

と
い
う
文
章
で
こ
の
論
文
を
始
め
て
い
る
。
彼
が
違
和
感
を
覚
え
た
の
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
豊
か

さ
を
謳
歌
し
て
い
る
は
ず
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
施
し
で
生
き
て
い
る
人
々
が
人
口
の
六
分
の
一
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

国
家
全
体
の
経
済
水
準
で
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
方
が
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
極
貧
層
の
率
が
著
し
く
低
い
こ
と
を
合
わ
せ



二
二
八

て
考
え
れ
ば
、
そ
の
不
可
思
議
さ
は
よ
り
大
き
く
な
る

（
６
）。

つ
ま
り
、「
一
方
で
は
快
適
な
環
境
で
暮
ら
す
人
の
数
が
、
他
方
で
公
的
な
慈

善
に
頼
っ
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
の
数
が
比
例
的
に
増
加
し
て
い
る

（
７
）」

の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
課
題
は
、
豊
か
な
国
ほ
ど
公
的
福
祉
に
頼
る
人
が
多
い
と
い
う
矛
盾
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
貧
困
を
考
え
て
い
く
。
原
始
の
人
々
は
「
人
生
を
楽
し
む
た
め
で
は
な
く
、
生
き

る
た
め
の
術
を
見
つ
け
る
」
こ
と
を
生
存
の
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、
彼
ら
は
生
き
る
糧
を
獲
得
す
る
と
、
そ
れ
に
満
足
し
て
「
無
為
な

安
逸
」（oisiveaisance
）
の
中
で
惰
眠
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う

（
８
）。

要
す
る
に
、
こ
の
時
点
で
の
人
間
は
生
存
さ
え
可
能
で
あ
れ

ば
満
足
で
あ
っ
た
。
集
団
生
活
を
始
め
た
当
初
の
彼
ら
の
欲
求
（désirs

）
は
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
農
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
、

土
地
所
有
（propriétéfonciè

）
が
始
ま
る
と
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

（
９
）。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
土
地
所
有
が
社
会
や
人
間
の
心
理
に
与
え
る
影
響
を
重
視
し
た
。
彼
の
考
え
で
は
、
人
間
の
心
理
を
通
し
て
社
会
を

規
定
す
る
の
は
究
極
的
に
は
土
地
所
有
の
形
態
で
あ
る
。
狩
猟
中
心
だ
っ
た
た
め
に
土
地
財
産
が
顧
み
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
定

の
財
産
的
平
等
が
実
現
さ
れ
て
い
た
原
始
社
会
は
、
就
農
と
土
地
所
有
を
契
機
に
変
化
を
始
め
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ル
ソ
ー
を
想

起
さ
せ
る）

（1
（

。
土
地
所
有
の
拡
大
に
伴
っ
て
次
第
に
不
平
等
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
間
は
徐
々
に
「
暮
ら
し
の
喜
び
に
対
す
る
嗜

好
」（goût des j

）
（（
（

ouissances

）
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。

　

中
世
に
入
る
と
、
土
地
所
有
者
と
小
作
人
と
の
階
級
分
化
が
進
み
、
不
平
等
な
貴
族
社
会
が
確
立
さ
れ
る
。
だ
が
、
農
業
生
産
に
依
拠

し
た
当
時
の
社
会
構
造
で
は
一
定
の
生
活
の
糧
は
確
保
で
き
る
た
め
、
階
級
分
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
存
欲
求
の
充
足
は
ど
の
階
級
で

も
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貴
族
階
級
の
生
活
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、

特
権
階
級
の
暮
ら
し
が
「
豪
奢
」（luxe

）
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、「
快
適
さ
」（aisance

）
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
そ
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し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
今
の
人
間
は
確
か
に
中
世
貴
族
の
よ
う
な
豪
奢
な
暮
ら
し
は
送
っ
て
い
な
い
が
、
彼
ら
よ
り
快
適
に
生
活
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
生
存
が
容
易
に
な
っ
た
中
世
以
降
、
人
々
の
間
に
嗜
好
性
の
追
求
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
彼
は

指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
近
代
（
現
代
）
人
の
欲
求
に
つ
い
て
語
る
。
近
代
人
の
欲
求
は
よ
り
複
雑
で
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
も
は

や
農
業
や
そ
の
収
穫
だ
け
で
は
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
金
を
支
払
う
（p

）
（1
（

ayer

）」
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、

充
足
さ
せ
ら
れ
な
い
欲
求
が
人
々
の
中
に
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
金
を
支
払
う
た
め
に
は
現
金
収
入
が
必
要
で
あ
る

た
め
、
欲
求
の
変
化
に
よ
っ
て
賃
金
労
働
が
拡
大
す
る
こ
と
を
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
指
摘
す
る
。

ど
の
時
代
も
、
神
の
手
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
を
成
長
さ
せ
、
思
想
の
幅
を
拡
げ
、
願
望
を
大
き
く
し
て
、
人
間
の
力

を
増
大
さ
せ
て
き
た
。
貧
者
と
富
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
で
新
た
な
喜
び
（jouissance

）
の
概
念
を
創
り
出
し
て
い
る
。

そ
れ
は
先
人
た
ち
に
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
喜
び
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
欲
求
は
も
は
や
耕
作
に
よ
っ
て
は
十
分
に

満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
れ
を
満
た
す
た
め
に
離
農
し
て
工
場
労
働
（industrie

）
に
専
念
す
る
人
た
ち
が
毎
年
現

れ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
こ
で
も
彼
の
関
心
は
人
間
の
欲
求
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
多
様
化
し
複
雑
化
し
た
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
は
手
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る

手
段
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
外
部
的
条
件
に
よ
っ
て
そ
の
充
足
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
こ
と
か
ら
、
交
換
媒
介
と
し
て
の
貨

幣
が
必
要
と
な
る
。
人
間
が
金
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
最
も
容
易
で
あ
る
。
こ
う
し
て
多
く
の
人
間
が



二
三
〇

離
農
し
、
工
場
労
働
を
は
じ
め
と
す
る
賃
金
労
働
へ
と
転
向
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
人
間
の
欲
求
の
多
様
化
と
複
雑
化
が
人
々

の
労
働
形
態
の
み
な
ら
ず
、
社
会
形
態
ま
で
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
必
要
以
上
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
賃
金
労
働
者
に
な
っ
た
こ
と
で
、
人
々
は
か
え
っ
て
貧
困
の
危
険
に
直
面
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
農
業
に
従
事
し
て
い
れ
ば
、
最
低
限
の
食
糧
を
確
保
す
る
の
は
可
能
で
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
働
者
た
ち
は
賃

金
の
み
に
依
存
し
て
お
り
、
不
況
等
に
突
入
す
れ
ば
賃
金
の
削
減
は
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
最
低
限
の
食
糧
す
ら
入
手
困
難
と
な
り
、
一

気
に
生
存
の
危
機
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
農
業
に
従
事
し
続
け
る
こ
と
な
く
、
増
大
し
、
多
様
化
し
た
こ
れ
ら
の
新

た
な
欲
求
の
た
め
に
働
き
、
よ
り
多
く
の
喜
び
を
得
よ
う
と
望
ん
で
い
る
人
が
年
々
増
加
し
て
い
る
と
い
う
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
、
今

日
の
政
治
家
は
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
貧
困
階
級
が
貧
困
の
た
め
に
「
危
険
な
階
級
」
へ
と
転

化
し
て
い
く
こ
と
へ
の
危
惧
が
う
か
が
え
る）

（1
（

。

　

そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
最
も
豊
か
な
国
ほ
ど
貧
困
者
が
多
い
と
い
う
最
初
に
示
し
た
矛
盾
に
関
し
て
、
次
の
よ

う
な
考
え
を
提
示
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
人
々
が
期
待
し
て
い
る
生
活
水
準
の
平
均
は
、
世
界
の
ど
の
国
よ
り
も
高
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
王
国
で
は
貧
困

は
容
易
に
拡
大
し
て
し
ま
う
。

も
し
こ
れ
ら
の
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
国
家
が
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
公
的
な
慈
善
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
が
増
え
る

に
違
い
な
い
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
つ
く
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
結
果
に
到
達
す
る
二
つ
の
強
力
な
理
由
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
国
民
の
中
で
、
自
ず
と
欲
求
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
階
級
が
絶
え
ず
増
大
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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二
三
一

も
う
ひ
と
つ
は
、
欲
求
も
ま
た
無
限
に
増
大
し
、
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
欲
求
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
場

面
は
、
日
々
増
加
し
て
い
る）

（1
（

。

『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
は
貧
困
問
題
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
以
上
に
、
そ
の
内
容
は
人
間
の
欲
求
に
関
す
る
考
察
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
貧
困
の
根
本
原
因
と
し
て
人
間
の
欲
求
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
の
貧
困
観
で
特
徴
的
な
こ
と

は
、
農
業
労
働
と
工
場
労
働
を
対
立
的
に
捉
え
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
労
働
力
の
移
動
が
発
生
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
工
場
労
働
を
は
じ

め
と
す
る
賃
金
労
働
を
安
定
性
の
面
か
ら
批
判
し
、
そ
こ
に
経
済
先
進
国
に
お
け
る
貧
困
の
原
因
を
見
出
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
マ
ル
サ
ス
の
『
人
口
論
』 A

n E
ssay on the Principle of 

Population 

（1798

）
を
熱
心
に
研
究
し
て
い
た）

（1
（

。
し
か
し
、
マ
ル
サ
ス
の
貧
困
論
が
純
粋
に
経
済
学
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
そ
れ
は
既
述
の
通
り
文
明
史
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

　

ま
た
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
同
時
代
に
労
働
者
の
状
況
を
分
析
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
は
、
賃
金
は
労
働
力
の
再
生
産
に
必
要
な
時
間
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
、
労
働
者
の
生
存
に
必
要
な
生
活
手
段
の
価
値
に
等
し
く
な
る
と
考
え
た）

11
（

。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
生
き
る
か
死
ぬ
か
と

い
う
程
度
の
賃
金
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
賃
金
の
決
定
要
因
を
労
働
者
の
外
部
に
求
め
た
が
、
賃
金
が
労
働

力
の
価
格
で
あ
り
、
労
働
力
を
再
生
産
さ
せ
る
た
め
の
費
用
で
あ
る
以
上
、
貧
困
も
外
部
的
原
因
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
貧
困
の
原
因
を
人
間
の
心
理
に
求
め
て
い
る
た
め
、
貧
困
の
責
任
を
そ
の
個
人
に
負
わ
せ
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
が
貧
困
発
生
を
文
明
史
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
現

象
の
根
底
に
「
神
意
」（providence

）
と
い
う
も
の
の
作
用
を
考
え
る
。
彼
は
必
然
論
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
自
由
意
思
を
最
大



二
三
二

限
尊
重
し
た
人
間
で
は
あ
っ
た
が
、《providence

》
を
中
核
に
据
え
た
文
明
史
と
い
う
視
点
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
事
象

が
人
間
の
力
だ
け
で
は
完
全
に
統
御
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
人
間
は
歴
史
の
流
れ
を
免
れ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
自
由
意
志
に
基

づ
い
て
積
極
的
に
時
代
に
参
与
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
自
由
で
自
立
的
な
営
為
と
巨
大
な
不
可
避
的
趨

勢
と
し
て
の
歴
史
の
流
れ
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
人
間
の
存
在
を
位
置
づ
け
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観
を
考
え
る
場
合
に
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
が
、
こ
の
頃
個
人
の
貧
困
の
原
因
と
さ
れ
て
い
た
貧
困

者
の
怠
惰
の
問
題
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
人
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
と
同
様
、
生
来
的
に
怠
惰
（oisivite

）
を
熱
烈
に
求
め
て
し

ま
う
の
で
あ
る）

1（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
怠
惰
を
人
間
の
本
性
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

少
な
く
と
も
怠
惰
を
犯
罪
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
仮
に
怠
惰
の
結
果
と
し
て
貧
困
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
は
一
定
の
慈
善
は

施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
本
能
的
に
怠
け
て
し
ま
う
心
性
を
矯
正
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

導
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
の
名
目
は
刑
罰
制
度
の
視
察
に
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
共
著
者
の
ボ
ー

モ
ン
が
帰
国
後
に
発
表
し
た
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
刑
務
所
制
度
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
適
用
に
関
す
る
報
告
』
の
中
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
の

貧
困
」（Paupérism

e en A
m

érique

）
と
い
う
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
救
貧
院
（poor house

）
に
つ

い
て
、「
救
貧
院
は
監
獄
で
は
な
い
し
、
監
獄
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る）

11
（

。
貧
困
は
罪
で
は
な
く
、
そ
し
て
貧
困
者
に
対

し
て
施
さ
れ
る
の
は
懲
罰
で
は
な
く
、
矯
正
で
あ
り
、
教
化
と
い
う
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
後
程
詳
述
す
る
ア
ル
バ
ン
・
ド
・
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ

ン A
lban de V

illeneuve-Bargem
ont 

（
一
七
八
四
―
一
八
五
〇
）
の
『
キ
リ
ス
ト
教
経
済
綱
要
』 É

conom
ie politique chrétienne 

を

参
照
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
中
で
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
、
産
業
社
会
に
「
新
た
な
封
建
制
」（féodalité nouvelle

）
が
誕
生
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三

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
そ
れ
は
中
世
の
封
建
制
よ
り
も
は
る
か
に
専
制
的
で
抑
圧
的
な
「
金
と
産
業
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」

（aristocratie de l’argent et de l’industrie

）
で
あ
る
。
汲
々
と
日
々
の
暮
ら
し
を
生
き
る
貧
困
階
級
と
「
金
と
産
業
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ

シ
ー
」
と
の
間
の
歴
然
と
し
た
格
差
は
、
社
会
を
解
体
す
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た）

11
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、
貧
困
問
題
は
「
社
会

問
題
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
憂
慮
し
て
い
た
が
、
彼
に
よ
る
、
貧
困
の
根
本
原
因
は
欲
求
だ
と
す
る
見
解
は
正
確
な
も
の
と
い

え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
当
時
の
貧
困
の
主
因
は
、
や
は
り
急
速
な
産
業
化
と
そ
れ
に
伴
う
都
市
部
へ
の
人
口
流
入
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

状
況
下
で
労
働
者
は
不
当
な
ま
で
に
低
い
価
値
で
自
身
の
労
働
力
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
経
済
構
造
に
求
め
ら
れ
る
べ
き

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
欲
求
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
人
々
で
は
な
く
、
何
と
か
生
存
を
維
持
し
よ
う
と
格
闘
し
て
い
た
貧
し
き
人
（々les 

m
isérables

）
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
の
分
析
の
方
が
よ
り
正
確
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
々
、

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
問
題
意
識
も
社
会
の
解
体
に
対
す
る
懸
念
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
彼
の
関
心
は
生
存
も
ま
ま
な
ら
な
い
最

下
層
に
向
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る）

11
（

。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
考
え
る
貧
困
者
像
は
そ
れ
と
相
違
し
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
論
文
と
同
時
期
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
視
察
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
理
論
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
系
列
を
確
認
し
て
み
る
と
、
一
八
三
一
年
五
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
ア
メ
リ
カ
視
察
を
行
っ

た
後
、
同
九
月
ま
で
に
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
刑
務
所
制
度
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
適
用
に
関
す
る
報
告
』
を
完
成
さ
せ
、
一
八
三
三
年
一
月

に
そ
れ
を
出
版
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
同
年
八
月
か
ら
九
月
ま
で
イ
ギ
リ
ス
視
察
に
出
か
け
、
ラ
ド
ナ
ー
卿
を
訪
ね
て
い
る）

11
（

。
ケ
ラ

シ
ー
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
と
し
て
の
貧
困
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る）

11
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
イ
ギ
リ
ス

か
ら
帰
国
す
る
と
、
そ
の
直
後
の
一
八
三
三
年
一
〇
月
か
ら
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
第
一
巻
を
集
中
的
に
執
筆
し
、
一
八
三



二
三
四

四
年
八
月
に
完
成
さ
せ
、
翌
年
一
月
に
発
表
す
る
。
そ
し
て
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
は
そ
の
直
後
か
ら
四
月
の
間
に
執
筆
さ
れ
、
同

年
十
一
月
に
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
『
貧
困
に

関
す
る
覚
書
』
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
た
研
究
に
基
づ
き
、
構
想
さ
れ
、
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア

メ
リ
カ
社
会
の
印
象
に
引
き
ず
ら
れ
て
貧
困
を
論
じ
て
い
る
可
能
性
が
推
量
さ
れ
る
。

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
題
材
は
平
等
社
会
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
貧
困
は
相
対
的
な
貧
困
に
過
ぎ
な
か
っ
た）

11
（

。
こ

れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
者
は
絶
対
的
な
貧
困
状
態
に
あ
っ
た
。
印
象
深
い
ア
メ
リ
カ
視
察
と
そ
れ
に
基
づ
く
大
著

執
筆
の
後
に
書
か
れ
た
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
が
、
そ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
時
代
の
進
展
に
伴
っ
て
、
人
々
の
意
識
は
変
化
し
て
い
く
。『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
も
『
貧
困
に

関
す
る
覚
書
』
も
一
八
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
産
業
化
・
市
場
経
済
化
は
一
層

進
展
し
、
下
層
階
級
の
中
に
ま
で
物
質
的
欲
求
の
充
足
を
求
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
に
則
れ
ば
、
こ

れ
は
平
等
意
識
の
浸
透
す
な
わ
ち
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
の
進
行
で
あ
る
。
貧
困
者
の
間
に
す
ら
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
一
定
の
物
質
的
安
寧

を
享
受
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
拡
が
り
、
そ
れ
が
「
嫉
妬
」（jalousie

）
と
な
っ
て
二
月
革
命
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
に
お
け
る
貧
困
の
問
題
を
総
合
的
に
考
え
る
に
は
二
月
革
命
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
貧
困
を
個
人
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
「
個
人
的
貧
困
」（pauvreté individuelle

）
と
い
う
従
来
か
ら
の

考
え
方
と
は
別
に
、
貧
困
は
社
会
的
・
構
造
的
に
惹
起
さ
れ
る
と
す
る
「
社
会
的
貧
困
」（paupérism

e

）
と
い
う
理
解
が
新
た
に
浸
透
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
大
の
意
義
は
、
貧
困
問
題
が
政
治
の
文
脈
で
議
論
さ
れ
る
環
境
を
整
備
し
た
点
に
あ
る）

1（
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

貧
困
論
も
、
そ
の
流
れ
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
の
貧
困
観
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
個
人
的
貧
困
と
社
会
的
貧
困
が
複
雑
に
混
交
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

彼
は
貧
困
の
原
因
と
し
て
欲
求
と
怠
惰
と
い
う
個
人
的
要
因
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
特
に
欲
求
に
関
し
て
は
社
会
的
影
響
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
、
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
欲
求
に
駆
ら
れ
て
、
人
々
が
賃
金
労
働
へ
と
移
行
し
た
結
果
、
彼
ら
は
貧
困
に
陥

る
。
よ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
検
討
を
迫
ら
れ
た
貧
困
対
策
は
、
個
人
的
貧
困
と
社
会
的
貧
困
の
双
方
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
が

あ
っ
た
。

二　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学

　

十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
、「
政
治
経
済
学
」（économ

ie politique

）
と
「
社
会
経
済
学
」（économ

ie sociale

）
と
い
う
二
つ

の
経
済
学
説
が
存
在
し
て
い
た）

11
（

。

　

政
治
経
済
学
は
十
八
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
流
古
典
派
経
済
学
の
強
い
影
響
の
下
、
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
イ Jean Baptiste 

Say 

（
一
七
六
七
―
一
八
三
二
）
や
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ Charles D

unoyer 

（
一
七
八
六
―
一
八
六
二
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
考
え

方
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
を
構
成
す
る
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des sciences m

orales et politiques

）
等
に
関

係
す
る
経
済
学
者
を
中
心
に
主
張
さ
れ
た
。
田
中
拓
道
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
考
え
は
国
家
介
入
を
排
除
し
な
が
ら
も
秩
序
の
維
持
を
図
る

た
め
に
、
家
父
長
的
家
族
や
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ（patronage

）
等
の
伝
統
を
重
視
し
て
貧
困
者
の
道
徳
（m

oral

）
化
を
図
っ
た
思
想
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
社
会
経
済
学
は
七
月
王
政
期
の
指
導
層
に
該
当
す
る
新
旧
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
や
保
守
主
義
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た

思
想
で
あ
り
、
自
由
主
義
経
済
の
負
の
側
面
、
特
に
伝
統
的
な
社
会
的
紐
帯
の
解
体
を
批
判
し
た
。
ま
た
、
社
会
経
済
学
は
階
層
的
社
会

観
を
前
提
と
し
て
お
り
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
や
家
父
長
的
家
族
、
宗
教
組
織
、
共
済
組
合
等
の
中
間
集
団
の
役
割
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、



二
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そ
れ
ら
を
統
合
し
て
「
新
し
い
慈
善
」（charité nouvelle

）
を
組
織
化
す
る
た
め
の
「
科
学
」
を
重
視
し
た
。
ち
な
み
に
、
社
会
経
済
学

が
主
張
さ
れ
た
の
も
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

ま
ず
、
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
取
り
上
げ
れ
ば
、
そ
の
学
説
形
成
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
セ
イ
の
考
え
で
あ
る
。
セ
イ
は
古
典
派
経
済

学
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
彼
の
学
説
に
は
典
型
的
な
古
典
派
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。
セ
イ
は
ス
ミ
ス
に
お
け
る

労
働
概
念
に
該
当
す
る
も
の
に
「
産
業
」（industirie

）
と
い
う
語
を
充
当
す
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
ス
ミ
ス
の
い
う

労
働
以
上
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る）

11
（

。
セ
イ
の
い
う
産
業
に
含
ま
れ
る
も
の
は
知
識
の
探
求
、
そ
の
知
識
の
応
用
、
そ
し
て
労
働
の
三
要

素
で
あ
り）

11
（

、
そ
こ
に
は
啓
蒙
思
想
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
思
想
と
ス
ミ
ス
を
中
心
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
と

の
融
合
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
知
的
探
求
を
中
心
と
し
た
人
間
の
行
動
と
し
て
産
業
を
理
解
し
、
そ
れ
を
中
核
と
し
た
社
会
構
築
を
試

み
た
点
な
ど
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
の
類
似
も
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
後
、
古
典
派
理
論
の
関
心
が
市
場
と
交
換
へ
と
集
中
し
て
い
く
中

で
、
そ
の
代
表
的
理
論
家
と
さ
れ
て
い
る
セ
イ
が
産
業
を
中
心
と
し
た
理
論
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る）

11
（

。

　

セ
イ
に
関
し
て
次
に
目
を
向
け
る
べ
き
点
は
、
道
徳
性
に
関
す
る
高
い
関
心
と
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
『
オ
ル
ビ
ー
』 O

lbie 

（1800

）

と
い
う
著
作
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
セ
イ
の
経
済
理
論
を
規
範
的
に
方
向
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
元
々
は
民
衆
の
中
に
道

徳
（m

orale

）
を
確
立
す
る
方
法
を
問
う
た
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
の
公
募
に
応
じ
た
論
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
の
内
容
は
「
国
民
の
習
俗

（m
œ

urs

）
を
改
善
す
る
方
法
に
関
す
る
考
察
」
と
い
う
副
題
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
セ
イ
は
道
徳
を
「
習
俗
の
科
学
」、
道
徳
性

（m
oralité

）
を
「
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
お
い
て
道
徳
上
の
規
範
を
考
慮
す
る
姿
勢
」
と
定
義
す
る）

11
（

。
彼
は
、
国
民
の
道
徳
涵
養
の
た
め
に
は
、

美
術
等
の
情
操
教
育
を
成
人
や
子
ど
も
の
区
別
な
く
国
民
全
体
を
対
象
に
施
す
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
、
セ
イ
の
道

徳
論
に
お
い
て
「
道
徳
に
関
す
る
第
一
の
本
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
経
済
学
」（économ

ie politique

）
で
あ
る）

11
（

。
彼
は
道
徳
教
育
の
た
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め
に
は
適
切
な
経
済
運
営
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
現
実
的
視
点
を
有
し
て
お
り
、
経
済
学
は
道
徳
の
基
礎
と
な
る
労
働
倫
理
の
育
成
機
能

を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た）

11
（

。
適
切
に
経
済
を
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
道
徳
が
不
可
欠
で
あ
り
、
情
操
教
育
に
は
経
済
的
な
裏
付
け

が
必
要
で
あ
る
。
セ
イ
の
中
で
道
徳
と
経
済
は
相
互
補
完
的
な
存
在
で
あ
っ
た

　

田
中
拓
道
は
政
治
経
済
学
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
第
一
に
、
政
治
経
済
学
者
に
と
っ
て
、
当
時
の
社
会
は
産
業

の
自
由
に
よ
る
「
進
歩
」「
文
明
化
」
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
状
況
と
認
識
さ
れ
る
。
第
二
に
、
不
平
等
と
階
層
化
の
進
展
は
産
業
の
進
歩

を
阻
害
せ
ず
、
む
し
ろ
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
産
業
化
に
伴
う
貧
困
は
普
遍
的
権
利
に
関
す
る
問
題
で
は
な
く
、
道
徳
と
い

う
貧
民
の
個
人
的
問
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
治
経
済
学
で
は
、
国
家
に
よ
る
全
体
的
な
福
祉
政
策
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、

彼
ら
の
考
え
る
社
会
問
題
へ
の
対
策
は
、
個
々
人
の
道
徳
に
働
き
か
け
、
彼
ら
の
中
に
自
己
規
律
や
自
己
責
任
感
を
内
面
化
さ
せ
る
こ
と

を
眼
目
と
す
る
。
要
す
る
に
、
政
治
経
済
学
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
大
の
病
弊
と
さ
れ
て
い
た
社
会
問
題
を
問
題
視
せ
ず
に
、

進
歩
の
動
因
と
し
て
不
平
等
を
前
向
き
に
評
価
し
た
。
彼
ら
も
現
実
に
社
会
問
題
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
が
、
不
平
等

に
肯
定
的
評
価
を
与
え
た
彼
ら
に
と
っ
て
社
会
問
題
は
本
質
的
に
は
構
造
的
問
題
と
は
な
り
得
ず
、
そ
れ
へ
の
対
応
は
部
分
的
な
い
し
個

別
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
政
治
経
済
学
は
人
間
が
本
質
的
に
は
平
等
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
学
説
で
も
あ
っ
た
。
個
々
人
の
道
徳
に
よ
っ
て
社
会

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
一
定
の
精
神
的
・
肉
体
的
・
能
力
的
資
質
を
有
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
初

め
て
成
立
す
る
。
貧
困
下
の
人
々
は
劣
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
行
う
べ
き
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
に
貧
困
状
態
に
陥
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
道
徳
の
涵
養
や
情
操
教
育
が
求
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
健
全
な
精
神
と
適
切
な
労
働
意
欲
が
育
ま
れ
た
な
ら
ば
、
彼
ら

が
貧
困
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
点
で
、
政
治
経
済
学
の
人
間
観
は
楽
天
的
で
あ
る
。



二
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た
だ
、
あ
く
ま
で
も
、
政
治
経
済
学
に
お
い
て
第
一
に
重
視
さ
れ
る
の
は
経
済
お
よ
び
経
済
学
で
あ
る
。
道
徳
は
重
視
さ
れ
て
は
い
る

が
、
経
済
に
対
し
て
従
属
的
な
位
置
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
ら
は
、
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
や
セ
イ
に
よ

る
政
治
経
済
学
を
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
で
個
人
主
義
的
、
自
由
主
義
的
、
そ
し
て
貪
欲
な
理
論
」
と
批
判
し
、
こ
れ
が
貧
困
の
原
因
で

あ
る
と
考
え
た）

1（
（

。

　

政
治
経
済
学
に
対
し
て
批
判
的
な
目
を
向
け
た
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
、
自
身
の
立
場
と
し
て
の
社
会
経
済
学
を
次
の
よ

う
に
定
義
し
て
い
る
。

真
の
社
会
経
済
学
は
、
労
働
と
慈
善
（charité

）
を
同
時
に
喚
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
富
の
生
産
よ
り
も
安
寧
な
暮
ら
し
（bien-être

）

を
全
体
に
も
た
ら
し
、
広
め
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
欲
求
を
際
限
な
く
増
大
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
制
限
す
る
よ
う
に
対

処
す
る
。
産
業
の
拡
大
を
適
正
な
程
度
に
調
整
し
、
最
終
的
に
は
主
と
し
て
国
民
の
産
業
の
発
展
に
取
り
組
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
国
家
の
収
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
富
の
生
産
は
二
次
的
な
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
経
済
学
に
お
い
て
第
一
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
安
寧
で
あ
り
、
労
働
と

い
う
経
済
的
要
素
と
慈
善
と
い
う
道
徳
的
要
素
は
共
に
重
視
さ
れ
る
。
政
治
経
済
学
が
目
指
し
た
富
の
拡
大
も
、
ま
た
サ
ン
＝
シ
モ
ン
ら

の
社
会
主
義
者
た
ち
が
求
め
た
よ
う
な
社
会
に
対
す
る
産
業
理
論
の
適
用
も
、
こ
こ
で
は
目
指
さ
れ
な
い）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
成
り
立
っ

た
背
景
に
は
富
と
「
幸
福
」（bonheur

）
の
区
別
が
あ
る
。
社
会
経
済
学
は
、
国
家
や
社
会
が
目
指
す
べ
き
目
標
と
し
て
国
民
の
幸
福
の

実
現
を
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
社
会
経
済
学
に
お
い
て
は
、
政
治
経
済
学
以
上
に
道
徳
が
重
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
政
治
経
済
学
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に
お
い
て
道
徳
は
経
済
学
を
支
持
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
社
会
経
済
学
で
は
道
徳
は
直
接
的
な
目
標
と
な
り
、

経
済
や
経
済
学
は
道
徳
的
充
足
を
獲
得
す
る
た
め
手
段
に
ま
で
そ
の
立
場
を
低
下
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、
社
会
経
済
学
に
お
い
て
は
、
経

済
や
経
済
学
は
道
徳
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
社
会
経
済
学
は
当
時
の
支
配
層
の
支
持
を
集
め
て
い
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
こ
の
学
説
が
階
級
や
階
層
の
存
在

を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
階
級
関
係
は
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
道
徳
を
媒
介
と
し
た
共
同
性

が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
幸
福
だ
と
理
解
さ
れ
た）

11
（

。
そ
し
て
社
会
経
済
学
は
、
社
会
問
題
対
策
と
し
て
「
新
し
い
慈

善
」（charité nouvelle

）
を
提
唱
す
る）

11
（

。
そ
こ
で
中
心
的
な
役
割
を
求
め
ら
れ
た
の
が
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
に
期
待
さ
れ
た

の
は
実
際
の
活
動
以
上
に
そ
れ
を
通
し
て
育
ま
れ
る
階
級
間
の
一
体
感
や
相
互
扶
助
精
神
と
い
っ
た
道
徳
的
効
果
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
「
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
」（corporation

）
と
呼
ば
れ
る
同
業
組
合
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
親
方
（m

aître

）

を
頂
点
と
し
た
階
層
的
組
織
で
あ
り
、
一
般
に
国
王
に
よ
る
公
認
を
成
立
根
拠
と
し
て
、
特
定
地
域
に
お
け
る
同
業
職
人
を
統
括
し
て
い

た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
発
生
す
る
と
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
は
共
和
国
の
一
体
性
に
反
す
る
存
在
と
見
な
さ
れ
、
一
七
九
一
年
の
ル
＝
シ
ャ

プ
リ
エ
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
。
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
も
、
広
い
意
味
で
は
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
分
類
さ
れ
る
。
だ
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
ド
・
ラ
ボ
ル
ド A

lexandre de La Borde 

（
一
七
七
三
―
一
八
四
二
）
は
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
が
個
人
主
義
的
で
排
他
的
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
自
由
の
精
神
に
基
づ
い
た
組
織
で
あ
り
、「
公
共
精
神
」（esprit publique

）
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
区
別
し
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
自
団
体
の
み
な
ら
ず
、
国
家
や
社
会
全
体
の
利
益
を
考

慮
し
た
、
成
員
の
自
発
性
を
動
因
と
し
た
自
由
な
団
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
理
由
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ア
ソ
シ
ア

シ
オ
ン
が
慈
善
の
担
い
手
と
さ
れ
た
の
は
、
個
人
の
自
由
と
全
体
と
し
て
の
公
共
性
に
対
す
る
配
慮
の
両
立
が
そ
れ
に
期
待
さ
れ
て
い
た



二
四
〇

た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
お
い
て
私
的
要
素
と
公
的
要
素
は
一
体
化
し
、
慈
善
と
い
う
具
体
的
作
用
と
し
て

社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
の
関
係
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
経
済
を
第
一
に
考
え
て
富
の
拡
大
を
目
標
と
し
た
政
治
経
済
学
に
対
し
て
、

精
神
的
充
足
（bien-être

）
を
目
指
し
た
の
が
社
会
経
済
学
で
あ
り
、
こ
の
点
が
最
大
の
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
方
、
こ
れ
ら
の
第
一
の
共
通
点
は
、
双
方
と
も
が
単
純
な
古
典
派
経
済
理
論
に
基
づ
く
経
済
政
策
に
よ
る
社
会
の
解
体
に
危
機
感
を

抱
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
も
市
場
の
秩
序
と
同
様
に
有
機
的
人
間
関
係
と
し
て
の
社
会
を
重
視
し
て
お
り
、
社
会
の
危
機

を
認
識
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
は
、
経
済
を
社
会
に
組
み
込
む
形
に
関
し
て
違
い
は
見
ら
れ
た
が
、
そ
の

出
発
点
と
到
達
点
は
一
致
し
て
い
た
。

　

第
二
の
共
通
点
と
し
て
、
経
済
が
も
た
ら
す
危
険
に
対
し
て
、
人
々
や
社
会
の
人
々
の
道
徳
性
の
涵
養
に
よ
っ
て
そ
の
克
服
を
試
み
た

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
が
共
に
社
会
的
紐
帯
と
し
て
期
待
し
た
の
が
道
徳
で
あ
る）

11
（

。
セ
イ
は
情
操
教
育
等
を
通

し
て
、
社
会
経
済
学
は
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
通
し
て
、
道
徳
の
涵
養
を
図
っ
た
。
社
会
の
解
体
が
進
み
、
人
間
関
係
が
希
薄
化
す
る
と
、

益
々
社
会
の
解
体
が
進
む
と
い
う
負
の
螺
旋
運
動
が
発
生
す
る
。
道
徳
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
社
会
の
解
体
が
進
み
、
社
会
が

解
体
さ
れ
て
い
く
か
ら
こ
そ
、
道
徳
も
失
わ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
道
徳
の
欠
落
と
貧
困
が
遭
遇
し
た
時
、
人
は
犯
罪
に
手
を
染
め
る
の
で

あ
り
、
民
衆
の
道
徳
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
き
れ
ば
貧
困
者
た
ち
の
「
危
険
な
階
級
」
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
の
間
に
は
表
面
的
な
違
い
に
反
し
て
、
そ
の
根
幹
に
は
共
通
し
た
問
題
意
識
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
社
会

や
経
済
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
見
解
も
、
両
学
説
の
研
究
を
通
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
身
に
は
経
済
学
的
な
知
識
が
不
足
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
は
政
治



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
四
一

経
済
学
・
古
典
派
経
済
学
と
社
会
経
済
学
と
い
う
当
時
の
二
大
経
済
理
論
を
共
に
研
究
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済

の
関
係
に
つ
い
て
も
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
を
通
し
て
考
え
を
深
め
て
い
た
。
よ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
当
時
の
主
要
経
済
学

に
関
す
る
一
定
以
上
の
知
識
は
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
立
っ
て
い
た
経
済
理
論
が
何
か
、
と
り
わ
け
彼
が
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
の
ど
ち
ら
を
支
持

し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
両
方
の
理
論
が
共
に
提
起
し
た
問
題
点
や
共
通
す
る
見
解
を

摂
取
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
自
身
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
中
で
消
化
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

平
等
化
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
産
業
化
・
市
場
経
済
化
と
い
う
二
つ
の
潮
流
の
中
で
、
市
場
経
済
の
弊
害
の
克
服
と
経
済
に
お
け
る

道
徳
性
の
回
復
を
、
市
民
的
実
践
を
通
し
て
実
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て

は
、
い
か
に
甚
大
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
経
済
の
問
題
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
い
う
社
会
理
論
の
枠
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

三　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
論

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
の
社
会
政
策
論
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
慈
善
（bienfaisance 

ま
た
は charité

）
に
関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
貧
困
者
の
扶
助
に
は
、「
私
的
慈
善
」（charité

）
と
「
公
的
慈
善
」（charité publique

）
の
二
種
類
が
あ
る
と
考
え
る）

11
（

。

前
者
に
は
有
史
以
来
の
歴
史
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
（christianism

e

）
に
よ
っ
て
徳
と
し
て
措
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
身
近
な
人
々
の
不

幸
な
状
況
の
緩
和
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
私
的
慈
善
と
比
べ
て
情
熱
で
は
劣
る
が
、
よ
り
理
性
的
で
有
効
性
が



二
四
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高
い
。
そ
の
対
象
は
社
会
の
構
成
員
全
体
で
あ
り
、
彼
ら
を
組
織
的
に
扶
助
す
る
。
こ
の
種
類
の
慈
善
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム

（protestantism
e

）
か
ら
生
ま
れ
、
近
代
社
会
で
の
み
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
実
例
を
参
考
と

し
て
公
的
慈
善
を
批
判
し
、
私
的
慈
善
の
有
効
性
を
主
張
す
る）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
同
程
度
の
文
明
段
階
に
あ
る
国
と
比
較
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
社
会
的
貧
困
（paupérism

e

）
の
拡
大
が
著
し
い
こ
と
の

理
由
を
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
以
来
の
救
貧
制
度
に
求
め
て
い
る）

1（
（

。
彼
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
過
去
二
世
紀
以
上
に
わ
た
り
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
原
理
に
基
づ
い
て
公
的
慈
善
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
は
惨
憺
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル

は
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
の
中
で
、
一
八
三
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
視
察
の
際
に
目
に
し
た
、
公
的
扶
助
を
得
る
た
め
に
我
欲
を
あ
ら
わ
に

し
て
い
る
人
々
の
様
子
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
的
慈
善
制
度
が
道
徳
的
退
廃
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
主
張
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
人
々
の
自
由
と
自
主
性
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
彼
は
、「
実

際
の
と
こ
ろ
、
自
由
と
は
『
聖
な
る
』
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
徳
』
と
い
う
名
の
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
。
さ
ら
に
、

善
な
る
も
の
の
『
自
由
な
』
選
択
以
外
、
徳
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
不
平
不
満
と
要
求
の
み
を
口
に
す
る

人
々
の
姿
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
目
に
道
徳
の
危
機
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
道
徳
を
社
会
の
紐
帯
と
考
え
て
い
た
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
光
景

は
社
会
解
体
の
危
機
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
体
制
を
政
治
・
経
済
制
度
と
し
て
で

は
な
く
、
社
会
的
・
道
徳
的
危
機
と
い
う
現
象
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

各
慈
善
に
対
す
る
評
価
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
私
的
慈
善
は
、
援
助
を
す
る
富
者
と
そ
れ
を
受
け
る
貧

困
者
の
間
に
有
機
的
人
間
関
係
を
構
築
す
る
。
こ
れ
ら
の
階
級
の
間
に
は
利
害
と
感
情
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
た
め
、
彼
ら
は
本
性
的
に

離
反
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
階
級
間
に
私
的
慈
善
は
「
道
徳
的
紐
帯
」（lien m

oral

）
を
形
成
す
る
効
果
を
有
す
る）

11
（

。
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二
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こ
れ
に
対
し
て
、
公
的
慈
善
は
「
道
徳
性
」（m

oralité

）
を
取
り
去
っ
て
し
ま
う
。
富
者
に
と
っ
て
、
公
的
慈
善
と
は
自
分
に
断
り
も
な

く
富
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
貧
困
者
は
貪
欲
な
他
人
に
し
か
見
え
な
い
。
一
方
、
貧
困
者
の
側
も
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る
扶
助

に
対
し
て
感
謝
も
満
足
も
し
な
い
。
よ
っ
て
、
富
者
は
憎
悪
と
不
安
を
も
っ
て
、
貧
困
者
も
嫉
妬
と
羨
望
を
も
っ
て
世
界
を
眺
め
る
よ
う

に
な
り
、
多
く
の
貧
困
者
が
怠
惰
な
状
態
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
公
的
慈
善
を
道
徳
性
喪
失
の
要
因
と
考
え
た
が
、
そ
こ
に
社
会
経
済
学
と
の
共
通
性
を
看
取
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
社
会
経
済
学
は
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
理
念
に
基
づ
く
階
級
間
の
統
合
の
実
現
を
目
指
し
た
。
他
方
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
私

的
慈
善
の
持
つ
有
機
性
を
通
し
て
培
わ
れ
た
道
徳
性
が
階
級
の
融
和
を
実
現
す
る
と
い
う
見
込
み
を
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
中
で
私
的
慈
善
は
一
種
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

公
的
慈
善
の
行
き
着
く
先
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

だ
が
、
私
は
こ
の
よ
う
に
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
法
的
で
恒
常
的
な
あ
ら
ゆ
る
行
政
制
度
は
、
貧
困
者
の
欲
求
を
充
足
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
癒
や
す
こ
と
が
可
能
な
程
度
を
超
え
た
貧
困
を
生
み
出
し
、
助
け
慰
め
よ
う

と
思
う
人
々
を
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
、
富
者
を
貧
し
い
農
民
へ
と
貶
め
、
蓄
え
を
尽
き
さ
せ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
資
本
の
蓄
積
を
妨
げ
、
商
業
の
発
展
を
阻
み
、
人
間
の
行
動
と
産
業
活
動
を
鈍
化
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
最
終

的
に
暴
力
革
命
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
だ
ろ
う）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
平
等
化
の
中
に
生
じ
る
貧
困
の
主
因
は
人
々
の
欲
求
で
あ
る
。
公
的
慈
善
は
物
質
的



二
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支
援
を
行
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
道
徳
性
や
階
級
融
和
は
配
慮
し
な
い
た
め
、
い
く
ら
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
公
的
慈
善
に

よ
っ
て
階
級
対
立
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
自
身
の
理
論
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
人
々
の
内
面
に
「
物
質

主
義
」（m

atérialism
e

）
と
い
う
心
性
を
醸
成
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
彼
の
い
う
物
質
主
義
は
強
烈
な
物
欲
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
物
質
的
な
安
寧
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
人
々
の
執
着
は
強
い
。
だ
が
、
平
等
化
に
よ
る
社
会
の
不
安
定
化

で
平
穏
な
生
活
が
困
難
に
な
り
、
そ
れ
に
加
え
て
階
級
対
立
が
重
な
れ
ば
、
革
命
が
発
生
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
元
々
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
進
展
す
る
と
革
命
発
生
の
危
険
性
は
減
少
す
る
と
考
え
て
い
た）

11
（

。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
革
命
を
一
体
的
に
理
解
し
て
い
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
々
に
対
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
忌
避
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
中
で
の
自
由

の
維
持
を
模
索
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
社
会
問
題
の
発
生
が
そ
の
理
論
の
妥
当
性
に
疑
義
を
生
じ
さ
せ
た
。
さ
ら
に
社
会
問

題
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
公
的
慈
善
も
革
命
の
誘
因
に
な
り
得
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
公
的
慈
善
が
「
個

人
の
苦
難
に
対
し
て
偽
り
の
一
時
的
な
救
済
を
も
た
ら
す
も
の
」
で
し
か
な
く
、「
い
か
に
そ
の
手
段
を
行
使
し
て
も
、
社
会
の
災
厄
を

悪
化
さ
せ
る
も
の
」
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
す
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
公
的
慈
善
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
虚
弱
児
童
や
精
神
疾
患
を
含
む
様
々
な
疾
病
を
抱
え
た
人
々
、

ま
た
国
家
規
模
の
災
害
被
害
に
対
し
て
は
公
的
な
支
援
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
公
的
慈
善
と
し
て
、

彼
は
貧
し
い
児
童
に
対
す
る
無
償
の
学
校
教
育
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、「
労
働
に
よ
っ
て
必
需
品
を
獲
得
す
る
手
段
を
、
無
償

で
そ
の
頭
脳
に
提
供
す
る）

11
（

」
こ
と
に
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
怠
惰
を
罪
と
は
考
え
な
か
っ
た
が
、
労
働
が
不
可
能
な
人
間
に
施
さ
れ
る

支
援
と
同
等
の
援
助
を
怠
惰
な
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
は
認
め
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。
慈
善
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
仕
方

な
く
貧
困
状
態
に
あ
る
者
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
対
象
者
拡
大
は
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
を
ひ
き
起
こ
す
。
道
徳
性
を
重
視
す
る
ト
ク
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ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
に
対
す
る
無
償
教
育
も
、
同
情
心
に
起
因
す
る

と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
延
長
線
上
で
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

公
的
慈
善
を
基
本
的
に
否
定
し
た
の
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
私
的
慈
善
に
は
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
私

的
慈
善
は
「
問
題
を
解
決
す
る
に
は
脆
弱
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
自
身
が
有
す
る
危
険
性
に
対
す
る
防
護
と
な
る）

11
（

」。
イ
ギ
リ
ス
の

公
的
慈
善
が
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
に
、
か
え
っ
て
社
会
問
題
の
深
刻
化
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
私
的
慈
善
の
効

果
は
強
く
は
な
い
が
、
副
作
用
も
小
さ
い
。
こ
こ
に
社
会
問
題
と
慈
善
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
本
当
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
社
会
問
題
は
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
公
的
介
入
は
必
要
だ
が
、
そ
の
解
決
は
第
一
の
目
標
に

置
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
慈
善
は
次
善
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
彼
は
慈
善
の
み
に
よ
る
社
会
問
題
の
解
決
を
否
定

し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
対
策
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
た
も
の
が
、
労
働
者
に
よ
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
貯
蓄
金
庫
（caisse 

d’épargne

）
で
あ
っ
た
。

　

か
ね
て
よ
り
労
働
者
た
ち
の
間
に
は
、
資
本
家
に
よ
る
支
配
を
受
け
な
い
で
互
い
に
協
力
し
合
っ
て
、
資
金
を
持
ち
寄
り
、
組
合
を
通

し
て
産
業
活
動
を
行
う
こ
と
、
要
す
る
に
「
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」（associations industrielles

）
の
構
想
が
存
在
し
た）

1（
（

。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
は
政
治
的
領
域
に
お
け
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
従
前
よ
り
主
張
し
て
き
た
が）

11
（

、
こ
れ
は
経
済
・
社
会
的
範
疇
に
属

す
る
事
柄
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
公
的
慈
善
が
人
々
の
受
動
性
を
強
め
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
労
働
者
の

自
発
性
を
刺
激
す
る
。
社
会
問
題
を
打
開
す
る
方
策
と
し
て
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
考
え
た
時
、
そ
れ
は
労
働
者
の
境
遇
改
善
を
可
能

に
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
公
的
慈
善
が
内
包
し
て
い
る
危
険
性
を
抑
制
す
る
効
果
も
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ



二
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の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
り
、「
多
く
の
産
業
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
運
営
さ
れ
て
い
く

時
代
が
近
づ
い
て
い
る
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
期
待
を
隠
さ
な
い）

11
（

。
そ
し
て
政
府
に
対
し
て
、
こ
の
動
き
を
適
切
に
支
援
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
構
想
は
そ
の
多
く
が
労
働
者
の
資
質
や
資
力
の
不
足
等
か

ら
破
綻
を
迎
え
た
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
別
の
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
次
い
で
提
示
し
た
の
が
、
貯
蓄
の
推
奨
と
貯
蓄
金
庫
の
設
立
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
あ
ら
ゆ
る

問
題
は
、
貧
困
者
が
貯
蓄
し
、
そ
の
貯
蓄
か
ら
収
益
を
上
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
手
段
を
模
索
す
る
こ
と
に
行
き
着
く
」
の
で
あ
り
、
よ
っ

て
「
賃
金
の
う
ち
か
ら
、
貯
蓄
す
る
こ
と
を
推
奨
し
よ
う
。
そ
し
て
、
貯
蓄
し
、
そ
こ
か
ら
収
益
を
生
み
出
す
容
易
で
確
実
な
方
法
を
労

働
者
に
提
示
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
る）

11
（

。
当
時
の
労
働
者
に
は
基
本
的
に
貯
蓄
の
習
慣
が
な
か
っ
た
た
め
、
何
の
貯
え
も
な
い
賃
金
労
働

者
は
不
況
や
失
業
に
よ
っ
て
容
易
に
貧
困
状
態
に
転
落
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
経
済
変
動
に
対
す
る
労
働
者
の
耐
力
を
増
す
た
め
に
は
、

ま
ず
は
彼
ら
に
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
貯
蓄
の
習
慣
を

通
し
て
、
労
働
者
に
「
所
有
の
観
念
と
習
慣
」（l’esprit et les habitudes de la propriété

）
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た）

11
（

。
彼
は
、

財
産
所
有
が
人
々
の
精
神
に
与
え
る
影
響
を
重
く
見
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
無
産
者
（prolétaires

）
の
特
徴
と
し
て
、
過
度
の
放
縦
や
先

見
性
の
欠
如
、
結
婚
等
の
人
生
設
計
に
お
け
る
無
計
画
等
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
、
財
産
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
や
所
有
に

関
す
る
観
念
の
欠
如
が
道
徳
の
涵
養
を
阻
害
し
、
そ
れ
が
社
会
解
体
の
誘
因
に
な
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
貯
蓄

の
習
慣
は
貧
困
対
策
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
社
会
を
維
持
す
る
機
能
と
意
義
の
点
か
ら
も
重
視
さ
れ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
貯
蓄
金
庫
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
貯
蓄
を
促
進
す
る
第
一
か
つ
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た）

11
（

。
預
金
者
の

四
分
の
三
は
労
働
者
や
職
人
等
で
、
一
八
三
七
年
に
は
八
十
五
県
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る）

11
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
預
金
額
は
わ
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ず
か
な
期
間
で
一
億
フ
ラ
ン
に
ま
で
達
し
て
い
た）

11
（

。
一
八
三
七
年
三
月
三
十
一
日
法
に
よ
っ
て
貯
蓄
金
庫
は
預
金
者
に
四
％
の
利
子
を
支

払
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
預
金
の
大
半
は
国
債
の
購
入
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
た）

11
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
以
前
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
中
で
、
中
央
集
権
に
絡
め
て
貯
蓄
金
庫
を
批
判
し
て
い
た
。

国
家
は
、
国
債
に
よ
っ
て
豊
か
な
人
々
の
金
を
引
き
寄
せ
、
貯
蓄
金
庫
に
よ
っ
て
貧
し
い
者
の
金
を
思
い
の
ま
ま
に
す
る
。
そ
の
す

ぐ
間
近
の
場
所
で
、
そ
し
て
そ
の
中
で
、
国
家
の
富
は
絶
え
間
な
く
増
大
し
て
い
く
。
境
遇
の
平
等
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ

は
さ
ら
に
蓄
積
し
て
い
く
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
に
あ
っ
て
は
、
個
人
が
信
頼
を
喚
起
さ
れ
る
の
は
、
国
家
し
か
存
在
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
な
り
に
力
が
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
維
持
さ
れ
そ
う
に
見
え
る
存
在
は
国
家
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。

　

個
々
人
の
少
額
の
貯
金
は
貯
蓄
金
庫
で
集
約
さ
れ
、
さ
ら
に
貯
蓄
金
庫
が
国
債
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
資
金
は
最
終
的

に
国
庫
に
流
入
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
産
業
化
・
市
場
経
済
化
に
お
け
る
国
家
の
性
格
を
「
事
業
者
」（entrepreneur

）
や
「
消
費
者
」

（consom
m

ateur

）
と
形
容
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
国
家
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
国
民
の
資
金
を
集
中
的
に
掌
握
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
指

導
者
」（chef

）
に
な
る
だ
け
で
な
く
「
主
人
」（m

aître

）
に
も
な
り
、
ま
た
「
執
事
」（intendant

）
に
も
「
会
計
係
」（caissier

）
に
も

な
っ
て
公
共
の
財
産
だ
け
で
な
く
私
有
財
産
に
も
介
入
す
る）

11
（

。
貯
蓄
金
庫
は
国
庫
と
個
人
の
財
産
の
結
節
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
貯
蓄
金

庫
は
様
々
な
方
向
か
ら
中
央
集
権
化
を
促
進
す
る
制
度
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
則
し
て
考
え
た
場
合
、
貯
蓄
金
庫
は
決
し
て
最
善
の
解
決
策
で
は
な
く
、
彼
自
身
も
そ
の
点
は

認
め
て
い
る）

11
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貯
蓄
金
庫
を
推
奨
し
た
理
由
は
、
ま
ず
民
衆
に
適
切
な
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
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せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
貯
蓄
金
庫
と
い
う
制
度
が
内
在
し
て
い
る
弊
害
以
上
に
懸
念
さ
れ
る
べ
き
現
実
、
つ
ま
り
貧
困
と

い
う
社
会
問
題
に
対
し
て
彼
が
敏
感
に
な
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
を
執
筆
し
た
一
八

三
〇
年
代
後
半
に
は
す
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
観
察
等
を
通
し
て
社
会
問
題
の
危
険
性
を
見
通
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は

こ
の
後
し
ば
ら
く
、
明
確
に
は
社
会
政
策
案
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
彼
が
再
び
そ
れ
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
二
月
革
命
を
目
前
に
し
た
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
八
四
七
年
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ジ
ュ
ー
ル
・
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
や
ア
ド
ル
フ
・
ビ
ヨ
ー
ら
と
共
に
、
政
治
改
革
を
進
め
る
た
め
に
「
新
左

派
」（Jeune Gauche

）
と
い
う
政
治
グ
ル
ー
プ
の
結
成
を
構
想
す
る
。
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
対
し
て
政
策
構
想
の
立
案
を
依

頼
し
、
彼
は
一
八
四
七
年
十
月
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
政
策
案
に
は
、
最
貧
困
層
に
対
す
る
所
得
税
の
免
除
や
生
活
必
需
品
へ
の

非
課
税
、
裕
福
な
人
と
貧
し
い
人
の
負
担
の
均
等
化
の
た
め
の
生
活
必
需
品
等
へ
の
課
税
の
配
慮
、
納
税
者
の
財
産
に
比
例
し
た
税
制
と

い
っ
た
税
制
上
の
配
慮
の
他
、
貯
蓄
金
庫
や
相
互
救
護
金
庫
（caisses de secours m

utuels

）、
信
用
保
証
協
会
の
設
立
、
無
償
の
学
校

教
育
の
提
供
、
労
働
時
間
の
法
的
制
限
等
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
彼
は
病
院
や
慈
善
事
務
所
（bureau de bienfais-

ance

）
の
設
立
、
さ
ら
に
は
救
貧
税
の
導
入
や
食
料
・
労
働
・
金
銭
の
支
給
・
分
配
ま
で
求
め
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
こ
れ
ら
の
政
策

案
を
起
草
し
た
際
の
方
針
は
、
第
一
に
公
的
負
担
を
部
分
的
に
軽
減
す
る
か
、
所
得
等
の
多
寡
に
応
じ
た
負
担
に
す
る
こ
と
、
第
二
に
人
々

が
経
済
的
苦
境
か
ら
脱
す
る
支
援
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
人
々
を
救
済
し
、
彼
ら
の
欲
求
を
直
接
的
に
充
足
さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
こ
か
ら
判
断
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
問
題
や
社
会
政
策
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
持
論
を
、
一
時
的
に
し
ろ
改
め
た
と
結
論
す
る

以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
こ
の
政
策
グ
ル
ー
プ
は
目
立
っ
た
活
動
を
す
る
こ
と
も
な
く
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
策
構
想
も
特
に
公
に
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な
る
こ
と
も
な
く
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
政
策
案
に
関
し
て
、
か
つ
て
救
貧
法
に
関
し
て
指
導
を
仰
い
だ
シ
ニ
ア
と
直
接
的
に
議
論
し
た

様
子
は
な
い
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
八
四
七
年
八
月
二
十
五
日
に
彼
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
々
の
間
に
「
不
安
」

（inquiète
）
と
「
動
揺
」（instabilité

）
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
革
命
を
予
見
す
る
内
容
と
な
っ
た
、
一
八
四
八
年
一

月
二
十
七
日
の
議
会
演
説
の
内
容
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
不
安
や
動
揺
に
支
配
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
所
有
を
巡
る
革
命
闘
争
が
惹

起
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
対
す
る
危
惧
が
、
一
八
四
〇
年
代
後
半
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

革
命
に
対
す
る
恐
れ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
観
の
転
換
を
促
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
貫
し
た
理
論
体
系
を
持
っ
た
思
想
の
構
想
を
試
み
た
人
物
で
は
な
い
。
彼
は
、
現
実
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
れ
ら

の
本
質
を
見
抜
く
こ
と
に
努
め
た
上
で
自
身
の
思
想
を
形
づ
く
る
こ
と
に
努
め
た
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
分
析

し
た
時
も
、
そ
し
て
社
会
問
題
の
対
応
策
を
検
討
し
た
時
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
案
は
、
特
定
の
政
治
的
立
場
や
経
済
理
論
に
立
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
理
論
や
当
時
の

時
代
状
況
、
そ
し
て
彼
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
と
い
っ
た
複
合
的
要
素
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
特
定
の
経
済
理
論
に
立
っ
て
自
身
の
社
会
政
策
案
を
構
想
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
政
治
経
済
学
や
社
会
経
済

学
と
い
っ
た
、
こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
注
目
さ
れ
て
い
た
経
済
理
論
の
他
、
シ
ニ
ア
の
よ
う
な
古
典
派
経
済
学
者
の
考
え
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
経
済
の
問
題
を
広
く
分
析
し
た
ミ
ル
の
理
論
等
を
総
合
的
に
摂
取
し
て
自
ら
の
経
済
思
想
を
形
づ
く
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
政
治
経
済
学
や
社
会
経
済
学
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
経
済
論
と
の
関
係
性
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
政
治
経
済
学
も
社
会
経
済
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学
も
市
場
の
万
能
性
に
対
す
る
悲
観
的
見
方
を
共
有
し
て
お
り
、
産
業
化
に
よ
る
経
済
の
急
速
な
拡
大
を
原
因
と
す
る
社
会
の
解
体
に
対

し
て
共
に
危
惧
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
道
徳
性
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
れ
を
通
し
て
社
会
問
題
の
克
服
を
企
図
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
性
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
全
体
的
に
規
範
や
道
徳
性
に
対
す
る
意
識
の
高
い
人
物
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
彼
は
自
身
の
婚
約
者
に
対
し
て
、

自
分
の
人
生
の
指
針
は
「
高
貴
さ
」（nobles

）
と
「
気
高
さ
」（élevés

）
で
あ
り
、
金
や
権
力
と
い
っ
た
も
の
に
は
重
き
を
置
い
て
い
な

い
と
手
紙
を
認し

た
た

め
て
い
る）

11
（

。
道
徳
性
重
視
の
姿
勢
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
う
人
間
の
性
格
的
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
政
治
や
経
済
、
社
会
の
分
析
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
た
社
会
政
策
案
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
を
規
定
す
る
の
は
、
人
々
と
社
会
の
道
徳
性
を
い
か
に
維
持
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
ま

ず
、
彼
は
公
的
慈
善
を
人
々
の
精
神
的
な
堕
落
を
誘
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
退
け
、
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
よ
る
労
働
者
の
自
主
管
理

を
考
え
た
が
、
現
実
的
に
そ
れ
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
労
働

者
の
貧
困
化
防
止
を
目
論
ん
だ
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
が
貯
蓄
金
庫
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
財
産
の
所
有
が
人
間
の
精
神
に
与
え

る
影
響
を
重
視
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
貯
蓄
習
慣
を
身
に
つ
け
て
実
際
に
財
産
を
形
成
す
る
こ
と
は
貧
困
対
策
と
し
て
有
効
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
人
々
の
道
徳
を
涵
養
す
る
点
で
も
肯
定
的
に
働
く
。
そ
の
一
方
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
中
央
集
権
化
を
加
速
さ
せ
る
も
の

だ
と
し
て
、
貯
蓄
金
庫
制
度
を
批
判
し
て
い
た
。
周
知
の
と
お
り
、
彼
の
中
央
集
権
批
判
の
中
心
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
間
に
醸
成

さ
れ
る
従
属
的
精
神
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貯
蓄
金
庫
を
肯
定
し
た
理
由
も
、
否
定
し
た
理
由
も
、
そ
の
根

本
的
原
因
は
道
徳
性
に
求
め
ら
れ
た
。
い
わ
ば
、
理
論
的
な
議
題
に
お
い
て
も
、
ま
た
実
際
の
政
策
に
関
す
る
話
題
に
お
い
て
も
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
判
断
基
準
が
道
徳
性
と
い
う
観
点
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
す
な
わ
ち
貧
困
を
論
じ
る
中
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の

は
民
衆
や
労
働
者
の
道
徳
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
七
月
王
政
の
支
配
階
級
で
あ
っ
た
中
産
階
級
の
個
人
主
義
と
物

質
主
義
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た）

11
（

。
け
れ
ど
も
、
社
会
問
題
を
論
じ
る
際
の
彼
の
批
判
は
、
社
会
問
題
の
当
事
者
で
あ
り
、
被
害
者
で
も
あ

る
、
労
働
者
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
民
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
二
月
革
命
の
遠
因
は
、
急
速
な
産
業
化
に
よ
っ

て
パ
リ
に
流
入
し
て
き
た
農
民
た
ち
が
賃
金
労
働
者
へ
と
変
わ
り
、
そ
し
て
「
物
質
的
享
楽
へ
の
情
熱
」（ardeur des jouissances 

m
atérielles

）
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
が
そ
れ
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
欲
求
不
満
を
募
ら
せ
た
こ
と
に
あ
る）

1（
（

。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
は
、
貧
困
や
そ
れ
に
由
来
す
る
社
会
動
乱
の
原
因
と
し
て
、
産
業
化
や
市
場
経
済
化
だ
け
で
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
平
等
化
現

象
に
よ
っ
て
過
度
に
物
質
的
価
値
の
追
求
す
る
と
い
う
道
徳
的
堕
落
を
考
え
て
い
た
。

　

だ
が
、
こ
こ
に
難
し
い
問
題
が
生
じ
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
課
題
は
、
従
来
は
個
人
的
な
問
題
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
た
貧
困
（
個
人
的
貧
困
）
か
ら
社
会
的
・
構
造
的
な
要
因
に
よ
る
貧
困
（
社
会
的
貧
困
）
へ
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
そ
の
解
決
を
個
人
の
道
徳
性
に
求
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
、
社
会
政
策
を
講
じ

る
人
間
と
し
て
の
彼
の
限
界
が
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
と
し
て
の
貧
困
の
深
刻
さ
を
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
認
識
し
な
が
ら
も
、
彼
自
身
も
後
に
は
そ
の
対
応
策
と

し
て
の
有
効
性
を
評
価
し
た
公
的
慈
善
の
採
用
に
躊
躇
し
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
れ
が
彼
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
衝
突
す
る
理
由
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
根
幹
は
、
公
的
領
域
に
お
け
る
市
民
の
主
体
的
実
践
の
意
義
を
主
張
す
る
こ
と

に
あ
る
。「
単
独
で
行
動
す
る
自
由
に
次
い
で
、
人
間
に
と
っ
て
も
最
も
自
然
な
自
由
は
、
同
胞
の
努
力
と
自
分
の
努
力
を
結
び
付
け
、
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共
に
活
動
す
る
自
由
で
あ
る）
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」
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
展
開
に
お
け
る
基
本
単
位
は
個
人
で
あ
り
、

そ
の
理
論
の
第
一
の
目
的
は
個
人
の
自
由
に
あ
る
。
彼
の
中
で
協
働
す
る
こ
と
や
共
同
体
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
ら
が
個
人
の

意
思
と
主
体
性
に
基
づ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、「
与
え
る
」
こ
と
を
特
質
と
す
る

公
的
慈
善
は
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
は
自
身
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
呪
縛

を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
的
に
し
ろ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
公
的
慈
善
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
の
は
、
革
命
の
危
険
が
目

前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
家
族
が
迫
害
を
受
け
た
彼
に
と
っ
て
、
革
命
は

決
し
て
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
本
来
で
あ
れ
ば
躊
躇
す
べ
き
公
的
慈
善
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
採
用
さ
せ
た
の
は
、
革
命
に
対
す
る

危
機
感
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観
の
中
に
は
個
人
的
貧
困
と
社
会
的
貧
困
の
両
方
が
混
在
し
て

い
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
第
一
に
希
求
し
た
自
由
と
は
、「
自
立
・
独
立
」（independence

）
や
「
自
律
」（autonom

y

）、「
自
治
」

（self-governance

）、
そ
し
て
「
協
働
」（association
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、

彼
が
人
間
の
尊
厳
に
直
結
す
る
最
も
枢
要
な
規
範
概
念
と
し
て
自
由
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
っ
た
場
合
、

そ
れ
に
基
づ
く
貧
困
観
は
個
人
的
貧
困
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
革
命
を
目
前
と
し
た
時
期
に
よ
う
や
く
公
的
慈
善
を
肯
定

す
る
考
え
に
転
向
す
る
が
、
革
命
後
の
第
二
共
和
制
憲
法
制
定
時
に
は
労
働
権
を
否
定
す
る
な
ど
、
再
び
社
会
政
策
に
消
極
的
な
立
場
に

回
帰
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
彼
の
積
極
的
社
会
政
策
論
は
革
命
対
策
の
た
め
の
一
時
的
な
も
の
だ
っ
た
と
理
解
す

る
の
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
的
政
治
家
の
中
で
は
社
会
問
題
を
重
視
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
三

だ
が
、
彼
は
自
ら
が
取
り
組
ん
で
き
た
思
想
的
・
政
治
的
営
為
、
つ
ま
り
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
平
等
化
現
象
の
中
で
自
由
を
擁
護
す
る

た
め
の
取
り
組
み
に
あ
ま
り
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
的
態
度
の
美
点
で
も
あ
っ

た
が
、
同
時
に
彼
を
縛
る
も
の
に
も
な
っ
た
。

※
本
稿
は
、
著
者
の
博
士
論
文
「
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
・
経
済
論　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
産
業
化
社
会
に
お
け
る
道
徳
性
の
考
察
」

（
日
本
大
学
、
二
〇
一
五
年
）
の
一
部
、
お
よ
び
日
本
政
治
学
会
二
〇
一
五
年
研
究
大
会
発
表
「
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
社
会

問
題　
「
政
治
」「
経
済
」「
社
会
」
を
め
ぐ
る
考
察
」（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
〇
日
、
千
葉
大
学
）
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
凡
例
等
〕

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
を
参
考
・
引
用
す
る
場
合
は
、
基
本
的
にA

lexis de T
ocqueville, Œ

uvres, Bibliothèque de la Pléiade, t. 1-3 

（Paris, 
Gallim

ard, 1991-2003

） 

を
用
い
る
。

　

上
記
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
文
献
に
つ
い
て
は
、A

lexis de T
ocqueville, Œ

uvrescom
plètes 

（Paris, Galli-
m

ard, 1951-

）
を
用
い
る
。

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
・
第
二
巻
） D

e la dém
ocratie en A

m
érique, t. 1-2 

（
一
八
三
五
年

お
よ
び
一
八
四
〇
年
）、『
回
想
録
』 Souvenirs

（
一
八
九
三
年
）、『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』 L’A

ncien R
égim

e et la R
évolution 

（
一
八
五
六
年
）、『
一
七
八
九
年
以
前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』 É

tat social et politique de la France avant et 
depuis 1789 

（
一
八
三
六
年
）、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』（
第
一
論
文
） M

ém
oiresur le paupérism

e 

（
一
八
三
五
年
）
お
よ
び
第
二
論
文 

D
euxièm

e article sur le paupérism
e 

（
未
刊
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ D

A
 I / D

A
 II

、S

、A
R

、E
S

、P1 / P2 

と
い
う
略
記
号
を
用

い
て
出
典
元
を
表
記
す
る
。
そ
れ
ら
以
外
の
文
献
を
引
用
す
る
場
合
、
基
本
的
に
は
上
記
の
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
を
使
用
し
、O

C 

と
い
う
略
記
号



二
五
四

を
用
い
て
示
す
。

・
本
研
究
で
は
英
語
文
献
と
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
を
併
用
し
て
い
る
が
、
引
用
等
の
際
は
す
べ
て
英
語
式
の
引
用
表
記
方
式
に
則
っ
て
記
載
す
る
。

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』、『
回
想
録
』、『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』
お
よ
び
『
一
七
八
九
年
以

前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』
に
つ
い
て
は
、
下
記
日
本
語
訳
の
ペ
ー
ジ
数
も
併
記
す
る
。

　
　
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』　

：

　
　
　

松
本
礼
二
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
・
下
）・
第
二
巻
（
上
・
下
）（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
―
二
〇
〇
八
年
）。

　
　
『
回
想
録
』　

：

　
　
　

喜
安
朗
訳
『
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
日
　々

ト
ク
ヴ
ィ
ル
回
想
録
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）。

　
　
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』　

：

　
　
　

小
山
勉
訳
『
旧
体
制
と
大
革
命
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
）。

　
　
『
一
七
八
九
年
以
前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』　

：

　
　
　

小
山
勉
訳
上
記
邦
訳
収
録
論
文
。

・
本
研
究
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
や
論
文
の
日
本
語
訳
は
、
基
本
的
に
本
稿
著
者
に
よ
る
訳
で
あ
る
。

　

な
お
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
上
記
邦
訳
の
他
、
文
献
表
に
記
載
し
た
他
の
訳
等
を
参
考
と
し
て
い
る
。

（
１
）　Robert Castel, Les m

etam
orphoses de la question sociale, U

ne chronique du salariat 

（Paris, Gallim
ard, 1995

）, p. 39. 

〔
ロ

ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
『
社
会
問
題
の
変
容　

賃
金
労
働
の
年
代
記
』
前
川
真
行
訳
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
五
頁
〕。

（
２
）　Castel, p. 43. 

〔
邦
訳
七
―
八
頁
〕。

（
３
）　Castel, p. 170. 

〔
邦
訳
一
〇
〇
頁
〕。

（
４
）　

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
こ
の
論
文
が
一
八
三
五
年
の
一
月
か
ら
四
月
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
し
て
い
る
［A

ndré Jardin, 
A

lexis de T
ocqueville, 1805-1859 

（Paris, H
achette, 1984

）, p. 232. 

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
五

一
九
九
四
年
）
二
七
〇
―
二
七
一
頁
〕］。

（
５
）　P1, p. 1155.

（
６
）　P1, p. 1156. 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
け
る
貧
困
層
の
割
合
を
住
民
二
十
五
名
あ
た
り
一
名
と
す
る
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ

モ
ン
の
見
積
も
り
を
引
用
し
て
い
る
。

（
７
）　P1, p. 1156.

（
８
）　P1, pp. 1156-1157.

（
９
）　P1, p. 1157.

（
10
）　

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
本
田
喜
代
治
／
平
岡
昇
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
）
八
五
頁
。A

ndré Jardin, 
A

lexis de T
ocqueville, 1805-1859 

（Paris, H
achette, 1984

）, p. 233. 

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、

一
九
九
四
年
）
二
七
二
頁
〕。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
思
想
内
容
だ
け
で
な
く
、
文
体
に
お
い
て
も
、
ル
ソ
ー
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
類
似
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
）　P1, p. 1157.

（
12
）　P1, p. 1160.

（
13
）　P1, p. 1161.

（
14
）　P1, p. 1161.

（
15
）　P1, pp. 1161-1162. 

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
飢
饉
な
ど
は
考
慮
に
い
れ
て
い
な
い
。「
必
要
な
物
を
大
地
が
提
供
し
て
く
れ
な
か
っ
た
な
ど
、

ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
工
場
労
働
と
比
較
し
た
場
合
の
農
業
労
働
の
安
定
性
を
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　P1, pp. 1162-1163.

（
17
）　

エ
リ
ッ
ク
・
ケ
ラ
シ
ー
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貧
困
問
題
に
取
り
組
ん
だ
理
由
と
し
て
、
労
働
者
に
対
す
る
同
情
心
と
彼
ら
が
革
命
や
暴
動
が
起

こ
す
こ
と
に
対
す
る
懸
念
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
［Eric K

eslassy, Le liberalism
 de T

ocqueville à l’épreuve du paupérism
e 

（Paris, 
L’H

arm
attan, 2000

）, p. 160

］。



二
五
六

（
18
）　P1, p. 1164.

（
19
）　M

ichael D
rolet, T

ocqueville, D
em

ocracy and Social R
eform

 

（Basingstoke, Palgrave M
acm

illan, 2003

）, pp. 49-50. 

ド
ゥ
ロ

レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
読
ん
だ
『
人
口
論
』
は
一
八
〇
三
年
版
を
ピ
エ
ー
ル
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー Pierre Prevost

（
一
七
五
一
―
一
八
三

九
）
が
フ
ラ
ン
ス
語
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
20
）　

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』（
一
）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
編
／
向
坂
逸
郎
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
年
）
二
九
七
―
二
九
八
頁
。

（
21
）　P1, p. 1168.

（
22
）　O

C, IV
-2

［Écrits sur le systèm
e pénitentiaire en France et à l’étranger

］, p. 320.

（
23
）　Richard Sw

edberg, T
ocqueville’s Political E

conom
y 

（Princeton, Princeton U
niversity Press, 2009

）, p. 37. 

こ
れ
に
対
し
て
、

ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ボ
ー
モ
ン
が
刑
務
所
の
本
来
の
目
的
は
矯
正
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
罰
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
た

と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
そ
の
他
に
も
、
彼
ら
は
一
度
で
も
法
を
破
る
こ
と
が
あ
れ
ば
「
永
久
に
」（in aeternum

）

犯
罪
者
と
し
て
の
刻
印
が
消
え
な
い
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
的
な
悲
観
主
義
の
反
映
で
あ
る
と
も

い
っ
て
い
る
［Jardin, p. 176. 

〔
邦
訳
二
〇
六
頁
〕］。
ち
な
み
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
メ
リ
カ
視
察
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
ー
の
『
死

刑
囚
最
後
の
日
』 Le dernier jour d’un condam

né 

（1829

）
に
お
い
て
、
彼
は
犯
罪
、
と
り
わ
け
貧
困
者
の
犯
罪
が
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
ひ

き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
、
学
校
教
育
と
仕
事
が
あ
れ
ば
犯
罪
に
手
を
染
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
性
善
説
と
矯
正
可
能
性
を
訴
え
て

い
る
［
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
『
死
刑
囚
最
後
の
日
』
豊
島
与
志
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
）
一
四
六
頁
］。

（
24
）　

ヒ
ュ
ー
・
ブ
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
を
書
く
際
に
参
考
と
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ

モ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
教
経
済
綱
要
』
と
一
八
三
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
視
察
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
、

救
貧
法
改
正
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
ナ
ッ
ソ
ー
・
シ
ニ
ア N

assau W
illiam

 Senior 

（1790-1864

）
に
助
力
を
求
め
、
そ

れ
に
応
じ
た
シ
ニ
ア
は
救
貧
法
改
正
に
関
す
る
一
八
三
三
年
の
報
告
書
や
一
八
三
四
年
の
改
正
法
案
等
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
提
供
し
て
い
る
［H

ugh 
Brogan, A

lexis de T
ocqueville, A

 Life 

（N
ew

 H
aven, Y

ale U
niversity Press, 2006

）, pp. 301-302

］。

（
25
）　A

lban de V
illeneuve-Bargem

ont, É
conom

ie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes du paupérism
e, 



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
七

en France et en E
urope, et sur les m

oyens de la soulager et de le prévenir 

（Paris, Paulin, 1834

）, p. 389.
（
26
）　

エ
リ
ッ
ク
・
ケ
ラ
シ
ー
は
、
こ
の
現
象
を
《désocialisation

》
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
［K

eslassy, p. 158

］。

（
27
）　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
視
察
を
前
に
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
イ Jean-Baptiste Say 

（
一
七
六
七
―
一
八
三
二
）
の
『
政
治
経
済

学
講
義
』 Cours com

plet d’économ
ie politique 

（1829

）
を
学
ん
で
い
た
が
、
古
典
派
を
代
表
す
る
経
済
学
者
で
あ
っ
た
セ
イ
に
お
い
て
は
、

貧
困
は
経
済
進
歩
に
不
可
欠
な
副
産
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
［Seym

our D
rescher, D

ilem
m

a of D
em

ocracy, T
ocqueville and M

od-
ernization 

（U
niversity of Pittsburgh Press, 1968

）, p. 104. 

〔
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
、
シ
ー
モ
ア
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二

訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
九
三
頁
〕］。

（
28
）　P1, p. 1636 n.

（
29
）　K

eslassy, p. 118.

（
30
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
に
お
い
て
貧
困
者
は
無
視
さ
れ
て
い

る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存
在
す
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
［D

rescher, p. 75 

〔
邦
訳
六
六
―
六
七
頁
〕］。

（
31
）　K

eslassy, p. 57.

（
32
）　

本
節
の
内
容
に
関
し
て
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
政
策
や
福
祉
国
家
形
成
に
関
す
る
き
わ
め
て
精
緻
な
分
析
と
考
察
の
成
果
で

あ
る
田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

（
33
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
五
―
一
六
頁
。

（
34
）　Jean Baptiste Say, T

raité d’économ
ie politique, ou sim

ple exposition de la m
anière dont se form

ent, se distribuent et se 
consom

m
ent les richesses 

（O
snabrück, O

tto Zeller, 1966
）, p. 28.

（
35
）　

御
崎
加
代
子
『
フ
ラ
ン
ス
経
済
学
史　

ケ
ネ
ー
か
ら
ワ
ル
ラ
ス
へ
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
七
二
―
七
四
頁
。

（
36
）　

ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
は
『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
人
間
観
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
他
人
の
感
情
や
考
え
を
慮
る
「
共
感
」（sym

-
pathy

）
の
他
、
さ
ら
に
「
公
平
な
観
察
者
」（im

partial spectator

）
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
共
感
を
適
正
な
も
の
と
す
る
こ
と
の

必
要
が
説
か
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
い
う
共
感
は
自
己
犠
牲
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
「
同
情
」（com

passion

）
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
彼
は
交
換
の



二
五
八

場
で
あ
る
市
場
と
は
異
な
る
有
機
的
人
間
関
係
の
紐
帯
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
の
考
え
は
そ
の
後
の
多
く
の
古
典

派
経
済
学
者
よ
り
も
、
そ
の
中
で
異
質
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
セ
イ
と
む
し
ろ
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
37
）　Jean Baptist Say, O

lbie, ou essai sur les m
oyens de réform

er les m
oeurs d’une nation 

（Paris, 1800

）, p. 1.

（
38
）　Say, O

lbie, p. 25.

（
39
）　Evelyn L. Forget, T

he Social E
conom

ics of Jean Baptiste Say, M
arkets and V

irtue 

（London and N
ew

 Y
ork, Routledge, 

1999

）, p. 119.

（
40
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
〇
五
―
一
〇
九
頁
。

（
41
）　Seym

our D
rescher, D

ilem
m

as of D
em

ocracy, T
ocqueville and M

odernization 

（Pittsburgh, U
niversity of Pittsburgh 

Press, 1968

）, p. 104. 

〔
シ
ー
モ
ア
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二
訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
九
三
頁
〕。

な
お
、
当
初
、
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
セ
イ
も
、
自
身
の
経
済
学
を
社
会
経
済
学
と
い
う
名
前
で
呼
ば

れ
る
こ
と
を
好
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
経
済
は
社
会
の
一
部
で
あ
り
、
そ
し
て
経
済
学
は
社
会
科
学
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
っ

た
［Richard Sw

edberg, T
ocqueville’s Political Econom

y 

（Princeton, Princeton U
niversity Press, 2009

）, p. 82

］。
政
治
経
済
学

と
社
会
経
済
学
と
の
区
別
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
二
〇
年
代
か
ら
一
八
三
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
違
い
は
社
会
問
題
へ
の
対

応
に
現
れ
て
い
た
［Giovanna Procacci, G

ouverner la m
isère, La question Sociale en France, 1789-1848 

（Pairs, Seuil, 1993

）, 
pp. 163-164

］。

（
42
）　A

lban de V
illeneuve-Bargem

ont, É
conom

ie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes du paupérism
e 

en France et en E
urope et sur les m

oyens de le soulager et de le prévenir （Bruxelles, M
eline, Cans et Com

pagnie, 1837

）, p. 410.

（
43
）　

プ
ロ
カ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
が
進
歩
と
産
業
化
の
恩
恵
に
関
し
て
楽
観
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
社
会
経
済
学
者

た
ち
は
そ
も
そ
も
そ
れ
に
疑
問
的
で
あ
っ
た
［Procacci, p. 168

］。

（
44
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。
社
会
経
済
学
で
は
、
階
級
の
存
在
自
体
が
問
題
で
は
な
く
、
支
配
階
級
が
そ
の
責
務
を
果
た
さ
ず
に
い
る
状
態

を
問
題
視
す
る
。
先
述
の
通
り
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
彼
ら
が
主
導
す
る
新
た
な
階
級
社
会
を
「
新
た
な
封
建
制
」（féodalité 



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
九

nouvelle

）
と
呼
ん
で
批
判
し
た
［V

illeneuve-Bargem
ont, pp. 151-155

］。

（
45
）　V

illeneuve-Bargem
ont, p. 271.

（
46
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

（
47
）　A

lexandre de La Borde, D
e l’esprit d’association dans tous les intérêts de la com

m
unauté （Paris, Librairie Gide, 1834

）, p. 26.

（
48
）　

田
中
は
、
日
常
の
生
活
規
範
を
意
味
す
る
「
道
徳
」
よ
り
も
対
象
の
広
い
、
人
々
の
振
る
舞
い
や
生
活
態
度
を
規
定
す
る
集
合
的
な
精
神
の
あ

り
方
と
し
て
「
モ
ラ
ル
」
を
定
義
し
て
い
る
が
、
本
研
究
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
同
じ
意
味
の
語
と
し
て
考
え
る
［
田
中
、
前
掲
書
、
八
〇
―
八
一

頁
］。

（
49
）　P1, p. 1165.

（
50
）　

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
を
分
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
一
八
二
一
年
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
＝
リ
ア
ン
ク
ー
ル François La Rochefoucauld-Liancourt 

（
一
七
四
七
―
一
八
二
七
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会

（Société de la m
orale chrétienne

）
を
設
立
し
た
。
こ
の
主
た
る
メ
ン
バ
ー
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
や
テ
ィ
エ
ー
ル
、
ギ
ゾ
ー

ら
も
関
係
し
て
い
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
私
的
な
慈
善
活
動
の
主
体
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
で
あ
っ
た
た
め
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
体

の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
は
対
立
的
な
関
係
に
あ
っ
た
。
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
こ
の
団
体
に
つ
い
て
、
立
憲
君
主
制
と
い

う
制
限
的
な
政
治
制
度
に
対
応
し
て
現
れ
た
運
動
で
あ
り
、
ご
く
一
部
の
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
非
公
式
的
な
組
織
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
［D

rescher, 
pp. 101-102

〔
邦
訳
九
一
―
九
三
頁
〕］。

（
51
）　P1, p. 1167.

（
52
）　A

lexis de T
ocqueville, 

“Voyage en A
ngleterre et en Irlande de 1835,

” Œ
uvres, Bibliothèque de la Pléiade, t. 1 

（Paris, 
Gallim

ard, 1992

）, p. 514.

（
53
）　P1, p. 1171.

（
54
）　P1, pp. 1178-1179.

（
55
）　D

A
II, 2:11, pp. 645-646. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
七
―
二
二
九
頁
〕。
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（
56
）　D

A
II, 3:21, p. 770. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
一
五
八
頁
〕。

（
57
）　P1, p. 1179.

（
58
）　P1, p. 1178.

（
59
）　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
慈
善
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
多
く
の
材
料
を
提
供
し
、
助
言
も
与
え
た
シ
ニ
ア
は
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
改
正
に
関
す
る
一
八
三

四
年
報
告
の
作
成
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
中
で
は
救
済
対
象
者
を
規
定
す
る
た
め
に
、「
貧
困
」（poverty

）
と
「
困
窮
」

（indigence

）
の
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
貧
困
は
「
労
働
し
な
け
れ
ば
か
つ
が
つ
の
最
低
生
活
資
料
す
ら
え
ら
れ
な

い
者
の
状
態
」、
困
窮
は
「
労
働
し
え
な
い
か
、
な
い
し
は
労
働
の
報
酬
と
し
て
最
低
生
活
資
料
を
う
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
の
状
態
」
と
定
義
さ
れ
、

支
援
の
対
象
は
困
窮
で
あ
り
、
貧
困
ま
で
拡
大
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
［
大
沢
真
理
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史　

救
貧
法
と
福
祉

国
家
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
七
七
頁
］。

（
60
）　P1, p. 1179.

（
61
）　P2, p. 1187. 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
全
集
に
付
記
さ
れ
て
い
る
解
説
に
よ
れ
ば
、
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
提
唱
者
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
影
響

を
受
け
、
自
由
主
義
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
（
社
会
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
に
も
支
持
を
表
明
し
て
い
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ブ
ー
シ
ェPhilippe Buchez

（
一

七
九
六
―
一
八
六
五
）
で
あ
っ
た
［O

C, X
V

I 
［M

élanges

］, p. 146

］。

（
62
）　D

A
I, 2:4, pp. 216-217. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
四
四
―
四
六
頁
〕。

（
63
）　P2, p. 1187.

（
64
）　P2, p. 1188.

（
65
）　P2, p. 1187.

（
66
）　P2, p. 1183.

（
67
）　P2, p. 1188.

（
68
）　O

C, X
V

I

［M
élanges littéraires et économ

iques

］, p. 147 n.

（
69
）　P2, p. 1189.
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（
70
）　O

C, X
V

I, p. 149 n.
（
71
）　D

A
II, 4:5, pp. 825-826. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
四
〇
―
二
四
一
頁
〕。

（
72
）　A

R
, 3:4, p. 204. 

〔
邦
訳
三
六
五
頁
〕。

（
73
）　D

A
II, 4:5, p. 826. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）〕
二
四
一
頁
〕。

（
74
）　

マ
ル
ク
ス
は
、
貯
蓄
金
庫
は
政
府
が
労
働
者
を
縛
る
「
金
の
鎖
」
で
あ
り
、
貯
蓄
可
能
な
労
働
者
と
貯
蓄
が
難
し
い
労
働
者
の
分
裂
を
ひ
き
起

こ
し
、
国
庫
に
資
金
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
抑
圧
的
な
現
状
の
体
制
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
［
カ
ー
ル
・
マ

ル
ク
ス
『
賃
労
働
と
資
本
』
長
谷
川
文
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
一
年
）
八
七
―
八
八
頁
］。
貯
蓄
金
庫
の
機
能
に
よ
っ
て
、
国
家
が
資
金
を
集

中
的
に
集
め
る
こ
と
、
ま
た
国
家
支
配
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
マ
ル
ク
ス
は
奇
し
く
も
共
通
し
た
懸
念
を
抱
い
て
い
た
。

（
75
）　P2, p. 1194.

（
76
）　Brogan, p. 416

（
77
）　O

C, III-2

［Écrits et discours politiques

］, pp. 742-744.

（
78
）　O

C, V
I-2, p. 99.

（
79
）　O

C, X
IV

［Correspondance fam
iliale

］, pp. 387-388.

（
80
）　S, 1:1, p. 729. 

〔
邦
訳
一
八
頁
〕。

（
81
）　S, 2:1, p. 777. 

〔
邦
訳
一
一
〇
頁
〕。

（
82
）　D

A
I, 2:4, p. 217. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
四
五
―
四
六
頁
〕。

（
83
）　

フ
ラ
ン
ス
革
命
時
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
両
親
夫
妻
と
共
に
投
獄
さ
れ
て
い
た
。
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
、
獄
中
に
お
い
て
父
エ
ル
ヴ
ェ

の
頭
髪
は
白
髪
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
母
ル
イ
ー
ズ
は
解
放
後
も
偏
頭
痛
や
抑
鬱
症
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
、
そ
の
た
め
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
家
庭
の
雰
囲
気
は
陰
鬱
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
［Jardin, p. 14

〔
邦
訳
一
九
―
二
〇
頁
〕］。
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arkets and V
irtue 

（London and N
ew

 Y
ork, Routledge, 1999

）.
Giovanna Procacci, G

ouverner la m
isère, La question Sociale en France, 1789-1848 

（Pairs, Seuil, 1993

）.
A

lexandre de La Borde, D
e l’esprit d’association dans tous les intérêts de la com

m
unauté 

（Paris, Librairie Gide, 1834

）.
M

ona O
zouf, 

“Esprit public,

” in François Furet, M
ona O

zouf, D
ictionnaire critique de la R

évolution française （Paris, Flam
m

arion, 
1988

）. 〔
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
「
公
共
精
神
」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
／
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
辞
典　

５　

思
想
Ⅰ
』
河
野
健
二
／
阪

上
孝
／
富
永
茂
樹
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
九￨

一
八
五
頁
所
収
〕。

M
ichael D

rolet, T
ocqueville, D

em
ocracy and Social R

eform
 

（Basingstoke, Palgrave M
acm

illan, 2003

）.
J. S. 

ミ
ル
『
自
由
論
』
塩
尻
公
明
／
木
村
健
康
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
）。

J. S. 

ミ
ル
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
』
山
下
重
一
訳
（
未
來
社
、
一
九
六
二
年
）。

Lucien Jaum
e, T

ocqueville, les sources aristocratiques de la liberté, bibliographie intellectuelle 

（Paris, Fayard, 2008

）.
John Lukacs, 

“Alexis de T
ocqueville: A

 Bibliographical Essay,

” The O
nline Library of Liberty, A

 Project of Liberty Fund, Inc. 

（first appeared in Literature of Liberty: A
 R

eview
 of Contem

porary Liberal T
hought, V

ol. V
, N

o. 1, Spring 1982

）］.
Françoise M

elonio, 

“《U
ne sorte Pascal politique
》, T

ocqueville et la littérature dém
ocratique,

” Revue d’histoire littéraire de la 
France, V

ol. 105 

（2005

）, 273-284.
T

hom
as Bokenkotter, Church and Revolution, Catholics in the Struggle for D

em
ocracy and Social Justice 

（N
ew

 Y
ork, Im

age 
Books, 1998

）.

教
皇
庁
正
義
と
平
和
協
議
会
『
教
会
の
社
会
教
説
綱
要
』（
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
九
年
）。

髙
山
裕
二
「
民
主
主
義
と
宗
教　

ラ
ム
ネ
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
」
宇
野
重
規
／
伊
達
聖
伸
／
髙
山
裕
二
編
著
『
社
会
統
合
と
宗
教
的
な
も
の　

十
九
世
紀
フ

ラ
ン
ス
の
経
験
』（
白
水
社
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
、
九
五￨

一
三
〇
頁
。

Felicité de Lam
ennais, Proles d’un croyant, D

euxièm
eÉ

dition 

（Paris, Eugène Renduel, 1834

）.



二
六
四

大
沢
真
理
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史　

救
貧
法
と
福
祉
国
家
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）。



第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
道
（
三
澤
）

二
六
五

１
．
は
じ
め
に

２
．
先
行
研
究
の
問
題
点

３
．
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
の
「
懸
け
橋
」
か
ら
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ

４
．
労
働
組
合
と
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

５
．
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
る
政
党
間
競
合

６
．
お
わ
り
に

１
．
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
一
九
六
七
年
に
、
労
働
党
政
権
が
行
っ
た
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
の
経
緯
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
ぜ
労
働
党
政
権

が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
か
ら
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
と
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

労
働
党
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
政
策
は
、
必
ず
し
も
一
貫
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て

　

第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
道

　
　

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
と
政
党
政
治　
　

三　
　

澤　
　

真　
　

明



二
六
六

は
、
そ
こ
に
参
加
し
な
い
と
い
う
保
守
党
政
権
の
選
択
を
追
認
し
た
。
一
方
で
、
労
働
党
は
、
保
守
党
政
権
の
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

に
反
対
の
姿
勢
を
示
し
た
か
と
思
え
ば
、
自
ら
が
政
権
を
獲
得
す
る
と
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
た
。
そ
の
後
も
保
守
党
が
政

権
に
返
り
咲
き
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
実
現
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
労
働
党
は
ま
た
反
対
方
針
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
労
働
党
の
対
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
政
策
は
加
盟
と
反
加
盟
の
間
を
行
き
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
な
ぜ
労
働
党
の
政
策
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申

請
を
事
例
に
し
て
い
く（

１
）。

ま
た
労
働
党
の
政
策
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
国
内
問
題
と
し
て

捉
え
る
立
場
を
採
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
賛
成
が
、
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
と
い
う
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合

を
外
交
問
題
と
し
て
捉
え
る
立
場
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
へ
の
参
加
は
条
約
の
締
結
と
い
う
形
を
と
る
以
上
、
そ
こ
に
は
必
ず
相
手

国
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
条
約
交
渉
と
な
れ
ば
、
複
数
の
当
事
国
を
射
程
に
含
め
た
研
究
が
な
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
目
的
意
識
は
政
策
の
変
化
で
あ
る
。
ゆ
え
に
政
党
政
治
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
く
る
。

政
党
研
究
に
お
い
て
、
政
党
政
治
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
研
究
者
の
間
で
も
確
か
な
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
政
党

政
治
の
一
側
面
と
し
て
、
政
党
内
競
合
と
政
党
間
競
合
と
い
う
視
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
分
析
し
て
い
く
。

　

政
党
内
競
合
と
い
う
面
で
は
、
二
つ
の
競
合
を
検
討
の
対
象
と
し
て
い
く
。
一
つ
目
の
競
合
は
議
会
労
働
党
内
の
競
合
で
あ
り
、
二
つ

目
の
競
合
が
党
執
行
部
と
労
働
組
合
の
競
合
で
あ
る
。
政
党
間
競
合
と
い
う
面
で
は
、
与
党
か
野
党
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
置
く
。
イ
ギ

リ
ス
の
二
党
制
の
特
徴
は
「
敵
対
政
治
（adversary p

（
２
）

olitics

）」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
保
守
党
の
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
政
策
が

加
盟
方
針
で
あ
る
な
ら
ば
、
労
働
党
の
方
針
は
加
盟
反
対
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
党
が
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ

た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
加
盟
申
請
と
い
う
政
策
を
正
当
化
し
た
の
か
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。



第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
道
（
三
澤
）

二
六
七

　

よ
っ
て
、
労
働
党
が
な
ぜ
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
政
党
内
競
合
と
政
党

間
競
合
の
狭
間
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
以
下
で
は
、
第
二
節
で
先
行
研
究
を

概
観
す
る
。
第
三
節
で
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
り
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
と
至
っ
た
の
か
を
、
議
会
労
働
党
中
心
に
検
討
す

る
。
第
四
節
で
は
、
労
働
組
合
が
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
採
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て

第
五
節
で
は
第
三
節
、
四
節
を
踏
ま
え
て
、
党
と
し
て
政
党
間
競
合
を
前
に
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
っ
た
の
か
を
説
明

し
て
い
く
。

２
．
先
行
研
究
の
問
題
点

　

外
交
史
に
よ
る
加
盟
問
題
研
究
が
活
況
を
見
せ
て
き
た
一
方
で

（
３
）、

同
問
題
を
国
内
政
治
か
ら
の
視
点
で
分
析
し
て
い
る
研
究
は
わ
ず
か

で
あ
る

（
４
）。

加
盟
交
渉
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
主
権
を
ど
の
程
度
維
持
す
る
か
、
も
し
く
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
移
譲
す
る
か
が
決
ま
る
た
め
、
外

交
史
研
究
は
重
要
で
あ
る
。

　

外
交
史
研
究
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
は
国
際
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る

（
５
）。

確
か
に
外
交
史
研
究
の
成
果
を
受
け
て
、
国
際
環
境
の
変
化
を
原
因
と
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い

う
説
明
は
一
定
の
説
得
力
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
因
果
関
係
は
政
党
と
い
う
媒
介
変
数
を
抜
き
に
し
て
は
説
明
能
力
に

限
界
が
伴
っ
て
し
ま
う
。

　

い
か
な
る
国
際
環
境
の
変
化
が
あ
ろ
う
と
も
、
政
府
は
政
党
内
部
（
も
し
く
は
議
会
内
）
で
の
合
意
形
成
が
な
け
れ
ば
、
政
策
の
実
現
を

行
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
外
交
史
研
究
で
は
、
国
際
環
境
の
変
化
が
、
政
党
内
部
の
諸
ア
ク
タ
ー
に
ど
の
よ
う
に
認



二
六
八

識
さ
れ
、
合
意
形
成
が
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
申
請
す
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
外
交
上
の
争
点
で
も
あ
る
が
、
国
内
政
治
に
お
け
る
争
点
と
し
て
も
捉

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
国
家
主
権
を
共
有
す
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
帰
結
が
国
内

政
治
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
い
と
言
え
る

（
６
）。

従
っ
て
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
国
内
政
治
の
視
点
か
ら
捉
え
る
研
究
は
十
分
で
は
な

い
も
の
の
、
決
し
て
そ
の
意
義
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
本
稿
の
対
象
で
あ
る
労
働
党
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
二
大
政
党
の
一
翼
を
担
う
政
党
に

焦
点
を
当
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
関
係
を
見
る
上
で
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
保
守
党
も
含
め
た
研
究
を
行
う
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
全
体
を
捉
え
た
議
論
が
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

労
働
党
は
、
一
九
八
四
年
以
降
一
貫
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
か
ら
離
脱
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
姿
勢
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
態

度
を
打
ち
出
す
ま
で
に
は
、
賛
成
と
反
対
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
た
。
一
方
の
保
守
党
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
懐
疑

論
者
の
存
在
感
が
増
し
て
き
た
も
の
の
、
一
九
六
一
年
に
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
て
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
党
の
方
針
と
し
て
、

統
合
か
ら
の
離
脱
を
訴
え
た
こ
と
は
な
い
。
労
働
党
に
絞
っ
た
分
析
と
は
な
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
し
て
一
貫
し
た
姿
勢
を
示
せ

な
か
っ
た
労
働
党
は
、
あ
る
種
の
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
部
分
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
「
や
っ
か
い
な
パ
ー

ト
ナ
ー
（aw

kw
ard p

（
７
）

artner

）」
で
あ
っ
た
理
由
の
一
端
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
政
党
政
治
と
い
う
視
点
で
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
扱
う
こ
と
で
、
外
交
史
の
知
見
と
政
党
研
究
知
見
の
融
合
を
図
っ

て
い
く
。
そ
の
際
に
は
、
政
党
政
治
の
一
側
面
と
し
て
、
政
党
内
競
合
と
政
党
間
競
合
と
い
う
視
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
分
析
し

て
い
く
。



第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
道
（
三
澤
）

二
六
九

３
．
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
の
「
懸
け
橋
」
か
ら
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ

　

一
九
六
四
年
一
〇
月
の
総
選
挙
で
勝
利
し
た
労
働
党
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（H

. W
ilson

）
内
閣
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
次
Ｅ

Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
の
労
働
党
の
態
度
が
、
不
明
瞭
で
あ
っ
た
の
は
、
野
党
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
た

（
８
）。

し
か
し
、

再
び
政
権
を
獲
得
し
た
労
働
党
に
と
っ
て
、
野
党
時
代
の
よ
う
な
日
和
見
的
態
度
を
採
り
続
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
十
三
年
ぶ
り

に
政
権
に
返
り
咲
い
た
労
働
党
は
国
際
収
支
赤
字
と
い
う
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
六
四
年
時
点
で
の
国
際
収
支
赤
字
は
深
刻
な
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
り

（
９
）、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
野
党
時
代
に
予
想
し
て
い
た
以
上
の
規
模

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
の
衰
退
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
内
外
か
ら
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

加
え
、
社
会
主
義
政
権
の
発
足
も
市
場
の
警
戒
感
を
高
め
る
作
用
を
及
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
ポ
ン
ド
に
対
す
る
信
用

が
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
状
況
へ
の
対
処
と
し
て
、
国
際
収
支
赤
字
の
削
減
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

一
九
六
四
年
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
、
労
働
党
は
保
守
党
政
権
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
批
判
し
な
が
ら
、
改
め
て
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た）

（1
（

。
そ
の
た
め
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
国
際
収
支
赤
字
の
改
善
策
と
し
て
考
え
た
の
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

と
の
関
係
強
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
次
第
に
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
の
関
係
強
化
が
有
効
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
悟
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
労
働
党
が
一
九
六
四
年
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
指
摘
し
て
い
た
通
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
と
の
貿
易
は
低
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
保
守
党
政
権
下
で
の
対
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
貿
易
比
率
は
四
四
％
か
ら
三
〇
％
へ
と
低
下

し
て
い
た）

（（
（

。
こ
う
し
た
貿
易
パ
タ
ー
ン
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
施
策
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
と
の
貿
易
比
率
低
下
が
保
守
党
政
権
の
失
策
と
い
う
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
を
取
り
巻
く
構
造
的
な
問
題
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を



二
七
〇

示
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

　

そ
こ
で
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
次
に
打
ち
出
し
た
の
が
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
Ｅ
Ｅ
Ｃ
と
の
結
合
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る

態
度
は
、
一
九
六
五
年
四
月
の
閣
議
で
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
Ｅ
Ｅ
Ｃ
と
の
結
合
と
い
う
方
針
は
一
九
六
二
年
に
全

国
執
行
委
員
会
が
出
し
た
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
関
す
る
声
明
で
あ
る
「
基
本
的
条
件
」
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
基
本
的
条
件
」
に
は

Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
と
の
関
係
に
留
意
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た）

（1
（

。

　

Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
経
緯
も
あ
り
、
自
ら
が
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
残
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
て
し
ま

う
こ
と
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
と
の
関
係
悪
化
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
一
九
六
七
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
う
こ
と
に
な
る

ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
、
当
初
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
架
け
橋
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
外
務
大
臣
の

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
（M

. Stuart

）
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
や
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諸
国
が
加
盟
国
と
な
る
新
た
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
貿
易
地
帯
の
創
設）

（1
（

を
提

案
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
の
理
解
を
得
た
上
で
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
自
由
貿
易
地
帯
の
創
設
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
由

貿
易
地
帯
で
利
益
を
得
る
の
は
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
あ
っ
て
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
は
さ
ほ
ど
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
い
と
も
簡
単
に
無
視
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
Ｅ
Ｅ
Ｃ
は
自
由
貿
易
地
帯
を
超
え
る
、
主
権
の
共
有
が
進
ん
で
お
り
、
改
め
て
新
た
な
枠
組
み

を
作
り
出
す
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。

　

Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
Ｅ
Ｅ
Ｃ
と
の
結
合
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
初
め
て
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
へ
の
加
盟
申
請
と
い
う
手
段
し
か
残

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
外
交
史
家
の
キ
ャ
ン
プ
ス
（M

. Cam
pus

）
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
、

そ
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｃ
へ
と
相
手
が
移
っ
て
い
っ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
方
針
を
次
の
様
に
評
し
て
い
る
。「
最
初
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
仲
間
入
り
』
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二
七
一

に
代
わ
る
英
連
邦
と
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
い
う
選
択
肢
を
も
て
あ
そ
び
、
そ
し
て
幻
滅
す
る
。
そ
れ
か
ら
『
架
け
橋
作
り
』
を
唱
え
、
最
後
に
、

共
通
市
場
加
盟
と
い
う
考
え
を
受
け
入
れ
る）

（1
（

。」
キ
ャ
ン
プ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
他
に
選
択
肢
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

初
め
て
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
現
実
的
な
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
動
き
は
、
一
九
六
六
年
八
月
の
内
閣
改
造
に
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
、
親
Ｅ
Ｅ
Ｃ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
ブ
ラ
ウ
ン
（G. Brow

n

）
を
外
務
大
臣
に
起
用
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
早
速
、
自
身
の
見
解
を
閣
議
で
述
べ
て

い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
い
調
印
す
る
ロ
ー
マ
条
約
に
対
す
る
考
え
を
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
今
ま
で
反
対
派
が
懸
念

し
て
い
た
問
題
と
は
真
逆
の
立
場
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
条
約
は
、
資
本
の
自
由
移
動
や
農
業
と
い
う
二
つ
の
重
要
問
題
に
対

し
て
、
十
分
な
解
決
策
を
提
供
す
る
障
害
に
は
な
ら
な
い）

（1
（

と
い
う
立
場
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
と
の
関
係
に
関

し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
と
も
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
こ
と
で
、
イ

ギ
リ
ス
の
責
務
を
果
た
そ
う
と
考
え
て
い
た）

（1
（

。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
加
盟
に
前
向
き
な
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
置
か
れ
た
状
況
に
懸
念
も
示
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
脆
弱
な
経
済
状
況
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
加
盟
交

渉
を
す
る
段
階
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
何
ら
か
の
要
求
を
出
し
て
も
、
そ
の
経
済
状
況
ゆ
え
に
、
弱
い
交
渉
力
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か）

（1
（

と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
憂
慮
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
強
化
が
重
要
だ
と
し
な
が
ら
も
、
加
盟
申
請
に
関
し
て
は
具
体

的
な
日
程
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。
そ
し
て
こ
う
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
の
方
針
は
一
九
六
六
年
十
一
月
三
日

の
閣
議
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

閣
議
決
定
を
受
け
、
一
九
六
七
年
五
月
二
日
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
下
院
で
、
正
式
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
う
こ
と
を
表
明
す
る
の
で
あ



二
七
二

る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
下
院
で
の
演
説
で
、
具
体
的
な
問
題
を
提
起
し
な
が
ら
、
加
盟
申
請
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
と
の
関
係
で
は
、
砂
糖
の
生
産
国
を
取
り
上
げ
、
何
ら
か
の
保
護
規
定
を
求
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

1（
（

。
ま
た

Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
は
緊
密
な
議
論
の
上
で
、
特
別
な
協
定
を
求
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
た）

11
（

。
そ
の
上
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
の

重
要
性
を
、
以
下
の
様
に
語
っ
て
演
説
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

「
我
々
す
べ
て
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
）
が
、
来
た
る
べ
き
数
十
年
間
の
イ
ギ
リ
ス
の
将
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
将
来
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
世
界
の
将
来
を
完
全
に
左
右
す
る
、
歴
史
的
な
決
定
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
に
な
る）

11
（

」

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
始
め
と
す
る
労
働
党
指
導
部
は
、
保
守
党
が
辿
っ
た
軌
跡
を
た
ど
る
か
の
よ
う
に
し
て
第
二
次
Ｅ

Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
と
動
き
始
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
労
働
党
が
加
盟
申
請
に
向
け
て
一
枚
岩
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
次

に
、
議
会
労
働
党
の
加
盟
反
対
派
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
抵
抗
を
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

党
内
に
は
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
（E. H

effar

）
の
よ
う
な
賛
成
も
存
在
し
て
い
た
。
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
も
は
や
日
の
没
す
る
こ
と
の
な
い
大

帝
国
で
あ
る
と
い
う
幻
想
を
捨
て
去
る
よ
う
迫
っ
て
い
た
。
植
民
地
か
ら
安
価
な
原
材
料
と
安
価
な
労
働
力
を
供
給
さ
れ
て
い
た
時
代
は

終
わ
り）

11
（

、
帝
国
の
残
滓
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
立
ち
い
か
な
く
な
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼

は
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
後
も
労
働
党
内
で
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
「
第
三
勢
力）

11
（

」
と
い
う
考
え
方
に
も
疑

問
を
呈
し
て
い
た
。「
第
三
勢
力
」
構
想
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
資
源
を
活
用
し
つ
つ
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
、
結
合
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
的
な
大
国
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
結
合
し
た
ヨ
ー
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二
七
三

ロ
ッ
パ
と
い
う
考
え
が
前
提
で
あ
っ
た
も
の
の
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
よ
う
な
超
国
家
的
共
同
体
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
政
府
間
主
義
に
基
づ
く

結
合
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。

　

実
際
に
は
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
構
想
で
は
あ
る
が
、「
第
三
勢
力
」
と
い
う
考
え
方
自
体
は
労
働
党
内
に
生
き
残
っ
て
い
た）

11
（

。
し
か
し

な
が
ら
、
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
距
離
を
と
り
な
が
ら
も
ソ
連
や
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
、
経
済
的
な
圧
力
か
ら
自
立
し
た
第
三

勢
力
を
築
く
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
識
し
て
い
た）

11
（

。

　

確
か
に
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
現
実
的
に
見
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
大
国
と

言
え
る
立
場
で
は
な
か
っ
た
。
帝
国
主
義
的
な
経
済
活
動
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た
し
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
の
特
恵
関
税
制
度
は
揺

ら
い
で
い
た
。
ま
た
政
治
的
に
も
ス
エ
ズ
動
乱
で
の
失
態
は
イ
ギ
リ
ス
の
威
信
を
大
き
く
低
下
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
上

で
、
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
残
さ
れ
た
選
択
肢
と
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
賛
成
の
意
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
強
硬
に
反
対
し
て
い
た
の
が
ジ
ェ
イ
（D

. Jay

）
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
イ
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
内

閣
の
閣
僚
で
あ
っ
た
が
、
党
大
会
で
は
、
政
府
で
の
役
職
か
ら
離
れ
て
、
自
身
の
見
解
を
語
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
ジ
ェ
イ
は
、「
基
本
的
条
件
」
の
有
効
性
を
主
張
し
て
い
く
。
ジ
ェ
イ
は
、
こ
の
声
明
が
出
さ
れ
た
一
九
六
二
年
当
時
と
一
九
六

七
年
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
基
本
的
条
件
」
を
遵
守
す
る
こ
と
を
求
め
た）

11
（

。
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
が
現
実
を
冷
徹
に
見
つ
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
は
労
働
党
が
採
っ
て
き
た
方
針
の
連
続
性
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
労

働
党
は
「
基
本
的
条
件
」
を
出
し
た
後
、
一
九
六
六
年
総
選
挙
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
基
本
的
利

益
が
守
ら
れ
る
こ
と
が
、
重
要
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た）

11
（

。
こ
の
基
本
的
利
益
に
関
し
て
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
中
で
詳
し
く
書
か
れ
て
は

い
な
い
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
語
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
基
本
的
条
件
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
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基
本
的
利
益
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ジ
ェ
イ
は
労
働
党
で
の
決
定
の
み
な
ら
ず
、
選
挙
で
の
洗
礼
を
受
け
た

は
ず
の
方
針
を
転
換
す
る
よ
う
な
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
反
対
派
は
様
々
な
と
こ
ろ
で
自
身
の
態
度
を
示
し
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
六
七
年
の
二
月
に
は
指
導
部
の
Ｅ

Ｅ
Ｃ
加
盟
方
針
を
批
判
す
る
た
め
に
早
朝
動
議
（Early D

ay M

）
11
（

otion

）
が
提
出
さ
れ
、
百
人
以
上
の
労
働
党
下
院
議
員
の
署
名
を
集
め
て

い
た
。
ま
た
、『
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
に
も
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
反
対
す
る
声
明
を
掲
載
し
、
七
四
人
も
の
下
院
議
員
の
署
名
を
得
て
い
た
の
で

あ
る）

1（
（

。『
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
で
、
反
対
派
は
、
現
在
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
代
わ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
・
金
融
・
技
術
の
各
分
野
に
お
け
る

協
力
を
進
め
る
た
め
の
機
関
と
し
て
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
そ
し
て
、
東
側
諸
国
ま
で
を
含
め
た
大
欧
州
共
同
体
の
設
立
を
提
案
し
て

い
た
。
こ
の
提
案
が
ど
こ
ま
で
実
効
性
が
あ
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
反
対
は
示
し
て
い
た
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
反
対
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
加
盟
申
請
へ
の
動
き
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
百
人
以
上
を
集

め
た
反
対
動
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
六
七
年
五
月
十
日
に
行
わ
れ
た
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
問
う
、
下
院
で
の
採
決
で
は
賛
成
四
八

八
人
、
反
対
六
二
人
と
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た）

11
（

。
労
働
党
内
か
ら
の
造
反
者
は
、
先
の
動
議
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
四
人
に

ま
で
減
少
し
て
い
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
反
対
派
は
一
致
し
た
投
票
行
動
を
と
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
派
は
、
反
対
派
が
一
致
団
結
す
る
必
要
性
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
今
の
ま
ま
で
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に

加
盟
し
た
と
し
て
も
ド
ゴ
ー
ル
（S. de Gaulle

）
が
拒
否
権
を
発
動
す
る
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
は
実
現
さ
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ

た
。
だ
が
、
何
よ
り
も
反
対
派
が
団
結
で
き
ず
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
派
が
指
導
部
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
方
針
に
対
し
て
無
力
で
あ
っ
た
最
も
大

き
な
原
因
を
力
久
は
次
の
様
に
指
摘
し
て
い
る
。「（
無
力
で
あ
っ
た
原
因
は
）
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
代
わ
る
説
得
的
な
代
案
を
提
示
で
き
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る）

11
（

」。
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
欧
州
共
同
体
の
よ
う
な
説
得
力
を
持
た
な
い
議
論
で
は
、
多
く
の
人
々
が
感
じ
て
い
た
イ
ギ
リ
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ス
経
済
の
停
滞
や
国
際
的
役
割
の
低
下
に
対
し
て
の
回
答
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

４
．
労
働
組
合
と
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

　

労
働
党
は
院
外
組
織
が
強
力
で
あ
り
、
下
か
ら
の
圧
力
が
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
そ
も
そ
も
労
働
党
は
一

九
〇
〇
年
に
誕
生
し
た
労
働
代
表
委
員
会
（Labour Representative Com

m
ittee

）
に
起
源
を
有
し
て
お
り
、
労
働
代
表
委
員
会
は
六
八

の
労
働
組
合
、
社
会
民
主
連
盟
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
、
独
立
労
働
党
の
連
合
体
で
あ
っ
た
。

　

労
働
党
は
、
ほ
か
の
イ
ギ
リ
ス
の
主
要
政
党
（
保
守
党
や
自
由
党
）
と
比
べ
て
も
独
特
な
党
組
織
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
議

会
外
の
活
動
か
ら
党
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
こ
と
は
議
会
内
の
議
員
の
グ
ル
ー
プ
分
け
に
端
を
発
し
て
い
る
保
守

党
や
自
由
党
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
労
働
党
は
そ
の
特
殊
性
に
よ
り
、
保
守
党
や
自
由
党
と
は
異
な
っ
た
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム

を
備
え
て
い
る
。
労
働
党
の
議
会
外
組
織
は
意
思
決
定
に
際
し
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
お
り
、
年
次
党
大
会
の
持
つ
意
味
は
、
保
守

党
に
比
べ
て
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
し
て
年
次
党
大
会
に
お
い
て
圧
倒
的
な
議
決
権
を
持
つ
労
働
組
合
が
院
外
組
織
の
中
心
的
な
機
関
で

あ
る
。

　

労
働
党
は
、
議
会
労
働
党
（Parliam

entary Labour Party
）
よ
り
も
院
外
組
織
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
党
の
規
定
で
は
、

議
会
労
働
党
は
党
大
会
の
指
導
に
服
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
党
の
党
構
造
を
前
提
に
す
る
と
、
後
述
す
る
政
党
間

競
合
の
場
で
あ
る
議
会
や
選
挙
に
だ
け
着
目
し
て
い
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

よ
っ
て
労
働
組
合
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
党
執
行
部
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
要
求
を
行
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。



二
七
六

　

一
九
六
七
年
の
党
大
会
で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
発
表
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
大
き
な
議
論
が
巻
き
起
こ
っ

た
。
同
年
の
党
大
会
で
は
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
動
議
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
ず
一
つ
目
が
、
最
大
規
模

の
労
働
組
合
で
あ
る
運
輸
・
一
般
労
働
組
合
（T

ransport and General W
orkers’ U

nion

）
の
カ
ズ
ン
ズ
（F. Cousins

）
に
よ
っ
て
提
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
動
議
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

当
会
議
は
、
年
次
大
会
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
諸
条
件
の
原
理
に
基
づ
く
一
九
六
六
年
の
労
働
党
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
の
見
解
、
す

な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
本
質
的
利
益
た
め
の
十
分
な
保
護
が
な
い
状
態
で
の
共
通
市
場
へ
の
加
入
は
、
国
家
の

福
利
お
よ
び
国
民
の
生
活
水
準
を
脅
か
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
再
び
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
労
働
党
政
府
に
以
下
の
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
ａ
）　

食
糧
価
格
の
上
昇
を
避
け
る
た
め
に
、
ま
た
農
業
政
策
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
適
切
な
保
護
規
定
を

要
求
す
る
こ
と
は
、
一
九
六
六
年
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
に
ブ
リ
ス
ト
ル
で
、
首
相
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
公
約
を
完
全
に

守
る
こ
と
に
な
る
。

（
ｂ
）　

我
々
の
経
済
を
計
画
す
る
権
利
を
維
持
す
る
こ
と
、
そ
し
て
す
べ
て
の
国
と
友
好
関
係
を
求
め
る
独
立
し
た
外
交
政
策
を
追

求
す
る
こ
と
。

（
ｃ
）　

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
や
そ
の
他
世
界
中
の
貿
易
関
係
国
と
の
緊
密
な
協
議
で
の
代
替
政
策
の
検
討
に
十
分
時
間
を
与
え
る
こ
と）

11
（

。

　

こ
の
動
議
は
、
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
一
九
六
一
年
の
コ
ー
リ
ソ
ン
（H

. Collison

）
の
議
論
を
再
び
持
ち
出
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し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
一
九
六
一
年
の
コ
ー
リ
ソ
ン
や
カ
ズ
ン
ズ
が
主
張
し
た
、
イ
ギ
リ
ス
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
紐
帯
を

守
り
、
農
業
政
策
や
外
交
政
策
で
の
保
護
規
定
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
も
言
え
る
要
求
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
コ
ー

リ
ソ
ン
は
わ
ず
か
な
希
望
を
持
ち
、
こ
う
し
た
諸
条
件
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
加
盟
申
請
を
す
る
こ
と
は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
と

し
て
い
た）

11
（

。

　

一
方
の
カ
ズ
ン
ズ
は
コ
ー
リ
ソ
ン
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
条
件
を
提
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
条
件
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
つ
な
が

る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
イ
ギ
リ
ス
が
留
保
す
べ
き
主
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
党
政
権
の
第
二
次
Ｅ
Ｅ

Ｃ
加
盟
申
請
自
体
を
防
ご
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
労
働
党
政
権
が
カ
ズ
ン
ズ
の
主
張
に
従
い
な
が
ら
も
加
盟
申
請
を
す
る
と
す
れ
ば
、

間
違
い
な
く
加
盟
は
実
現
し
な
い
。
カ
ズ
ン
ズ
の
主
張
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
そ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
超
国
家
的
共
同
体
の
意
味
を
失
わ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
主
張
を
通
し
た
共
同
体
は
た
だ
の
関
税
同
盟
に
過
ぎ
ず
、
共
通
市
場
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ズ
ン
ズ
が

提
出
し
た
動
議
は
、
労
働
党
政
権
の
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
カ
ズ
ン
ズ
の
姿
勢
に
共
鳴
す
る
労
働
組
合
員
が
設
計
・
技
術
者
合
同
連
盟
（D

raughtsm
en’s and A

llied T
echnicians’ A

sso-

ciation

）
の
モ
ー
テ
ィ
マ
ー
（J. M

ortim
er

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
全
国
執
行
委
員
会
声
明
を
、
現
実
の
問
題
か
ら
目
を
背
け
て
い
る
と
断

じ
た）

11
（

。
そ
の
上
で
、
四
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た）

11
（

。
一
つ
目
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
支
出
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
。
二
つ
目
が
日
常
生
活
へ
の

影
響
。
三
つ
目
が
資
本
の
自
由
移
動
。
四
つ
目
が
ロ
ー
マ
条
約
の
競
争
原
理
で
あ
っ
た
。

　

モ
ー
テ
ィ
マ
ー
は
自
身
を
社
会
主
義
者
で
あ
る
と
強
調
し
た
上
で
、
低
賃
金
労
働
者
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
て
い
た
。
四
つ
の
問
題
は
、

い
ず
れ
も
独
立
し
た
問
題
と
い
う
よ
り
も
相
互
に
関
連
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
の
モ
ー
テ
ィ
マ
ー
に
と
っ
て
、
自
由
競
争
は

明
ら
か
に
自
身
の
信
念
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
国
家
に
よ
る
保
護
は
、
経
済
成
長
や
労
働
者
の
生
活
、
利
益
を
守



二
七
八

る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た）

1（
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
家
の
役
割
を
制
限
し
て
し
ま
う
自
由
競
争
の
原
理
は
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
資
本
の
自
由
移
動
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
で
、
計
画
経
済
を
難
し
く
し
て
し
ま
い
、
経
済
活
動
を
国
家
の
手
か

ら
放
し
て
し
ま
う
。
国
家
の
役
割
を
縮
小
す
る
こ
と
で
労
働
者
へ
の
福
祉
を
不
十
分
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
懸
念
が
モ
ー
テ
ィ
マ
ー
に
は

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
六
七
年
の
党
大
会
で
は
カ
ズ
ン
ズ
の
動
議
に
対
し
て
賛
意
を
示
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
反
対
姿
勢
を
明

確
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
カ
ズ
ン
ズ
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
反
対
の
動
議
に
対
し
て
、
異
論
を
唱
え
る
労
働
組
合
も
存
在
し
た
。
そ
れ
が
全
国
一

般
市
役
所
組
合
（N

ational U
nion of General and M

unicipal W
orkers

）
で
あ
る
。
同
組
合
の
ヘ
イ
デ
イ
（F. H

ayday

）
は
カ
ズ
ン
ズ
の

動
議
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
動
議
を
提
出
し
た
。

　

当
会
議
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
へ
の
加
盟
を
申
請
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
対
し
て
満
足
の
ゆ
く
条
件
を
交
渉
す
る
た
め
の

政
府
の
決
定
を
歓
迎
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
会
議
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
対
し
て
、
六
カ
国
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
）
や
そ
の
他
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
の
社
会
主
義
者
、
労
働
組
合

同
胞
の
支
持
を
受
け
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
に
対
す
る
死
活
的
に
重
要
な
一
歩
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
確
信
し
て
い
る）

11
（

。

　

ヘ
イ
デ
イ
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
説
く
と
と
も
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諸
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず

ヘ
イ
デ
イ
が
説
い
た
メ
リ
ッ
ト
と
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諸
国
が
形
成
す
る
市
場
に
参
入
出
来
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
億
八
千
万
人
の
人
口
を
有
す
る
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二
七
九

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
へ
ア
ク
セ
ス
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
が
生
き
残
り
、
成
長
し
て
い
く
う
え
で
必
要
不

可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た）

11
（

。
確
か
に
一
九
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
貿
易
構
造
は
徐
々
に
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
の
貿
易

量
が
減
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諸
国
や
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
諸
国
と
の
貿
易
が
増
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
へ
の
加
盟
は
技
術
革
新
に
も
恩
恵
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ヘ
イ
デ
イ
は
特
に
年
々
利
益
を
増

し
て
い
っ
て
い
る
航
空
産
業
を
例
に
挙
げ
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
次
世
代
航
空
機
を
研
究
・
開
発
す
る
た
め
の
莫
大
な
費
用
を
捻
出
す

る
余
裕
が
あ
る
国
な
ど
存
在
し
な
い）

11
（

」
と
喝
破
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
、
原
加
盟
国
と
共
同
で
技
術
革

新
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
庶
民
院
で
語
っ
た
「
真
に
効
果
的
な
技
術
協
力
、

す
な
わ
ち
共
同
の
基
盤
に
立
っ
た
新
し
い
技
術
の
成
果
の
創
造
と
共
有
は
、
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の
市
場
の
中
に
あ
る
と
き
に
の
み
可
能
な

の
で
あ
る）

11
（

。」
と
い
う
こ
と
と
親
和
性
が
あ
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
技
術
革
新
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
中
立
の
性
格
を
持
つ
た
め
に
、
党
内
の
諸
勢
力
に
対
し
て
普
遍
的
な
ア
ピ
ー
ル
力
を
有
し
て
い
た）

11
（

の
で
あ
る
。
実
際
に
一
九
六
六
年

の
労
働
組
合
会
議
で
は
、
技
術
開
発
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
や
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
関
係
強
化
を
打
ち
出
し
た
動
議
が
可
決
さ
れ
て

い
る）

11
（

。

　

ヘ
イ
デ
イ
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
す
る
一
方
で
、
加
盟
申
請
反
対
派
が
懸
念
し
て
い
た
問
題
点
に
も
反
論
を
加
え
て
い
く
。

社
会
主
義
者
が
訴
え
て
い
た
生
活
水
準
へ
の
影
響
に
関
し
て
は
、「
六
カ
国
の
生
活
水
準
は
わ
れ
わ
れ
を
追
い
抜
か
し
て
い
る）

11
（

」
と
断
じ
、

イ
ギ
リ
ス
の
優
位
性
を
否
定
し
て
み
せ
た
。
例
え
ば
、
賃
金
に
関
し
て
は
一
九
五
八
年
以
来
、
ド
イ
ツ
は
五
〇
％
、
オ
ラ
ン
ダ
で
四
〇
％
、

フ
ラ
ン
ス
は
三
五
％
、
ベ
ル
ギ
ー
で
三
〇
％
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
二
五
％
上
昇
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
四
％
に
過
ぎ
な

か
っ
た）

11
（

。



二
八
〇

　

加
え
て
、
ヘ
イ
デ
イ
は
社
会
保
障
の
水
準
も
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
が
勝
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
国
民
所
得
に
対
し
て
、
家
族
手
当
や

失
業
者
給
付
、
疾
病
給
付
、
年
金
な
ど
の
社
会
保
障
に
費
や
す
比
率
が
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
で
十
六
・
二
％
か
ら
十
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

イ
ギ
リ
ス
が
十
二
％
で
あ
る）

11
（

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
主
義
者
が
繰
り
返
し
重
視
し
て
き
た
論
点
を
根
本
か
ら
覆
す
も
の

で
あ
っ
た
。

　

だ
か
ら
こ
そ
ヘ
イ
デ
イ
は
そ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
反
対
論
や
適
用
除
外
を
設
け
た
加
盟
で
は
な
く
、
完
全

な
る
加
盟
、
す
な
わ
ち
原
加
盟
国
と
同
等
な
条
件
で
の
加
盟
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
完
全
な
る
加
盟
に
よ
っ
て
、
初
め
て
イ
ギ
リ

ス
の
声
は
聞
き
届
け
て
も
ら
え
る
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
へ
の
影
響
力
を
発
揮
で
き
る
と
ヘ
イ
デ
イ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
カ
ズ
ン
ズ
や
ヘ
イ
デ
イ
の
動
議
と
は
別
に
、
ど
ち
ら
に
も
与
し
な
か
っ
た
の
が
コ
ー
リ
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
一
九
六

一
年
党
大
会
で
は
一
定
の
条
件
を
付
け
た
上
で
の
加
盟
な
ら
認
め
る
と
の
発
言
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
事
実
上
の
反
対
と
同
義
で
あ
っ
た）

1（
（

。

し
か
し
、
一
九
六
七
年
党
大
会
で
は
、
明
確
に
加
盟
反
対
を
打
ち
出
す
カ
ズ
ン
ズ
や
そ
の
逆
の
ヘ
イ
デ
イ
の
両
者
と
も
一
定
の
距
離
を
保

ち
、
中
立
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
た）

11
（

。
カ
ズ
ン
ズ
や
ヘ
イ
デ
イ
が
、
ほ
と
ん
ど
無
条
件
で
の
賛
否
を
主
張
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
コ
ー
リ
ソ
ン
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諸
国
と
の
交
渉
結
果
が
出
る
ま
で
、
安
易
に
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　

以
上
の
様
に
、
党
大
会
で
大
き
な
発
言
権
を
持
つ
労
働
組
合
で
す
ら
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
は
、

カ
ズ
ン
ズ
の
動
議
は
賛
成
二
五
三
万
九
千
票
、
反
対
三
五
三
万
六
千
票
で
否
決
さ
れ
、
ヘ
イ
デ
イ
の
動
議
は
三
三
五
万
九
千
票
、
反
対
二

六
九
万
七
千
票
で
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
結
果
は
労
働
組
合
の
利
害
関
係
が
一
枚
岩
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
参
加
と
い
う
問
題
が
取
り
扱
い
の
難
し
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
党
執
行
部

が
加
盟
申
請
を
行
お
う
と
、
行
う
ま
い
と
に
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
動
議
の
結
果
は
、
党
内
に
は
一
定
程
度
の
反
対
勢
力
が
存
在
し
て
い
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八
一

る
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
も
あ
っ
た
。

５
．
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
る
政
党
間
競
合

　

こ
れ
ま
で
は
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
る
労
働
党
内
の
動
き
を
追
っ
て
き
た
が
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
視
点
が
政
党
間
競
合

で
あ
る
。
サ
ル
ト
ー
リ
（G. Sartori

）
は
政
党
を
「
選
挙
に
際
し
て
、
提
出
さ
れ
る
公
式
の
ラ
ベ
ル
に
よ
っ
て
身
元
が
確
認
さ
れ
、
選
挙
（
自

由
選
挙
で
あ
れ
、
制
限
選
挙
で
あ
れ
）
を
通
じ
て
候
補
者
を
公
職
に
就
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
政
治
集
団）

11
（

」
で
あ
る
と
定
義
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
政
党
は
常
に
選
挙
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
い

う
争
点
に
お
い
て
も
、
政
党
は
支
持
の
調
達
を
目
指
し
て
政
策
の
変
更
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
は
、
保
守
党
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
推
進
し
た
の
に
対
し
て
、
労
働
党
は
、
日
和
見
的
姿
勢
か
ら
徐
々
に
反
対

の
姿
勢
を
強
め
っ
て
い
っ
た
。
保
守
党
は
、
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
後
も
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
は
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
続
け
、
労
働
党
政

権
で
の
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
も
賛
成
票
を
投
じ
た
。
そ
の
結
果
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
る
下
院
の
採
決
で
は
圧
倒
的

多
数
で
の
可
決
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
め
ぐ
り
、
再
び
保
守
党
、
労
働
党
の
間
に
「
コ
ン
セ
ン

サ
ス）

11
（

」
が
形
成
さ
れ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
確
か
に
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
の
採
決
と
い
う
部
分
の
み
を
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
大
政
党
が
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
と
い
う
争
点
を
顕
在
化
さ

せ
な
い
よ
う
に
し
た
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　

労
働
党
か
ら
す
れ
ば
、
保
守
党
と
同
じ
政
策
を
採
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
政
府
が

第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
前
で
は
あ
る
が
、
一
九
六
四
年
総
選
挙
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
で
は
保
守
党
の
加
盟
申
請



二
八
二

を
批
判
し
て
い
る
。
労
働
党
が
批
判
し
た
の
は
、
加
盟
申
請
そ
の
も
の
よ
り
も
屈
辱
的
な
条
件
で
の
交
渉
で
あ
っ
た）

11
（

と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

　

一
九
六
六
年
総
選
挙
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
で
も
、「
労
働
党
は
イ
ギ
リ
ス
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
根
本
的
利
益
が
保
証
さ
れ
る
場
合
に

の
み
…
中
略
…
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
準
備
を
進
め
る
べ
き）

11
（

」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
全
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

保
守
党
を
攻
撃
で
き
る
余
地
を
残
し
た
書
き
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
仮
に
労
働
党
が
加
盟
申
請
を
し
た
と
し
て
も
、
保
守
党
が
行
っ
た

交
渉
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
労
働
党
は
関
係
国
の
利
害
を
調
整
し
た
上
で
の
申
請
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
出
来
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
立
場
は
選
挙
戦
で
明
言
し
て
い
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
問
題
に
対
す
る
保
守
党
の

態
度
を
盲
目
的
で
あ
る
と
批
判
し
、
労
働
党
は
交
渉
に
よ
っ
て
有
利
な
条
件
を
得
た
上
で
加
盟
す
る
と
い
う
賢
明
な
立
場
を
と
っ
て
い
る

と
演
説
し
て
い
た
。

　

労
働
党
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
で
保
守
党
と
の
差
異
を
出
せ
る
の
は
こ
の
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ

て
し
ま
え
ば
保
守
党
と
の
差
異
が
な
く
な
る
以
上
、
ど
こ
か
に
争
点
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題

が
国
民
の
間
に
大
き
な
関
心
を
呼
び
起
こ
し
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
一
九
六
六
年
七
月
に
行
っ
た
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
七
一
％
の
人
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
賛
成
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
反
対
は
十
二
％
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
の
結
果
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま

う
と
、
労
働
党
に
と
っ
て
は
政
策
転
換
の
圧
力
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

有
権
者
の
選
好
が
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
賛
成
と
向
か
っ
て
い
く
状
況
の
中
で
、
労
働
党
が
保
守
党
と
の
「
敵
対
政
治
」
の
み
に
囚
わ
れ
て
し
ま

え
ば
、
支
持
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
置
か
れ
た
状
況
を
前
に
し
た
時
に
、

Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
代
わ
る
説
得
的
な
代
案
を
提
示
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
政
策
的
に
は
、
保
守
党
も
労
働
党
も

Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
方
針
へ
と
収
斂
し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
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第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時
に
労
働
党
が
反
対
し
た
理
由
は
、
野
党
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
が）

11
（

、
与
党

に
な
っ
た
一
九
六
四
年
以
降
、
選
択
で
き
る
政
策
の
幅
は
確
実
に
狭
ま
っ
て
い
た
。
野
党
時
代
で
あ
れ
ば
、
労
働
党
執
行
部
は
党
お
よ
び

党
に
関
わ
る
利
益
団
体
に
目
を
向
け
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
与
党
に
な
れ
ば
、
圧
倒
的
に
利
害
関
係
者
が
増
え
て
い
く
。
そ
う
し

た
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
日
和
見
的
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
も
そ
も
労
働
党
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
賛
成
派
、
反
対
派
が
入
り
乱
れ
る
中
で
、
両
者
の
違
い
を
顕
在
化
さ
せ
な
い
た
め
の
方
法
が
日
和
見
的
姿
勢
で
あ
っ

た
。

　

労
働
党
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
め
ぐ
っ
て
内
部
に
分
裂
を
抱
え
て
い
た
。
与
党
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
党
の
関
係
者
が
、

イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
よ
り
現
実
的
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
有
権
者
の
選
好

が
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
賛
成
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
加
盟
賛
成
派
が
台
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ

た
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
労
働
党
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
の
関
係
強
化
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
懸
け
橋
作
り
、
そ
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
と

舵
を
切
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
保
守
党
が
一
九
五
一
年
に
政
権
を
獲
得
し
一
九
六
一
年
の
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
ま
で
に
辿
っ
た

道
を
再
び
繰
り
返
し
な
が
ら
、
労
働
党
は
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

６
．
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
労
働
党
内
部
で
は
、
労
働
組
合
も
議
会
労
働
党
で
も
意
見
の
不
一
致
が
顕
在
化
し
て
い
た
。
こ
の
時
点

で
党
の
方
針
に
反
し
て
脱
党
す
る
団
体
や
議
員
は
い
な
か
っ
た
し
、
執
行
部
に
よ
る
処
分
も
な
か
っ
た
。
労
働
党
が
進
め
た
第
二
次
Ｅ
Ｅ



二
八
四

Ｃ
加
盟
申
請
と
い
う
政
策
自
体
は
、
純
粋
に
加
盟
を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
反
対
派
に
と
っ
て
は
別
な
問
題
も
潜
ん
で
い
た
。
反

対
派
が
結
束
し
て
執
行
部
に
圧
力
を
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
説
得
的
な
代
案
を
示
せ
ず
に
い
た
こ
と
で
あ
る
と
書
い
た
が
、
も
う

一
つ
は
ド
ゴ
ー
ル
の
存
在
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
議
会
で
発
表
す
る
前
に
行
っ
た
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
と
の
会
談
で
は
、
前
向
き
な
返
事
を
も
ら
え
な
い
こ
と

も
あ
っ
た
。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
を
除
く
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諸
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
を
前
向
き
に
と
ら
え
て
は
い
た
が
、
ド
ゴ
ー
ル
は
そ
う
で
は

な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
ル
ー
ル
が
全
会
一
致
で
あ
る
以
上
、
他
の
五
カ
国
が
支
持
し
よ
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
意
向
が
大
き
な
拒
否
権
と
な

る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
加
盟
反
対
派
に
と
っ
て
は
、
国
内
手
続
き
で
党
執
行
部
に
反
発
し
、
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
よ
り
は
、
ド
ゴ
ー
ル
の

拒
否
に
よ
っ
て
加
盟
申
請
が
葬
り
去
ら
れ
る
方
が
リ
ス
ク
は
小
さ
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
し
よ
う
と
も
Ｅ

Ｅ
Ｃ
加
盟
が
現
実
の
も
の
と
な
る
可
能
性
が
低
い
以
上
、
大
き
な
抵
抗
を
す
る
必
要
が
な
い
と
、
反
対
派
は
考
え
て
い
た
。

　

一
方
の
賛
成
派
は
、
も
は
や
イ
ギ
リ
ス
が
過
去
の
栄
光
に
し
が
み
つ
く
だ
け
で
は
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
か
な
り
の
程
度
、
共
感
を
得
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
党
大
会
で
の
ヘ
イ
デ
イ
の
動
議
が

可
決
さ
れ
、
カ
ズ
ン
ズ
の
動
議
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
賛
成
派
の
認
識
は
、
悪
化
し
て
い
っ

た
経
済
状
況
も
あ
る
が
、
与
党
と
し
て
現
実
的
な
対
応
を
迫
ら
れ
て
、
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。

　

第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時
も
、
党
内
の
賛
否
が
割
れ
て
い
た
し
、
経
済
状
況
も
決
し
て
好
調
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
与

党
で
あ
る
か
野
党
で
あ
る
か
と
い
う
違
い
は
、
政
策
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
大
き
な
影
響
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
首
相
で
あ
る
ウ
ィ

ル
ソ
ン
で
す
ら
、
野
党
時
代
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
発
言
を
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
与
党
か
野
党
で
あ
る
か
と
い

う
違
い
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
政
策
決
定
権
を
持
つ
か
ど
う
か
で
、
認
識
が
大
き
く
変
わ
る
証
左
で
も
あ
る
。
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労
働
党
内
で
は
、
反
対
派
の
存
在
の
一
方
で
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
し
て
賛
成
を
示
す
も
の
が
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま

だ
大
き
な
分
断
を
招
か
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
が
即
時
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
と
繋
が
る
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

が
、
裏
を
返
せ
ば
、
加
盟
申
請
が
加
盟
に
繋
が
る
と
い
う
現
実
が
現
れ
た
場
合
は
、
ま
た
異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
問
題
と

し
て
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
は
ド
ゴ
ー
ル
の
拒
否
に
よ
っ
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
後
の
ヒ
ー
ス
（E. H

eath

）

保
守
党
政
権
は
、
再
び
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
目
指
し
た
。
ヒ
ー
ス
の
加
盟
申
請
の
時
に
は
、
ド
ゴ
ー
ル
は
退
陣
し
て
い
た
。
加
盟
へ
の
最
大
の

障
害
で
あ
る
ド
ゴ
ー
ル
が
退
陣
し
、
加
盟
が
現
実
味
を
帯
び
た
と
き
、
労
働
党
は
ま
た
も
そ
の
対
応
で
混
乱
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
は
反
対
姿
勢
を
示
し
て
い
た
労
働
党
が
、
な
ぜ
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
う
こ
と
に
な
っ

た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
与
党
か
野
党
か
の
違
い
が
政
策
決
定
者
の
認
識
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
盟
申
請
へ
と
至
っ

た
と
い
う
結
論
を
出
し
た
が
、
こ
の
認
識
は
、
野
党
に
下
野
す
れ
ば
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
労
働
党
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ

加
盟
賛
成
派
に
と
っ
て
一
九
六
四
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
の
与
党
経
験
と
い
う
の
は
、
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

（
１
）　

事
例
の
選
択
の
関
し
て
は
、
本
稿
の
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
い
う
単
一
事
例
の
み
で
は
な
く
、
今
後
、
ヒ
ー
ス
政
権
時
の
労
働
党
の
対
応

や
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
と
い
っ
た
事
例
も
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
事
例
選
択
の
バ
イ
ア
ス
を
回
避
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
く
。
な
お
第
一

次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
関
し
て
は
、
三
澤
真
明
「
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
政
党
政
治
―
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
動
揺
」『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
、

第
二
号
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）　Finer, S. E., A

dversary Politics and E
lectoral R

eform
, A

nthony W
igram

, 1975.

（
３
）　

例
え
ば
、
外
交
史
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。Cam

ps, M
., Britain and the E

uropean 
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C
om

m
unity 1955-1963, Prinseton U

niversity Press, 1964. K
aiser, W

., U
sing E

urope, A
busing the E

uropeans: Britain and 
E

uropean Integration, 1945-63, M
acm

illan Press, 1996. Greenw
ood, S., Britain and E

uropean Cooperation since 1945, Black-
w

ell, 1992. Y
oung, J., Britain and European U

nity 1945-1999, 2
nd ed., 2000. 

小
川
浩
之
『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
―

戦
後
イ
ギ
リ
ス
対
外
政
策
の
転
換
と
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
』
名
古
屋
大
学
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。
橋
口
豊
「
ハ
ロ
ル
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
外
交　

一
九
六
四
―
一
九
七
〇
年
―
『
三
つ
の
サ
ー
ク
ル
』
の
中
の
英
米
関
係
」『
龍
谷
法
学
』
第
三
十
八
巻
、
第
四
号　

二
〇
〇
六
年
。
益
田
実
『
戦
後

イ
ギ
リ
ス
外
交
と
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
策
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年

（
４
）　

例
え
ば
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
十
川
宏
二
「
戦
後
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
党
と
対
外
政
策
―
Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」『
六
甲
台

論
集
』
第
三
十
五
巻
、
第
二
号
、
一
九
八
八
年
。

（
５
）　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
の
変
化
に
関
し
て
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
樹
立
が
政
策
変
更
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（Cam

pus 1964, K
aiser 1996

）。
他
に
も
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
の
紐
帯
が
弱
ま
っ
た
こ
と
や
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
弱
体

化
が
要
因
で
あ
る
と
い
う
説
明
も
あ
る
（
小
川　

二
〇
〇
八
年
）。

（
６
）　

主
権
の
共
有
に
よ
っ
て
国
内
の
多
く
の
利
益
集
団
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
利
益
集
団
へ
の
応
答
を
考
慮
す
る
と
、
Ｅ
Ｅ

Ｃ
加
盟
問
題
は
国
内
問
題
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

（
７
）　

い
わ
ゆ
る
「
や
っ
か
い
な
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。George, G., A

w
kw

ard Patner: Britain 
in the E

uropean Com
m

unity, O
xford U

niversity Press, 1998.

（
８
）　

三
澤
、
前
掲
、
五
四
〇
頁
。

（
９
）　

一
九
六
四
年
の
国
際
収
支
は
一
九
五
〇
年
以
降
で
最
悪
の
水
準
に
あ
り
、
三
五
八
万
ポ
ン
ド
の
赤
字
を
計
上
し
て
い
た
。
詳
し
い
デ
ー
タ
は
以

下
を
参
照
さ
れ
た
い
。Butler, D

., and Butler, G., British Political Facts 1900-1994 7
th ed., M

acm
illan, 1994, p. 389.

（
10
）　D

ale, I., Labour Party G
eneral E

lection M
anifestos, 1900-1997, Routledge, 2000, p. 120.

（
11
）　Ibid., p. 120.

（
12
）　PRO

, CA
B 128/39, CC 

（65

）, 27 A
pril 1965, 26

th conclusions.
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（
13
）　Labour Party, R

eport of the 61
st A

nnual Conference, T
ransport H

ouse Sm
ith Square, 1962, p. 246.

（
14
）　PRO

, CA
B 128/39, CC 

（65

）, 13 M
ay 1965, 30

th Conclusions.
（
15
）　Cam

pus, M
., E

uropean U
nification in the Sixties, M

cGraw
-H

ill, 1966, p. 194.

（
16
）　PRO

, CA
B 128/41, CC 

（66

）, 1 N
ovem

ber 1966, 53
rd Conclusions.

（
17
）　Ibid.

（
18
）　Ibid.

（
19
）　

ブ
ラ
ウ
ン
は
一
九
六
七
年
中
頃
を
め
ど
に
交
渉
の
た
た
き
台
を
用
意
し
、
一
九
六
八
年
か
一
九
六
九
年
以
前
に
は
正
式
な
交
渉
を
開
始
し
、
必

要
な
立
法
準
備
を
す
る
青
写
真
を
描
い
て
い
た
。

（
20
）　PRO

, CA
B 128/41, CC 

（66

）, 3 N
ovem

ber 1966, 54
th Conculusions.

（
21
）　H

ansard, 2 M
arch 1967, Series 5, V

ol. 746, col. 312.

（
22
）　Ibid.

（
23
）　Ibid., col. 314

（
24
）　Labour Party, R

eport of the 66thA
nnual Conference, T

ransport H
ouse Sm

ith Square, 1967, p. 280.

（
25
）　

例
え
ば
、「
第
三
勢
力
」
構
想
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
細
谷
雄
一
『
戦
後
国
際
秩
序
と
イ
ギ
リ
ス
外
交
』
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
26
）　

例
え
ば
、
労
働
党
内
の
キ
ー
プ
・
レ
フ
ト
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
「
第
三
勢
力
」
構
想
と
似
た
考
え
を
有
し
て
い
た
。
社
会
主
義
国
と
し
て

の
イ
ギ
リ
ス
が
繁
栄
す
る
た
め
に
は
東
西
対
立
を
超
え
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
結
節
点
と
な
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。
ま
た
、
橋
口
は
、
ウ
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ル
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「
第
三
勢
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っ
て
い
た
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
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し
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世
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位
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と
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い
た
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ヴ
ィ
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的
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伝
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を
引
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
世
界
的
な
地
位

や
影
響
力
の
保
持
に
固
執
し
て
い
た
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ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相
（
川
又
）

一　

は
じ
め
に

二　
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
の
出
版

三　
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
本
文
お
よ
び
『
補
遺
』
の
相
違

四　

お
わ
り
に

一
　
は
じ
め
に

　

筆
者
は
か
つ
て
、
平
成
二
三
年
度
日
本
大
学
短
期
Ａ
海
外
派
遣
研
究
員

と
し
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
財
政
思
想
の
生
成
と
展
開
」
研
究
の

た
め
、
平
成
二
三
年
七
月
一
五
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
を
訪
ね
た
。
こ
の
訪
問
の
目
的
は
、
一
六
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
初
頭
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に

お
け
る
経
済
・
財
政
学
界
を
支
配
し
た
官
房
学
派
の
人
た
ち
、
す
な
わ
ち

カ
メ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
原
典
、
関
連
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
の
思
想
が
伝
播
、
受

容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

は
、
官
房
学
そ
し
て
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
の
著
作
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
そ
の
調
査
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

カ
メ
ラ
リ
ス
ト
の
中
で
、
そ
の
前
・
後
期
を
通
じ
て
代
表
者
の
一
人
に

数
え
ら
れ
る
Ｖ
・
Ｌ
・
ｖ
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
二
六
―
一
六
九

二
）
は
、
そ
の
主
著
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
を
一
六
五
六
年
に
著
し
た
。
こ

の
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
は
初
版
一
六
五
六
年
か
ら
、
一
六
六
〇
年
、
一
六

六
五
年
、
一
六
七
〇
年
、
一
六
七
八
年
、
一
六
八
七
年
、
そ
し
て
ゼ
ッ
ケ

ン
ド
ル
フ
の
没
後
、
一
六
九
五
年
、
一
七
〇
〇
年
、
一
七
〇
三
年
、
一
七

一
一
年
、
一
七
二
〇
年
、
一
七
三
七
年
、
最
終
一
七
五
四
年
版
ま
で
、
各

版
を
数
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
近
年
も
一
九
七
二
年
に
一
七
三
七
年
版
が
、

一
九
七
六
年
に
一
六
六
五
年
第
三
版
が
そ
れ
ぞ
れ
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
初

二
九
一

　

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相

川
　
　
又
　
　
　
　
　
祐



版
に
は
二
種
類
あ
る
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
（
川
又
、
二
〇
〇

八
）。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
一
六
五
六
年
版
、
一
六
六
五
年
版
二
点
、

一
六
七
〇
年
版
、
一
六
七
八
年
版
、
一
七
三
七
年
版
を
個
人
的
に
入
手
し

て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
と
り
わ
け
、
こ
の
第
三
版
を
中
心
に
検
討
す

る
。

　

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
『
補
遺
』
の
冒
頭
に
「
好
意
的
な
読
者
へ
の
回
想
」

を
置
き
、
第
三
版
出
版
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　

お
よ
そ
九
年
前
、『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
と
い
う
前
述
の
論
文
を
、

私
の
き
わ
め
て
寛
大
な
る
主
君
、
ザ
ク
セ
ン
・
ユ
ー
リ
ヒ
・
ク
レ
ー

フ
ェ
・
ベ
ル
ク
な
ど
な
ど
の
エ
ル
ン
ス
ト
公
の
御
指
示
に
よ
り
私
が

出
版
し
た
時
、
私
は
、
宮
廷
の
新
任
官
僚
が
、
他
の
文
書
で
は
当
該

テ
ー
マ
に
つ
い
て
あ
ま
り
多
く
の
事
柄
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
本
書
が
不
便
な
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に

と
の
希
望
を
少
々
抱
い
た
の
だ
が
、
私
は
本
書
に
第
二
版
が
来
よ
う

な
ど
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
母
国

〔
ド
イ
ツ
〕
語
に
よ
る
文
献
が
長
い
年
月
を
数
え
る
こ
と
も
、
あ
る

い
は
大
き
な
需
要
を
有
す
る
こ
と
も
な
い
こ
と
を
、
私
は
承
知
し
て

い
た
。
そ
の
上
、
本
書
が
一
貫
し
て
気
に
入
ら
れ
る
も
の
に
は
な
ら

な
い
こ
と
も
、
と
り
わ
け
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
私
は
最
初
か
ら
気

づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
経
験
豊
か
な
宮
廷
の
大
臣
た
ち
で

あ
れ
ば
〔
本
書
を
〕
必
要
と
し
た
り
お
も
し
ろ
が
っ
た
り
す
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
均
的
な
そ
し
て
新
任

の
人
た
ち
は
よ
り
多
く
の
情
報
を
こ
の
本
、
あ
の
本
と
欲
し
て
い
る
。

何
人
か
は
、
い
く
つ
か
の
状
況
・
名
称
に
お
い
て
、
彼
ら
が
置
か
れ

て
い
る
場
所
で
変
わ
っ
て
い
け
る
適
応
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
多
く
の
人
は
、
私
が
本
書
を
法
規
則
の
手
本
、
教
訓
、
引
用

で
飾
り
付
け
、
多
く
の
見
せ
か
け
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
と
思
い
込
ん

で
い
る
。
少
な
か
ら
ず
の
人
た
ち
も
、
私
が
教
会
事
項
で
記
述
し
た
、

そ
し
て
本
書
の
序
言
（V

orrede

）
に
お
い
て
保
護
し
解
説
し
た
諸

原
理
の
い
く
つ
か
を
嫌
悪
す
る
で
あ
ろ
う
。
ど
ん
な
に
考
え
て
も
、

本
書
の
こ
と
を
、
そ
れ
以
上
と
く
に
注
意
が
要
ら
な
い
、
い
わ
ば
支

度
を
終
え
た
子
供
の
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
以
外
、
考
え
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
と
私
は
推
測
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
出
版
者

が
、
四
折
版
の
初
版
を
ま
も
な
く
完
売
し
て
、
新
版
に
取
り
か
か
る

こ
と
を
決
心
し
た
、
と
私
に
知
ら
せ
て
き
た
時
、
私
は
出
版
者
の
随

意
と
危
険
と
で
行
わ
せ
た
。
そ
こ
で
考
え
た
の
は
、
初
版
で
度
重

な
っ
て
犯
さ
れ
た
誤
植
が
免
れ
、
改
訂
さ
れ
る
こ
と
、
だ
け
で
あ
っ

た
。
苦
労
し
て
一
冊
の
手
書
き
修
正
を
〔
出
版
者
に
〕
付
け
て
や
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〔
修
正
が
さ
れ
な
い
ま
ま
〕
修
正
版
と
称
し

た
拙
劣
な
八
折
本
の
第
二
版
が
、
出
版
者
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
う
し
た
不
注
意
あ
る
い
は
無
分
別
に
ひ
と
は
驚
か
な
い

二
九
二
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で
欲
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
そ
の
本
を
見
る
の
も
、
あ
る
い
は

手
に
取
る
こ
と
も
、
そ
し
て
そ
れ
以
来
、
私
の
そ
ば
に
置
く
の
も
嫌

に
な
っ
て
、
そ
れ
を
別
の
形
態
に
作
り
替
え
る
こ
と
、
時
間
が
可
能

で
あ
れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
で
そ
れ
ら
を
書
き
表
す
こ
と
も
嫌
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
望
ん
で
き
た
、
業
務
・
職
務
に
お
け

る
自
分
の
責
務
の
軽
減
が
実
現
さ
れ
た
の
で
、
ま
た
自
分
の
思
い
つ

き
や
企
図
を
未
完
の
ま
ま
に
し
て
あ
っ
た
の
で
、
つ
い
に
、
本
書
第

三
版
、
少
な
く
と
も
誤
植
を
大
部
分
廃
棄
し
、
活
字
と
用
紙
を
良
く

し
心
地
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
つ
も
り
で
、
ま
た
私
自
身
の
費
用
で
、

私
の
住
所
地
で
、
密
か
に
良
い
機
会
に
そ
れ
を
実
行
す
る
考
え
で

あ
っ
た
。
以
前
の
版
の
出
版
者
が
私
に
い
ろ
い
ろ
言
い
立
て
た
の
で
、

結
局
、
新
し
い
結
論
に
動
か
さ
れ
、「
増
補
」
に
よ
っ
て
い
く
つ
か

資
料
を
こ
の
新
版
に
付
け
加
え
る
こ
と
を
決
心
し
た
（Seckendorff, 

A
dditiones, pp.3-6.

）。
…

オ
ー
ベ
ル
ン
ツ
ェ
ン
、
エ
ル
フ
ァ
、
グ
ン
ペ
ル
ダ
の

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ

ザ
ク
セ
ン-

ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
公
枢
密
参
議
官
、
カ
ン
ツ
ラ
ー
、

ツ
ァ
イ
ツ
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
宗
務
庁
長
官
、

ザ
ク
セ
ン
公
の
イ
エ
ナ
総
合
宮
廷
裁
判
官
、

な
ど
な
ど
（Seckendorff, A

dditiones, p.11.

）

　

こ
れ
を
読
む
と
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
二
版
の

出
版
を
当
初
は
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
市
場
の
好
反
響

に
驚
き
を
隠
せ
ず
に
第
二
版
の
刊
行
を
迎
え
る
が
、
こ
れ
は
ゼ
ッ
ケ
ン
ド

ル
フ
の
意
向
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
初
版
の
出
版
者
ト
マ
ス
・
マ

テ
ィ
ア
ス
・
ゲ
ッ
ツ
ェ
（T

hom
as M

atthias Götze. 1623-1

（
１
）

672

）
に

対
し
て
手
書
き
修
正
を
送
っ
て
改
訂
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

が
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
う
や
く
宮
廷
に
お
け
る
重
責
が

軽
減
さ
れ
て
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
の
改
訂
に
取
り

か
か
っ
た
。
最
初
は
、
自
分
の
意
向
を
無
視
し
た
ゲ
ッ
ツ
ェ
抜
き
で
刊
行

を
計
画
し
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
事
情
が
働
き
、
ゲ
ッ
ツ
ェ
も

加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
版
は
、
本
文
を
全
面
的
に
改
訂
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
本
文
に
『
補
遺
（
増
補
）』
を
追
加
す
る
二
部
構
成
が
最

終
的
に
採
用
さ
れ
た

（
２
）。

そ
し
て
一
六
六
四
年
に
補
遺
の
執
筆
が
終
了
し
て
、

翌
一
六
六
五
年
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
の
出
版

　

も
と
も
と
、『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
、
八
折
り
判
は
ど
の
よ
う
な

形
式
で
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
第
三
版
原
典
二
点
と
そ
の

復
刻
版
一
点
と
を
所
有
し
て
い
る
が
、
原
典
二
点
を
筆
者
本
Ａ
、
筆
者
本

Ｂ
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
三
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

筆
者
本
Ａ
。『
補
遺
』
合
冊
版
。
背
表
紙
表
題 “Seckendendorf 

［sic

］ 

二
九
三



二
九
四

Stat. N
un zum

 drittenm
ahl übersehen und auffgelegt, 

A
uch m

it einer gantz-neuen Zu-Gabe, Sonderbarer und 
w

ichtiger M
aterien um

b ein gorosses T
heil verm

ehret. 
M

it C
hurfürstli. Sächsischen V

icariats Privilegio. 
Franckfurt am

 M
ayn, In V

erlegung T
hom

. M
atthiae 

Götzens. 1665.

　
　
　
［2

］, ［16

］, ［1

］, 2-51, 51

［i.e. 52

］, 53-137, 128

［i.e. 138

］, 
139-265, 276

［i.e. 266

］, 267-269, 271

［i.e. 270

］, 270

［i.e. 
271

］, 272-389, 360

［i.e. 390

］, 391-439, 740

［i.e. 440

］, 
441-479, 

［480

］, 481-652, 65

［i.e. 653

］, ［654

］, 655-878, 

［Register 29, Extract 4

］ p. ; 

［1-3

］, 4-40, 61

［i.e. 41

］, 
42-70, 73-74

［i.e. 71-72

］, 73-136, 237

［i.e. 137

］, 138-
219, 20

［i.e. 220

］, 221-237 p.

　
　
　

Signature: π
1, ）◦（

8A
-Z

8 A
a-Zz

8 A
aa-Lll 8; A

-O
8 P

7

復
刻
本
（
二
巻
本
）

　
H

errn V
eit Ludw

igs von Seckendorff, zc. T
eutscher Fürsten 

Stat. N
un zum

 drittenm
ahl übersehen und auffgelegt, 

A
uch m

it einer gantz-neuen Zu-Gabe, Sonderbarer und 
w

ichtiger M
aterien um

b ein gorosses T
heil verm

ehret. 
M

it C
hurfürstli. Sächsischen V

icariats Privilegio. 

T
eutscher Fürsten Stat”

。
旧
蔵
書
票 “Bibliothek Bela 

M
arkovits” 

つ
き
。

　

H
errn V

eit Ludw
igs von Seckendorff, zc. T

eutscher Fürsten 
Stat. N

un zum
 drittenm

ahl übersehen und auffgelegt, 
A

uch m
it einer gantz-neuen ZuGabe, Sonderbarer und 

w
ichtiger M

aterien um
b ein gorosses T

heil verm
ehret. 

M
it C

hurfürstli. Sächsischen V
icariats Privilegio. 

Franckfurt am
 M

ayn, In V
erlegung T

hom
. M

atthiae 
Götzens. 1665.

　
　
　
［2

］, ［16

］, ［1

］, 2-51, 51

［i.e. 52
］, 53-137, 128

［i.e. 138

］, 
139-265, 276

［i.e. 266

］, 267-269, 271
［i.e. 270

］, 270

［i.e. 
271

］, 272-370, 3

［i.e. 371

］, 372-389, 360
［i.e. 390

］, 391-
439, 740

［i.e. 440

］, 441-512, 5

［i.e. 513
］, 514-652, 65

［i.e. 
653

］, ［654

］, 655-878, 

［Register 29, Extract 4
］ p. ; 

［1-
3

］, 4-40, 61

［i.e. 41

］, 42-70, 73

［i.e. 71

］, 72-136, 237

［i.e. 137

］, 138-219, 20

［i.e. 220

］, 221-237 p.

　
　
　

Signature: π
1, ）◦（

8A
-Z

8 A
a-Zz

8 A
aa-Lll 8; A

-O
8 P

7

筆
者
本
Ｂ
。『
補
遺
』
合
冊
版
。
背
表
紙
表
題 “V

. L. von Seckendorff, 
T

eutscher Fürsten Stat”

。
虫
食
い
に
よ
る
穴
あ
り
。

　

H
errn V

eit Ludw
igs von Seckendorff, zc. T

eutscher Fürsten 



ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相
（
川
又
）

二
九
五

Franckfurt am
 M

ayn, In 
V

erlegung T
hom

. M
at-

thiaeGötzens. 1665.

　
　
　
［2

］, ［16
］, ［1

］, 2-5, 

［6

］, 
7-137, 128

［i.e. 138

］, 
139-653, 

［654
］, 655-878, 

［Register 29, Extract 4

］ 
p. 

［1-3

］, 4-237 p.

　
　
　

Signature: π
1, ）◦（

8A
-Z

8 A
a-

Zz
8 A

aa-Lll 8; A
-O

8 P
7

　

さ
て
、
こ
の
第
三
版
をV

（
３
）

D
17

で

検
索
す
る
と
、
現
在
、
ゴ
ー
タ
研
究

図
書
館
所
蔵
本
（
ゴ
ー
タ
本
と
略

称
：V

D
17 39:157216U

）、
ヴ
ォ

ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
ア
ウ
グ
ス

ト
公
図
書
館
所
蔵
本
（
ヴ
ォ
ル
フ
ェ

ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
本
と
略
称
：V

D
17 

23:305337Z

）、
ベ
ル
リ
ン
国
立
図

書
館
所
蔵
本
（
ベ
ル
リ
ン
本
と
略

称
：V

D
17 1:691363G

）
の
三
種

表１－１　『ドイツ君主国』第三版表題頁

①筆者本Ａ ②筆者本Ｂ ③ベルリン本（筆者撮影）
VD17 1:691363G

④ゴータ本
VD17 39:157216U

⑤ヴォルフェンビッテル本
VD17 23:305337Z ⑥復刻本



二
九
六

類
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

表
１

－
１
の
画
像
は
す
べ
て
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
一
六
六
五
年
第
三
版

の
表
題
頁
で
あ
る
。
①
②
は
筆
者
本
Ａ
、
Ｂ
で
、
③
は
ベ
ル
リ
ン
本
で
あ

る
。
そ
し
て
④
が
ゴ
ー
タ
本
、
⑤
が
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
本
で
あ

る
。
⑥
は
や
は
り
筆
者
が
所
有
す
る
復
刻
本
で
あ
る
。
画
像
か
ら
、
①
筆

者
本
Ａ
と
④
ゴ
ー
タ
本
が
、
②
筆
者
本
Ｂ
と
⑤
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ

ル
本
そ
し
て
⑥
復
刻
本
が
同
一
の
も
の
だ
と
分
か
る
。
よ
っ
て
①
筆
者
本

Ａ
、
②
筆
者
本
Ｂ
、
③
ベ
ル
リ
ン
本
の
表
題
頁
を
見
て
み
よ
う
。

　

表
１

－

２
は
こ
れ
ら
三
冊
の
表
題
頁
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
題

頁
は
、
著
者
名
、
表
題
、
版
数
、
補
遺
、
特
認
、
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
、
出
版

地
、
出
版
者
、
刊
行
年
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
著
者
名
は
「
フ
ァ
イ

ト
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
氏
、
な
ど
な
ど
〔
以

下
省
略
〕、
の
（H

errn V
eit Ludw

igs von Seckendorff. z

［=et

］c.

）」

と
記
さ
れ
て
い
る
。『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
初
版
や
第
二
版
で
は
、
ゼ
ッ
ケ

ン
ド
ル
フ
の
身
分
や
出
身
地
を
表
題
頁
に
記
載
し
て
い
た
が
、
第
三
版
で

は
こ
れ
ら
が
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、zc

（=etc

）
と
い
う
省
略
記

号
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
補
遺
』
で
は

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
身
分
の
記
載
が
復
活
し
て
い
る
（Seckendorff, 

A
dditiones, p.11.

）。

　

三
冊
を
み
る
と
、
八
か
所
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
表
２
参

照
）。
す
な
わ
ち
⑴
著
者
、
⑵
表
題
、
⑶
版
数
、
⑷
補
遺
、
⑸
オ
ー
ナ
メ

表１－２　『ドイツ君主国』表題頁（和訳）

①筆者本Ａ ②筆者本Ｂ　⑥復刻本 ③ベルリン本

ファイト・ルートヴィヒ・フォン・ゼッケンドルフ
氏、などなど〔以下省略〕、の

『ドイツ
君主国』
校閲して

３度目の刊行
まったく新しい

補遺付

特別のそして重要な
資料が全体にわたり

増補される
ザクセン選帝侯代理人による

特認済み

フランクフルト・アム・マイン
トマス・マティアス・ゲッツェによる出版

1665年

ファイト・ルートヴィヒ・フォン・ゼッケンドルフ
氏、などなど〔以下省略〕、の

『ドイツ
君主国』
校閲して

３度目の刊行
まったく新しい

補遺付

特別のそして重要な
資料が全体にわたり

増補される
ザクセン選帝侯代理人による

特認済み

フランクフルト・アム・マイン
トマス・マティアス・ゲッツェによる出版

1665年

ファイト・ルートヴィヒ・フォン・ゼッケンドルフ
氏、などなど〔以下省略〕、の

『ドイツ君主国』
校閲して

３度目の刊行
まったく新しい

補遺付

特別のそして重要な資料が全体にわたり
増補される

ザクセン選帝侯代理人による
特認済み

フランクフルト、トマス・
マティアス・ゲッツェによる出版

1665年



ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相
（
川
又
）

二
九
七

ン
ト
（
飾
り
模
様
）、
⑹
出
版
地
、
⑺
出
版
者
、
⑻
横
線
の
表

記
で
あ
る
。

　

⑴
著
者

　

著
者
の
表
記
や
そ
れ
以
外
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ

て
い
る
活
字
が
ベ
ル
リ
ン
本
だ
け
異
な
っ
て
い
る
。

　

⑵
表
題

　

筆
者
本
Ａ
、
Ｂ
は
表
題
（
書
名
）
の
表
記
が
二
行
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
本
は
一
行
で
あ
る
。
し
か
も
ベ
ル
リ
ン

本
に
だ
け
、Fürsten

とStat

の
間
に
ハ
イ
フ
ン
が
付
け
ら
れ

て
い
る
。

　

⑶
版
数

　

ベ
ル
リ
ン
本
の
み
、und

で
改
行
さ
れ
て
い
る
。

　

⑷
補
遺

　

補
遺
の
表
記
が
、
筆
者
本
Ａ
は
ハ
イ
フ
ン
な
し
のZuGabe

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
筆
者
本
Ｂ
と
ベ
ル
リ
ン
本
はZu

と

Gabe

の
間
に
ハ
イ
フ
ン
が
入
っ
て
い
る
（Zu-Gabe

）。
補
遺

の
中
身
す
な
わ
ち
増
補
の
説
明
「
特
別
の
そ
し
て
重
要
な
資
料

が
全
体
に
わ
た
り
増
補
さ
れ
る
」
に
関
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
本
は
、

筆
者
本
二
冊
が
三
行
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、

ein

で
改
行
さ
れ
て
い
る
た
め
に
全
部
で
二
行
と
な
っ
て
い
る
。

　

⑸
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
（
飾
り
模
様
）

表２　『ドイツ君主国』第三版表題頁の相違

①筆者本Ａ ②筆者本Ｂ　⑥復刻本 ③ベルリン本

⑴著者 Herrn
Veit Ludwigs von Seckendorff, zc.

Herrn
Veit Ludwigs von Seckendorff, zc.

Herrn
Veit Ludwigs von Seckendorff, zc.

⑵表題
Teutscher

Fürsten Stat
２行表記　ハイフンなし

Teutscher
Fürsten Stat

２行表記　ハイフンなし
Teutscher Fürsten-Stat
１行表記　ハイフンあり

⑶版数
Nun zum drittenmahl übersehen 

und auffgelegt, 
übersehen で改行

Nun zum drittenmahl übersehen 
und auffgelegt, 

übersehen で改行

Nun zum drittenmahl übersehen und 
auffgelegt, 
und で改行

⑷補遺・増補

Auch mit einer gantz-neuen 
ZuGabe, 

Sonderbarer und wichtiger 
Materien umb ein grosses 

Theil vermehret.
５行表記　ZuGabe ハイフンなし
ZuGabe の行と Sonderbarer 以下

との行間に空きあり

Auch mit einer gantz-neuen 

Zu-Gabe, 

Sonderbarer und wichtiger 
Materien umb ein grosses 

Theil vermehret.
５行表記　Zu-Gabe ハイフンあり
Zu-Gabe の前後の行間に空きあり

Auch mit einer gantz-neuen 
Zu-Gabe, 

Sonderbarer und wichtiger Materien umb ein 
grosses Theil vermehret.

４行表記　Zu-Gabe ハイフンあり
Zu-Gabe の行と Sonderbarer 以下との行間に

空きあり

⑸オーナメント
（飾り模様）

１段組み １段組み ２段組み

⑹出版地 Franckfurt am Mayn, Franckfurt am Mayn, Franckfurt, In Verlegung Thomae 
Matthiae Götzens.

アム・マインなし、ゲッツェの名前
が２行⑺出版者 In Verlegung Thom. Matthiae Götzens. In Verlegung Thom. Matthiae Götzens.

⑻刊行年 M. DC. LXV. M. DC. LXV. M. DC. LXV.



二
九
八

　

ベ
ル
リ
ン
本
だ
け
、
飾
り
模
様
（
植
物
の
葉
の
ご
と
き
模

様
）
が
二
段
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

⑹
出
版
地

　

筆
者
本
二
冊
は
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
」

と
正
確
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
本
は

単
に
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑺
出
版
者

　

本
書
は
ト
マ
ス
・
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ゲ
ッ
ツ
ェ
（T

hom
as 

M
atthias Götze

）
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
が
、
彼
の
姓
名

ラ
テ
ン
語
二
格
表
記
に
関
し
て
筆
者
本
二
冊
がT
hom

.

で

あ
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
本
はT

hom
ae
と
な
っ
て

い
る
。

　

⑻
横
線

　

刊
行
年
の
す
ぐ
上
に
あ
る
横
線
で
あ
る
が
、
筆
者
本
二
冊

が
そ
の
一
行
上
のIn

か
らGötzens

ま
で
の
幅
よ
り
も
狭

く
引
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
本
は
二
行
上
の

Franckfurt

か
らT

hom
ae

ま
で
の
幅
よ
り
も
広
く
引
か

れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
表
３
の
画
像
の
よ
う
に
、
筆
者
本
Ａ
で
は
、
口

絵
頁
と
表
題
頁
が
左
右
の
頁
で
連
続
し
て
い
る
（
見
開
き
）

が
、
筆
者
本
Ｂ
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
本
で
は
口
絵
頁
と
表
題
頁

表３　『ドイツ君主国』第三版口絵頁と表題頁
①筆者本Ａ ②筆者本Ｂ ③ベルリン本

表４－１　『ドイツ君主国』第三版『補遺』表題頁と第四版『補遺』表題頁
①筆者本Ａ ②筆者本Ｂ 第四版



ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相
（
川
又
）

二
九
九

で
あ
り
、
ゴ
ー
タ
に
お
い
て
は
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
か
ら
出
版
の
特
認

（Privileg

）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
下
で
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

（Peter Schm
id

）
と
シ
ャ
ル
が
印
刷
工
と
し
て
従
事
し
て
い
た
（Berbig, 

p

（
５
）

.325.

）。
表
４

－

１
か
ら
、
一
六
七
〇
年
第
四
版
の
刊
行
に
際
し
て
は
、

本
文
あ
る
い
は
『
補
遺
』
の
表
題
頁
に
ラ
イ
ヘ
ア
と
シ
ャ
ル
の
名
前
は
登

場
し
て
い
な
い
。
以
後
二
人
の
関
与
は
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ゲ
ッ

ツ
ェ
お
よ
び
そ
の
後
継
者
は
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
の
一
六
七
八
年
第
五
版

ま
で
そ
の
刊
行
を
担
当
し
て
い
る
。

三
　『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
本
文
お
よ
び
『
補
遺
』
の
相
違

　

上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
筆
者
本
Ａ
、
Ｂ
、
復
刻
本
、
ベ
ル
リ
ン
本
、

ゴ
ー
タ
本
、
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
本
に
お
け
る
違
い
は
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら

な
る
比
較
が
必
要
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
と
日
本
と
い

う
地
理
的
な
距
離
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
本
の
詳
細
な
比
較
が
実
現
で
き
な

い
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
が
『
補
遺
』
を
所

蔵
し
て
い
る
（
東
大
本
と
略
称
）。
ま
た
、
ド
イ
ツ
へ
の
電
子
メ
ー
ル
で

の
照
会
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
筆
者

本
Ａ
、
Ｂ
、
復
刻
本
、
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
本
、
ベ
ル
リ
ン
本
そ

し
て
東
大
本
の
比
較
が
実
現
し
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
か
ら
は

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ホ
ー
ク
レ
ー
フ
ェ
（Christian H

ogrefe

）
氏
か
ら
、

が
連
続
し
て
い
な
い

（
４
）。

後
二
者
は
、
口
絵
の
裏
頁
が
空
白
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

次
に
、
表
４

－

１
の
画
像
は
、『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
一
六
六
五
年
第
三

版
『
補
遺
』
の
表
題
頁
、
お
よ
び
筆
者

所
蔵
、
一
六
七
〇
年
刊
の
第
四
版
の
そ

れ
で
あ
る
。

　

表
４

－

１
か
ら
第
三
版
『
補
遺
』
の

出
版
地
と
出
版
者
を
示
し
た
も
の
が
表

４

－

２
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
こ
の
第

三
版
『
補
遺
』の
刊
行
に
は
、
ゴ
ー
タ
の

ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ラ
イ
ヘ
ア
（A

ndreas 
Reyher. 1601-1673

）
と
ヨ
ハ
ン
・
ミ

ハ
エ
ル
・
シ
ャ
ル
（Johann M

ichael 
Schall

）
が
新
た
に
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
ラ
イ
ヘ
ア
は
、
ゼ
ッ
ケ

ン
ド
ル
フ
が
ゴ
ー
タ
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

に
在
学
中
、
そ
の
校
長
を
務
め
た
有
名

な
教
育
者
（
校
長
在
職
は
一
六
四
一
年

か
ら
没
す
る
七
三
年
ま
で
）
で
あ
っ
た

（Berbig, pp.322-23, p.325.

）。
ラ
イ

ヘ
ア
は
、
出
版
業
に
も
携
わ
っ
た
人
物

表４－２　『ドイツ君主国』第三版『補遺』の出版地と出版者

『ドイツ君主国』
第三版本文 『補遺』

出版地 フランクフルト・アム・
マイン フランクフルト ゴータ

出版・
印刷者

トマス・マティアス・
ゲッツェ

トマス・マティアス・
ゲッツェ

アンドレアス・ライヘア
ヨハン・ミハエル・シャル



三
〇
〇

表
５
　『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
の
相
違

①
筆

者
本

Ａ
②

筆
者

本
Ｂ

⑤ヴォルフェンビュッテル本
⑥

復
刻

本（
二

巻
本

）
③

ベ
ル

リ
ン

本
東

大
本（

補
遺

の
み

）

本文

p.104 頭
注

3
Rä-the

Rä-the
Rä-the（

h
あ

り
）

Rä-t e
（

印
刷

の
か

す
れ

か
h な

し
）

p.108 頭
注

5
Zum

 Z
が

巻
い

た
字

体
Z

um
（

印
刷

の
か

す
れ

か
Z

な
し

）
Z

が
筆

者
本

A
と

同
じ

字
体

の
Z

Zum
　

p.129 折
記

号
J あ

り
J あ

り
Jあ

り
J な

し
p.271

270頁
を

271頁
と

誤
植

270頁
を

271頁
と

誤
植

270頁
を

271頁
と

誤
植

誤
植

な
し

270頁
を

271頁
と

誤
植

p.270
271頁

を
270頁

と
誤

植
271頁

を
270頁

と
誤

植
271頁

を
270頁

と
誤

植
誤

植
な

し
271頁

を
270頁

と
誤

植
p.3

371頁
を

3頁
と

誤
植

誤
植

な
し

371頁
を

3頁
と

誤
植

誤
植

な
し

誤
植

な
し

p.386 キ
ャッ

チ
ワ

ード
CA

P-（
正

）
CA

P-（
正

）
CA

P-（
正

）
Sum

-（
誤

）
p.360

390頁
を

360頁
と

誤
植

390頁
を

360頁
と

誤
植

390頁
を

360頁
と

誤
植

誤
植

な
し

390頁
を

360頁
と

誤
植

p.440
440頁

を
740頁

と
誤

植
440頁

を
740頁

と
誤

植
440頁

を
740頁

と
誤

植
誤

植
な

し
440頁

を
740頁

と
誤

植

p.5
513頁

を
5頁

と
誤

植
（

印
刷

の
か

す
れ

か
）

誤
植

な
し

（
か

す
れ

な
し

 p.513）
誤

植
な

し
（

か
す

れ
な

し
 p.513）

誤
植

な
し

（
か

す
れ

な
し

 p.513）
誤

植
な

し
（

か
す

れ
な

し
 p.513）

p.551 キ
ャッ

チ
ワ

ード
gen

あ
り

gen
あ

り
gen

あ
り

な
し

p.65
653頁

を
65頁

と
誤

植
653頁

を
65頁

と
誤

植
誤

植
な

し
p.773文

末
H

の
み

（
a-な

し
）

H
a-（

a-あ
り

）
H

a-（
a-あ

り
）

H
a-（

a-あ
り

）
H

a-（
a-あ

り
）

p.773 キ
ャッ

チ
ワ

ード
ferな

し
ferあ

り
ferあ

り
ferあ

り
ferあ

り

補遺（増補）

p.41
41頁

を
61頁

と
誤

植
41頁

を
61頁

と
誤

植
41頁

を
61頁

と
誤

植
誤

植
な

し
41頁

を
61頁

と
誤

植
41頁

を
61頁

と
誤

植

p.53　
見

出
し

§.43.
（

か
す

れ
て

43に
見

え
る

）
§.13.

§.13.
§.1（

印
刷

の
か

す
れ

か
3な

し
）

§.13.

p.71
71頁

を
73頁

と
誤

植
71頁

を
73頁

と
誤

植
71頁

を
73頁

と
誤

植
誤

植
な

し
71頁

を
73頁

と
誤

植
71頁

を
73頁

と
誤

植
p.72

72頁
を

74頁
と

誤
植

72頁
を

74頁
と

誤
植

誤
植

な
し

p.111 キ
ャッ

チ
ワ

ード
nicht

nicht
nicht

nich-
（

印
刷

の
か

す
れ

か
tな

し
）

nicht

p.126 
§.33.見

出
し

な
し

§.33.見
出

し
な

し
§.33.見

出
し

な
し

§.33.見
出

し
な

し
§.33.見

出
し

な
し

p.137
137頁

を
237頁

と
誤

植
137頁

を
237頁

と
誤

植
137頁

を
237頁

と
誤

植
誤

植
な

し
137頁

を
237頁

と
誤

植
137頁

を
237頁

と
誤

植
p.182　

見
出

し
§.42.を

§.41.と
誤

植
§.42.を

§.41.と
誤

植
§.42.を

§.41.と
誤

植
§.42.を

§.41.と
誤

植
§.42.を

§.41.と
誤

植
§.42.を

§.41.と
誤

植

p.206　
頭

注
§.43.

3.の
み

（
印

刷
の

か
す

れ
か

 §記
号

と
4な

し
）

§.43.
3.の

み
（

印
刷

の
か

す
れ

か
 

§記
号

と
4な

し
）

3.の
み

（
印

刷
の

か
す

れ
か

 
§記

号
と

4な
し

）
p.20

220頁
を

20頁
と

誤
植

220頁
を

20頁
と

誤
植

220頁
を

20頁
と

誤
植

誤
植

な
し

220頁
を

20頁
と

誤
植

220頁
を

20頁
と

誤
植

p.235
34.を

54.と
誤

植
34.を

54.と
誤

植
34.を

54.と
誤

植
34.を

54.と
誤

植
34.を

54.と
誤

植
34.を

54.と
誤

植
紙

薄
紙

薄
紙

厚
紙



ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相
（
川
又
）

三
〇
一

八
六
頁
の
キ
ャ
ッ
チ
ワ
ー
ド
（Catch-

w
ord

）
に
関
し
て
は
、
筆
者
本
に
お
い

て
は
正
し
い
表
記CA

P-

で
あ
っ
た
の

に
、
印
刷
の
過
程
に
お
い
て
何
ら
か
の
手

違
い
で
、
復
刻
本
に
お
い
て
、
誤
っ
た

Sum
-

に
直
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
同
様
に
、
筆
者
本
に
は
あ
っ
た
も
の

が
、
復
刻
本
に
な
い
も
の
も
存
在
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
一
二
九
頁
の
折
記
号
Ｊ
、

五
五
一
頁
の
キ
ャ
ッ
チ
ワ
ー
ドgen

が

そ
れ
に
該
当
す
る
。
両
者
の
相
違
は
、
印

刷
の
か
す
れ
に
よ
る
影
響
も
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
復
刻
本
の
ペ
ー
ジ

表
記
は
、
筆
者
本
Ｂ
と
は
明
ら
か
に
異

な
っ
て
い
る
の
で
、
復
刻
本
の
原
典
は
、

筆
者
本
Ｂ
よ
り
も
後
に
印
刷
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
（
図
１
）。

　

で
は
『
補
遺
』
に
も
違
い
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
各
版
の
相
違
は
や
は
り
表
５

に
示
さ
れ
て
い
る
。『
補
遺
』
復
刻
本
で

は
や
は
り
、
ペ
ー
ジ
番
号
の
誤
植
が
直
さ

ベ
ル
リ
ン
か
ら
は
エ
フ
ァ
・
ロ
ー
ト
キ
ル
ヒ
（Eva Rothkirch

）
女
史

か
ら
回
答
メ
ー
ル
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
回
答
を
基
に

し
て
、
本
文
や
補
遺
に
関
す
る
両
者
の
相
違
を
表
５
に
ま
と
め
た
（
表
中

の
斜
線
部
は
メ
ー
ル
で
の
回
答
が
な
か
っ
た
部
分
を
、
空
欄
は
比
較
が
で

き
な
か
っ
た
部
分
を
表
す
）。

　

こ
の
比
較
の
結
果
、
そ
し
て
二
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
の
出
版
で

示
し
た
書
誌
（
折
記
号
）
な
ど
か
ら
、
筆
者
本
Ａ
、
Ｂ
、
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン

ビ
ュ
ッ
テ
ル
本
、
ベ
ル
リ
ン
本
、
そ
し
て
東
大
本
は
、
表
題
頁
は
変
更
さ

れ
て
は
い
る
が
、
同
じ
組
版
を
用
い
て
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
印
刷
の
際
、
ペ
ー
ジ
番
号
表
記
な
ど
不
都
合
が
あ
れ
ば
訂
正

を
施
し
た
結
果
が
、
そ
の
差
と
な
っ
て
表
れ
た
と
思
わ
れ
る
。『
ド
イ
ツ

君
主
国
』
は
三
種
類
の
表
題
頁
を
持
つ
の
だ
が
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
『
ド

イ
ツ
君
主
国
』
の
公
刊
順
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
筆
者
本
Ａ
と

Ｂ
で
は
、Zu-Gabe

と
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ
の
方
が
遅
い
と
い

う
こ
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン
本
は
、
筆
者
本
Ａ
の
前
に
印
刷

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
表
題
頁
を
替
え
て
筆
者
本
Ａ
が
印
刷
さ
れ
た
可
能

性
と
、
あ
る
い
は
筆
者
本
Ｂ
の
後
に
、
や
は
り
表
題
頁
を
替
え
て
、
ベ
ル

リ
ン
本
が
印
刷
さ
れ
た
可
能
性
の
二
つ
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
あ
る
い
は
、

筆
者
本
Ａ
、
Ｂ
の
中
間
に
公
刊
さ
れ
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。）

　

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
本
Ａ
な
ど
に
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
誤
植
が
復
刻

本
で
は
そ
れ
が
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
６
）。

三

図１　『ドイツ君主国』第三版公刊順の可能性

③

①

①

②

⑤ ③

②

⑤



三
〇
二

も
三
つ
の
異
な
る
表
題
頁
を
持
つ
版
が
存
在
し
て
い
る
。

②　

東
大
本
の
印
刷
用
紙
は
、
筆
者
本
と
異
な
っ
て
い
る

（
７
）。

の
二
点
で
あ
る
。

　

初
版
以
降
の
刊
行
総
部
数
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
初
版
一
六
五
六
年

か
ら
最
終
一
七
五
四
年
版
ま
で
、
数
々
の
版
が
数
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ

れ
だ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
に
対
す
る
需
要
が
大

き
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
最
終
的
に
各
版
の
刊
行
総
部
数
は
膨
大

な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
七
二
七
年
に
Ｓ
・
Ｐ
・
ガ
ッ
サ
ー
（
一
六

七
六
―
一
七
四
五
）
が
ハ
レ
大
学
に
お
い
て
官
房
学
講
座
を
担
当
す
る
教

員
に
就
任
し
た
際
、
そ
の
当
初
『
ド
イ
ツ
君
主
国

（
８
）』

を
用
い
て
授
業
を

行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（Gasser, V

orbericht, p.1.

）。
そ

の
こ
と
は
、
一
七
二
七
年
当
時
で
も
流
通
量
が
大
き
く
、『
ド
イ
ツ
君
主

国
』
が
入
手
し
易
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

初
版
か
ら
最
終
ビ
ー
ヒ
リ
ン
ク
版
ま
で
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
出
版
の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
る
。
初
版
か
ら
最
終

ビ
ー
ヒ
リ
ン
ク
版
ま
で
全
体
の
照
合
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
。

　

最
後
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
に
つ
い
て

解
明
さ
れ
て
い
な
い
疑
問
点
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

①　

な
ぜ
、
第
三
版
に
ラ
イ
ヘ
ア
や
シ
ャ
ル
が
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
。
彼
ら
と
ゲ
ッ
ツ
ェ
と
の
役
割
分
担
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

れ
て
い
る
。『
補
遺
』
の

印
刷
も
ま
た
、
復
刻
本
原

典
の
公
刊
順
は
最
後
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
本
と
東

大
本
に
関
し
て
、
印
刷
さ

れ
た
用
紙
が
筆
者
本
は
東

大
本
に
比
較
し
て
薄
手
の

も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
が
あ
る
。
用

紙
の
違
い
か
ら
両
者
の
間

に
は
明
ら
か
に
、
印
刷
上

の
時
間
的
差
異
、
あ
る
い

は
場
所
的
差
異
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　

今
回
明
ら
か
に
で
き
た

の
は
、

①　
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』

第
三
版
に
は
少
な
く
と

図２　『補遺』公刊順の可能性

②

⑤

①

③
復刻本原典



ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相
（
川
又
）

三
〇
三

も
、
一
六
七
二
年
、
四
九
歳
で
亡
く
な
る
。
彼
の
周
り
に
は
、
き
わ
め
て
有
能

な
従
業
員
で
あ
り
娘
婿
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ッ
チ
ェ
（Johann Fritzsche

）、
ゲ

オ
ル
ク
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
エ
ー
ア
リ
ン
ク
（Georg H

einrich Ö
hrling

）、
ヨ

ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
グ
レ
デ
ィ
ッ
チ
ュ
（Johann Friedrich Gle-

ditsch

）、
息
子
ト
マ
ス
・
ミ
ハ
エ
ル
・
ゲ
ッ
ツ
ェ
（T

hom
as M

ichael

）
ら

が
い
た
。
ゲ
ッ
ツ
ェ
の
後
継
者
ト
マ
ス
・
ミ
ハ
エ
ル
は
、
拠
点
を
そ
の
後
ラ
イ

プ
ツ
ィ
ヒ
に
移
し
て
い
く
（Brauer, 592.

）。

　
　

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
の
出
版
に
ゲ
ッ
ツ
ェ
お
よ
び
そ
の

後
継
者
が
関
わ
っ
た
の
は
一
六
七
八
年
第
五
版
ま
で
で
あ
る
。
ま
た
ゼ
ッ
ケ
ン

ド
ル
フ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
国
』（
一
六
八
五
年
）
の
出
版
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
で
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
グ
レ
デ
ィ
ッ
チ
ュ
が
担
当
し
て
い
る
。

（
２
）　

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
「
索
引
（Regsiter

）」
の
後
で
、『
補
遺
』
第
三
六

節
と
の
関
連
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
論
文
『
格
言
集
』
を
紹
介
し
て
い
る
（Joly, 

p. 209 ff.

）。
こ
の
紹
介
は
、
少
な
く
と
も
一
七
一
一
年
版
に
は
掲
載
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
ビ
ー
ヒ
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
一
七
二
〇
年
版
以
降
で

は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
トV

D
17

は
、
一
六
〇
一
年
か
ら
一
七
〇
〇
年
ま
で
の
一
七

世
紀
に
ド
イ
ツ
語
圏
で
公
刊
さ
れ
た
文
献
目
録
を
作
成
す
る
事
業
で
あ
る
。

http://w
w

w
.vd17.de/

（
４
）　

ゴ
ー
タ
本
（V

D
17 39:157216U

）
に
お
い
て
、
口
絵
頁
と
表
題
頁
が
連

続
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
未
確
認
で
あ
る
。
口
絵
頁
の
綴
じ
方
は
、
製
本
の
発

注
者
あ
る
い
は
製
本
業
者
の
好
み
で
決
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
５
）　V

D
17

で
、A

ndreas R
eyher

、Johann M
ichael Schall

、V
itus 

Seckendorff

で
検
索
す
る
と
十
六
件
の
文
献
が
見
つ
か
る
（
二
〇
一
六
年
一

月
現
在
）。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
『
補
遺
』
の
公
刊
前
に
二
人
と
出
版
実
績
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、J. Benzing, D

ie Buchdrucker

の
一
六
二
頁
、

の
か
。

②　

な
ぜ
『
補
遺
』
出
版
地
と
し
て
、
本
文
の
出
版
地
と
敢
え
て
違
う
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
ゴ
ー
タ
の
二
か
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。

③　

本
文
の
表
題
頁
に
ラ
イ
ヘ
ア
ら
の
名
前
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

④　

本
文
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
、『
補
遺
』
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と

ゴ
ー
タ
で
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
印
刷
さ
れ
た
の
か
。
ゲ
ッ
ツ
ェ
が
本
文
と

補
遺
を
印
刷
す
る
一
方
、
ラ
イ
ヘ
ア
は
、
本
文
は
印
刷
せ
ず
、
補
遺
だ

け
を
印
刷
し
た
の
か
。

⑤　

復
刻
本
は
、
何
を
原
典
に
し
て
復
刻
さ
れ
た
の
か
。

　

復
刻
本
は
、
デ
ト
レ
フ
・
ア
ウ
ヴ
ェ
ル
マ
ン
Ｋ
Ｇ
出
版
社
（V

erlag 
D

etlev A
uverm

ann K
G

）
か
ら
刊
行
さ
れ
、
ト
ポ
ス
（T

opos

）
社

か
ら
販
売
さ
れ
た
。
紀
伊
國
屋
書
店
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
ア
ウ
ヴ
ェ
ル

マ
ン
社
は
、
現
在
、
営
業
を
し
て
お
ら
ず
、
閉
業
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た

（
９
）。

ト
ポ
ス
に
も
こ
の
第
三
版
の
原
典
の
情
報
（
所

蔵
先
あ
る
い
は
所
有
者
）
に
つ
い
て
電
子
メ
ー
ル
で
照
会
中
で
あ
る
が
、

返
答
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。

（
１
）　

ゲ
ッ
ツ
ェ
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
生
ま
れ
た
。
三
十
年
戦
争
の
影
響
で
、

父
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
へ
送
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
彼
は

結
婚
後
、
出
版
業
を
開
業
し
た
。
当
時
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に

占
領
さ
れ
て
い
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
出
版
業
の
中

心
地
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い
た
。
ゲ
ッ
ツ
ェ
は
こ
の
地
で
大
成
功
を
収
め
る



三
〇
四

und Cam
eral-W

issenschaften ... H
alle, 1729. N

eudruck. V
erlag D

e-
tlev A

uverm
ann K

G. Glashütten im
 T

aunus, 1970.
Joly, C. 

（1663

）: R
ecueil de m

axim
es veritables et im

portantes pour 
l’institution du R

oy. Paris, 1663. 

本
書
は
二
〇
一
五
年
一
〇
月
現
在
、

Google books

で
閲
覧
で
き
る
。

Seckendorff, V
. L. v. 

（1656

）: T
eutscher Fürsten Stat. Franckfurt am

 
M

äyn, 1656. 

初
版
。

Seckendorff, V
. L. v. 

（1656

）: T
eutscher Fürsten Stat. N

un zum
 dritten 

M
ahl übersehen und auffgelegt. A

uch m
it einer gantz-neuen Zugabe. 

Franckfurt am
 M

ain, 1665. 

第
三
版
。

　
　

筆
者
本
Ａ
、
Ｂ

　
　

ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル-

ア
ウ
グ
ス
ト
公
図
書
館
所
蔵
本
：V

D
17 

23:305337Z

　
　

ベ
ル
リ
ン
国
立
図
書
館
所
蔵
本
：V

D
17 1:691363G

　
　

ゴ
ー
タ
研
究
図
書
館
所
蔵
本
：V

D
17 39:157216U

Seckendorff, V
. L. v. 

（1665

）: A
dditiones O

der Zugaben und E
rleuter-

ungen zu dem
 T

ractat des T
eutschen Fürsten-Stat. D

urch den A
u-

toren selbst, bey dieser neuen Edition, aus Liebe des gem
einen 

Bestens, abgefasset. A
nno 1664. Franckfurt, Gotha, 1665. 

『
補
遺
』

Seckendorff, V
. L. v. 

（1656

）: T
eutscher Fürsten Stat. N

un zum
 drit-

ten M
ahl übersehen und auffgelegt. A

uch m
it einer gantz-neuen 

Zu-gabe. N
achdr. der A

usg., 1665 

（Paedagogica: Q
uellen Schriften 

zur Geschichte der Einheitsschule, Bd. 2

）. 2 Bde. V
erlag D

etlev 
A

uverm
ann. Glashütten im

 T
aunus,1976. 

本
稿
で
は
「
復
刻
本
」
と
表

記
。（
復
刻
本
は
二
巻
本
。）

Seckendorff, V
. L. v. （1656

）: T
eutscher Fürsten Stat. N

un zum
 vierdten-

お
よ
び
四
〇
九
頁
以
下
に
ヨ
ハ
ン
・
ミ
ハ
エ
ル
・
シ
ャ
ル
の
記
載
が
あ
る
と
い

う
が
、
著
者
は
未
見
。

（
６
）　

復
刻
に
際
し
て
、
ペ
ー
ジ
数
表
記
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

『
ド
イ
ツ
君
主
国
』
の
一
七
三
七
年
復
刻
版
で
は
原
典
に
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、V

orrede
に
ロ
ー
マ
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　

印
刷
用
紙
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
マ
ー
ク
（w

a-
term

ark 

透
か
し
模
様
）
な
ど
を
各
版
で
さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
８
）　

ガ
ッ
サ
ー
が
使
用
し
た
の
は
、
一
七
二
〇
年
版
で
あ
ろ
う
。

（
９
）　

同
名
の
古
書
籍
商
が
ロ
ン
ド
ン
に
存
在
す
る
が
、
両
者
の
関
係
は
不
明
で

あ
る
。
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ケ
ン
ド
ル
フ
に
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『
ド
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君
主
国
』
第
三
版
出
版
の
諸
相
（
川
又
）

三
〇
五

m
ahl übersehen und auffgelegt. A

uch m
it einer gantz-neuen Zu-

G
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 M
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ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false



三
〇
六

Sum
m

ary
V

eit Ludw
ig von Seckendorff’s T

eutscher Fürsten Stat 
 

（
the 3

rd  edition, 1665）.
 

Prof. H
iroshi K

A
W

A
M

A
T

A
 

N
ihon U

niversity College of law

Seckendorff’s T
eutscher Fürsten Stat is published in 1656, 1660, 1665, 

1670, 1678, 1687, 1695, 1700, 1703, 1711, 1720, 1737, and 1754. I have tw
o 

T
eutschen Fürsten Stat （

the 3
rd edition, 1665）. Staatsbibliothek zu Ber-

lin houses another one （
the 3

rd edition, 1665）. T
here are 3 different ti-

tle pages in them
. T

hey can be distinguished by ‘ZuGabe’, ‘Zu-Gabe’ 
and the ornam

ent on the each title page.

T
he T

okyo U
niversity Library houses Seckendorff’s Zugabe. T

his 
printed papers are also different from

 that of m
y tw

o Zugabe. T
he for-

m
er is thick, and the latters of m

ine is thin.
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事
　
業

　
報

　
告

平
成
二
十
六
年
度
・
二
十
七
年
度
研
究
会
報
告

法
学
研
究
所

刑
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
役
割

�

大
学
院
法
務
研
究
科
客
員
教
授　

加
藤　

康
榮

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
九
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
九
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

大
正
十
二
年
、
競
馬
法
の
制
定

　

―
い
わ
ゆ
る
馬
券
の
合
法
化
を
め
ぐ
る
問
題
―

�

非
常
勤
講
師　

末
澤　

国
彦

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
三
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問

�

准
教
授　

野
村　

和
彦

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
一
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
九
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

『
福
島
原
発
、
裁
か
れ
な
い
で
い
い
の
か
』
を
補
足
す
る

�

教
授　

船
山　

泰
範

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
五
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

サ
イ
バ
ー
詐
欺
型
犯
罪
と
共
謀
認
定
と
の
交
錯

�

通
信
教
育
部
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー　

原
田　

久
直

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
四
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

振
り
込
め
詐
欺
へ
の
官
民
協
働
の
現
状
に
つ
い
て

�

教
授　

尾
田　

清
貴

三
〇
九



（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
に
つ
い
て

�

法
学
研
究
科
大
学
院
生　

外
塚　

果
林

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
二
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
に
つ
い
て

　

―�

福
岡
高
判
平
成
二
十
一
年
四
月
十
日
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速

報
集（
平
二
十
一
）二
八
四
頁
を
素
材
と
し
て
―

�

教
授　

設
楽　

裕
文

民
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
五
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
中
国
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
つ
い
て

�

北
陸
大
学
未
来
創
造
学
部
准
教
授　

胡　

光
輝

②
金
銭
の
担
保
化
の
担
保
法
的
構
造

　

―
敷
金
関
係
を
中
心
に
―

�

教
授　

清
水　

恵
介

商
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
八
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

金
融
商
品
取
引
法
二
一
条
の
二
第
二
項
の
推
定
損
害
額
に
つ
き
、

同
条
四
項
ま
た
は
五
項
に
よ
る
減
額
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た

事
例（
最
三
小
判
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
・
裁
判
集

民
事
二
四
二
号
九
一
頁
、
判
夕
一
三
八
六
号
一
六
九
頁
）

�

新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人　

堀
野　

裕
子

②
（
判
例
研
究
）

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お
け
る
借
入
人
詐
欺
と
ア
レ
ン

ジ
ャ
ー
の
責
任（
東
京
地
判
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六

日
・
金
判
一
四
三
三
号
五
一
頁
）

三
一
〇



事
　
業

　
報

　
告

�

商
学
部
助
教　

鬼
頭　

俊
泰

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
五
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
イ
ギ
リ
ス
の
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

�

教
授　

大
久
保　

拓
也

②
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン

　

―
日
本
と
の
比
較
を
手
掛
か
り
に
―

�
商
学
部
准
教
授　

鬼
頭　

俊
泰

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日（
月
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「『
商
法（
運
送
・
海
商
関
係
）等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
』
に
関

す
る
意
見
募
集
」
に
対
す
る
意
見

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
五
月
九
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「『
商
法（
運
送
・
海
商
関
係
）等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
』
に
関

す
る
意
見
募
集
」
に
対
す
る
意
見

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
七
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
六
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学

的
考
察
～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表

者
：
教
授���

松
嶋
隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）人
的

資
本
と
物
的
資
本
所
得
へ
の
課
税
と
経
済
成
長

�

教
授　

坂
井　

吉
良

②
譲
渡
制
限
株
式
の
価
格
決
定
に
関
す
る
一
考
察
～
東
京
地
決
平
成

二
十
六
年
九
月
二
十
六
日
金
判
一
四
六
三
号
四
四
頁
を
素
材
と
し

て
～

�

教
授　

松
嶋　

隆
弘

経
営
法
学
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
六
日（
木
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
流
通
の
問
題
と
Ｅ
Ｕ
競
争
法
の
進
展

三
一
一



　
　
　
　

マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト　

ウ
ィ
ル
＆
エ
メ
リ
ー
法
律
事
務
所

�
　

パ
ー
ト
ナ
ー
弁
護
士　

ヴ
ィ
ル
コ
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ー
ル
ト

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
五
月
十
六
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

近
代
立
憲
主
義
に
お
け
る
人
権
と
税
の
一
考
察

�

税
理
士　

武
石　

鉄
昭

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日（
火
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

企
業
法
務
の
課
題
と
展
望
―
国
際
カ
ル
テ
ル
問
題
へ
の
対
応
策

　
　
　
　

商
事
法
務
研
究
会
・
経
営
法
友
会
幹
事

�

元
㈱
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
法
務
室
／
元
法
務
室
長　

北　

博
行

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
自
由
と
民
主
主
義
に
基
づ
く
税
法
観
と
、
新
た
な
基
本
的
人
権
の

あ
り
方
を
前
提
と
す
る
税
法
等
の
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て

�

元
九
州
共
立
大
学
経
済
学
部
教
授　

弓
削　

忠
史

②
速
報
：
最
高
裁（
三
小
）平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
六
日
判
決
～
更

正
の
期
間
制
限
を
め
ぐ
る
拙
鑑
定
の
紹
介
と
と
も
に
～

�

教
授　

黒
川　

功

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
七
月
十
六
日（
木
）午
後
五
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

経
営
法
務
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
在
り
方

　
　
　
　

花
王
株
式
会
社
法
務
部
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門

�

法
務
課
長　

皆
川　

要

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
七
月
十
八
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

日
弁
連
が
国
税
庁
に
提
出
し
た
「
税
務
調
査
手
続
き
要
件
を
回
避
す

る
税
務
行
政
に
関
す
る
要
望
書
」（
二
〇
一
五
・
二
・
二
〇
）の
分
析

�

白
鴎
大
学
教
授　

石
村　

耕
治

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

三
一
二



事
　
業

　
報

　
告

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
帳
簿
記
載
事
項
否
認
の
要
件

�

税
理
士　

志
岐　

昭
敏

②
日
経
二
輪
車
メ
ー
カ
ー
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
進
出
と
税
務
戦
略

�

大
東
文
化
大
学
経
営
学
部
教
授　

高
沢　

修
一

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
月
十
七
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
破
産
法
に
よ
る
破
産
手
続
廃
止
決
定
と
第
二
次
納
税
義
務

�

大
東
文
化
大
学
経
営
学
部
非
常
勤
講
師　

本
村　

大
輔

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
問
題
点

�

税
理
士　

荒
川　

俊
之

（
第
九
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

�

元
読
売
新
聞
監
査
委
員
長
・
論
説
委
員　

高
橋　

利
行

②
財
産
権
と
納
税
義
務
に
つ
い
て

�

税
理
士　

境　

鎮
治

（
第
十
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
九
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ア
メ
リ
カ
の
立
憲
主
義
へ
の
税
法
学
か
ら
の
一
考
察

�

税
理
士　

武
石　

鉄
昭

保
険
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
七
月
十
一
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
「
自
死
」
事
件
判
決
に
関
す
る

一
考
察（
福
島
地
判
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
・
判
時
二

二
三
七
号
七
八
頁
）

�

法
学
研
究
所
研
究
員　

川
村　

佑
紀

②
原
子
力
災
害
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
～
「
原
子
力
災

害
」
に
関
す
る
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
、
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
、
ケ
ー
ス
・

ロ
ー
の
交
錯
を
中
心
に
～

�

教
授　

松
嶋　

隆
弘

三
一
三



（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

不
法
行
為
に
よ
り
、
被
害
者
に
後
遺
障
害
が
残
存
し
た
場
合
に

お
い
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
基
づ
く
保
険
給
付
や
公

的
年
金
制
度
に
基
づ
く
年
金
給
付
を
受
け
た
際
に
、
各
社
会
保

険
給
付
と
の
間
で
損
益
相
殺
的
な
調
整
を
行
う
べ
き
損
害（
最

判
平
成
二
十
二
年
九
月
十
三
日
・
民
集
六
四
巻
六
号
一
六
二
六

頁
、
判
夕
一
三
三
七
号
九
二
頁
）

�
助
教　

田
中　

夏
樹

②
（
判
例
研
究
）

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
労
災
保
険
給
付
と
の
損
益
相

殺
的
な
調
整（
最
大
判
平
成
二
十
七
年
三
月
四
日
・
民
集
六
九

巻
二
号
一
七
八
頁
、
金
判
一
四
六
六
号
二
四
頁
）

�

海
上
保
安
大
学
校
海
上
警
察
学
講
座
准
教
授　

三
木　

千
穂

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
（
判
例
研
究
）

保
険
契
約
者
の
放
火
に
つ
い
て
、
保
険
契
約
者
が
自
由
な
意
思

決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
保
険
者
の
免
責
が
認
め
ら
れ

た
事
例（
神
戸
地
裁
姫
路
支
判
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
日
・

判
時
二
二
五
九
号
四
八
頁（
控
訴
審
：
大
阪
高
判
平
成
二
十
七

年
二
月
二
十
七
日
・
判
時
二
二
五
九
号
四
六
頁
））

�

帝
京
大
学
法
学
部
法
律
学
科
教
授　

松
田　

真
治

②
（
判
例
研
究
）

精
神
障
害
中
の
自
殺
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
保
険
者
の
免
責

が
認
め
ら
れ
た
事
例（
仙
台
地
判
平
成
二
十
五
年
四
月
十
七
日

判
決（
平
成
二
十
三
年（
ワ
）第
一
〇
三
五
号
保
険
金
請
求
事

件
・
判
例
集
未
登
載
））

�

弁
護
士　

勝
野　

義
人

政
経
研
究
所

政
治
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
三
講
堂

三
一
四



事
　
業

　
報

　
告

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
の
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
と
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン

�

上
智
大
学
外
国
語
学
部
教
授　

河
﨑　

健

②
昭
和
初
頭
の
選
挙
運
動
に
つ
い
て
の
研
究　

選
挙
ポ
ス
タ
ー
か
ら

紡
ぐ
日
本
政
治
史

�
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

玉
井　

清

政
治
・
経
済
合
同
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
七
月
九
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
図
書
館
）Ｌ
三
〇
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
代
議
政
治
論
』
自
筆
草
稿（
日
本
大
学
法
学
部
図

書
館
所
蔵
）

�

教
授　

川
又　

祐

公
共
政
策
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
三
月
五
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「
政
策
過
程
の
問
題
と
課
題
」

�

教
授　

水
戸　

克
典

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
七
月
九
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

「
社
会
保
障
改
革
の
現
状
と
課
題
」

　
　
　
　

国
際
医
療
福
祉
大
学
大
学
院
教
授
・
国
際
医
療
福
祉

　
　
　
　

総
合
研
究
所
所
長
・
一
般
財
団
法
人
医
療
介
護
福
祉

�

政
策
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
長　

中
村　

秀
一

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
二
日（
木
）午
後
五
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

消
防
行
政
の
主
な
動
向
に
つ
い
て

�

消
防
庁
消
防
研
究
セ
ン
タ
ー　

渡
辺　

剛
英

三
一
五



比
較
法
研
究
所

英
米
法
研
究
会
私
法
部
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
日（
火
）午
前
十
時
四
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
五
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

営
業
秘
密
保
護
強
化
に
向
け
た
法
改
正
の
動
向

　

―
各
国
比
較
を
ふ
ま
え
て
―

　
　
　
　

同
志
社
大
学
法
学
部
教
授
（
元
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
法
務
部
長
）

�
　

斉
藤　

憲
道

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学

的
考
察
～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表

者
：
教
授　

松
嶋
隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
取
締
役
の
債
権
者
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
の
一

考
察

�

大
学
院
法
務
研
究
科
助
教　

金
澤　

大
祐

②
科
学
研
究
費
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
現
代
契
約
条
項
の
法
学
・
言
語
学

的
考
察
～
英
文
契
約
書
と
の
対
比
を
通
し
て
～
」【
研
究
代
表

者
：
教
授　

松
嶋
隆
弘
】（
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
三
二
）イ
ギ

リ
ス
の
民
事
司
法
制
度

�

教
授　

松
嶋　

隆
弘

�

（
※
平
成
二
十
七
年
二
月
～
平
成
二
十
八
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
六
年
度
・
二
十
七
年
度
定
期
無
料
法
律

相
談
会

　

平
成
二
十
六
年
度
・
二
十
七
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会
は
、
校
友
弁

護
士
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
定

期
無
料
法
律
相
談
会
の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生

達
の
法
学
の
実
践
教
育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時

【
平
成
二
十
六
年
度
】

（
第
七
回
）
平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日（
土
）

（
第
八
回
）
平
成
二
十
七
年
三
月
七
日（
土
）

【
平
成
二
十
七
年
度
】

三
一
六



事
　
業

　
報

　
告

（
第
一
回
）
平
成
二
十
七
年
五
月
十
六
日（
土
）

（
第
二
回
）
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
日（
土
）

（
第
三
回
）
平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
六
日（
土
）

（
第
四
回
）
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
四
日（
土
）

（
第
五
回
）
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
二
日（
土
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
一
時
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
三
号
館

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
員
）

岡
島　

芳
伸
・
内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
関　
　

正
晴

松
嶋　

隆
弘

（
校
友
弁
護
士
）

大
谷
部
雅
典
・
川
上　

俊
明
・
野
中　

英
匡
・
長
谷
川
武
雄

松
原　

祥
文
・
渡
辺　
　

孝
・
和
田　

光
史

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生　

各
回
四
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�

五
十
六
件

②
内
容

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�

十
三
件

貸
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収�

一
件

借
地
借
家�

三
件

不
法
行
為（
名
誉
毀
損
・
器
物
損
壊
な
ど
）�

二
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
）�

六
件

労
働
関
係（
従
業
員
の
ト
ラ
ブ
ル
・
解
雇
な
ど
）�

二
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

八
件

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
）�

二
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係�

一
件

そ
の
他（
消
費
者
問
題
な
ど
）�

十
八
件

�

（
※
平
成
二
十
六
年
二
月
～
平
成
二
十
七
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
七
年
度
特
別
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

　

平
成
二
十
七
年
度
特
別
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
新
潟
県
上
越
市
の

上
越
市
市
民
プ
ラ
ザ
に
お
い
て
、
市
当
局
並
び
に
地
元
の
上
越
桜
門
会
・

校
友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
七
年
七
月
五
日（
日
）に
開
催

さ
れ
た
。

　

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
特
別
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教

育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
七
年
七
月
五
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時

三
一
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二
、
場
所　

新
潟
県
上
越
市
市
民
プ
ラ
ザ

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

池
村　

正
道
・
清
水　

恵
介
・
関　
　

正
晴
・
田
中　

夏
樹

野
中　

貴
弘
・
井
出　

真
悟
・
中
村　
　

彰
・
戸
塚　

浩
行

平
塚　

孝
典
・
守
塚　

隆
司
・
吉
田　
　

翼

（
校
友
弁
護
士
）

川
上　

俊
明
・
入
澤　

武
久
・
坂
井　
　

愛
・
平　
　

裕
介

安
藤　
　

豪
・
山
際　

悟
郎

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
六
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�

三
十
四
件

②
内
容

賃
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収�
二
件

借
地
借
家�
四
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係�

六
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

四
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�

八
件

そ
の
他（
近
隣
問
題
・
交
通
事
故
・
不
法
行
為
な
ど
）�

十
件

平
成
二
十
七
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

　

平
成
二
十
七
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
静
岡
県
三
島
市
の
日
本

大
学
国
際
関
係
学
部
短
期
大
学
部
三
島
駅
北
口
校
舎
に
お
い
て
、
市
当
局

並
び
に
地
元
校
友
会
・
校
友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
七
年

十
一
月
二
十
九
日（
日
）に
開
催
さ
れ
た
。

　

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
の
趣

旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教
育
を

行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時

二
、
場
所　

静
岡
県
三
島
市　

日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
短
期
大
学
部

　
　
　
　
　
　
　

三
島
駅
北
口
校
舎　

七
階

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
野
中　

貴
弘
・
井
出　

真
悟

中
村　
　

彰
・
戸
塚　

浩
行
・
平
塚　

孝
典
・
吉
田　
　

翼

（
校
友
弁
護
士
）

和
田　

光
史
・
大
谷
部
雅
典
・
木
下　

淳
一
・
坂
井　
　

愛

後
藤　

正
治

三
一
八



事
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告

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
六
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�

二
十
四
件

②
内
容

借
地
借
家�

二
件

近
隣
問
題（
道
路
、
境
界
、
騒
音
な
ど
）�

四
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

三
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�

九
件

交
通
事
故�

二
件

そ
の
他（
借
金
・
税
務
事
件
な
ど
）�

四
件

平
成
二
十
七
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談

　

平
成
二
十
七
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談
は
、
法
桜
祭
期
間
に
合
わ
せ
て

開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

行
政
相
談
に
本
学
部
の
学
生
を
陪
席
さ
せ
、
行
政
相
談
を
通
じ
て
日
本
の

現
代
行
政
を
理
解
す
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
及
び
そ
の

解
決
方
法
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日（
日
）～
十
一
月
三
日（
火
）

　
　
　
　
　

※�

時
間
は
、
午
前
十
時
～
午
後
三
時
（
但
し
、
三
日
は
午
前

の
み
）

二
、
場
所　

法
学
部
十
号
館
二
階　

学
生
ホ
ー
ル

三
、
主
催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

四
、
後
援　

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会

五
、
協
力　

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

六
、
相
談
員

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会
行
政
相
談
委
員

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
官

七
、
補
助
学
生　

�

行
政
科
研
究
室
所
属
学
生
及
び
公
募
に
て
募
集
の
法
学

部
生

八
、
相
談
項
目

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・
行
政
制
度
に
つ
い
て

・
道
路
の
整
備
等
に
つ
い
て

・
駐
車
・
駐
輪
等
に
つ
い
て　
　
　
　

等
々

九
、
相
談
件
数　

二
十
七
件

平
成
二
十
七
年
度
法
律
討
論
会

　

第
三
十
八
回
法
律
討
論
会
は
、
日
本
大
学
法
学
会
と
日
本
大
学
法
曹
会

に
よ
る
共
同
開
催
、
並
び
に
日
本
大
学
法
学
部
校
友
会
と
日
本
大
学
法
学

三
一
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者
の
所
有
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
Ｙ
は
、
Ｘ
の
承
諾
を
得
な
い
で
、
平
成
二
十
六
年
二
月
一

日
、
Ｚ（
建
築
業
者
）と
の
間
で
、
本
件
ビ
ル
の
基
礎
・
躯
体
工
事
部
分
に

つ
き
、
完
成
・
引
渡
時
期
を
同
年
六
月
十
五
日
、
請
負
代
金
四
〇
〇
〇
万

円
で
下
請
負
契
約
を
締
結
し
た
が
、
同
契
約
で
は
、
出
来
形
部
分
の
所
有

権
帰
属
に
つ
き
定
め
が
な
か
っ
た
。

　

Ｙ
は
、
Ｘ
か
ら
前
金
一
〇
〇
〇
万
円
及
び
中
間
金
二
〇
〇
〇
万
円
の
支

払
を
受
け
た
が
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
、
資
金
繰
り
に
窮
し
て
、

事
実
上
の
倒
産
に
よ
り
建
築
業
を
廃
業
し
、
一
方
的
に
正
当
な
理
由
な
く

本
件
ビ
ル
の
建
築
工
事
の
現
場
放
棄
を
し
た
。
他
方
、
Ｚ
は
、
Ｚ
が
材
料

を
提
供
し
、
既
に
基
礎
・
躯
体
工
事
部
分
の
施
工
を
遂
げ
、
同
月
十
五
日

ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
完
成
部
分
を
Ｙ
に
引
渡
し
て
、
Ｙ
か
ら
下
請
工
事
代

金
の
一
部
と
し
て
二
〇
〇
〇
万
円
を
受
領
し
て
い
た
が
、
残
代
金
二
〇
〇

〇
万
円
が
上
記
倒
産
時
点
で
も
未
払
で
あ
っ
た
。

　

Ｘ
に
お
い
て
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
、
直
ち
に
Ｙ
に
対
し
て
工
事

督
促
の
連
絡
を
取
る
と
、
Ｙ
は
、
同
年
六
月
三
十
日
時
点
で
無
資
力
状
態

に
陥
り
、
事
業
再
開
の
見
込
み
は
な
く
、
本
件
ビ
ル
の
建
築
工
事
続
行
も

Ｙ
の
過
失
に
よ
り
履
行
不
能
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
同
日
、
そ
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
契
約

解
除
の
意
思
表
示
を
し
た
。

　

ま
た
、
同
時
点
で
Ｙ
は
、
本
件
ビ
ル
の
建
築
に
つ
き
、
法
令
上
所
定
の

部
法
学
研
究
所
の
後
援
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
十
月
十
七
日（
土
）十
二

時
三
十
分
か
ら
法
学
部
十
号
館
一
階
一
〇
一
一
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。（

出
題
者
）

河
野　

清
孝
裁
判
官

（
審
査
員
）

澤
田　

康
広
検
察
官
・
遠
山　

敦
士
裁
判
官

大
塚　

康
貴
検
察
官

（
進
行
・
時
計
）

能
登　

豊
和
弁
護
士
・
入
澤　

武
久
弁
護
士

◆
問
題（
民
法
）

　

Ｘ（
注
文
者
）は
、
Ｙ（
請
負
人
。
一
級
建
築
士
）
と
の
間
で
、
Ｘ
所
有

の
土
地
上
に
、
事
務
所
用
の
建
物（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
。
以
下
「
本

件
ビ
ル
」
と
い
う
。）の
建
築
を
依
頼
し
、
設
計
施
工
の
一
括
発
注
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
、
そ
の
完
成
・
引
渡
時
期
を
平
成
二
十
六

年
十
二
月
一
日
と
定
め
て
、
次
の
内
容
の
建
築
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し

た
。請

負
代
金　

�

一
億
円（
工
事
開
始
前
に
一
〇
〇
〇
万
円
、
平
成
二
十
六

年
五
月
三
十
一
日
に
中
間
金
二
〇
〇
〇
万
円
、
完
成
・
引

渡
時
に
七
〇
〇
〇
万
円
）

特
約　
　
　

�

契
約
が
途
中
で
終
了
し
た
と
き
は
、
出
来
形
部
分
は
注
文

三
二
〇
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三
二
一

の
よ
う
な
反
論
が
考
え
ら
れ
る
か
。

　

討
論
会
は
三
人
一
組
で
八
組
が
出
場
し
、
各
チ
ー
ム
一
人
の
立
論
者
が

十
分
以
内
の
論
旨
を
発
表
し
、
他
の
二
人
が
他
の
出
場
チ
ー
ム
や
傍
聴
者

の
質
疑
に
対
し
て
五
分
間
で
応
答
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。

　

討
論
に
先
だ
ち
、
日
本
大
学
法
学
会
会
長
の
代
わ
り
に
、
日
本
大
学
法

学
部
法
学
研
究
所
所
長
・
日
本
大
学
法
学
部
司
法
科
研
究
室
運
営
委
員
長

で
あ
る
関
正
晴
教
授
の
挨
拶
、
並
び
に
日
本
大
学
法
曹
会
会
長
鈴
木
三
郎

弁
護
士
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て
進
行
の
能
登
豊
和
弁
護
士
か
ら
発
表
の

手
順
と
審
査
基
準（
論
旨
内
容
六
十
点
、
発
表
態
度
十
点
、
質
疑
応
答
内

容
・
態
度
三
十
点
）等
の
説
明
が
な
さ
れ
た
あ
と
討
論
会
が
開
始
さ
れ
た
。

　

討
論
終
了
後
、
審
査
員
を
代
表
し
て
大
塚
康
貴
弁
護
士
か
ら
審
査
結
果

が
発
表
さ
れ
た
の
に
続
き
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
法
曹
会
、
法
学
部
校
友
会

か
ら
優
勝
チ
ー
ム
に
法
曹
杯
・
法
学
部
校
友
会
杯
、
法
曹
会
か
ら
優
勝
、

準
優
勝
、
第
三
位
の
各
チ
ー
ム
に
盾
、
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
副
賞

と
し
て
図
書
カ
ー
ド
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
出
場

者
全
員
に
メ
ダ
ル
及
び
図
書
カ
ー
ド
、
優
秀
質
問
者
に
は
法
学
部
校
友
会

か
ら
図
書
カ
ー
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
来
場
者
全
員
に
法

学
部
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
記
念
品
を
贈
呈
し
た
。

　

な
お
、
法
律
討
論
会
終
了
後
、
ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
エ
ド
モ
ン
ト

に
お
い
て
出
場
者
・
関
係
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
。

設
計
図
書（
図
面
）の
作
成
や
建
築
確
認
手
続（
出
来
高
等
報
酬
相
当
額
計

八
〇
〇
万
円
）及
び
Ｚ
の
下
請
工
事
分（
出
来
高
報
酬
相
当
額
四
〇
〇
〇
万

円
）の
ほ
か
、
屋
根
・
壁
面
工
事
等（
出
来
高
報
酬
相
当
額
一
二
〇
〇
万

円
）を
施
工
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
出
来
形
部
分
は
、
Ｙ
・
Ｚ
に
よ
っ
て

全
工
事
の
六
割
が
完
了
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
あ
ら
た
め
て
Ｗ（
建
築
業
者
）と
の
間
で
、
上
記
設
計

図
書（
図
面
）や
Ｙ
・
Ｚ
が
施
工
し
た
出
来
形
部
分
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
、

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
、
請
負
代
金
五
五
〇
〇
万
円
で
、
建
築
工
事
請

負
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｗ
は
、
同
契
約
に
基
づ
き
、
内
装
工
事
を
含
む
残

工
事
の
続
行
を
図
り
、
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
に
本
件
ビ
ル
を
完
成
し
て

引
渡
し
を
行
い
、
Ｘ
か
ら
そ
の
代
金
五
五
〇
〇
万
円
を
受
領
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
、
Ｚ
が
施
工
し
た
躯
体
工
事
の
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
係
る
配
筋
工
事
の
一
部
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
た
鉄
筋

量
が
Ｚ
の
過
失
に
よ
り
上
記
設
計
図
面
の
定
め
よ
り
少
量
の
た
め
、
構
造

上
強
度
不
足
で
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
こ
の
瑕
疵
修
補
に
は
、
五
〇
〇
万
円
の
費
用
を
要
す
る
。
一
方
で
、

上
記
Ｙ
・
Ｚ
の
施
工
に
係
る
出
来
形
部
分
の
出
来
高
清
算
も
未
了
の
ま
ま

で
あ
る
。

　

以
上
の
事
案
で
、
民
法
上
の
法
律
関
係
と
し
て
、
Ｚ（
下
請
業
者
）が
Ｘ

（
注
文
者
）に
対
し
、
下
請
工
事
残
代
金（
残
報
酬
）の
回
収
の
た
め
、
直
接

に
そ
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
、
ど



三
二
二

青
塚　

貴
広（
二
〇
一
五
卒
業
）・
飯
塚
健
太
郎（
法
律
・
四
年
）

小
畠　

恭
世（
法
律
・
三
年
）・
小
林　

識
央（
法
律
・
三
年
）

櫻
井　

一
毅（
法
律
・
三
年
）・
柴
山　

卓
巳（
法
律
・
四
年
）

鈴
木
花
奈
美（
法
律
・
四
年
）・
山
本　

大
介（
法
律
・
三
年
）

渡
辺　

結
有（
法
律
・
四
年
）・
渡　
　

晴
菜（
法
律
・
三
年
）

平
成
二
十
七
年
度
国
家
試
験
合
格
者

◆
司
法
試
験
予
備
試
験　

一
名

小
山　

彰
弘（
大
学
院
法
務
研
究
科
既
修
者
コ
ー
ス
三
年
在
籍
中
）

◆
司
法
書
士
試
験　

三
名

竹
内　

義
博（
平
成
二
十
七
・
法
律
学
科
卒
業
）

高
須　

昭
仁（
平
成
二
十
六
・
法
律
学
科
卒
業
）

杉
田　

真
友（
平
成
二
十
二
・
政
治
経
済
学
科
卒
業
）

◆
弁
理
士
試
験　

三
名

持
田　

大
輝（
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
一
年
在
籍
中
）

折
原　

俊
一（
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
二
年
在
籍
中
）

早
坂　

光
紀（
平
成
二
十
七
・
法
律
学
科
卒
業
）

◆
税
理
士
試
験　

八
名

槇
島
め
ぐ
み（
平
成
二
十
六
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

佐
藤　
　

光（
平
成
二
十
五
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

　

成
績
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学
科
・
学
年
）

優　

勝（
第
八
組
）

柴
山　

卓
巳（
法
律
・
四
年
）・
鈴
木
花
奈
美（
法
律
・
四
年
）

矢
野　

由
夏（
法
律
・
四
年
）

準
優
勝（
第
四
組
）

山
本　

大
介（
法
律
・
三
年
）・
櫻
井　

一
毅（
法
律
・
三
年
）

八
木
孝
太
郎（
法
律
・
三
年
）

第
三
位（
第
一
組
）

渡
辺　

悠
介（
法
律
・
三
年
）・
鈴
木　

賢
太（
政
治
経
済
・
三
年
）

齋
藤　

健
太（
公
共
政
策
・
三
年
）

参
加
賞（
順
不
同
）

藤
本
恵
美
奈（
法
律
・
三
年
）・
臼
井　

和
基（
経
営
法
・
三
年
）

伊
藤　

礼
佳（
法
律
・
三
年
）・
阿
部　

隼
也（
政
治
経
済
・
三
年
）

宇
津
木
祐
希（
法
律
・
二
年
）・
中
嶋　
　

大（
法
律
・
二
年
）

松
本　

裕
樹（
法
律
・
三
年
）・
小
堀　

響
平（
法
律
・
三
年
）

鈴
木　

貴
宗（
経
営
法
・
三
年
）・
大
谷　

健
太（
経
営
法
・
三
年
）

津
金　
　

遼（
法
律
・
三
年
）・
小
林　

識
央（
法
律
・
三
年
）

小
豆
畑
か
お
り（
経
営
法
・
三
年
）・
伊
川　

夏
美（
法
律
・
三
年
）

佐
巻　

紗
衣（
法
律
・
三
年
）

優
秀
質
問
賞（
五
十
音
順
）
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時
田　
　

望（
平
成
二
十
四
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

長
橋　

清
太（
平
成
二
十
三
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

石
川　

隆
規（
平
成
二
十
二
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

中
山
真
之
介（
平
成
二
十
二
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

落
合
利
佐
子（
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
課
程
二
年
在
籍
中
）

堤　
　

健
二（
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
課
程
二
年
在
籍
中
）

◆
公
認
会
計
士
試
験　

五
名

川
畑　

優
太（
平
成
二
十
七
・
法
律
学
科
卒
業
）

大
野　
　

男（
平
成
二
十
五
・
法
律
学
科
卒
業
）

本
宮　

佳
幸（
平
成
二
十
三
・
法
律
学
科
卒
業
）

岡　
　

健
介（
平
成
二
十
一
・
管
理
行
政
学
科
卒
業
）

加
藤　

寛
啓（
平
成
二
十
・
管
理
行
政
学
科
卒
業
）
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編
集
委
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関
　
　
正
晴

岩
崎

　
正
洋

池
村

　
正
道

小
田

　
　
司

高
橋

　
雅
夫

船
山

　
泰
範

楠
谷

　
　
清

佐
渡
友

　
哲

水
戸

　
克
典

執
筆
者
紹
介

　
　
　
　
掲
載
順

丹
　
羽

　
重

　
博

　
　
　
日
本
大
学
教
授

吉
　
原

　
達

　
也

　
　
　
日
本
大
学
教
授

山
　
田

　
光

　
矢

　
　
　
日
本
大
学
教
授

信
　
夫

　
隆

　
司

　
　
　
日
本
大
学
教
授

渡
　
辺

　
容
一
郎

　
　
　
日
本
大
学
教
授

杉
　
本

　
竜

　
也

　
　
　
日
本
大
学
専
任
講
師

三
　
澤

　
真

　
明

　
　
　
日
本
大
学
助
教

川
　
又

　
　
　
祐

　
　
　
日
本
大
学
教
授



Shigehiro Niwa, The Action of Bills and Name-Lending

HO-GAKU KIYO-

Journal of the Law Institute

Tatsuya Yoshihara, Edictum Perpetuum Praetoris Urbani & Edicta 
Aedilium Curulium, Revised by Otto Lenel （1909）（2）

Joint Research An Interim Report, Political Science and Economics 
Institute: “Political Influence between Asian States 
and Japan”

Masahiro Misawa, Road to Second Application for EEC Entry: The 
British Labour Party and Party Politics

Takashi Shinobu, Model of the Japan-U.S. Secret Agreement on the 
Criminal Jurisdiction Waiver of the U.S. Forces in Japan

Yoichiro Watanabe, The Conservatives and David Cameron in Coali-
tion （2010-2013）

Tatsuya Sugimoto, Tocqueville’s Social Policy

【Political Influence between Asian States and Japan】

Mitsuya Yamada, Regional Development of a Group of Islands in Oki-
nawa Prefecture Located on the National Border

Hiroshi Kawamata, Veit Ludwig von Seckendorff’s Teutscher Fürsten 
Stat （the 3rd Edition, 1665）



法
　
学

　
紀

　
要
（
第
五
十
七
巻
）

関

関

正

晴

岩

崎

正

洋

編
集

発
行
　
責
任
者

発
行
年
月
日

　
平
成
二
十
八
年
三
月 

一
日

発
　
行

　
者

　
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

　
　
新
灯
印
刷
株
式
会
社

　
　

ISSN　0287-0665


	001_57巻 01_扉
	003_57巻 02_目次
	005_57巻 03_研究論文_扉
	007_57巻 04_【法学研究所】扉
	009_57巻 05_丹羽重博
	031-070_57巻 06_吉原達也（下）★横組
	071_57巻 07_【政経研究所】扉
	073_57巻 08_政経研究所共同研究中間報告_扉
	075_57巻 09_資料はじめに
	079_57巻 10_山田光矢
	115_57巻 11_資料_山田光矢
	133_57巻 12_信夫隆司
	183_57巻 13_渡辺容一郎
	225_57巻 14_杉本竜也
	265_57巻 15_三澤真明
	291_57巻 16_資料_川又祐
	307_57巻 17_事業報告_扉
	309_57巻 18_事業報告
	324_57巻 19_執筆者紹介
	326_57巻 20_欧文目次
	327_57巻 21_奥付

